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「ちんちょうち」(沈澄池)とは 

下水をきれいにする処理施設の一つです。 

都市活動や生活で使われた水は、微生物の力できれいになります。

細菌を主体とした微生物集団が下水中の汚濁物を食べ、増殖する

ことできれいにします。汚濁物を食べつくした微生物集団を沈降

させ、きれいな上澄水を取り出す役割をするのが沈澄池です。す

なわち、下水と微生物の混合液を沈めて澄ます池が沈澄池です。 

 

                                     

                         サンズイ偏の連続用語 

「サンズイ偏」が三つも連続する「沈澄池」という用語は珍しい。

いずれも中国から渡来した漢字であるが、その組み合わせは日本

人が考案したものである。 

「沈澄池」という言葉は大きな国語辞典にも載っておらず、今は

大阪市下水道で使われる貴重な日本語である。 
(「沈澄池の話」：山野寿男著 NPO 機関誌「ちんちょうち」創刊号 15 頁より抜粋) 

 

 

 

 

                  表紙水彩画：森本 博  千早赤阪村の棚田 
 

楠正成の故郷、大阪府唯一の村である。  

６月の始め田植えが終わったころの風景で紫陽花が残っていた。 

日本の棚田１００選に選ばれた。絵になる風景である。 
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巻頭言 

 

大 阪 市 下 水 道 の 道 標 を 

濱 宏 

 
 
「下水道事業の経済」を著わし下水道事業を

都市計画法に組み込まれた関一市長の功績は極

めて大きく、近代下水道の緒についた大阪市下

水道を現在の発展に導かれた祖であると確信し

ています。「受益者負担金制度」は、決して豊か

ではなかった戦前の下水道整備の主要な財源と

なり事業を支えました。その後戦後の高度経済

成長によって法人税や所得税の増収により国の

財政は豊かになった時代においても、発展期に

あった国土整備の需要は大きく国費の獲得は容

易ではありませんでした。自らも自己財源を作

り出せる事業であるかどうかの評価が国費配分

の最大の決め手であった時に、「受益者負担金制

度」は予算獲得に非常に大きく貢献したのでし

た。下水道財源は優先され、他に比して大きく

伸びました。 
関市長の「受益者負担金制度」は全国の下水

道事業の推進に力を与え、そのおかげで大阪市

下水道も予算獲得や事業推進の上で優遇された

と考えております。 
 
しかしながら高度成長前の戦中、戦後期の予

算は一刻も早い整備を要する事業量には足りず、

少ない直営の人数で夜遅くまで働いても浸水箇

所は少雨でも減らず、無力感を感じる日々であ

りました。そのような中で中馬市長は、高度成

長の波にも乗って市の下水道整備がいよいよ目

に見える効果を表し、事業量が絶頂期を迎えよ

うという昭和 38 年に就任されました。 
市長就任後直ちに訓示がありました。それは、

市民の払う税金に値する仕事をせよ、小さな仕

事でも見直して創意工夫で取り組め、必要があ

れば法律改正も避けるな、優れた人材を多く集

めよ、仕事も財源も後からついてくる、など現

在でも全く通じるも

のです。 
財源確保が焦眉の

急であり地方自治財

政を支える税制の改

定が必要と見るや、

中馬市長は畳 1 畳ほ

どにまとめた資料を

抱きかかえて政府、国会に再三陳情されたので

した。自主財源の確保を目指してその理論をま

とめ、行動に移されたのです。国の根幹にかか

わる制度の改正を、自ら直接働きかけ行動され

たのです。 
関一市長、中馬馨市長、私たちはこれら理論

と実行力のある優れた大先輩の方々の言行一致

の功績、その流れと DNA を受け継いでいるこ

とを忘れてはなりません。 
 
 浸水防止は下水道の重要な役割の一つです。

近年は想定を超える豪雨が頻発し浸水対応の見

直しも必要となっているようですが、大阪市の

浸水防止対策は高潮対策事業から始まりました。

高潮対策事業は戦後ずっと大阪府、市の港湾な

らびに河川関係部門において営々と対策が続け

られ、昭和 36年の第２室戸台風の被害を受けて

緊急３カ年計画（昭和 37～39年）が計画、実施

され、防潮堤の整備・強化、橋梁や排水設備が

整備されました。これに引き続いて昭和 40年よ

り第２次治水５ヵ年計画を策定したのでした。

これは恒久的な高潮対策を講ずるものでしたが、

施策の実施に必要な予算の確保が極めて難行す

る中で事業は進められました。そして、一方で

は地下水のくみ上げ規制により昭和 39 年ごろ

には激しい地盤沈下の進行が食い止められたこ
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とも功を奏して、苦難の中で進められた事業は

大阪の都市安全に大いに寄与し、現在の高潮対

策の基盤を形成したのです。 
一連の高潮対策とその後の下水道、河川事業

を含めた大阪平野の排水の現状は、本誌「ちん

ちょうち」第４号に掲載されている山野寿男氏

による論文「大阪市における水環境の変貌」中

の「大阪平野に刻まれた水の歴史図」に示され

ています。氏の了解をいただき、文末にこの図

を示します。 
主要都市河川、市の増補幹線、府の南部・北

部の地下河川など、大阪平野全体の河川・下水

道・地下河川、水門、大ポンプ場の配置などが

詳細に調べられ一目で見てとることができます。

是非本図によって、長年にわたり営々と続けら

れてきた大阪平野の水を巡る歴史を改めてご覧

いただきたいと思います。 
図に記された一つ一つの施設が、それぞれ長

い歴史と先人の膨大な辛苦の汗によって築かれ

たものです。 
 
本号で６号を迎える「ちんちょうち」は、大

阪市下水道にキャリアを捧げた OB 諸君が、市

民の方々との橋渡しとなってこれから困難な時

代を迎える市下水道に「恩返し」をしようとの

志で創刊されたと伺っています。 
 「ちんちょうち」が先人から私たちに引き継

がれる偉大な DNA の連鎖を引き継ぎ、それに

よって繋ぎ出された多くの資産の記録と記憶を

伝え、大阪市下水道が向かう新たな時代の道標

を示し続けることを期待します。 
 

 
 
 
 

「大阪市における水環境の変貌」山野寿男著より 
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水彩画：森本 博  有馬温泉の露地 
 紅葉のシーズンに有馬温泉のロッジをスケッチ。路地裏のた

め人通りが少なく、ゆっくりとスケッチできた。帰りは金の湯と

銀の湯につかる。 

水彩画：結城庸介 夏野菜 
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特別寄稿 
 

多層式水処理施設の開発とその経緯 

結城 庸介 

 
内容 

１．下水道計画値の変遷  
２．下水道施設の大拡張期  
３．文献による最終沈殿池の調査  
４．周辺流入型円形最終沈殿池の調査  
５．活性汚泥の沈降特性の調査  
６．多層式最終沈殿池の変遷  
７．多層式最終沈殿池の評価及び経済効果  
８．流出管設置の目的及び流出管損失水頭の特徴  
９．流出管の計算  
10．３層式最終沈殿池の処理成績  

11．流出管を用いた多層式最終沈殿池のその他の留意点  

12．多層式水処理施設の写真による説明  

13．多層式水処理施設の外部への紹介  

14．最終沈殿池に関する私案  
 

大阪市の下水処理施設の内、多層式水処理施設の開発とその経緯について、パワーポイントの画像を

用いて説明します。([ ]内は画像番号を示します。) 

 
 

 

１．下水道計画値の変遷

[1・1～1・8](図表は「大

阪市下水道事業誌」より引

用) 

 
[1・1]によれば、昭和初期に

計画された処理場では人口一

人 /一日当たりの汚水量は

0.195 m3/人/日であったこと

が分かります。それが昭和 5

年度から昭和 51年度までに、

1930 年（昭和 5年）の 0.195 

m3/人/日[1・1]から 0.265 

m3/人/日[1・2]、0.351 m3/
人/日[1・3]、0.404 m3/人/日
[1・4、1・5]と増加し、1972

年（昭和 47年）には 0.590 m3/
人/日[1・6、1・7]と約３倍に

増加しています。その結果、

昭和 44年度から昭和 51年度 
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までの変化で見ましても、全

体の計画処理水量は 197 万

m3/日から296万m3/日に急増

しました。[1・4、1・7] 
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下水処理場を建設するために

は、その建設用地が必要とな

ります。 
[1・8]は下水処理場用地の

取得経過を示しています。特

筆すべきことは、1945年（昭

和 20年）以前に既に約 24ヘ

クタールもの用地を確保して

いたことでしょう。戦後も精

力的に用地取得が継続されま

したが、大阪市内のような家

屋密集地における用地取得は

容易ではなかったことでしょ

う。このような努力にもかか

わらず、用地面積は不十分な

状態でした。 
1976 年度末（昭和 5１年度

末）で、計画処理水量 296万

m3/日に対して全用地面積を

77 ヘクタールであったと仮

定しますと、処理水量 1m3/
日あたり 0.26m2 となり、そ

の当時一般に下水の２次処理

に必要な標準的な用地面積は

0.5～1.0m3/m2･日と言われ

ていましたので、相当に厳し

い用地不足の状況でした。 
限られた用地の中に必要と

なる処理施設を収容するため

には、処理施設の中で、大き

く用地面積を占有する水処理

施設の面積あたりの処理能力

を増大させる何らかの方策を

採用しなければなりませんで

した。 
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２．下水道施設の大拡張期 

[2・1] 

  
第二次大戦前の昭和 10 年

代には大阪市の中心部を処理

区とする津守、海老江の両下

水処理場が既に稼働していま

したが、戦後は昭和 30年代か

ら下水処理場の本格的な建設

が始まりました。1957年（昭

和 32年）に中浜、市岡の両下

水処理場の建設から始まり、

引き続き千島、住之江、海老

江、津守、今福、放出等にお

いて処理場施設の建設が行わ

れました。その頃からまさに

下水処理施設の大拡張期に入

りました。 
[2・1]は大阪市全体の下水

処理能力の推移を表していま

すが、10か年計画が実施され

た昭和 30年代から昭和 40年

代にかけて急速に処理能力が

拡大していることを見ること

ができます。 
 
３．文献による最終沈殿池 

の調査  [3・1～3・7] 
 
1965年（昭和40年）頃には、

下水処理に関する技術参考図

書は国内ではほとんどありま

せんでした。そこでその頃私

たちは米国の水処理に関する

学術雑誌などの文献を参考に

して下水処理施設の設計を行

っていました。また、その頃

もっとも権威があり、私たち

が頼りにした図書は、WPCF
（米国の水質汚濁防止連盟）

から1959年に出版された下水

処理に関する参考書である

「 SEWAGE TREATMENT 
PLANT DESIGN」、いわゆる 
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「プラントデザイン」でした。

[3・1]  
同書は 1971 年になって日

本語訳が出版されました。 
そ の 後 、「 SEWAGE 

TREATMENT PLANT 
DESIGN」は 1977 年に全面

改定されました。[3・2] 
「プラントデザイン」には、

最終沈殿池の水面積負荷は

1,000gl/day・ft2（1 平方フィ

ート・1 日当たり 1,000 ガロ

ン）と記されており、これは

40.7m3/日・m2 に相当します。

日本の水面積負荷の設計基準

はこの値を基に 40m3/日/m2 
と決められました。その後、

この値は 20～30 m3/日/m2と

変更されました。 
 また、「プラントデザイン」

には、最終沈殿池では密度流

が生じやすいので、これを改

善する方策が記されています。

[3・3] 
 また、William J.Katz 他も

同様の方策による対策を記述

しています。[3・4]  
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  さらに、1960年に発刊され

た Babbitt の「Sewerage and 
Sewage Treatment」[3・5]

には、最終沈殿池に流出管を

沈殿池水面積全体に広く配置

することにより処理水を改善

できるとする実例が掲載され

ています。[3・6] 
また、 1958 年頃には、 

William J.Katz 他による周

辺流入型円形最終沈殿池が活

性汚泥の沈殿効率に優れてい

るとの論文が見られました。

[3・7] 
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４.周辺流入型円形最終沈  

殿池の調査 

[4・1～4・11] 

 
施設建設にあたっては、下

水処理場の用地の利用効率を

向上させることが至上命令で

した。そのためには、処理施

設の内、比較的広大な面積を

占める水処理施設の面積当り

の処理水量を増大させること

が効果的であるとの判断から、

まず最終沈殿池の実態調査を

することになりました。 
 1965 年（昭和 40 年）４月

から９月まで、中浜下水処理

場において活性汚泥の沈殿効

率が良いとされる周辺流入型

円形最終沈殿池（以後「円形

池」と記す。）の調査を行うこ

と、同時に比較試験として既

設矩形最終沈殿池（以後「矩

形池」と記す。）の機能の実態

調査を行うことの 2 点が調査

の内容でした。直径 4.5m、

水深 2.5m の円形池のパイロ

ットプラントを現地に設置し

て調査を始めました。 
[4・1]は円形池の概要、

[4・2]中浜東処理場に設置さ

れた円形池です。[4・2]の写

真で右側にプランジャーポン

プが設置されているのが見え

ます。活性汚泥を円形池に汲

み上げるのに際して汚泥フロ

ックの分散を極力避けるため

にプランジャーポンプを使用

しました。 
[4・3]は周辺部に設置され

た流入水分配用オリフィスで

す。 
 調査としましては、まず、

塩化アンモニウム溶液をトレ

ーサーとして使用して沈殿池 
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の水理状態調査を行いました。塩化アンモニウ

ム溶液を沈殿池流入口に投入し、流出口でその

濃度と経過時間との関係を記録し、沈殿池内の

水流状態を調査しました。また、実際の活性汚

泥を用いて沈殿池内の汚泥の沈降分離状態を調

査しました。 
円形池と矩形池のトレーサーによる機能調査

結果及び結論は次のようでした。 
 

 
 

 

 [4・4、4・5]は矩形池と円形池のそれぞれの

トレーサー試験で時間と濃度の関係を表したも

のです。矩形池では最大濃度は理論滞留時間の

50～60％の時間で現れているのに対して円形池

では最大濃度は理論滞留時間の 70～80％の時

間で現れています。これは円形池の方が池容積

を有効に使っていることを表しています。 
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 [4・6]は両者を水理特性パラメーターで比

較表示したものです。 
T0 は理論滞留時間です。左上の図で、Tmax 

はトレーサー濃度が最大となる時間です。

Tmax/ T0 が１に近いほど沈殿池容積全体を有

効に使っていると考えられます。矩形池では

Tmax/T0 = 0.4～0.6 であるのに対して円形池

では Tmax/T0 = 0.7～0.8 となっています。 
 右上の図で、Ti はトレーサーが最初に現れる

時間です。Ti/T0 が 1 に近いほど短絡流が少な

いことを表しています。矩形池ではTi/T0 = 0.04
～0.06 であるのに対して、円形池では Ti/T0 = 
0.3～0.4 となっています。矩形池で Ti が極端

に小さいことは短絡流が顕著であることを表し

ています。 
左下の図で、Tf はトレーサーの半量が通過す

る時間です。Tf/T0 が１に近いほど池容積を有

効に使っていることを表しています。矩形池で

はTf/T0は 0.7～0.9であるのに対して円形池で

は Tf/T0がほぼ１となっています。 
右下の図で、T10、 T90はそれぞれトレーサー

の 10％、90％ が通過する時間を表しています。

T90/T10 が小さいことは全量のトレーサーがあ

まり拡散しないで短時間でまとまって沈殿池を

通過することを表しています。 
矩形池では T90/T10 は約５であるのに対して、

円形池では約３となっています。円形池は矩形

池に比べて T90/T10 が小さいのでトレーサーが

速やかにまとまって沈殿池を通過することを表

しています。 
以上のようにトレーサー試験ではどのパラメ

ーターで見ても円形池が優れていることが確認

できました。 
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汚泥沈降効率の比較試験で

は、円形池の浄化水 SS が矩

形池のそれより悪くなってい

ます。これはプランジャーポ

ンプによる汚泥フロックの分

散が原因であると思われ、円

形池が優れていることは確認

できませんでした。[4・7] 
円形池では汚泥ブランケッ

トの存在を確認できましたが、

矩形池の底部には汚泥ブラン

ケットの存在を確認できませ

んでした。 
[4・8]は汚泥濃度計の説明

図、[4・9]は汚泥濃度調査機

器の写真、[4・10]は汚泥濃

度調査のための吸光度調査結

果を示しています。 
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 以上の調査を基に結論とし

ては、円形池は水理特性が良

いので、沈殿効率で優れてい

ると推定できました。また、

施設の設置面積を小さくでき

るうえに、円形池は汚泥除去

に中央駆動装置を採用できる

ので維持管理費が安くできる

と思われました。 
しかし、矩形池は円形池と

比べて施設の平面形状の相違

により用地の利用効率が優れ

ていること、また、矩形池は

２層式など多層化することが

可能です。 
以上の理由等を勘案して、

最終的には多層式の矩形沈殿

池を採用する方向で計画を進

めることにしました。 
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５．活性汚泥の沈降特性の 

調査 

[5・1～5・6] 

 
円形池の調査と並行して、

最終沈殿池における活性汚泥

の沈降状況を見るため、実際

の円形池の水深に近い深さ

3,000ｍｍ、内径 150ｍｍのア

クリル製の円筒を使用し、実

際の活性汚泥を用いて、活性

汚泥の沈降状態・沈降速度を

調査しました。 
汚泥の沈殿分離は[5・1]に

示すようなモデルで表すこと

ができます。 
除去汚泥の沈降速度を 

V(m/日)、水面積負荷を I= 
Q/A(m3/㎡・日) とすれば、汚

泥除去の必要条件は V > Q/A 
となります。 

[5・2、5・3]は 10 分後か

ら 25 分後の汚泥の沈降状況

を示しています。この写真で

分かるように 25 分後には汚

泥はほぼ沈降が完了していま

す。 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

16 
 

[5・4]は静止沈殿による SS 除去率を表した

ものです。円筒の中の水はわずかに上下に移動

していますので、等除去率線は静止沈殿の理論

どおりの水深０を通る直線にはなっていません。 
 また、[5・5]は汚泥界面沈降曲線を表したも

のです。 
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この調査では、汚泥沈降開始

後 20分を経過すると、ほとん

どの汚泥が沈降を完了するこ

とが観測できました。これは

216m3/m2/日の沈降速度に相

当することになります。 
最終沈殿池水面積負荷の設

計基準は 40m3/m2/日でした

から、設計基準の 5.4倍の速

度で大部分の汚泥の沈降が完

了しています。最終沈殿池内

で攪拌等がない理想的な上向

流が行われるならば、矩形最

終沈殿池の全長前方の約 1/5

の場所でほとんどの沈殿は完

了していることを意味します。

その後は沈降速度の遅い単粒

子状の汚泥の沈降が継続する

ことになります。 
以上の調査を参考にして流

出管は沈殿池全長の流入部側

の約 1/3 を除いて池全体に

広く設置することにしました。 
 
６．多層式最終沈殿池の 

変遷 [6・1～6・7] 

 
（1）２層式最初沈殿池及び 

２層式最終沈殿池[6・2] 

戦後、大阪市では下水道の

面整備を優先し、新設処理場

は中浜東処理場を除いて沈殿

処理で供用開始していました

ので、最初沈殿池の建設が先

行されました。 
大阪市における最初の２層

式最初沈殿池の建設は 1963

年（昭和 38年）に今福下水処

理場で始められました。本施

設の浄化水流出装置は、上・

下層ともＶノッチ越流堰とし、

池の下流端に配置する構造と

なっていました。 
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一方、最終沈殿池は放流水質に直接影響を与

える重要な固液分離施設ですから、処理水流出

装置の設計には慎重な配慮が必要です。最終沈

殿池では、沈殿効率は密度流の影響を受けやす

いので、下流端に越流堰を集中させると、下流

端で強い上昇流が起りやすく、処理水質の安定

の面から好ましくなく、従来から最終沈殿池の

流出装置は流入部を除く水面積全体に配置され

ていました。 
そこで、２層式最終沈殿池の設計にあたって

は、流出装置として、上層には越流堰を用いま

したが、下層には越流堰の代わりに内径 200mm
の管に直径 40mm の小孔を 10 数個設けた流出

管を水面積に広く均等に配置することを考えま

した。大阪市における最初の２層式最終沈殿池

は 1965年（昭和 40年）に中浜西下水処理場で

工事着手されました。 
(2) 反応タンクと最終沈殿池との立体化施設

[6・3、6・4] 

最初沈殿池と最終沈殿池を２層式としただけ

では、まだ用地不足を十分に解消することがで

きません。そこで次に反応タンクと最終沈殿池 

 
を立体化することを計画しました。 
反応タンクの下部に最終沈殿池を設置するこ

とは、処理水の流出装置として集合式流出管を

用いることで可能となりました。ただし、反応

タンクと最終沈殿池を立体化しようとすると、

反応タンクと最終沈殿池の施設面積当りの処理

能力をほば同一にする必要があります。 
当時大阪市の設計基準では、反応タンクの設

計滞留時間は汚泥返送比を 0.3として流入水量

の 1.3倍量に対して 3.5時間とし、また、最終

沈殿池の水面積負荷は 1,000gpd/ft2を換算した

値、40m3/m2/日としていました。そこでこれら

の数値を基準にして両施設の面積当りの処理能

力を同一にしますと、反応タンクの水深を 6m
にする必要がありました。 
その当時、反応タンクの水深及び散気装置の

設置水深は 15ft、即ち 4.5m が標準となってい

ましたので、水深 6m の反応タンクに水深 4.5m
の位置に散気装置を設置した場合の水流状態を

調査し、不都合が生じないことを確認する必要

があり、その調査を行い、支障のないことを確

認しました。 
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上部に位置する反応タンクヘ流入した下水は

折返し式の反応タンクを通過した後、分配室を

通って４水路に分かれた下部の最終沈殿池へ流

入し、流出管を経て放流渠へ越流する構造とな

っています。反応タンクから最終沈殿池の 4 水

路それぞれへの水量均等分配は、最終沈殿池流

出側の越流堰の高さを同一にすることにより行

われるようになっています。しかしこの構造に 

 
起因して、４水路への水量分配部分において汚

泥濃度に多少の不均一が生じ、運転管理上の配

慮が必要となりました。 
なお、反応タンクと最終沈殿池との立体化施

設は 1970、1971年（昭和 45、46年）に特に用

地面積の狭小な今福及び海老江の下水処理場で

それぞれ工事着手されました。本形式の立体化

施設は日本では最初の施設です。 
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(3) ３層式最終沈殿池 [6・5、6・6] 

 ２層式最終沈殿池の運転管理に特に問題がな

いと判断できましたので、３層式最終沈殿池を

実用化する見込みがつきました。3 層式最終沈

殿池は集合式流出管、流出水量を堰により調整

する方法、及び反応タンク下部の深い位置に設

置した最終沈殿池など、それまでの技術経験を

総合化することにより可能となりました。 
３層式最終沈殿池の流出装置としては、３層

とも集合式流出管を採用しました。内径 200mm
の管に直径 40mm の小孔を 10 数個設けた流出

管を水面積に広く均等に配置することにしまし

た。上、中、下、各層の流出量制御は、各層の

集合式流出管の流出端にそれぞれ設置された越 

 
流ゲートにより行うことにしました。肉眼によ

り 3 層それぞれの流量と水質を監視できる越流

ゲートによる制御方式が、推持管理上好ましい

と考え、この方法を採用しました。 
 本タイプの施設は 1972年（昭和 47年）に此

花、津守の各下水処理場で、又 1977年(昭和 52

年)には平野下水処理場でそれぞれ工事着手さ

れました。３層式最終沈殿池は日本では最初の

施設です。 
ところで本施設に流入する活性汚泥濃度が高

くなると３層のうち下層に汚泥が集中堆積しや

すくなり、汚泥濃度が大きい時などには下層の

SS 除去率が低下する傾向が見られるようにな

りましたので、この点を軽減するような運転管 
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理が必要となることが分かりました。 
多層式最終沈殿池では、下層のスラッジコレ

クターヘの駆動力伝達にチェンを用いるとその

垂直長が大きくなり、緊張力調整装置が必要と

なります。そこで私たちはチェンによるスラッ

ジコレクターヘの駆動伝達のほか、シャフトに

よる方法、又は水中モーターによる方法も実用

化しました。 
(4) 深層反応タンク [6・7] 

反応タンクの水深を 10ｍ程度の深層化とす

ることによって、用地の有効利用率を向上させ

ることにしました。[6・7]は 1972 年頃の深層

反応タンクの計画案の一例です。 
当時、本図のように深層反応タンクの下に１

層または数層の最終沈殿池を設置する（案）も 

 
 
 
 

案出されましたが、そこまでの必要性はないと

して実用化には至りませんでした。特に当時、

此花下水処理場では大量の難分解性工場排水の

流入が見込まれていましたので、ＨＲＴ(水理学

的滞留時間)を大きく取る必要があり、それ故狭

小な用地内に大容量の反応タンクを設置するた

めには、深層化する以外に選択の余地がないと

いう状況下にありました。検討の結果、実施設

として深層反応タンクと３層式最終沈殿池の組

み合わせ施設を建設することになりました。 
本タイプの施設は 1972年（昭和 47年）に此

花、津守の各下水処理場で、又 1977 年（昭和

52年）には平野下水処理場で、それぞれ３層式

最終沈殿池の建設と同時に工事着手されました。 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

22 
 

 
 
 

 
 
 

７．多層式最終沈殿池の 

評価及び経済効果 

[7・1～7・3] 
 
多層式沈殿池の運転を始め

てすでに 40 年以上経過して

います。この間の運転状況か

ら判断すると、多層式沈殿池

は１層式沈殿池と比べて推持

管理上多少不利な点があるこ

とは否定できませんが、用地

の有効活用という点で評価で

きるのではないかと思ってい

ます。 
[7・1] 実建設施設を基に

計算をしますと、以下のよう

な結果となりました。 
１層式最初沈殿池、水深

4.5mの反応タンク、及び１層

式最終沈殿池を組合せた水処

理施設の場合は、その当時の

設計基準で１日当り処理能力

千m3当りの構造物占有面積

は、合計で164m2となりまし

た。一方、２層式最初沈殿池、

水深10mの反応タンク、及び

３層式最終沈殿池の組み合わ

せの場合は、合計で76m2とな

り、１層式施設と比べて占有

面積は46％に減少しました。 
[7・2] 多層式施設は１層

式のそれに比べますと、コン

クリート構造物本体の建設費

は安く、土留工、土工の費用

は逆に高くなりましたが、全

体の工事費は同程度となりま

した。以上の比較計算には用

地費は含まれていませんので、

多層式と１層式のそれぞれの

建設費が同程度であることは、

多層式にすることにより、不

必要となる用地面積に相当す

る用地費が節減できることに

なりました。 
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８．流出管設置の目的及び流出管損失水頭の特徴 

 [8・1～8・4] 

 
下水処理では、現在でも活性汚泥法が多用されており、その

中で最終沈殿池の設計及び維持管理の重要性が十分に認識され

ているとは言いがたいと思います。しかし最終沈殿池で固液分

離が良好に行われているか否かが、活性汚泥法の最終的な処理

成績を大きく左右します。ところで、活性汚泥は見かけ比重が

小さく、沈降した汚泥は水流のわずかな攪乱によって容易に再

浮上します。もし、最終沈殿池の下流端に集中して流出堰を配

置しますと、密度流によって下流端で強い上向流が生じ、水質

悪化を招きやすいことが知られています。したがって最終沈殿

池では、局部的に大きな上向流が生じないように、流出堰等の

流出装置は水面全体に広く配

置することが肝要です。 
一方、狭小な下水処理場の

敷地を有効利用する目的で、

最終沈殿池を２層、または３

層のように、多層化すること

が行われてきました。この場

合、下層では自由水面を十分

に広く確保できないので、通

常は流出堰を下流端に集中し

て設置されることになります。

その結果、下層では、放流水

の水質悪化を招いている例が

他都市で見られました。そこ

で、我々は上・中・下各層で

同様の良好な水流状態を確保

するべく、各層に流出管を水

面積に広く設置した多層式最

終沈殿池を採用することにし

ました。 
流出管とは、管に小孔を設

けて、流出堰と同様の間隔で

最終沈殿池内に設置したもの

です。この場合、小孔はすべ

ての管に同様の開孔率にする 
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のではなく、管内の水流による摩擦損失その他の損失を考慮し

て、管の上流端から下流端に向かって、開孔率を小さくする必

要があります。 
 [8・1～8・2] 当初は多層式最終沈殿池の流出装置として、

上層には従来から使用されている越流堰を用いて下層に流出管

を用いる構造としました。下層の各流出管は上層の流出溝内に

垂直管で接続する方式となっています。流出管の流出口には高

さを調節し、流出量を調節できるようにテレスコピック管

(Telescopic outlet pipe)を設置しました。その後、下層内に各

流出管を接続する内径 500mm の集合管、又は、主管を設置し

各枝管の流出水を集水する方式(集合式流出管：Collective 
outlet pipe)を用いるようになりました。 
しかし、各層間で水理特性の異なる浄化水流出装置を用いる

と、水位の変動に対して流量変動は、三角堰では水位変動の 5/2
乗、台形堰(テレスコピック管の越流部に適用)では水位変動の

3/2乗、オリフィス・管水路では水位変動の 1/2乗となります。

その結果、例えば上層に三角

堰を、下層にオリフィスを備

えた流出管を用いますと、水

量変動はほとんど上層のみで

生じるという不都合が生じる

ことが分かりましたので、す

べての層に流出管を用いるよ

うにしました。 
ちなみに流出管は流出堰と

比較して厳密な水面との高さ

調整をする必要がないという

利点も持っています。 
[8・3] 最終沈殿池の集合

式流出管を設計する場合、水

面積全体にわたって処理水を

流出管に均等に流入させるこ

とが重要です。流出管は下流

に行くにしたがっての損失水

頭が累積し増大します。故に

集合式流出管への流入量を均

等にするためには、流出管全

体に均等な小孔を設けるので

はなく、池の上流端から下流

端に向かって、流出管に設け

る開口面積を漸次小さくする

必要があります。そこで、均

等に流入する流出管の開孔面

積比を表す式を導いて設計計
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算に用いました。 
[8・4] 流出管損失水頭には次のような特徴があります。 

① 全体流量が決まり、均等に流出させると仮定することによ

り、主管、枝管、オリフィスの各流量はすべて決まります。 
② 各流量が決定すると、主管、枝管等のそれぞれの損失水頭

が決まり、動水勾配の形状も決定します。  
③ オリフィスの損失水頭（赤縦棒）は主管の損失水頭の累積

に伴って上流から下流に向かって増大します。  
④ 上流から下流に向かって増大するオリフィス損失に対応し

て、各部のオリフィスの流量が同一となるようにオリフィス

の面積を減少させる必要があり、 [9・5] 式（１）により求

めることができます。  
⑤ 小孔断面積を決める[9・5]式(１)には、流速を示す値が含

まれていませんから、小孔断面積の決定には水量変動とは無

関係であることが分かります。したがって、水量変動があっ

ても小孔による水量配分は変わりません。 
以下で流出管の設計計算法を紹介します。 

 

９．流出管の計算 

[9・1～9・18]注) 

 

(1) 流出管の設計計算式  

[9・1～9・5] 

 流出管は、[9・1]に示すよ

うに主管と枝管から成ってい

る。設計計算のための基礎式

の誘導にあたっては、枝管及

び主管は径が一様であり、枝

管の壁に設けたスリットから

流入する処理水が定常流であ

ると仮定する。なお、流出管

モデル及び各記号は、[9・1]

のように定める。また、枝管

へのオリフィスによる流入を

枝管全長に沿って連続したス

リットを通した流入と考える。

[9・2] 

 
 
注) 

「９．流出管の計算」図の中で､

記号については次のとおりとし

ます。 
ｌ＝ℓ    ＡＭ＝ＡＭ 
ＡＰ＝ＡＰ  ＡＬ＝ＡＬ 
ＲＬ＝ＲＬ  ＲＭ＝ＲＭ 
u ℓ＝ul    Ｕm＝Ｕm 
ＳＰ＝ＳＰ  ＳＬ＝ＳＬ 
ＣＰ＝ＣＰ  ＣＬ＝ＣＬ 
ＮＬ＝ＮＬ  ＮＭ＝ＮＭ 
ＲＷ＝ＲＷ  
α＾2＝α2  (αの 2 乗) 
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流出管に関する基礎式とし

て、枝管・主管に対して[9・

3～9・4]のような式が成り立

つ。 

さらにα、β、NL及び NMを

[9・5]のように定めると、主

管断面積に対する枝管総断面

積比α 及び枝管断面積に対

する枝管１本あたりの小孔総

開口面積比β に関して[9・5]

（１）式が得られる。 

流出管全体の損失水頭比 

 
Ym

Um2/2g
 を決めると、 

AL、SL、AM[9・1]は一定値で

あるのでαも一定値となり、

(1)式よりβを求めれば、池の

単位水面積あたりの流入水量

が一定になるような AP、SP、

がすべての L （枝管の始点か

らの任意に距離、最終端 L=ℓ）、 

M（主管の始点からの任意の距

離、最終端 M=m）の値につい

て決定することができる。な

お、CLは 5.1/1=LC となる。 
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(2) 最大最小流量比を考慮 

した設計法 

[9・6～9・13] 

（１）式を用いて適切な小

孔開口面積を求めるには、繰

り返し計算を行う必要がある。

これを避けるため次の方法で

計算する。 

RW（最大最小流量比） 

γ × ℓ×ｍ

AM
（γ =

CP×AP
SL×SP

：集水面積

に対する小孔の有効面積比） 

β = min)max(
2
1

ββ + （枝管

断面積に対する小孔総開口

面積比の一定値） 

α（主管断面積に対する枝管

総断面積比） 

Ym
Um2/2g

（流出管全体の損失水

頭の無次元量） 

の 5つの変数に関する３つの

関係式を求め[9・7]、これら

の式に２つの変数を代入して

他の３つの変数を定める。 

エクセルを利用して、 式

（2）、（3）、（4）に数値を代入

してγ× ℓ×ｍ

AM
 の計算数値を求

め、その数値をグラフ化する。 
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[9・8]、[9・9]、[9・10]は

それぞれ RW の値とβ 、α 、

-
Ym

Um2/2g
 のそれぞれの値に対

応する γ × ℓ×ｍ

AM
 の値との関

係を表にしたものである。 

また、[9・11]、[9・12]、

[9・13]は[9・8]、[9・9]、

[9・10]の表の値をグラフ化

したものである。 

さらに、次の「(3)エクセル

による計算例」で用いた数値

を上記の表、及びグラフに記

入してある。 
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(3) エクセルによる計算例 

[9・14～9・18] 

計算例として、1 池あたり

の入力数値を[9・14]のとおり

とする。 

具体的には以下のような計算

手順で設計を進める。[9・14

～9・15] 

① １池あたりの処理水量を

定める。 

② 主管及び枝管のそれぞれ

の長さと内径を定める。 

③ 枝管の中心間距離、及び小

孔の直径と中心間距離（仮

の値として）を定める。 

④ RW = 
min
max

min
max

β
β

≈
L

L

q
q

 は、

小さい程、集水状態が均等

化すると想定されるが、実

用上この値を 1.8程度とす

る。 

⑤ α＝1.44 は決定済である。

RW =1.8 程度として、残り

の 3 つの値を[9・11～9・

13]、または式 (2)～(4) 

より、 
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γ × ℓ×ｍ

AM
＝0.63、 

β ＝0.434、− Ym
Um2/2g

＝5.5

となる。 

⑥ 上記のα、
Ym

Um2/2g
の値に相

当する個別のβを（１）式

より求め、続いて小孔中心

間距離 Spを求める。枝管に

設置される小孔中心間の距

離、及び小孔数は、[9・18]

のとおりとなる。 
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実際の枝管に設ける小孔

の数は、上表の数値を四捨

五入して、上流側の枝管か

ら、下流に向かって、19、

19、18、18、17、17、15、

14、13 とした。 
 
10. 3層式最終沈殿池の 

処理成績例 

[10・1] 
 
３層式最終沈殿池の処理成

績例では、20～50m3/m2/日の

範囲の水面積負荷では、各層

間で顕著な処理水質の差異は

見られません。安定した良好

な処理成績であると考えられ

ます。 
 
11. 流出管を用いた多層

式最終沈殿池のその

他の留意点  [11・1] 

 
流出堰を用いた多層式最終

沈殿池と比較して、流出管を

用いた多層式最終沈殿池は以

下のような長所を持っていま

す。 
（１）流出管を用いることに

より、多層式最終沈殿池の

面積を有効に利用すること

ができます。すなわち、越

流堰を用いて処理水を流出

させようとすると、必ず越

流堰を設置するための比較

的広い自由水面が必要です

が、流出管では処理水を水

中で流出させるので広い自

由水面を確保する必要はあ

りません。 
（２）上層・中層・下層に流

出管を用いる場合は、流出

管の主管の下流端に越流ゲ

ートを設置することにより、 
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上層・中層・下層それぞれ

を独立して流量をコントロ

ールすることができます。 
（３）機器の搬出入には、下

流端の開口部が利用できま

す。別途に床版に開口を設

けることによる不都合を回

避できます。 
（４）流出管は水中から処理

水を流出させるので、越流

堰のように高さを調節する

必要がありません。 
（５）中層・下層の上床版の

下面をスラッジコレクター

で摺動させことにより、ス

カムの堆積を防止すること

ができます。 
 
１2．多層式水処理施設の 

写真による説明 

[12・1～12・7] 

 
[12・1] 1973 年頃、今福

処理場における反応タンクと

最終沈殿池との立体化施設の

建設中の写真です。上部の反

応タンクと下部の最終沈殿池

のそれぞれの横断面を見るこ

とができます。 
 

[12・2] 1975 年頃、此花処

理場における 3 層式最終沈殿

池の建設中の写真です。３層

になっている最終沈殿池の横

断面を見ることができます。 
 
[12・3] 1980 年頃、平野

処理場における水処理施設の

建設中の航空写真です。一番

奥が最初沈殿池、中央が水深

10 m の反応タンク、手前が 3
層式最終沈殿池です。 
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[12・4] ３層式最終沈殿

池の上層に設置された流出管

を示しています。主管の内径

は 500mm、枝管の内径は

200mm、小孔の直径は 40mm 
です。 

 
[12・5] 流入部付近に位

置する中層部及び下層部に連

結する駆動チェーンの緊張装

置を示しています。多層式沈

殿池の中層及び下層では駆動

チェーンの上下長が長くなる

ので、チェーン緊張装置が必

要となります。 
 

[12・6] 中層部、下層部

ではフライトは流出管の上部

に位置して、中床版の下面を

摺動してスカムの堆積を防止

しています。中床版と流出管

の間に位置するフライトが見

えます。 
 

[12・7] フライトの下部

に位置している流出管の下流

端では、フライトの摺動空間

を避けるため、隣接する２本

の流出管主管を 1 本に集合さ

せて、浄化水を上部に流出さ

せています。 
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13. 多層式水処理施設の 

外部への紹介 

[13・1～13・7] 

 
（１）多層式水処理施設の有

用性について、外部への広報

に努めました。 
① 1990 年に京都で国際水  

質汚濁研究会議（IAWPRC : 
International Association 
on Water Pollution 
Research and Control）で発

表しました。[13・1] 

②Sewage Works in Japan 
1990「日本の下水道 1990年」

に掲載しました。[13・2] 
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 ③WPCF 発行の月刊誌であ

っ た Water Environment 
and Technology 1991年 6月

号に掲載されました。原稿の

依頼がありましたので投稿し

ました。[13・3] 
④下水道施設計画・設計指針

と解説 後編”2001 年度版で

紹介されました。[13・4] 
（２）既設処理場の処理能力

増強の必要性があるにもかか

わらず、既設処理場用地の拡

張が困難な状況にある国外の

処理場関係者からの見学及び

問い合わせがありました。 
①1987年にアメリカ EPA 及

びボストン市から見学者があ

りました。[13・5] 
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②1991年に香港政庁から見学者がありました。[13・6] 

③1992 年に英国ブライトンから設計内容について問い合わせ

がありました。[13・7] 
 
14. 最終沈殿池に関する私案 

 
私たちが開発した流出管を持つ多層式最終沈殿池は用地利用

の効率化という点では大きな

役割を果たしたと思っていま

す。 
しかし、その後最終沈殿池

の構造はほとんど変わってい

ません。近年は、膜分離活性

汚泥法等において新しい固液

分離施設が開発されています

が、私は最終沈殿池もまだ改

善の可能性を持っているので

はないかと思っています。 
最終沈殿池内の汚泥の挙動

を眺めますと、汚泥界面は通

常、20分程度の短時間で水深

約３m の沈降を終了してい

ます。一方、水面付近では数

mg/ℓ 程度の濃度の単粒子汚

泥を含む浄澄水が存在してお

り、この浄澄水を放流水とし

て流出させています。そこで

流出管を膜分離の機能を持つ

管に変えることにより、安定

した浄澄水を確保するという

考え方もあると思います。 
最近は多種多様な濾過謨が

開発されていますので、この

目的に合った濾過膜を選択す

ることは可能でしょう。この

ような構造が可能であれば最

終沈殿池と急速濾過池の機能

を合わせ持った省エネルギー

で高効率の固液分離施設が実

現するかも知れません。 
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13・6 

1991年 5月 香港政庁 

から見学者来阪 
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特別寄稿 
 

  大阪市下水道 34 年の思い出 

  福智 真和 

 
１．下水道人生のスタート 

  
当時神戸市東灘区に住んでいた私は、灘の酒

造会社に行こうと大阪大学醗酵工学科の研究生

として在籍していたが、研究室の先生から“酒

屋は止めとき、お前の酒の飲み方やったら早よ

死ぬぜ”と言われていた。ちょうどその頃、中

浜下水処理場の場長をしておられた橋本奨氏

（昭和46年4月大阪大学工学部環境工学科教授

に転身）が求人に来られ、研究室の先生から“こ

れからは下水道が面白いから行け”と言われた。

それが私と下水道の係わりである。 

昭和 42年 4月採用であるが、できるだけ早く

大学を切り上げて来て欲しいと言われ、41年 12

月からアルバイトとして中浜下水処理場に勤務

することとなった。当時橋本場長の下に松永一

成主査がおられ、設計係の結城庸介さんが中浜

東処理場の沈澄池で密度流の調査を行っており、

塩分濃度の影響の少ない早朝に調査するため、

一番電車で出勤しお手伝いしたのが下水道の最

初の仕事であった。 
 ４月から２ヶ月間の新採研修の後、津守下水

処理場と中浜下水処理場の兼務辞令をもらい、

最初の勤務地は津守下水処理場であった。当時

は、処理能力をはるかに超える下水が流入して

おり、活性汚泥法とは名ばかりで曝気槽の

MLSSの沈殿容量を量るのにメスシリンダーで

は測定できず、インホフコーンの底に消化汚泥

のような黒い汚泥がわずかに溜まる程度であっ

た。それでも活性汚泥変法のモディファイドエ

アレーション法としての処理効果がそれなりに

発揮されており、２系の処理施設が稼動する昭

和 48 年まで中級処理としての位置付けで運転

された。 
 
 

２．橋本奨場長の 

思い出 

  
昭和 42 年秋から中浜

下水処理場に移り、橋

本場長の指導を受ける

ことになった。中浜に

は、１年先輩で橋本場

長とともに大阪大学に転出された藤田正憲さん

（後に橋本教授の後任教授）がおられ、昼休み

には、橋本場長が試験室に来て藤田さんと下水

の浄化反応理論やばっき理論などの議論をする

のが常で、傍で聞かせていただいたのが、私の

下水道についての基礎知識の源である。 
 橋本場長は、実に豊富なアイデアとバイタリ

ティに溢れた方で、下水・汚泥処理の技術面だ

けでなく色々な提案をされ、面白い経験をさせ

ていただいた。そのいくつかの例を以下に挙げ

る。 
① 桜並木 
松永一成元局長の寄稿文にも書かれていたが、

現在花見の名所として市民に親しまれている中

浜下水処理場の桜並木は、一本 50 円ほどの桜

の苗木を植え、脱水ケーキをブロアー室で乾燥

させ肥料として育てたものである。これが栗林

局長の花の処理場計画へと繋がっていったので

ある。 
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② 魚の飼育 
動物園の動物の餌とするため、中国原産の鯉

科の淡水魚で成魚は体長 1メートルにもなるハ

クレンを大阪府の淡水魚試験場から譲り受け、

比較的処理水質が良好であった中浜東下水処理

場と住之江下水処理場の沈澄池で飼育を試みた。

しかし、スラッジコレクターなどで傷ができる

とその傷口から化膿し病気になって死んだり、

流出口から流亡したりで残念ながら失敗に終わ

った。また、天皇陛下が皇太子時代にシカゴ市

から持ち帰った淡水の黒鯛と言われるブルーギ

ルの飼育も試験室で試みたが、私の熱意不足で

頓挫した。 
③ 寝屋川のばっき実験 
 当時寝屋川の水質は、BOD が数10ppm で、

ぶくぶくとガスが発生するような状況であった。

河川水を直接ばっきして水質改善を図るため、

奈良女子大学の津田教授、大阪府、大阪市衛生

研究所などでエアレーション研究会を組織して

研究が行われており、そのばっき実験に携わる

ことができ大いに勉強になった。その研究が後

に道頓堀川のばっきに繋がったのではないか思

っている。 
④ 大阪城外堀への処理水の送水 
 公園部からの要請で中浜西処理場の処理水を

砂ろ過して大阪城の外堀に送水することになり、

堀内での長期の水質変化を調べるため、大阪城

公園内の小さなプールに処理水を入れ、水質の

消長や藻類の発生を調べるため真夏の暑い中、

自転車で通ったことを覚えている。 
通水後数日を経ず、城南公園のせせらぎで発

泡がひどくなんとかならないかと連絡があった。

当時の洗剤はまだ生分解性の悪い ABS 洗剤が

主流であったため処理水中に残存していたので

ある。滝落としを緩やかな流れに、堀への注水

管を水面下に延ばすなど発泡を抑えるよう改造

し、酷い場合は消泡剤を用いることにした。ま

た、特に夏場は藻の発生がひどく苦情も聞かさ

れた。 
⑤ 汚泥の有効利用実験 
下水処理場施設の建設が進み、汚泥発生量の増

大とともにそれまで場内や市内の低湿地等への

埋め立てで凌いできたが、場長初め幹部の方々

は処分場の確保に苦労されていた。埋め立てで

は限界が目に見えており、汚泥処分量の減量化

や有効利用の方途の検討が喫緊の課題であった。 
■下水汚泥の肥料効果実験 
脱水ケーキの肥料としての利用について大阪

市立大学理学部付属植物園と共同研究が昭和

42年から数年にわたり行われた。あわせて、汚

泥中に含まれる重金属類の作物への影響につい

ての調査も実施した。 
■焼却灰の有効利用実験 
昭和 40 年に中浜と海老江下水処理場に縦型

多段炉（15 トン/日）が建設され、焼却実験を

行うとともに焼却灰の有効利用実験が行われた。

焼却灰は、アスファルトフィラー、路盤材、軽

量骨材、レンガとしての利用について橋本場長

の指導のもと、当時機械課の小林孝之氏が中心

になって行い、何れも有効利用が可能であるこ

とが明らかにされた。 
これらの研究は、汚泥の緑農地利用や建設資

材利用の先鞭を付けるものであったが、全国的

に本格的に取り組まれるようになったのは、昭

和 50年代半ば以降になってからである。因みに

平成 20 年度における全国の汚泥リサイクル率

は 78％となっている。 
橋本場長にはアフター5 も含め多方面にわた

りご指導をいただいたことは真に幸せであった。

大阪大学に移られる少し前であったと思うが、

“福っちゃん、し尿やらんか？”と言われた。

定期試験の時、し尿流注場のし尿の分析も行っ

ていたが、試験室に臭いが立ち込めるのに閉口

するし、し尿を量る時誤ってピペットから吸い

込んでしまったことがあり、これを常時扱うこ

とには抵抗があったのでお断りした。 
下水処理でいずれ窒素除去が問題になるので

今から窒素除去に取り組めとの想いからの提案
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であった。あの時はとてもその気になれなかっ

たのは不徳の至りである。 
 

３．水質管理体制 

  
昭和 35 年に中浜下水処理場の供用が開始さ

れて以降、津守と中浜の水質試験室で水質調査

が行われていた。昭和 42 年の化学職員は、10

名ほどで津守下水処理場(6、7名)と中浜下水処

理場（3、4名）の試験室に配置されており、津

守下水処理場試験室では、中浜下水処理場以外

の下水処理場の運転管理のための水質試験なら

びに定期精密試験、処理場放流口の上下流の河

川の水質試験、工場・事業場排水の水質試験等

を実施していた。中浜下水処理場試験室では、

中浜東西下水処理場の運転管理のための水質試

験ならびに定期精密試験、平野川の水質試験を

行うとともに、下水・汚泥処理処分に関する各

種調査研究を実施していた。 
昭和 43年度には、海老江下水処理場と大野

下水処理場に維持管理要員として各 1名の化学

職員が配置された。その後下水処理場の高級処

理施設の供用開始とともに年々職員数も増員さ

れていった。 
此花下水処理場、十八条下水処理場の供用開

始に伴い、昭和 47年に海老江・大野下水処理場

に水質試験室を整備し、従来の津守・中浜と合

わせて４処理場での水質管理体制が整えられた。 
 

 
さらに、昭和 55年には放出下水処理場に、

昭和 58 年には平野下水処理場に試験室が開設

され、その後住之江下水処理場にも設置されて

7 水質試験室に拡充された。それ以降 4 管理事

務所体制の整備や体制見直し等により、再度４

管理事務所水質試験室に集約された。昭和 42

年に 10 名しかいなかった化学職員が、43 年以

降 50年代半ばまで毎年増員され、昭和 45年に

水質汚濁防止法が制定されて、下水道法におい

ても水質規制が強化されたこともあって、多い

年には 12名もの採用があった。その結果、工場

排水規制要員もあわせると昭和 60 年代には管

理職も含めると 70数名にもなった。 

 
４．工場排水規制と分析体制 

 
津守試験室では、昭和 30年代当初から処理区

内の負荷量の大きい工場排水の水質調査を実施

してきた。工場への日常的な立ち入り調査は、

昭和 45 年頃までは主として土木職が担当して

おり、化学職が担当するようになったのはそれ

以降である。処理区域の拡大と工場排水規制の

強化に伴い、工場排水の試験件数も増加して、

もはや職員だけでは対応しきれなくなってきた

ため、昭和 46年頃から、津守試験室に民間の分

析業者から技術者を派遣してもらって対応して

いた。 
昭和 47 年に工場排水の調査を実施していた

管理課調査係が水質調査課となり、工場排水規

制体制が本格的に整えられた。昭和 48年には、

水質調査課に水質試験所が新設されて、津守試

験室に隣接して分析室を増築し工場排水の分析

業務を津守試験室から移管した。 

昭和 50年には、下水道普及率が 90％を超え、

河川や海域に放流している工場排水も早晩下水

道に受け入れることとなるので、市域における

工場排水を下水道局で一元的に規制することと

して、水質汚濁防止法の規制事務が環境保健局

から移管された。これは他に例を見ないことで

南坊憲司課長の英断であった。 
昭和 52 年に中浜下水処理場の管理棟が新設

され、その４階～６階が水質試験所として整備

された。その時水質試験所長を拝命し、従来の

試験室とはうって変わって立派な施設の運営を

任され責任の重さを痛感した。 
一方、津守下水処理場では２系の水処理施設

の増設に伴い新たに管理棟が建設され、その中

に水質試験室が整備された。栗林局長から、“整

海老江下水処理場試験室 S57.10 

(大阪市下水道事業誌第 3巻より) 
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備して間もない津守下水処理場の分析室をその

まま空き家にしておくのはもったいないではな

いか、活用を考えよ”とのお達しを受けた。 
ちょうど下水道技術協会が土木技術協会から

分離独立を進めている時期であり、下水道技術

協会でその施設を活用して水質分析業務を事業

化する検討を行った。大阪市のみならず近隣都

市においても規制対象事業場の増加や規制項目

の追加などで増える一方の分析業務を直営で行

うのは困難な状況にあることから、これを支援

する施設として活用を提案したが、中々協議が

まとまらず、昭和 63年３月になってようやく水

質分析センターとして開設することができた。 
 

５．水質公表制度 

  
下水処理場の水質試験は、法に基づく毎月２

回の定期試験のほか運転管理のための日常試験、

汚泥試験、放流河川の水質試験等を行っていた。 
２次処理施設の整備が順次進められ、活性汚

泥処理が行われるようになっていったが、汚泥

処理施設の建設が遅れがちで、汚泥が施設内に

滞留し水処理にも弊害が生じていた。 
ある時、局の上層部の方に汚泥処理施設の増

強をお願いしたところ、“処理水質は放流基準が

守れており問題ないやろ”と言われた。実は従

前より定期試験成績を記入する段階で基準を超

えるデータを基準値以下にして報告していたの

である。そのため上層部の方には実態が通じて

いないことが分った。それ以降測定値をそのま

ま記入することを申し合わせストレートに報告

することにした。 
ところが昭和48年の会計検査で水質試験成績

を求められた際、平均的なデータとして手直し

をして提出された。これがデータ書き換えとし

て新聞報道され物議をかもした。これを契機と

して水質関係等データの公表制度が確立された。 
 

６．異常な流入下水 

 
水質規制体制が整っていなかった昭和 40 年

代前半は、油や重金属などの有害物質の流入が

しばしばあった。中浜下水処理場では、めっき

工場からの排水により活性汚泥の処理機能が損

なわれることが時々あった。工場排水規制体制

が整っていなかったので、自分達で排出源を突

き止めるため中浜下水処理場から順次マンホー

ルを遡り阿倍野区まで調査して排出源を特定し

たことがあった。 
 放出下水処理場の高級処理施設の運転が開始

されたとき、活性汚泥の生成状況を見るため毎

日調査を行った。エアレーション開始から直ぐ

に茶褐色のきれいなフロックが形成されて

MLSS 濃度が順調に増え 1週間後には、早くも

所定の濃度に達していた。 
しかし、顕微鏡で生物観察を行うと微生物は

ほとんど見られず、活性汚泥と見られたのは水

酸化鉄のフロックであった。放出処理区にはめ

っき工場や酸洗い工場が多く、流入水に多量の

鉄分が含まれていた。 
その後しばらくしてばっき槽の散気板の目詰

まりが生じた。その原因として、散気板が従来

と異なり、始めて導入されたメーカーの物であ

ったことから散気板が悪いとされたが、流入下

水の溶解性鉄濃度が異常に高かったことも主要

な原因ではなかったかと思っている。 
また、放出下水処理場で印象深かったのは、

ベルト式真空脱水機で汚泥脱水を行っていたが、

脱水性が極めて良くダンボール紙の様なケーキ

で、事実タバコの火をあてると着火するほどで

あった。これは、今福下水処理区内にあった製

紙工場からの排水に起因するものであった。 
 
7．過酸化水素脱水の開発 

 
2 次処理施設が次々と整備されていったが、

汚泥処理施設の整備が追いつかず汚泥が施設内

に溜り、これが循環してさらに汚泥処理効率を

低下させる状況が続いていた。 
ベルト式真空脱水の汚泥凝集助剤として、消

石灰と硫酸第一鉄を使用していたが、汚泥の濃

縮性が悪化して汚泥濃度が薄くなると脱水ケー

キがベルトから剥がれなくなるので、消石灰を

汚泥に対して 100～200％添加して無理やり脱

水していた。そのため、脱水ケーキ発生量が多

くなり、運搬や最終処分地の面からも好ましく

なかった。 
また、消石灰は粉末で搬入されるため、粉塵
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により作業環境が非常に悪かった。これらを解

消する汚泥調質方法として、鉄イオン存在下で

の過酸化水素の強い酸化力により、汚泥性状を

改質すると共に、鉄の凝集作用で汚泥フロック

を形成させることにより脱水する方法を開発し、

昭和 51年に中浜下水処理場で実用化した。次い

で放出処理場、海老江処理場でも採用された。

しかし、実運転に入って間もなく配管等に腐食

が生じた。 
実験ではさほど下がらないと思っていた脱水

ろ液のpＨが4以下に下がっていた。実験では、

コストを抑えるため最適添加量以上に薬品を添

加しないが、実運転では安全のため多めに添加

しがちになる。このため配管の材質変更等の腐

食対策に追われることとなった。 
さらに、昭和 55年、過酸化水素の発がん性が

問題となった。うどん等食品の漂白剤として過

酸化水素が使用されてきたが、過酸化水素に発

がん性があることが動物実験で明らかとなり、

厚生省が可能な限り食品に使用しないようにと

の通達を出した。 
これを受けて、職場で不安視する声があがり

局の安全衛生委員会で検討することとなり、作

業環境の測定を定期的に実施することとなった。

新しい技術を導入し、ルーチン化するには多方

面からの検討が必要なことを身をもって体験し

た。 
この脱水方法も、その後有効な有機高分子凝

集剤の開発と遠心脱水機が開発されたことによ

り、低濃度汚泥を強制的に脱水できるようにな

り、順次遠心脱水方式に切り替わっていった。 
 

８．COD 規制 

  
昭和 47 度から下水道使用料に水質使用料制

度が導入された。水質使用料は、汚濁濃度の高

い下水は、処理コストが余計にかかるので、濃

度に応じて応分の負担をしてもらうという制度

である。 
対象水質として BODまたは CODとSSが設

定されている。その検討段階で、BOD と SS に

ついては問題はないが、COD は、有機性汚濁

指標として用いられているが、下水処理で除去

できないものも含まれているので、BOD と同

等に扱うことには問題があると思っていた。し

かし、そのまま条例化されて運用されることと

なった。 
昭和 53 年に水質総量規制制度が導入され、

COD の総量が規制されることとなり下水処理

場も規制対象となった。化学工場排水や染色工

場排水を多く受け入れている下水処理場では処

理水の COD 濃度が高く、一律の COD 値が設

定されると基準を守れなくなるおそれが生じた。 
水質使用料を徴収している手前、工場排水の

COD を規制するわけにはいかない。そこで処

理水中に残る COD をばっき時間を長くしたり、

活性汚泥濃度を高めて除去ができるかなどの実

験を試みたが、顕著な効果は見られなかった。 
COD の中身について活性汚泥で除去できる

CODと除去困難なCODを分けて測定する必要

があると考え、測定方法の検討を行い、その方

法を確立し日本下水道協会の下水試験方法検討

委員会に提案して、下水試験方法の中に COD
生分解度試験として採用された。これにより、

難分解性の COD の除去を化学工場等に要請し

てその削減を図った。 
また、COD 総量規制では、水量と COD 濃度

の連続測定が義務付けられたため、COD 連続

測定計器の実用化についても水質調査課が環境

庁のモデル事業として取り組み全国の先駆的役

割を果たしたと思っている。 
 

９．阪神淡路大震災 

  
平成 7年 1月 17日の震災から 10日ほど経っ

た後、住之江下水処理場に６価クロムが大量に

流入してきたとの報告が入った。めっき工場の

めっき浴液タンクにひびが入り時間の経過に伴

いついに破損して流れ出したようである。 

取り敢えず 1系列の最初沈殿地に導入して封

じ込めて、その間に処理薬品を手配し毒性の少

ない 3価クロムとして最初沈殿地で食い止めよ

うとしたが、流入が止まらず沈殿池から流出し

始めた。処理薬品を業者に手配したが交通渋滞

でなかなか届かずいらいらさせられた。 
最低限６価クロムの河川への流出を避けるた

め、沈殿池出口下水に６価クロム還元剤を投入

することとし、水質管理課の規制担当職員を総
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動員して、放流水の監視を行いながら夜遅くま

で投入を続けた。このような事態が生じている

ことについて、規制部局の環境保健局と海上保

安監部には連絡を入れておいた。努力の甲斐あ

って何とか大事に至らずに済んだ。 
しかし、薬品投入に当たって、当事者として

率先してやるべき当該処理場職員の協力がなく

傍観者であったのは、あまりにも責任感のなさ

に呆れるばかりであった。 
この事故を教訓として、有害物質や危険物を

多量に保有する事業所と処理薬品を保有する薬

品会社をリストアップし、緊急時に対応できる

よう整理を図った。南海、東南海地震等が心配

される今、更なる備えが必要ではないかと危惧

している。 
 
10．おわりに 

  
真夏のある夕べ、編集委員氏から電話で特別

寄稿の執筆依頼があった。晩酌でほろ酔い気分

であったのでつい気軽に OK の返事をしてしま

った。これが大失敗であった。 
いざ書こうとしても記憶が曖昧になっており、

昔の資料もほとんど捨ててしまっているので、

思い出すままに印象に残っていることを書き連

ね取り留めのない寄稿文になったことをお許し

願いたい。 
 昭和 30 年代～40 年代前半は、大気汚染や水

質汚濁など公害問題がピークであり、昭和 42

年に公害対策基本法が制定されて法規制の網が

かぶせられるようになって漸く改善の方向に向

かった。 
大阪においても大気汚染は今の中国ほどでは

ないにしても連日スモッグ情報が発表され、市

内河川も神崎川や寝屋川を筆頭に異臭を放つ状

況であった。 
昭和 45 年に水質汚濁に係る環境基準が設定

された時、大阪市内河川の類型指定は淀川以外

すべて E 類型（BOD10mg/L）であった。その

後、下水道の整備や工場排水規制の強化などの

施策により、現在では寝屋川水系は D 類型

（8mg/L）であるが、それ以外では B・C 類型

(3mg/L・5mg /L)の基準を下回るまでに改善さ

れている。 
水質汚濁のピーク時に下水道事業と工場排水

規制に携わることができ、水環境の改善に些か

でも貢献することができたのではないかと自己

満足している。 
 
 
 
 

イラスト：森岡 進 
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ちょっと寄り道 ① 

 
 
 

凸 月 

 
「とつつき」と読むことが多いようです。 

英和辞典に出ている単語なのに、何故か国語辞典で見つけることが出来ない言葉です。

興味深く感じましたので紹介します。 

 

晩秋は日没が早くなっていますので、帰宅時などに美しく輝く月を見る機会が多いと思

います。ある日の帰宅時、空にきれいな月を見つけました。形は、右側（西側）がバナナ

状に光る三日前後の月でした。「きれいな上弦の月やなぁ～」と心の中でつぶやきました。

バナナを弓とすると、弦が上にくるから「上弦の月」と理解していたのです。実は、これ

は大きな誤解でした。 

日本国語大辞典には、上弦の月は「陰暦で７日頃の月。新月のあと、右半円状に見え、

西半分が輝いて見える月。新月と次の満月の中間の頃」と記されています。「そうか、上

弦の月は半円なのか。僕が見たのは、三日月だったのか…。でも、二日か四日か分からん

もんなぁ～」と、間違いに気づき、自嘲ぎみにつぶやきました。 

同じ大辞典に、下弦の月は「陰暦で 22～23 日頃の月。満月のあと左半円状に見え、東

半分が輝いて見える月。満月と新月の中間の頃」と述べられています。同じく、三日月は

「陰暦で、毎月の第 3 日の夜に出る月。その月になって、3 日目ごろに出る細い月。眉月

(まゆづき)。また広く一般的に、陰暦の月末と月初め頃に出る細い月」と記されています。 

間違った理解は修正されましたので、「上弦」「下弦」と情緒ある表現は、英語でどう言

うのか調べてみました。上弦の月は、a Waxing Moon、下弦の月は、a Waning Moon と言う

のだそうです。三日月は、the Crescent Moon というのはどこかで習いました。 

直感ですが、日本語ほどの情緒はないと思いました。 

辞書を引いていると、関連用語で a Gibbous Moon という言葉に出会いました。「月の明

るい部分が半円より大きく、真円より小さい状態の月」だそうです。英和辞典で引くと「凸

月」と訳されています。 

逆に、日本国語大辞典で「凸月」を探しました。10 数巻から成る大辞典ですが、「凸月」

という言葉は見つかりませんでした。他の 2～3 の国語辞典でも、「凸月」を見つけるこ

とが出来ませんでした。 

突き出した形状を表す凸を冠した「凸月」に、余り情緒は感じません。語源は分かりま

せんが、Gibbous という言葉を持っている英語と上弦・下弦という言葉を持つ日本語を、

今後は情緒面で比較しないようにしたいと思った次第です。 

（野良トド） 
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座談会    きめ細 かな浸 水 対 策 

 
開催日：平成 24年 11月 20日 

参加者：永澤章行 前田邦典 中西茂雄 中島博樹 司会：髙柳枝直 
 

大阪市は古くから浸水対策が都市の重要な基本施策であった。昭和 50年代中ごろには日本の大都

市の中では最も早くほぼ全市域に合流式下水道を普及させたにもかかわらず、繰り返す浸水被害に

悩まされ続けていた。そこで、抜本的な対策として、実態把握に基づき雨水排除能力を倍増させる、

雨水専用大深度大幹線と大ポンプ場の建設を始めた。ほぼ１兆円という巨額を要する「抜本的浸水

対策」は長期間を要するため、少しでも早く市民の浸水被害を軽減することを目的として、限定さ

れた地域・戸数を対象とした対策を数多く実施した。 
 これを「きめ細かな浸水対策」と称して平成９年から 300箇所あまりに実態に即応した現実的柔

軟な対応策として実施した。今回はこの「きめ細かな浸水対策」に焦点を当てた座談会を企画した。 

 
◆「きめ細かな浸水対策」とは ◆ 

 
高柳：本日はお忙しい中をお集まり戴きありが

とうございます。只今から「きめ細かな浸水対

策」の座談会を始めたいと思います。「きめ細か

な浸水対策」といってもイメージがわかない方

がほとんどだろうと思いますので、最初に「き

め細かな浸水対策」とはどのようなものか永澤

さんから説明してください。 
 
永澤：きめ細かな浸水対策という言い方は、平

成４年度から始まった第７次下水道整備５カ年

計画において、抜本的な浸水対策と合わせて「お

もてだし」されています。その契機となったの

は、平成２年の大浸水により淀の大放水路の事

業実施なども具体化していったわけですが、抜

本的な浸水対策は長期間にわたるため、何とか

早く効果を出して、という市民や議会の要請の

中で生まれてきたものと理解しています。後ほ

ど、また話題に出ると思いますが、その当時の

きめ細かな対策と平成９年に発生した大きな浸

水により実施した、大規模なきめ細かな対策と

は、内容が少し違っていると思っています。 
そのような点からすると多額の費用をかけて、

積極的にきめ細かな浸水対策をはじめた時期は、

ということになると平成９年からといえると思

います。 
 
高柳：ありがとうございました。今の話で平成 
 

９年に東部下水道管理事務所に転勤し管轄区域

が何度も繰り返し浸水被害にあったことを思い

出しました。「きめ細かな浸水対策」の具体的な

イメージについて前田さんからお願いします。 
 
前田：「きめ細かな浸水対策」ですけれども、

今、永澤さんの方から話がありましたように、

平成９年の全市約 1万 2,000 戸に及ぶ浸水被害

を契機として実施したものでして、たび重なる

浸水を少しでも早く軽減するという観点から、

平成９年以前の過去 10 年間、ですから昭和 63

年から平成９年の 10 年間で２回以上浸水が発

生した約 310箇所を対象に、条件の整ったとこ

ろから順次実施をしていったものでした。 

 大阪市の浸水対策は、10年確率の降雨を対象

に整備を進めて来ておりますから、10年に１回

の浸水はご辛抱いただくとして、２回以上につ

いては、やはりきちっと対策を打たねばならな

いというところが着眼点でした。 
 その具体的な事例ですが、平成 10年以降「き

め細」対策として進めた施策内容は、周辺地域

より低い土地の雨水排除をする「局地排水用マ

ンホールポンプ」の設置、公園、区役所などへ

の「雨水貯留池の建設」、「既設の下水管を利用

しての管内貯留」、「管渠の新設」、「集水桝の増

設」、「民地内や民間家屋等への角落しの設置」、

「民間への土嚢の貸与等」と言ったような内容

です。 
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◆ 背景 ◆ 
 
高柳：本日の座談会は平成９年の大浸水被害を

契機に始まった「きめ細かな浸水対策」に焦点

を当てて進めたいと思います。「きめ細かな浸水

対策」とはどのようなものか概略わかっていた

だいたところで、当時の浸水対策について話し

てください。 
 
永澤：昭和 56 年に浸水対策事業が見直しされ

たわけですが、その内容は、主要幹線 52路線、

延長 146km、主要ポンプ場 24 箇所、排水能力

770㎥/ｓという大規模な施設の新増設計画であ

り、その進捗状況は、平成８年度末の雨水対策

整備率で言いますと約 70％、主要幹線の約 50％、

ポンプ場は約 40％という状況でした。 
具体的な路線では、なにわ大放水路、淀の大

放水路、土佐堀津守幹線、小路深江幹線、南住

吉加賀屋幹線などの幹線・ポンプ場が工事途上

であったと思います。 

 
高柳：浸水被害は雨の降り方によって異なり、

浸水被害のほとんどない時期が数年間続いたり

もしますが、当時の浸水被害の状況について説

明願います。 
 
前田：平成２年に全市で 10,000 戸を越すよう

な大きな浸水被害が発生したものの、その後は

大きな浸水被害が出ておらない状況だったんで

すが、平成７年になりますと全市で 2,000戸以

上の浸水被害が出てますし、平成８年には

1,000戸ぐらい、これが平成９年になりますと、

８月５日に2,750戸、８月７日に5,711戸など、

年間で 12,000 戸を越えるような浸水被害が発

生するというような状況にありました。 
 

◆ 企画立案 ◆ 

 
高柳：浸水被害が拡大した平成 9 年から本格的

に「きめ細かな浸水対策」が検討を開始したと

のことですが、このような施策を誰が発想し、

指示したのか記憶にありますか。 
 
永澤：先ほども少し申しましたが、平成 4 年度

からの対策は、マンホールポンプの設置、公園

や学校等公共用地を使った貯留・雨水流出抑制

施設、それから幹線管渠内を利用した一時貯留

を対策の３本柱として議会等にも説明していた

経過があります。ところが、平成９年の大きな

浸水被害を受けて、市民や議会から多くの要望

が出て、抜本的な浸水対策だけでは、長期間か

かるため、なかなか理解を得にくいという現実

があり、取り得るあらゆる対策をきめ細かな対

策として位置づけて、実施しようということと

なりました。私の記憶では

当時の局長から「対策のメ

ニュー出しをするように」、

という指示がきっかけであ

ったと思います。そのとき

の内容は、先ほど前田君か

ら話された項目になります

が、出し方としては、「下水

道局が対応するもの」と「市

民の協力を得て対応するも 
の」の２本立てにして枠組

みを作り、それぞれの中で具体施策を整理する

ことになりました。 
 

◆ 抜本策との整合性 ◆ 

 

高柳：「きめ細かな浸水対策」と計画論との整

合性についてはいかがですか。 
 
前田：市会での答弁記録、議事録を見てみます

と抜本策と「きめ細」対策との関係を何回とな

く質問されているんですね。 
 それに対する回答は、ひとつは「抜本的な浸

水対策を補完する対策」と答弁している時もあ
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りますし、「これらを車の両輪のごとく計画的に

やっていく」とかですね、「きめ細かは応急的、

緊急的に対応していくもの」というような表現

も使っています。また、「抜本策が完成した後、

きめ細対策でやったものはどうするんだ」とい

う質問があった時には、「きめ細対策と、抜本的

な対策とを併用することによって、計画以上に

高い浸水安全度が期待できる」と答弁したこと

もあります。 
 

 
高柳：現実的な対応が先行し、理屈は後から付

けたわけですか。 
 
前田：理屈は後でつけて行った、まさに現実的

な対応をやったんですね。 
 
永澤：選び出された案の実現性を検討し、実施

設計に移していかれた皆さんの苦労はすごかっ

ただろうと思います。市民からの陳情に対する

議会対応や、９年度補正予算の確保、10年度重

要施策への位置づけ、平成９年度から始まって

いた第８次下水道整備５カ年計画におけるきめ

細対策の位置づけなどを整理する中で、計画論

上で整合を取ること、設計基準を整備すること

など、まさに、走りながらの対応であったと思

います。 
 

◆ 現場の現実的な対応 ◆ 

 
高柳：大阪市の下水道は、現実的な対応を昔か

らやっていたと思いますが、現場における現実

的な対応の事例について記憶しておられたら話

してください。 
 
中西：平成 7 年に東部管理事務所天王寺下水道

センター管内の天王寺区堀越町で、付近より低

地にある建物のガレージの入口に東部管理事

務所発注の工事として、高さ約 80cm 幅約３m
の角落しを設置したことがあります。個人の敷

地内に公的な費用を入れたわけです。また、現

実的な対応としてインチのポンプを個人に貸

し出すことも当時は一般に大阪市内で実施し

ていました。 
 

◆ 個人資産への公費投入 ◆ 

 
高柳：個人資産への公費投入を実施したのは下

水道分野では特異な事例かと思いますが、本局

での議論はどの程度ありましたか。 
 
永澤：中西君からの紹介もありましたが、従前

より、個人宅地内への浸水防止として土嚢の貸

し出しや角落し板の提供、あるいは、宅内桝か

らの逆流を防ぐための防止用栓など、各現場の

判断でやむを得ず実施してきた経験、知見があ

るため、大きな違和感がなかったのではないか

と思います。確かに私有財産領域まで対応する

ことに批判的な意見も一部にあったかに記憶し

ていますが、下水道施設能力が不足しておりそ

の整備途上での浸水に対応することは財産領域

云々よりも、市民サービスの向上という観点か

らすべきであるという意見が大勢を占めていた

ように思います。 
とはいうものの、そこには当然、共助という

概念もこめて、市民の協力で対応するものとい

う分類をしたところに、一方的に実施するもの

ではないという考えも現れていると思います。 
 
前田：それと、考え方の背景に従前からやって

いた「私道対策」ですね、下水道を普及させる

ために私道に下水管を入れていくという思想が

もともとあって、それがその後に、環境整備で

あるとか排水不良改善にまで発展していった。

そうした流れの中で先ほどのような、角落とし

といった「きめ細」対策が出てきたように思い

永澤章行氏 
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ます。 
 もともとから、我々、下水道局で働く職員の

中にそういった思いがあったと感じています。 
 
高柳：平成７年の阪神大震災の際に、宅地内の

排水施設にも公費を出したことがありましたか

ら違和感が無かったかもしれませんね。 
 

◆ 公園との交渉 ◆ 

 

高柳：「きめ細」ではいろいろな手法を駆使し

ていますが、公園の中に貯留池を作った例も多

かったと記憶します。公園との交渉は大変だっ

たのではないですか。 
 
前田：平成９年には大きな浸水被害が発生して

いましたから、11月の決算市会で当時の花みど

りの担当課長が「下水道局できめ細かな浸水対

策として、公園内に地下貯留施設を設けるんだ

ったら協力します」と答弁してくれていました。

ところが、平成 10年４月に「きめ細」チームを

編成して、５月６日に当時の「建設局花とみど

りの推進本部」に協議に行ったところ、従前、

花みどりは協力的だと聞いておったんですが、

担当者が交代されて引継が上手くなされてなく

て、いちからの協議となり、出直しになったと

いう思いをしました。 
 というのも、都市公園は都市公園法で色々と

規制が掛かっており、下水道施設は地下占用が

できるんですが、その条件として公園の敷地面

積が２ha 以上で、なお且つ占用面積が公園面積

の半分以下でないとダメだという規制があるわ

けです。 
 その後、協議を重ねて行く中で、６月２日の

花みどり本部の部長会で、本部長も出席されて

おった部長会ですが、前向きに検討して行こう

ということを決定してもらったと聞いておりま

す。その結果、それから後の交渉は随分と楽に

なったと記憶しています。 
 それから、公園管理者とは別にそれぞれの公

園には愛護会があって、実際、現地に入って「き

め細」を進めるため対策内容を説明させてもら

おうとした時に、愛護会の方たちは公園のほう

が大事ですから、そういった方々の理解を得る

ということも大変だったという思いが残ってい

ますね。 
 

◆ 実施 ◆ 

 

高柳：「きめ細」の実施チームが具体的に作ら

れたころの話をお願いします。 
 
前田：先ほど少し申し上げたんですが、平成 10

年４月の人事異動に伴って「きめ細」チームが

出来ています。 

 私は、建設部の企画主幹に異動し、所掌事務

は「幹線管渠の再構築」であったんですが、実

質は「きめ細」対策もやるということになって

いました。 

 当時のメモを見てみますと、企画主幹である

私を筆頭に課長代理１名、主査２名、係員７名

の 11名体制でスタートしています。 

 
高柳：本局課長級が地域を分担して実施案を検

討していた、という記憶があるのですが。 
 
永澤：平成９年に、考えられるメニューを基に、

各行政区の浸水地域に即した具体的な対策案を

短期間に作るため、建設部の課長代理と主幹を

中心として、一人当たり２ないし３行政区を担

当して案作成を実施しました。ただ、９年度の

浸水は市東部と南部が大きく、西部北部は少し

規模が小さかったため、対策内容の差が大きく、

暫定といいつつも、かなり大規模な施設がある

一方、抜本的対策を実施しているので、その完

成を待つといった差があったように思います。

前田邦典氏 
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実施していく中で、それらの整理をしていくの

にも苦労があったのではないかと思います。 
 
高柳：東部は浸水被害が多かったと記憶してい

ますが、平成９年当時、東部の現場に居た中西

さん、本局との調整や相談で記憶に残っている

ことをお話ください。 
 
中西：当時、現場担当としての天王寺下水道セ

ンターで、市民から「浸水している」との連絡

が入り、現地に急行した時がありましたが、そ

の場所ではマンホール蓋から水があふれ、膝上

までの水が道路を流れており、どうする事もで

きず市民の方からお叱りを受けた記憶がありま

す。後日、応急対策として東部管理事務所を通

じて集水桝の増設、角落しの設置等の要望を本

局に行ったことを市民の方に説明して、渋々理

解を得ることができたことがあります。 
 

◆ 施設の具体化 ◆ 

 

前田：平成９年に建設部の主幹と課長代理級が

中心になって、各行政区ごとに策定した「きめ

細」対策の内容なんですが、我々はそれを受け

て「きめ細」対策を進めていくことになるんで

すが、その成果品たるや各行政区の切り図の上

に対策別に絵や線で描いてあるだけなんです。

計画的に立案されたものではないですから、実

際に実行して行こうとするとやっぱり現地へ入

らんといかん、そして現地へ入ると色々と難し

い問題が出て来て忽ち困ってしまうといった状

況でしたね。 
 
永澤：切り図に落した対策内容を参考にしなが

ら、平成９年度補正の 20億、10年度の当初 40

億円の予算を計上していったわけです。 
 
前田：ですから、我々一番最初に苦労したのが

「人は配置した、金は 40 億円付けた、さあや

れ！」と言われて取りかかったものの、後の話

でも出てくると思いますが設計基準もない、基

礎資料もない、計画図は切り図レベルでしたか

ら「きめ細」担当者には随分苦労してもらった

と思っています。 

結局、平成 10年度に工事発注を予定した「き

め細」対策ですが、翌年の３月 26日に一応全部

発注し契約できたのは、担当者が本当に頑張っ

てくれた結果だと思っています。 
 勿論、発注は出来ましたが執行は翌年度送り

となってしまいました。 
 
中西：当時、管渠設計及び処理場設計における

基準は規定されていましたが、「きめ細か浸水対

策」における設計基準及び手法については決め

られてなく、手探りの状態の中でのスタートで

した。「実際どのように進めたらよいのか。」「費

用がどれぐらい必要なのか。」が未定でした。 
また、実施設計に必要なコンサルタントが決

まっておらず、最初に個々の対策内容における

実施設計の業務委託発注から行う必要がありま

した。 
次に、浸水地域の雨水の集水方法について、

「どのようにして集めるのか。」「どのようにし

て貯留するのか。」が決まってなく、平成９年度

発注の新北島公園貯留池は最上流部であったた

め、越流堰からのピークカット方式で雨水を集

水する方法で計画されていました。 
一方、「きめ細かな浸水対策」としては、抜本

対策のような既設管から越流堰を超えた雨水を

貯留又は河川放流すれば、広範囲の雨水量を貯

留又は放流することになるため地域限定として

の対策として、浸水地域に雨水専用管を新しく

布設して既設管は浸水地域を通過管とし、マン

ホール蓋は水密蓋としました。その結果、対策

費用の軽減を図ることができました。 
 

中西茂雄氏 
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高柳：地域を限定し、専用管を敷設することで

コスト縮減への努力をされたわけですね。 
 
永澤：初期の検討段階で既設下水管とは別に専

用管を敷設して分離するというイメージはあり

ました。それらを元に、設計の具体化がされて

いったと思います。 
 
高柳：基本的な考えは切り図で示し、具体的な

施設設計を対策チームが実施したわけですね。 
 
中西：「きめ細かな浸水対策」における基本的

な考えとして、集水する貯留量又は放流量は、

浸水地域の対策面積に対して、時間あたりの降

雨量の 60mm を１時間分貯留又は放流するこ

ととしました。また、同じく局地排水用マンホ

ールポンプで下流の余裕のある下水管に放流

することにしました。 
 
高柳：ポンプを使った事例には直接河川に放流

するのもありましたね。 
 
中西：局地排水用マンホールポンプによる平野

川及び平野川分水路への河川放流方法について

の河川管理者との協議は、寝屋川流域の総合治

水の中で放流規制がある中で、放流地点が計画

とは違うものの１箇所当たり小規模であること、

暫定施設であり抜本対策を講じること、また、

総量規制を順守することなどを説明し、理解を

得ました。 
しかし、放流方法としては暫定対策であると

いうことから、堤防護岸を貫通し排水管を設置

することが許可されず、堤防護岸を上越しする

こととなりました。放流管の最下流部の内径が

600mm となり、そのまま堤防護岸に添わして

配管すると護岸側道の幅員が確保できなくなり、

また、河川の流水断面の阻害も大きくなるとい

うことから、側道内で内径 600mm の放流管を

内径 200mm９本に加工して堤防護岸の上越し

を行い、道路幅員の確保及び河川の流水断面阻

害を少なくするという工夫もしましたが、側道

の道路幅が狭くなることから道路管理者の理解

を得るのに苦労しました。 
 

中島：土佐堀でも河川へ堤防越しに放流した事

例がありました。 
 
中西：いまも現地に設置している堤防護岸を上

越して、コンクリートで防護した放流管を確認

できます。 
 
中島：操作盤の設置場所の確保にも苦労しまし

たが、東淀川警察署の敷地内に設置させて頂い

た事例がありました。 
 
中西：また、道路管理者と再三の協議により、

歩道の電柱及び植樹帯の横に操作盤を設置する

ことにも理解を得ました。 
 
中島：一方、マンホールポンプの設計基準につ

いては、平成４年度に「きめ細かな浸水対策」

が予算化され、多くの施設建設を迅速に進めて

行く必要があったことから、設計、施工の効率

化を図るため整備し、平成５年度から運用を始

めておりました。  
設計基準の作成にあたり、本施設の定義とし

て、「大雨により低地などの地形的条件で浸水が

起こり、抜本的な浸水対策が早期に図れない地

区に対し、雨水用ポンプ排水施設として設置す

るもの」としました。 
 上の定義から設計基準の名称は「小規模雨水

ポンプ施設設計基準」に決めました。 
 排水方式は設置条件、運用方法により（１）

降雨中において、排水可能な管渠等が近くにあ

り、連続的に排水できる場合はマンホールポン

プ場（２）降雨中において、排水可能な管渠が

近くになく、雨水を貯留池に溜めて、降雨後に

排水する場合は貯留池排水ポンプ（３）雨水を

建設途中の管渠などで部分的に仮貯留し、降雨

後に排水する場合は一時貯留排水ポンプという

ふうにしました。 
 設計基準では、（１）のマンホールポンプ場を

標準化し、他の方式についても出来るだけこれ

に準拠することとしました。 また、設計基準

作成にあたっては施設規模を決める根拠にした

のは受電容量で、ポンプ自体は道路内のマンホ

ール内部にでも納められますが、受電設備は地

上で設置場所が必要ですので用地の確保がポイ 
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ントとなります。このため受電設備は最小限に

抑えるために低圧受電できる 50kw 未満としま

した。 
 

高柳：口径はどの位まで実際に使ったのですか。 
 
中島：ポンプ口径は最大 300mm までで、揚程

が５m であれば受電容量が 50kw 未満で 2 台の

設置が可能です。ポンプ口径や台数毎に標準図

を作成し型式化しました。例えば口径 100mm
が２台のタイプは MP-100 というふうに決めま

した。 
 

高柳：設置するマンホールは既存マンホールを

利用するのと新設するのでは、どちらが多かっ

たですか。 
 
中島：既存のマンホールは、流入管に対してピ

ット深さが浅く使えないので、新設の３号組立

マンホールとし、口径が大きなものは矩形の現

場打ちピットにしました。本基準の特徴として、

従前の仮排水施設で設けていたスクリーンは、

施設の維持管理を容易にするために無くしまし

た。そのかわり設置する水中ポンプの羽根車の

形式を通過断面が大きく、閉塞が起こりにくい

ボルテックスタイプ(口径 150φ)とノンクロッ

グタイプ(口径 200~300φ)を採用することで、

閉塞によるトラブルを軽減できるようにしまし

た。 
 
高柳：スクリーンは下手をすると浸水の原因に

なる恐れがありますね。 
中島：もう一点、建設中の幹線に一時貯留する

場合には既存の放流側の管渠に水位計を取付け、

水位が下がってから放流するようにしました。 
 
永澤：ところで、私が建設部の主幹当時に担当

した区で、天王寺弁天幹線完成後、河川放流に

使われていた放流渠の一部で使われていない部

分が存知物件として残っていた施設を活用しよ

うと案を作ったんですがどうなりましたか？ 
 
中西：天王寺～弁天幹線の完成により供用を休

止していた旧勝山放流渠内を貯留池としての

活用も「きめ細かな浸水対策」として行いまし

たし、旧桑津放流渠への活用も検討しました。 
 
◆ 実施できなかったがこんな議論も ◆ 

 

高柳：実施できなかったがこんな議論もしてい

た、という内容を記憶していればお話しくださ

い。 
 
前田：「きめ細」対策は、やはりそれなりに事

業費が嵩み、当初約 180億円といっていたのが

色々見直しをして、80億円ほど増額となって約

260 億円に膨れ上がったんです。そこで、平成

11 年の 11 月なんですが、先ほど事業費は単費

でと言っておったんですが、補助金を導入しよ

うではないかというところまで話が進んで、実

際、11月に補助金導入について建設省まで打合

せに行ったんです。結果的には、その当時は導

入できなかったですけどね。 
 
高柳：逆に言えば国費を導入しなくとも単費が

それなりに手当できたということですかね。 
 
前田：結果的にそういうことになったと思いま

すが、国費を導入したという記憶はないものの、

協議に行ったというのは手帳のメモに残ってま

した。 
 
高柳：周りより低い土地に立っている家が浸水

するからと言って、通常の対策として下水道管

を入れ替えて対応すると巨額の金が必要ですか

中島博樹氏 
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ら、そこの家の地盤を高くさせてもらえばはる

かに安くできるという議論は昔から出ていまし

たが、この際にはいかがでしたか。 
 
永澤：浸水地域における住宅様式を変えるとい

う意味で、例えば高床式を地域によっては誘導

する、そのためには建築確認申請時に行政指導

するなどできないかと議論したことはあります。 
大規模施設に対する事前協議を利用した行政対

応はあったが、建築確認申請に伴うことまでは、

当時、下水道局から住宅部局に、協議し実現す

るまでの余裕というかエネルギーがなく、結果

的に働きかけはできませんでした。 
 
前田：そう言った指導ということではないんで

すが、平成９年に私は北部管理事務所におった

んですが、それ以前に何回も浸水していた米屋

さんがですね、現地へ行くと家の建て替えの時

に自ら盛り土をしてくれておってですね、平成

９年に北部でも浸水があったんですが、そこは

浸からなかった、現場職員が現地へ行ってくれ

たけれども、盛り土のお蔭で道路は冠水してお

っても家は浸かっていなかったと言ったことも

ありましたね。 
 
永澤：自助努力で対策を打っていただいていた

市民の方もおられたんですね。 
今、個人に対して、雨水貯留タンクの助成など

の制度があり、浸水対策が限りなく続いていく

なら、何らかの助成という考え方もあるのでは

ないかと思いますね。 
 

◆ 課題・問題 ◆ 

 

中西：公園等に設置した貯留池について、設置

時は暫定対策による「仮設構造物である」と用

地管理者に説明し占用許可を得ましたが、将来

的にどのように処置していくのか。仮設構造物

であるとの考えで設計しましたが、構造的には

問題はありませんが、耐震検討は行ってなく、

杭等も設置していません。「このような施設を

どう位置付けていくのか。維持管理はどうして

いくのか。」が今後の課題と思われます。 
 

永澤：当時の考え方として、公園に代表される

ように、暫定施設として位置づけている施設も

多くあり、抜本対策で整備水準が達成された折

には再協議するということになっていると思わ

れます。その点からしても整理する必要がある

と思います。さらにマンホールポンプについて

も多くの施設が点在しており、定期点検や監視

装置のチェック等をする必要があります。 
 
中島：機械電気設備の耐用年数は、平均 20 年

程度ですが、事業開始から約 20年経過していま

すので当初に設置した設備は老朽化が進み、実

際にも故障頻度も多くなっていると聞いていま

す。今後は、ますます故障件数が増加すること

が想定されますので、オーバーホールや更新工

事を計画的に進めて行く必要があります。 
 
永澤：今後の維持管理を考えた場合、人員削減

とも絡んで、点在する施設をどうしていくかが

本当に大きな課題と思います。 
 
前田：この前、現職の人と話をしたんですが、

マンホールポンプの話が出まして「本当に大変

ですわ！」と言ってまして、今後どうして行く

のかを考えんといかんと真剣に悩んでましたね。 

当時、あちこちにマンホールポンプを作って効

果があったというのは、これは評価をすると言

ってくれているんですが、正直申し上げて、当

時は将来の維持管理など細かいところまで十分

に考えている時間がなかった、というのが現実

やったんでしょうね。とにかく、まずは対応せ

んといかん、造らんといかんということで動い

ていましたからねえ。 
 

◆ 苦労話 ◆ 

 

高柳：今まで話題に出なかった苦労話があれば

お願いします。 
 
前田：天王寺区の真田山公園なんですが、この

公園の中に貯留池を造るということになった時

に、結果的には真田山公園の小公園に造ったん

ですが、その場所が、それ以前に地元の人がか

なり熱意を込めて、思い入れがあってやっと整
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備した場所だったらしいんです。そこへ我々が

乗り込んでいったということで、その話を事前

に公園側と協議した時に聞いておったら、わざ

わざそこでやらなくても他の方策も取れたんだ

ろうと思いますが、それが後々のトラブルに繋

がったということで残念な思い出、苦労した思

い出となっていますね。 
 
中西：当初は、東成区の東小橋公園に設置する

ことで公園管理者と協議しましたが、公園管理

者から真田山公園に設置するように指導され、

変更した経過があります。 
 
前田：東小橋公園は東成区で真田山は天王寺区

なんです。「なんで天王寺区の水を東成区が受け

ないかんねん！」と言うことがあったみたいで

すね。このことは、市会議員の発言として市会

の議事録に載っていますね。 
「きめ細」対策を進める前に地元説明に廻らな

いといけませんでして、市会議員の事務所へ説

明に廻るときは、必ず管理事務所の管理課長と

一緒に廻ることにしていました。 
 基本的には議員のところと、それから町会単

位で説明することが多かったんですが、場合に

よったら議員さんと地元との関係で個人の家ま

で行って説明したこともありました。 
 実際にあった話なんですが個人の家で説明を

して、一緒に議員さんもおって、父親がそれで

いいと賛成しているのに、後で息子さんが帰っ

てきて「あかん」と言って反対されてかなり長

引いたという経験もあります。 
 それも自分ところの家の前が浸水しておって、

そこに下水管を追加で入れようとしたら「なん

でオレとこの家の前やねん！」と言われる始末

なんです。 
 親御さんは浸水解消する為に「いいやないか」

と言ってくれたんですが、息子さんが反対して

かなり長引いたと記憶していますね。 
 

◆「きめ細」の効果について ◆ 

 

高柳：「きめ細」対策の効果についてお話くだ

さい。 
 

前田：実際、効果を検証しようとしますといく

つかの降雨がないと難しいですし、特に対策を

打った後と前で同じような降雨がないと、なか

なか上手くその効果を説明するのが難しいとい

うのが実態でしたね。 
 平成 12年に「きめ細」の効果を市会で問われ

て私自身が答弁したんですが、ひとつの事例と

して市の南部を中心に、１時間あたり 50ミリ前

後とほぼ同程度の雨が対策前とその後に降って

ですね、その間に住之江区では雨水貯留池が、

また阿倍野区、住吉区、平野区では局地排水用

マンホールポンプが完成した箇所があって、対

策実施前の雨ではそれぞれ十数戸、ないし三十

戸前後あった浸水被害が対策実施後はゼロ戸と

なっておって、これらの箇所では一定の効果が

あったというふうに答えているんです。 
 

 
高柳：平成 17 年頃に東部データーで効果を示

す資料を見た記憶がありますが、一目瞭然、す

ばらしい効果が発揮されていました。 
 
前田：その資料は、平成 17 年の局の連絡会議

ですね、毎週開催されておった連絡会議の場で

東部管理の中川所長が出されましてね、当時私

は西部管理の所長になっておってですね、一目

見ただけで対策の効果が分かる凄い資料になっ

ていると分かって「東部に負けてしまった！」

と歯ぎしりする思いで西部に戻りまして「うち

でもやれ！」と大号令を掛けましてね、しかも

東部よりいいものを作れと注文を付けましてね、

司会：髙柳枝直氏 
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結局、出来上がったものは実施効果の判定を含

めたものになっていましたね。 
 対策実施前後の浸水状況の差異が分かるよう

にグラフに載せてですね、その効果判定までし

て整理をしてくれたんですよ。 
「きめ細」対策の効果ということでは、平成

15年だと思うんですが、私が管渠課を離れてか

らのことなんですが、当時の業務論文集に管渠

課が「きめ細」対策の検証結果を発表しておっ

てですね、昭和 63年から平成 13年までの降雨

記録を基にして効果の有無を調べているんです

よ。 
 100 箇所近くの場所で調査をしておってです

ね、その９割以上の所で効果があったという結

果になっていますね。 
 その調査のやり方なんですが、「きめ細」対策

を実施した前後の降雨による浸水被害の有無だ

けではなしに、例えば都島区の中野南公園雨水

貯留池についてはですね、等流計算でやったり

流出解析手法を用いてその効果を分析して結論

として効果ありとしているんですね。 
 そう言った検証もやってくれているんですよ。 
 

◆ 感想・評価 ◆ 

 
高柳：それでは最後になりますが「きめ細」対

策全般を通じて、皆さんの感想あるいは評価を

お話ください。 
 
永澤：きめ細対策の枠組みは、当初設定の 311

箇所から数十箇所増加し、また事業費も、184

億から 2 百数十億までかかった。今年もまた浸

水が発生し、局のホームページにも掲載されて

いますが、計画降雨以上の豪雨も多発している

なかで、局地的な対策を含めて取り組むことと

しており、浸水対策は改めて将来も続くなと感

じます。 
 
前田：先ほども話が出ましたけれども、一所懸

命に造ったマンホールポンプが今となってはあ

る意味お荷物になっているというのは、やっぱ

り、考えさせられるところですね。 
 それから当時、現地を歩き廻って感じたこと

ですけれども、一般に大阪は平坦な土地やと言

われてますけれども、いやいや大阪は平坦な土

地やないと、やっぱり起伏があって低いところ

は結局浸水するんやということを現認というか、

再認識させられましたね。 
 急坂地ではやっぱり浸かりやすいし、平坦な

場所でも、何でこんなところが浸水するんかな

あと思うような所もあって、それぞれの場所の

特性みたいなのがあるんやなと、実際、そんな

思いもしましたですね。 
「きめ細」ということで言うと、今日はいわ

ゆるハード面の話がメインだったんですけれど

も、例えば降雨レーダによる情報提供であると

か、それから最近よく言われている自助、共助

と言ったソフト面での対応もこれからは重要に

なって来るんだと思いますね。 
 今、改めて当時を振り返って思うのは、本当

に「きめ細」チームの皆んなはよく頑張ってく

れたなあという思いで一杯ですね。 
 よくやれたなあと思いますね、正に暗中模索

の状態でやりましたからね。 
 皆で仕事帰りによく飲みに行ってぐちっとっ

たもんなあ。 
 
中西：感想としては、一言でいうなれば「大変

だったな」「よう乗り切れたな」ということに

つきます。評価としては、「今後施設がどうな

っていくか」と言う問題がありますが、頑張っ

てやった甲斐があったように思います。また、

｢きめ細かな浸水対策｣を担当したことで下水

道の設計では経験できない公園遊具等の設計

ができ、良い勉強になりました。 
 
中島：きめ細かの浸水対策として、多くのマン

ホールポンプを設置できたことは大いに意義が

あったし、少しでも事業に貢献できたことはよ

かったと思っています。 
 
高柳：本日は長時間にわたりご協力ありがとう

ございました。 
 
 
（付記） 

座談会実施の際に音声録音を六鹿史朗氏が、写真撮

影を武副正幸氏が担当した。 
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きめ細かな浸水対策事業の特集に寄せて 
－なぜ、きめ細かな浸水対策だったのか？－ 

永澤 章行 

 
平成9年7月から9月にかけて、延べ約12,000

戸（内、床上約 350戸）に及ぶ大規模な浸水が

発生した。これは、平成 2 年の延べ約 11,000

戸（内、床上約 300戸）以来の大きな被害であ

り、昭和 63年から平成 9年の 10年間に発生し

た浸水被害、約 37,000戸の 1/3に相当するもの

であった。 

下水道普及率がほぼ 100％となり、全市域に

下水道が行き渡っていたにもかかわらず、昭和

54 年には延べ約 44,000 戸の浸水被害が発生し

たことにより、昭和 56年に浸水対策事業の抜本

的な見直しがなされ、主要幹線 52 路線（延長

146km）、主要ポンプ場 24 ヵ所（排水能力 770

㎥/ｓ）、総額約 1兆円に及ぼうかという事業が

実施されていた。 

その達成率が、平成 8年度末で雨水対策整備

率は約 70％、主要な施設整備の進捗状況は下水

道幹線で約 50％、ポンプ場で約 40％という中で

の平成 2年以来の大きな出来事であった。 

そこで、抜本的な浸水対策がその完成までに

長い年月を要し、整備途上であるため雨水排水

施設能力が不足していることや地形的条件など

から、浸水が多発している地域に限った応急

的・緊急的な対策として、比較的短期間に事業

効果を発現できるきめ細かな浸水対策を、より

一層推進することとなり、従来にない手法・考

えを取り入れ、局一丸となって取り組むことに

なった。 

本特集では、最終的には総額、約 260億円に

も及ぶこととなる事業の経過や処方について、

苦労話も入れながら取りまとめたものである。 
 
１ きめ細かな浸水対策を推進することと

した背景 

 
 きめ細かな浸水対策については、平成 2 年の

浸水を契機に、大阪市第 7 次下水道整備 5 か年

計画（平成 4 年度～8 年度）において、抜本的

な浸水対策としての大規模下水道幹線やポンプ

場の新増設がその完成までに長い年月を要する

ため、「きめ細かな浸水対策」と銘打って、局地

排水用マンホールポンプの設置、公園・学校等

の公共用地を利用した雨水流出抑制施設の建設、

下水管内における一時貯留などを既に事業実施

していた。 
その実績としては、平成 4年度からの 5年間

で 25箇所を実施し、事業費は、平成 4年度：1

億円、5年度：6億円、6年度：8億円、7年度：

1億円、8年度：1億円、トータル：17億円とい

う状況であった。 

また、この期間には、雨天時の的確なポンプ

運転管理をサポートし、緊急時の災害予防対応

に寄与するため、下水道レーダー雨量計を中心

とする降雨情報システムの構築も別途取り組ま

れている。 
平成９年度からは、第８次下水道整備５か年

計画がスタートし、その中においても浸水対策

は、最重要施策のひとつと位置づけ推進するこ

ととしていた。 
一方、平成 9年 6月に閣議決定された財政構

造改革において、 

① 公共事業計画の対象期間の 2年間延長（5か

年計画→7か年計画） 

② 公共投資予算は集中改革期間中、各年度のそ

の水準を引き下げ、また、10年度については、

対 9 年度比 7％マイナスに当たる額を上回ら

ないこと。 
などが決定され、公共事業を取り巻く情勢は非

常に厳しいものとなっていた。 
抜本的な浸水対策を着実に進める必要がある

中で、主要な補助対象事業については政府方針

の影響を受け、国費の確保が厳しい状況になる

ものと考えられ、事業効果の大きいものから優

先順位を定めて事業実施に移す必要が生じ、浸
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水の早期解消に支障が生じる懸念があった。 
また、市民・議会からは、事業実施が長期間

に及ぶことも影響し、浸水被害が発生するたび

に、事業効果の早期発現、即効性のある対策の

実施などを熱望されていた。 
 そのような中、平成 9年 7月から 9月にかけ

て集中豪雨による大規模な浸水が発生した。そ

の主な状況は、7 月 13 日：618 戸、8 月 5 日：

2,750 戸、8 月 7 日：5,711 戸、9 月 8 日：198

戸、9月 13日：2,389戸、トータル：11,666戸

（そのうち床上浸水：358 戸）という惨憺たる

状況であった。いずれの場合においても、当時

の整備水準からすると、当日の降雨強度であれ

ば浸水の発生は避けられない状況であった。 

これらの浸水被害を受けて、9月には、8月か

ら 9月の 1ヶ月あまりの間に、同じ地域で 3回

にわたり浸水に見舞われた市民が中心となって

市会に対し陳情書が出され、「我慢の限界を超え

ている。下水道管から逆流し、明らかに排水能

力に問題がある」という厳しい指摘がなされ、

早期に対策を講じるよう求められた。 
そのため、抜本的な浸水対策（補助対象事業）

は、国の状況からして影響は避けられないとし

ても、きめ細かな浸水対策は、大阪市の単独事

業として実施する予定であり、財政状況等を考

慮しながら浸水地域の状況に即した対策をより

一層推進し浸水緩和を図ることによって、でき

る限り市民への影響を少なくするよう努めるこ

とになった。 
 
２ 事業策定に当たって 

 
(1) 対象箇所数の設定 

事業を進めるには、対象地域、範囲等を確定

することが何よりも重要である。そのため、浸

水実績の把握が必要不可欠となる。大阪市では、

ほぼ10年に1回の降雨確率強度の雨を対象に整

備を進めているため、過去 10年間（昭和 63年

～平成 9年）に発生した膨大な浸水実績資料か

ら当時の施設管理課を中心に分析し、複数回浸

水した地域を対象箇所として設定した。 

その結果、過去 10年間に 2回以上浸水した地

域は 311ヶ所、その内３回以上浸水した箇所は

151ヶ所に及ぶこととなった。 

(2) 事業手法の分類 

対象事業箇所については、多地域に及ぶため、

過去 10 年間において 3 回以上の浸水した 151

ヶ所を中心として実施することとし、対策手法

については、実施に当たって課題はあるものの

考えうることを全て抽出し、その中から、「下水

道局で対応するもの」と「市民の協力で対応す

るもの」に分類し行うこととした。 
 

 ・下水道局で対応するもの 
① 局地排水用マンホールポンプの設置 
② 公園、学校等の公共用地を利用した雨

水流出抑制施設の建設 
③ 下水管内における一時貯留 
④ 下水道施設における逆流防止弁の設置 
⑤ 私道対策の推進 
⑥ 下水管、集水桝の重点浚渫 
⑦ ポンプ低水運転のより一層の推進 
⑧ 気象情報の提供 
⑨ 市民とのコミュニケーション 

 
 ・市民の協力で対応するもの 

① 土のうの設置 
② 角落しの設置 
③ 応急排水ポンプの設置 
④ 逆流防止用栓の提供 
⑤ 側溝の清掃 
⑥ 開発者等による雨水流出抑制の指導 

 
特に、市民の協力で対応するものについては、

従前より各現場の判断で、個人宅地内への浸水

防止として土のうの貸し出しや角落し板の提供、

あるいは、宅内桝からの逆流を防ぐための防止

用栓など、既に実施していた対応であるが、そ

の考えを一歩進めて、民地内での行為などにつ

いて明確に打ち出したところが特徴である。下

水道施設能力が不足しており、解消のための浸

水対策事業が整備途上である中での取り得る手

法として、個人宅地内での対応を排除するより、

市民サービスの向上を目指して、そこには共助

という概念もこめて取組む、という判断からの

決定であった。 
なお、対策内容を解りやすくするため、各手

法のイメージ図を作成し、関係機関、市民、市
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会等に説明する際に活用することにした。（紙面の制約上、一例を図―１に示す。） 
 

図－１ 説明用に使用したイメージ図 
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(3) 計画策定の体制  

9月 13日までの浸水発生を受け、9月下旬に

は、市民からの陳情による市会での質疑や上述

した基本方針の助役説明、11月初めの平成 9年

度補正予算の計上、さらには、平成 10年度重要

施策としての計画案の作成など、短期決戦、全

員参加による知恵の出しどころであった。 

そのため、当時の建設部の課長級、課長代理

（一部を除く）が全行政区を分担し、おおよそ

一人あたり、2 ないし 3 行政区を担当して各浸

水箇所の対策手法を様々な角度から可能な限り

抽出し、その後の具体的な実施計画立案に結び

つけることとなった。 
まさに、考えながら、走りながら、補正予算

獲得、重要施策への位置づけ、第 8 次下水道整

備 5 カ年計画期間内におけるきめ細かな浸水対

策の事業計画へと展開させていくのであった。 
 
３ 事業概要 

 
平成 9 年度から始まった第 8 次下水道整備 5

か年計画でのきめ細かな浸水対策の予算は、平

成 9年度が 4億円、10～13年度の 4年間で約 7

億円強であったが、浸水被害を受け、きめ細か

な浸水対策を見直した結果、9年度 11月補正で

現年度 20億円、別途、債務負担行為 10億円を

計上することとし、その財源については、全額

起債で措置することとなった。 

さらに、平成 10 年度重要施策として、過去

10年間において 3回以上浸水した 151ヶ所を中

心にきめ細かな浸水対策を位置づけることとな

った。 

その内訳は、 

・局地排水用マンホールポンプの設置 

                ：32ヶ所 

・公園、学校等の公共用地を利用した雨水流出

抑制施設、雨水貯留施設の建設 ：23ヶ所 

・下水管内における一時貯留   ：35ヶ所 

・枝線管渠の能力アップ、私道対策の推進など 

                ：61ヶ所 

であり、事業費は約 100億円、平成 12年度まで

に実施する予定とした。 
但し、公園、学校等の公共用地を利用した雨

水流出抑制施設、雨水貯留施設の建設などにつ

いては、建設局、教育委員会と協議途上であり

課題もあることや、インターネットやファック

スを活用した降雨レーダ情報の市民等への提供

についても検討していることなども併せて明記

した。 
なお、浸水箇所 311 ヶ所全体の事業について

は、総事業費 184 億円（平成 9 年度：24 億円、

平成 10 年度以降：40 億円／年）をかけて、用

地や地元協議の整ったところから平成 13 年度

までに対策を実施することで、財政局等関係機

関との協議調整を進めることになった。 
その後、対策の詳細検討を進めていく中で、

当然ながら、各年度実施計画、財源、設計基準

等の見直しを行いながら、浸水の早期軽減に向

けた様々な取組みが行われることになるのは、

いうまでもないことである。 
 
４ 課題等 

 
きめ細かな浸水対策は、雨水排水施設能力が

不足していることや地形的条件などから浸水が

多発している地域に限った応急的・緊急的な対

策として、また、抜本的な浸水対策を補完する

ものとして実施するとしている。 
そのため、整備水準が達成した段階で撤去す

る場合や法制上の制約から暫定施設（対策）と

して扱わざるをえないケースが生じ、抜本的な

浸水対策の計画と整合を図りながら実施しなけ

ればならない。計画上の位置づけを施設ごとに

整理する必要があったが、いずれにしても、多

額の予算を投入する事業であるため、実施した

対策は最大限活用するという考えのもと、実施

に移していった。 
当時、対策を進めるに当たり、いくつかの克

服すべき課題があったが、その中で、特に大き

な課題３点について記述する。 
 

(1) 公園内に設置する施設 

都市公園法では、第 7 条（都市公園の占用許

可）において、下水管の占用が認められている。

また、同施行令では、第 12条（占用物件）にお

いて、建設省令（当時）で定める下水道施設で

地下に設けられるものについて認められている。

さらに、同施行規則では、第 8条（水道施設、
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下水道施設または変電所を設けることができる

都市公園）において、公園の敷地面積が２ha以

上であって、かつ敷地面積に対して半分以下の

範囲で下水道施設が地下占用できることとなっ

ている。 
当時、都市公園に占用している下水道の貯留

施設としては、今津公園と新北島南公園の 2 箇

所であった。  
きめ細かな浸水対策は、浸水地域の状況に応

じた、いわゆるオンサイト型の対策であるため、

設置する予定の施設は浸水地域に近接した大小

さまざまな公園に設置することになり、法律上

の基準に当てはまらないケースが生じた。その

ため、施設は暫定施設として位置づけ、将来、

整備水準が達成できた時点で取扱いを再検討し

関係機関と再協議することで、実施にこぎつけ

ることができるよう臨むこととした。 
 

(2) 河川直接放流施設 

局地排水用マンホールポンプの設置は、降雨

時、局地的に地盤の低い地域に流れ込む雨水を、

その地域に設置したマンホールポンプにより、

最寄りの余裕のある下水道幹線に強制排水する

ものであるが、雨の降り方によっては、既設下

水管の水位状況により影響を受けるため、近く

に河川がある場合、河川に直接放流できないか

が浮上した。 
特に、市域東部、東南部の対策の一つとして、

平野川、平野川分水路への放流が対策項目に取

りあげられた。当河川については、寝屋川水系

に属しており、大阪府が管理している河川であ

る。寝屋川水系では、国、大阪府、流域関係 11
都市からなる河川と下水道の長期計画（寝屋川

流域整備計画）の中で河川に放流可能な水量が

定められており、それを越える量については放

流が困難な状況であった。また、既設ポンプ場

からの放流規制もあり、河川の水位状況によっ

ては、河川からの溢水を避けるためポンプの調

整運転をせざるを得ない環境に置かれていた。 
しかしながら、放流地点（吐け口）は計画と

は異なるものの小規模放流であること、暫定施

設として位置づけ中長期的には抜本的対策を講

じること、既得の放流可能水量以内で対応する

ことで協議を進めることとした。 
 

(3) 維持管理の効率化・省力化との整合 

 きめ細かな浸水対策を実施することにより、

多くの点在する施設を維持管理することになる。 
特に、マンホールポンプ関連設備、管渠施設

内に設置した逆流防止用装置及び流出抑制用オ

リフィスなど降雨毎に的確に作動するように、

自動運転のための監視装置の配備や機器類の定

期点検の頻度など、機能保持のための維持管理

の重要性が従前に増して大きくなる。限られた

時間、人材の中で維持管理を全うするには、暫

定施設と位置づけたものについては浸水対策の

整備基準を達成した地域には撤去も含めて再検

討することを視野に入れ、その後の実態を勘案

しながら対応することとした。 
 

５ 中締め 

  
このように、いくつもの課題を抱えながらも、

全区にわたって、考えうる対策案を抽出した。 
いよいよ、具体的検討が始まるわけであるが、

課題を克服しながら、また、各種基準を整備し

ながら、財源を確保し施設建設等に向けて取り

組むにつれ、様々な実施部隊の苦労が現実化す

ることになる。 
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「きめ細かな浸水対策」の思い出 

前田 邦典 

 
 
１．「きめ細」チームの編成 

 
 私が「きめ細かな浸水対策」に本格的に関わ

るようになったのは、平成 10年４月からである。 
４月１日の定期人事異動で、下水道局北部管

理事務所の技術主幹から建設部企画主幹へ替わ

ることとなった。 
 所属は建設部管渠課で事務分掌は「幹線管渠

の再構築」となっていたが、口頭で指示された

ことは、「きめ細かな浸水対策」も所掌するとの

ことであった。 
 ところで、前年の７月から９月にかけて、市

内全域で大規模な浸水被害が発生していた。 
 当時、私は北部管理事務所の技術主幹兼淀川

下水道センター所長として、淀川区、東淀川区、

北区の３行政区の下水道管路の維持管理業務に

従事していたが、９月には北部管内でも、東淀

川区内を中心に多くの浸水被害が発生し、これ

を契機に、それまでの進捗が捗々(ハカバカ)し
くなかった「淀の大放水路」の建設推進に拍車

が掛かると大いに期待したところであるが、他

の管理事務所管内、特に市の東部、東南部に於

いては大規模かつ深刻な浸水被害が発生し、そ

の対策に局を挙げての大わらわとなっているこ

と知り、「淀の大放水路」の進捗については諦め

ざるを得ないものの、北部管内での浸水被害が

それほどでもなかったことに、内心、胸を撫で

下ろしたものである。 
 とは云うものの、北部管内でも浸水被害は現

実に発生しており、家屋や店舗が浸水した市民

にすれば大問題で、損害補償についての話し合

いと併行して、我々は地元の人たちと一緒にな

って「局地排水用マンホールポンプの設置」や

「公園内貯留施設の設置」、「角落としの設置」

など、各浸水箇所の実態に応じた浸水対策を検

討し、その実施に向けて、地元説明と協力依頼

をお願いして廻っていたところ、４月の異動と

なったものである。 
 異動先の管渠課内では「きめ細かな浸水対策

担当チーム」が特別に編成され、企画主幹であ

る私を筆頭に、課長代理１名、主査２名、係員

７名の総勢 11 名体制でスタートすることとな

った。 
 浸水被害解消に向けた下水道局の不退転の決

意と、「きめ細対策」に懸ける熱き想いが感じら

れるところである。 
 この熱き想いを肌身に感じて、「きめ細」チー

ム担当者は、自身に与えられた業務の重大さを

心の奥底から認識するとともに、是非ともこれ

を達成すると云う「強い使命感」を確認し合っ

たものである。 
 
２．きめ細かな浸水対策 

 
 さて、私が担当することとなった「きめ細対

策」は、前年の全市約１万 2,000 戸に及ぶ浸水

被害を契機に実施することとしたもので、たび

重なる浸水を少しでも早く軽減するという観点

から、過去 10年間で 

① ２回以上浸水が発生した 311 箇所を対象

に 

② ３回以上の浸水が発生した 151 箇所を中

心にして 

③ 現場条件や浸水の程度、範囲などを勘案し

ながら検討を進め 

④ 関係機関との協議や地元の協力が得られ

る 

など、条件の整ったところから順次実施に移

すこととした。 

その具体的対応策としては、 

 ① 周辺地区より部分的に極端に低い土地の

雨水排除をするための「局地排水用マンホ

ールポンプ」の設置（36箇所） 

 ② 公園や区役所用地内への雨水貯留施設の
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設置（30箇所） 
 ③ 既設の下水管を利用しての管内一時貯留

（67箇所） 
 ④ 管渠の新設 
 ⑤ 集水桝の増設 
 ⑥ 民地内や民間家屋等への角落しの設置 
⑦ 民間への土嚢の貸与等 
【 ④～⑦(178箇所）】 

を実施するものであった（箇所数は､平成 21年

度決算市会参考資料による）。 

 「きめ細対策」は、まさに現場密着型の事業

であり、其々の地域に合った対策で以って対応

していく必要があるため、 
① 浸水地域の綿密な現地調査を実施しなけ

ればならない上、 
② マンホールポンプの設置に当たっては、ポ

ンプ室や操作盤等の位置決定に地元住民の

了解を得なければならない 
など工事着手前の条件整備に随分時間がかかる

こと、更には工事着手後においても、 
① 限られた用地内での作業であるとか、 
② 日常生活に密着した道路上での工事や、商

店街の中での工事となる場合もあることか

ら、その進捗が捗々(ハカバカ)しくないケ

ースもあるが、 
③ 関係機関との協議を積極的に進め、緊急を

要する箇所については、平成 12 年度末に

は一定の目処がつけられるように努力して

いくこと 
としたものである。 
 しかしながら、「きめ細対策」を進めるために

現場調査や地元説明に入っていくと、よくある

話「総論賛成、各論反対」などと叫ばれ、なか

なか当初の目算通りには行かないと云うのが偽

らざる実態であった。 
 
３．「何に～っ、これ！」 

 
 「きめ細」担当チームが編成されて間もない

頃、事業予算の執行担当者から、「きめ細担当職

員は配置した。関係先との調整も終わっている。

予算はちゃんと付けてある。地元要望だから反

対はない。さあ、掛かってくれ。」と云われ、一

冊の図面綴りを手渡された。 

 この綴りは、前年に発生した大規模な浸水被

害への「対策（案）」を各行政区別に纏めたもの

であり、前年度の下半期に、当時の建設部の課

長級、課長代理級が分担して２ないし３行政区

を受け持ち、策定したものである。 
 この「対策（案）」、各行政区の「切り図」の

上に「局地排水用マンホールポンプの設置」や

「公園等の地下を利用した雨水貯留施設の設置」

等、各種の施策が色分けして描かれており、勿

論、中には現地確認の上で決定されたものもあ

ったが、多くは「考え得る対策（案）」が詰め込

まれただけの代物であった。 
 未曽有の「緊急事態」に対して一定の対応策

を示さねばならなかったこと、半年間という短

期間にやり遂げねばならなかったことは充分理

解するとしても、それでもなお「きめ細」担当

者にとっては「何に～っ、これ！」と、思わず

口に出さねばならないほどの状況であった。 
 とは云え、先に「是非とも『きめ細対策』を

達成する」と云う「強い使命感」を担当者間で

確認しあった以上作業は進めねばならず、まず

は関係先との協議内容の確認から始めることと

し、併行して施設設計の基本的な考え方を纏め

ることとした。 
 ５月の初め、「終わっている」はずの調整内容

を再確認するとともに、今後の更なる協力をお

願いしようと当時の建設局花と緑の推進本部に

出向き協議を始めたところ、二度目の「何に～

っ、これ！」が出てしまった。 
 花緑本部では担当者が交代しており、それま

での協議内容が上手く引き継がれていなかった

のである。 
 前年 11月の決算特別委員会では、「下水道局

できめ細かな浸水対策として、公園内に地下貯

留施設を建設するに当たりましては、樹木やほ

かの公園施設の影響などを十分考慮の上、個々

のケースについて協議を行い、協力していく所

存でございます。」との答弁をしてくれていたの

に……。 
 落胆はしつつも気を取り直し、あの「強い使

命感」を絞り出して「きめ細対策」を一から説

明し直し、理解を深めてもらうこととした。 
 協議は行きつ戻りつを繰り返し、６月中旬に

なってやっと花緑本部の担当者も理解を示して
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くれるようになり、６月下旬には花緑本部の部

長会で「ゴー」サインが出されることとなった

のである。 
 大阪市内の公園は全て都市公園法の下に管理

運営が行われており、その都市公園法では第７

条において下水道管の占用が認められており、

施行令第 12 条においては地下に設ける下水道

施設の占用が認められているものの、施行規則

第８条においては占用許可できる都市公園の制

約条件が規定されており、当該都市公園の敷地

面積が２ha 以上で、且つ下水道施設の占用面積

が公園敷地面積の半分以下の範囲である場合に

限ってその占用が認められることとなっていた。 
 「きめ細対策」で公園内に設置しようとして

いた雨水貯留施設は、いわゆるオンサイト型の

施設であるため当然の帰結として「ニアーイズ

ベスト」、浸水地域に近接した比較的小規模な公

園に設置することになり、これらの都市公園法

体系に規定される占用要件には当てはまらない

ものがほとんどであった。 
 花緑本部との協議の中では「公園内雨水貯留

池は暫定施設である」ことを繰り返し説明し、

整備水準が達成できた時点で取扱いを再協議す

ることで理解を得たものである。 
 花緑本部の言わば「超法規的英断」によって、

まさに「運用上」の配慮で、公園内雨水貯留池

の建設が認められたのである。 
 今、当時を振り返っても、よくぞ花緑本部が

決断してくれたものと感謝の気持ちで一杯であ

る。 
 他方、浸水区域が河川の近くにあるときは、

これも「ニアーイズベスト」で、直接河川に放

流するのが上策となる。 
 ところが、大阪市内、特に多くの浸水区域を

抱える東部、東南部地域を貫流する平野川と平

野川分水路は寝屋川水系に属しており、昭和 57

年の大規模浸水被害を契機として、国、大阪府

と大阪市ほか流域関係都市 10 市で構成された

「寝屋川流域総合治水対策協議会」の中で放流

可能量が配分されており、新たな放流を行うの

は至難の業であった。 
 しかしながら、浸水被害が深刻な状況にある

こと、そして、現実的かつ早急な対応を取る必

要があること等を河川管理者である大阪府に繰

り返し説明を行うとともに、いわゆる抽水所等

のポンプ施設に比べ小規模であること、既に大

阪市分として振り分けられた放流可能水量の中

で対応すること、さらには、これも公園内雨水

貯留施設と同様に「暫定施設」であり将来的に

は抜本的対策を講じることなどを重ねて説明し、

最終的には了解を得るところとなった。 
 河川管理者としては、大規模浸水という現実

を前にして、厳しい河川管理規定の中で最大限

の理解を示してくれたものと感謝している。 
 
４．施設設計の基本的な考え方 

 
 浸水区域の雨水を排除するマンホールポンプ

の設計基準については、既に、平成５年頃に整

備されていた。 
 もともと、地方の小規模下水道では汚水中継

用のマンホールポンプが実用化されており、大

阪市より日本下水道事業団(JS）へ出向した経験

のある設備職がその仕様を目的や使用方法が違

う雨水排水用に改定してくれたものである。 
 また、必要排水量の算定については、大阪市

における過去 39年間の 10年確率降雨強度公式

を用いて算定することとした。 

限定的な区域を対象とした排水ポンプである

ので、流達時間ｔ＝15min とした場合はＩ≒

100mm/h となり、ポンプ口径は 250～300mm
のものを多く採用することとなった。 
 一方、土木施設の設計については、管渠の設

計は大阪市が一般的に採用しているガンギレー

クッター公式に拠ったが、問題となったのは、

どれだけの雨水を溜める必要があるのかと云う

必要貯留量の決定と、「きめ細」対象区域の雨水

を如何に効果的に雨水貯留池へ流入させるかと

云うことであった。 
 対象区域が下水道管網の中流域以下である場

合は、いわゆる既設管からのピークカットによ

る貯留では上流域の雨水も取り込んでしまうこ

ととなり、貯留効果は減少してしまうこととな

る。 
 そこで、これらの区域においては既設の下水

管を通過管とし、マンホール蓋を水密化すると

ともに、対象区域内の雨水に限定して集水する

専用管を設置し、ピークカット処理することと
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した。 
また、必要貯留量としては、大阪市の計画降

雨強度であるＩ＝60mm/hの降雨を対象に、その

全量を貯留することが出来る容量とした。 

 すなわち対象区域がＡ(ha)の場合、必要貯留

量Ｖ(㎥)は、 

  Ｖ(㎥)＝60 (mm/h)×Ａ(ha)×１(h)×10 

により算出されることとなる。 
 「きめ細」対策で建設する貯留施設は抜本的

な浸水対策を補完するものであり、暫定施設と

位置付けられたことから全額単費で対応するこ

ととなり、比較的余裕のある容量とすることが

出来たのである。 
 また貯留施設の建設は、基本的には現場打ち

コンクリート施工を基本としたが、「都島区役所

内雨水貯留池」や「高松小学校雨水貯留施設」

ではプレキャストコンクリート施工を採用した。 
 これは、現場打ち施工より二次製品による施

工の方が工期が短縮され低価格であるとの検討

結果に基づき実施したものであるが、いざ実際

に工事を進めて行くと切梁の盛替えで問題が生

じ、却って工事期間が延びたり工事費が増嵩す

ることとなった。 
 机上での検討結果が、必ずしも現場に当て嵌

(ハマ)るものではないことを痛感させられたも

のである。 
 
５．いよいよ現地へ、そして地元説明へ… 

 
 関係先との再調整、土木施設・設備関係の設

計基準の整備と併行して現地調査にも乗り出し

た。 
 何せ「きめ細対策（案）」は、その多くが各行

政区の「切り図」の上に「局地排水用マンホー

ルポンプの設置」や「公園等の地下を利用した

雨水貯留施設の設置」など、考え得る対策を施

策別に色分けして描かれただけの代物であり、

実施に移すには再度現地確認をする必要があっ

た。 
 現地確認は、必ず管理事務所の出張所長や維

持担当者らに同行してもらい、現場維持管理の

立場からの意見を取り入れながら対策を検討し

ていった。 
「何故ここが浸水するのか？」と思うような

所がある一方で、ここは明らかに浸かるなと分

かる場所もあり、行政区の切り図からは読み取

れない現地状況が手に取るように分かってきた。 
実際、現地踏査をしてみると、一般的には平

坦低地と言われている大阪市域も、なかなか起

伏に富んだ地形をなしており、急坂路の下や局

所的な低地などでは短期間に集中して降る雨を

下水管が呑み込めずに浸水するのも宜（ムベ）

なるかなと感じたところである。 
 現地調査の結果を基に各浸水区域に対する

「きめ細」対策を検討し、その内容がある程度

固まってくると、地元へ説明に入る前に、地元

と直接係わりのある市会議員などに説明に廻っ

た。 
 どのような「きめ細」対策を採用するかにつ

いては、私を含めた「きめ細」チーム全体で議

論を重ねて決定し、工事発注に向けた設計なら

びに設計書作成は各担当者がやってくれたが、

議員説明を含む市会対応は、私が一手に引き受

けることとしていた。 
 直接地元と関係のある市会議員への説明は、

各管理事務所の管理課長とセットで廻ることと

した。 
 これは、「説明内容に遺漏はないか」とか、「議

員からの指摘、要望内容を確実に掌握できてい

るか」などのダブルチェックが出来るようにす

るためと、何よりも後日に「今すぐ、もう一度

説明に来て欲しい」などの電話が入った時には、

私一人では対応しきれない場合もあり、そのよ

うな時には、以前の説明経過を承知している管

理事務所の管理課長に即時対応してもらえるよ

うにするためである。 
 「きめ細」対策説明の為に議員事務所廻りを

したお陰で、何処に誰の事務所があるのかとか、

市会議員と地元との関係、日ごろの接触が多い

のかそうでないのか、と云ったことまで良くわ

かったものである。 
 また、ある市会議員の事務所で補正予算と「き

め細か」対策を説明している最中に大雨となっ

て浸水が発生し（平成 11 年９月 17 日 4,777

戸浸水）、後日の委員会（９月 27日 建設港湾

委員会）でそのことを当該議員から皮肉られた

こともあった。 
 「きめ細」対策に寄せる議員の大きな期待と、
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それに反して、なかなか捗らない対策工事への

苛立ちが言わしめたものであると感じたところ

である。 
 地元説明に際して、市民からは、「止むを得な

いな」と理解を示してくれる人もおれば、最後

まで、ねっちりと詰問されることもあった。 
 通常は、振興町会単位で説明会を開いたが、

市会議員と地元との関係で、天王寺区や生野区、

平野区などでは個人宅まで説明に廻ったことも

あった。 
 時には、個人宅で懇切丁寧に説明した折、当

該家屋の浸水を解消するための新たな下水管設

置について父親が了解しても、後に息子さんが

「何故、俺たちの家の前で下水管を入れる工事

をするんだ、もっと外の対策方法を考えろ！」

と反対をして交渉が長引いたこともあった。 
 「ニアーイズベスト」を基本に、「きめ細」対

策は出来る限り浸水区域に近いところで対応策

を実施することとしたが、中には地形的な関係

からどうしても若干離れた場所、浸水被害が発

生していない場所にある公園内に雨水貯留施設

を設けざるを得ないようなこともあった。 
 こう云ったケースでよく出て来たのが、いわ

ゆる「地域エゴ」である。 
曰く、「何故、あいつとこのドロ水を俺とこの

公園に持ってくるねん！」 
 而も、両地域間の日頃の関係が宜しくない場

合は更に大変であった。 
重ねて曰く、「日頃からお高く留まりやがって、

偶(タマ)にはあいつらも水に浸かって苦しんだ

らええねん！」 
 何とも理解し難いこれらの言葉を直接耳にし

て、「きめ細」担当者からは、またしても「何に

～っ、これ！」……。 
 解決策を探ろうと区役所に相談を掛けてみる

と「あの両地域は、そう、難しいですなあ～、

大変ですなあ～。」と同情される始末。 
 またまた「何に～っ、これ！」……。 
 効果的な解決策も見出されないまま、兎に角、

引き受け手側
．．．．．．

に対し、対策の必要性を懇切丁寧

に説明するしかないと、足繁く集会所へ通った

ものである。 
 何度か通う内に、理解を示してくれるように

なった時には、思わず「やった～」と快哉(カイ

サイ)を叫んだものである。 
また、市内の公園には、各公園ごとに愛護会

があって、その了解を得るのにかなり苦労をし

た。 
 特に、真田山公園雨水貯留池建設に際しては、

公園内の貯留池建設予定地が、実は以前、公園

施設の整備内容について地元とかなりの遣り取

りがあった場所で、長期交渉の後に当時やっと

工事が完了した、曰く因縁付きの場所であると

いうことが、後々の地元交渉の中で明らかにな

った 
 事前調査段階で公園事務所からこの情報が得

られていたら、その後に長引いた地元交渉は回

避出来たかも知れないと悔やまれるところであ

る。 
 小学校の校庭に雨水流出施設を設ける場合、

本来は水捌けを良くしている校庭に雨水を一時

的にせよ溜めるのであるから、本来目的と真逆

の考えで施設を設置することとなり、学校サイ

ドやＰＴＡからの抵抗がかなり強かった。 
 阿倍野区の苗代小学校の校庭に雨水流出抑制

施設を設ける際は、教育委員会の担当窓口であ

る施設整備担当課長が、当方の「きめ細」担当

課長代理の高校の先輩であったことが幸いした。 
 通常、ビジネスライクに業務を進めるのであ

れば、いわゆる伝手（ツテ）は要らないが、込

み入った要件が錯綜しているような場合は、伝

手が「有る」と「ない」とでは事業の進捗に大

きな差異が出てくることとなる。 
 苗代小学校の場合は伝手が有効に働いたケー

スであり、施設整備担当課長のご尽力により、

他のケースに比べて工事はかなりスムーズに進

んだと感謝するところである。 
 そのほか、少しでも新規投資を抑えるため、

既に供用を休止していた既存の放流渠（桑津放

流渠・勝山放流渠：両放流渠とも、天王寺～弁

天幹線の完成により供用を停止していた）を貯

留管として活用することなど、皆んなで知恵を

絞りながら「きめ細」対策を進めて行った。 
 正に「走りながら考え、考えながら処理をし

ていく」と云う言葉通りの毎日で、貯留管の建

設に際し、狭い道路内で推進工事の立坑用地を

確保するのに苦労したり、マンホールポンプ用
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の電気操作盤の位置決定に地元市民、而も浸水

被害を被っている本人の理解がなかなか得られ

なかったことなど、苦労は絶えなかったが、平

成 11年３月 26日、平成 10年度の「きめ細発注

予定」案件をすべて契約することができた時は、

心地良い達成感を味わったものである。 
 
６．「きめ細」対策の効果は…… 

 
 全ての事業について云えることであるが、そ

の「費用対効果」は常に問われるところであり、

我々事業者はその問いに対して説明責任を負う

こととなる。 
 「きめ細」対策についても、やっとその建設

が軌道に乗り掛けた平成 12年の３月市会で、早

くも整備効果が問われるところとなった。 
 「きめ細」対策の場合、その整備効果は化粧

品の宣伝ではないが、対策の「実施前」と「実

施後」の浸水状況を比較することによって説明

することが出来る。 
 但し、対策を実施する以前では浸水が発生し

たほどの降雨が対策実施後に都合よく降り、そ

こで浸水被害が無いとなって初めてその効果を

証明することが出来るのであるが、自然現象で

ある雨降りは、そうそうこちらの都合のいいよ

うには降ってくれない。 
市会の答弁席に立った私は、「きめ細かな浸水

対策の事業効果についてでございますけれども、

効果の検証を行うには、幾つかの降雨による状

況を確認するなど、ある程度の期間が必要であ

ると考えております。現在までのところ、検証

するのにちょうど適当な降雨がなく、対応済の

箇所で雨が降らなかったり、降りましても計画

以上の強い降雨であったために浸水が発生した

りしたことから、全体的な事業効果については

検証ができておりませんで、今後の降雨を待っ

てその検証を進めていく必要があると考えてお

ります。なお、一つの事例として申し上げます

と、雨の降り方等が異なりますために、一概に

は申し上げられませんが、市内南部を中心に１

時間あたり 50 ミリ前後とほぼ同程度の雨が降

りました一昨年、平成 10年６月 19日と昨年、

平成11年６月30日の浸水状況を見てみますと、

この２つの豪雨の間に、住之江区では雨水貯留

池が、また阿倍野区、住吉区、平野区では局地

排水用マンホールポンプが完成した箇所がござ

いまして、それぞれ十数戸、ないし三十戸前後

あった浸水被害がゼロ戸となっておりまして、

これらの箇所では一定の効果があったものと考

えております。」と、やや苦しい答弁を行ってい

る。 
 なお、少し時間を経て、私が「きめ細」担当

を離れた後に、当時の管渠課が『「きめ細かな浸

水対策｣の計画・実施及び検証について』と題す

るレポートを纏めている。 
 このレポートは、業務論文集に掲載されてお

り、「きめ細」対策の効果検証は２通りの手法で

以って分析されている。 
 ひとつは、先の私の市会答弁同様、「きめ細」

対策の実施前と実施後の浸水被害の有無につい

て、降雨状況を加味した上で分析しその効果を

評価したものである。 
 比較対象とする箇所数は 95箇所で、私の市会

答弁の時点よりも検証事例が大幅に増加してお

り、根拠資料としては格段の重みを増したもの

となっている。 
検証結果は以下の①から④に分類して纏めら

れており、その結果からレポートは、「『きめ細

かな浸水対策』を実施した箇所については、97％

の個所で浸水の緩和、解消に役立っていると判

断できた」と結論付けている。 
【検証結果】  

① 効少：｢きめ細かな浸水対策｣の効果が少

ないもの   ３箇所 （３％） 

② 有効：対策の効果があり、浸水が緩和し

たもの   59箇所（62％） 

③ 効大：対策の効果が著しくあったと判断

できるもの 23箇所（24％） 

④ 解消：浸水の恐れが解消したと判断でき

るもの   10箇所（11％） 

 なおレポートには、「今回有効と判定した

62％の中には降雨強度大の降雨では浸水が発生

したケースも含まれていることや、今回の検証

期間では降雨履歴が少なかったこと、最大降雨

を超える降雨が無かった箇所など、効果判定を

満たす降雨回数も少ないことから、引き続いて

検証を行なっている。あわせて、この検証方法

においては、浸水が発生したか、無かったかの
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比較であり、浸水被害発生前後の降雨状況やポ

ンプの運転管理状況、管渠施設の維持管理状況

等が不明であり、この点についても調査する必

要がある。」とも記述されており、効果検証の難

しさが垣間見られるところである。 

 もうひとつは、公園内に設けられた雨水貯留

施設の効果を、流出解析モデルを用いて検証す

るものである。 

 検証施設は都島区の中野公園内に設けられた

雨水貯留施設で、その雨水集水対象面積は、Ａ

＝3.09ha、計画雨水貯留容量は、Ｖ＝1,700 ㎥

である。 

 検証は、浸水被害発生時の降雨状況と管渠内

水位、雨水貯留量のデータをもとに、第１段階

としては「等流計算」で解析し、等流計算では

評価が困難な箇所についてのみ「不定流計算」

で行うものである。 
 レポートには、この検討によって確認できた

事項及び課題が纏めて記載されており、従来手

法（等流計算）と流出解析を用いた解析結果と

して、「『きめ細かな浸水対策』として実施した

雨水貯留池の効果が確認できた。」と記されてい

る。 
 なお、この場合においても、浸水被害発生時

の現場状況、例えば降雨時に逆止弁は機能した

かどうか、マンホールポンプの運転時間と降雨

記録データの関連はどうなっていたか、降雨前

後の貯留池の水位・貯留池排水ポンプの運転状

況等による流入量の確認など細やかな調査・確

認が現場サイドで必要となることが付記されて

いる。 

 「きめ細」対策の検証について、忘れられな

い出来事がある。 

管渠課のレポートから更に時を経た平成 17

年、当時、私は都市環境局西部管理事務所長の

職にあり、局内で定期的に開催されていた「連

絡会議」に参加していた。 

晩秋のある「連絡会議」の時、東部管理事務

所から「『きめ細対策』検証事例」と題した案件

が提出され、事業効果を表わすグラフが配付さ

れていた。 

私は一瞥(イチベツ)しただけで「大したこと

はないな。」と即断したが、次の瞬間、「何、こ

れすごいやないか！」と目を見開いたのを覚え

ている。 

 簡単明瞭、一目瞭然のグラフ。 

 当時私は、「西部管理はリーディング事務所」

と密かに自負していたが、このグラフを見せつ

けられて、西部管理事務所に戻るや「東部にや

られた～！」と声を張り上げ、「東部に負ける

な！ それやれ、すぐやれ～！」と西部版の対

策効果図の作成を指示したものである。 
 勿論、当時の西部管理の職員が私の指示を忠

実に守ってくれて、満足できる西部版の効果図

が作成されたのは言うまでもないことである。 
 
７．今、「きめ細」対策を振り返って 

 
市内に点在する「きめ細」対象区域での条件

整備が整って来ると、工事着手を求める声が

徐々に強くなってきた。 
 そうなると、事前に予算確保している財源で

は不足するようになり、単費で進めてきた「き

め細」工事に国庫補助金を導入して一層の工事

促進を図ってはどうかと検討を重ねることとな

った。 

 その結果、当初は約 180億円であるとされて

いた「きめ細」対策の総事業費が、この頃には、

約 260億円に膨れ上がっており、その増額約 80

億円のうちほぼ半額は補助対象事業となり得る

のではないかとの結論を得るに至った。 

 結果的には、貯留池など主要な施設を暫定施

設と位置付けて整備を進めていることから、国

費の導入は断念せざるを得なかったが、手元に

ある当時の手帳を繙(ヒモト)いてみると、平成

11年の秋には建設省下水道部に出向いて、国費

導入に関しての事前協議を行っていることが記

されている。 
 建設省の担当官からは、否定的ではない返事

をもらった記憶があるが、嘗(カツ)て担当者同

士で確認しあった「強い使命感」、何としても「き

め細」対策をやり遂げると云う思いがこのよう

な取組みをさせたものと考えている。 
 ところで、「きめ細」対策の工事発注に際して

は、当時の財政局調度課と幾度ともなく協議し

発注調整を行った。 
 「きめ細」対策工事は、正に地元密着型の工

事であり、地元で事業展開する中小工事業者に
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対する公共側からの支援、健全育成の指導と云

った観点から、現在とは違った、現在では考え

られないような意味でのさまざまな制約、暗黙

の取り決めなどがあり、随分苦労したことを覚

えている。 
 今、改めて「きめ細」担当であった頃を思い

起こすと、当時は兎に角、遣り切らねばならな

いと云う「きめ細」担当者で確認し合ったあの

「強い使命感」、局の熱き想いを受けて自然発生

的に湧き出てきたあの「強い使命感」を軸にし

て精一杯頑張れたのではないかと思う。 
 「きめ細」チームの担当者は、本当によくや

ってくれた、頑張ってくれたと今更ながら頭が

下がる思いで一杯である。 
 何度も出てきた「何に～っ、これ！」は、当

時の「きめ細」担当チーム全員の偽らざる気持

ちである。 
 正に暗中模索の状態から「きめ細」対策を進

めたのであり、多少表現は下卑(ゲビ)るが「尻

に火がついた」状況であったが為に、少々の苦

労は苦労とも厭わず、真正面から挑み続けてく

れた、遮二無二頑張ってくれたものと感謝をし

ている。 
 ただ、当時は「これっきゃない！」と考え、

短期決戦で即時に効果を発揮することが出来る

優れものとして各地に設置したマンホールポン

プが、現状では現場のお荷物になっている事実、

現職の維持担当者が「『きめ細』施設は一定の効

果を発揮したとは思うけれど、今はその維持管

理が大変や」と嘆いている状況を目の当たりに

すると、正直「済まないなあ、当時はそこまで

考える余裕がなかったんや」と心の中でお詫び

をするしかないのも一方の事実ではある。 
 マンホールポンプの更新時期等に合わせて、

現地状況を再確認したうえで、その他の対策も

含めて再検討をお願いするところである。 
 また、「きめ細」対策のひとつに「角落とし」

があるが、これなどは民地内に公共サイドが入

り込んで対策を行うと云う、他都市には見られ

ない大阪市独自の、柔軟な現実的対応策である

と言えるのではないだろうか。 
 民地側に公共が入り込んで対策を行う、公の

設備を設置すると云うことは「きめ細」対策以

前からも「私道対策」や「桝の民地内設置」等

で経験して来たところであるので、あまり違和

感もなく導入できたものと考えている。 
 もし私有財産、公共資産、云々で問題視され

るようになったら、それはそれで、その時点で

要綱などを作って対応すればいいのであって、

これもまた大阪市特有の「柔軟な現実的対応」

と言えるのではないだろうか。 
 最後に、「きめ細」対策を担当させてもらって

感じたこと、今も感じ続けていることがある。 
 それは、かの上杉鷹山公の次の歌に凝縮され

ている。 
 この歌を、今、想定外のゲリラ豪雨への対応

で苦悩している現職にエールの意味も込めて贈

らせてもらいたい。 
 

為せば成る、為さねば成らぬ何事も、 

成らぬは人の為さぬなりけり 

 
 

イラスト：森岡 進 
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「きめ細かな浸水対策」を振り返って 

松尾 嘉夫 

 
 
１．はじめに 

 
 平成 10年４月人事異動で管渠課に配属され、

課長から他事業関連の此花西部臨海地区をとり
．．

あえず
．．．

引き継ぐようにと言われたような記憶が

残っている。 
 係員の人事異動があり、初めてきめ細かな浸

水対策の担当と聞かされた時は少し驚いた。 
それまで３年間下水道技術協会に出向してい

たこともあり、前年の大雨による浸水被害の発

生を受けて、その対策を検討していることは耳

にしていたが、きめ細かな浸水対策を専門に担

当するチームが立ち上げられることは全く

予想もしていなかった。 
 とにかく定期人事異動が終わり、企画主

幹を筆頭に 11 名の実施体制が整い事業を

スタートすることになった。 
 
２．対策案の確認と見直し 

 
 まず初めに手を付けたのは、対象となる 311

箇所の被害状況、浸水原因、対策内容の確認だ

った。前年度にまとめられた「対策(案)」を基

に、事務所（下水道センター）担当者のヒアリ

ングや現場調査、チーム内での議論を通じて

個々の対策案の確認を行った。この作業は一度

やれば全箇所を把握できるというものではなく、

私が「きめ細」を担当していた２年間に何度も

繰り返された。 
 確認作業を進める中で目についたのが、各事

務所間での対策案のレベルのばらつきであった。

（特に、角落としや土のうによる対策箇所の多

寡）これは、抜本的対策の進捗状況の違いによ

るものもあるが、短期間での検討で各チーム（下

水道センター）の認識の摺合せが十分にできな

かったことが原因と考えられた。 
 また、被害状況を精査した結果、対策規模の

見直し（貯留量、ポンプの排水能力など）が必

要なもの、用地の確保が困難なものが判明する

など計画の見直しが必要な箇所が相当数あり、

全体事業費の増加が見込まれた。 
 参考に事業開始初期と完成時の対策別箇所数

を比較できるように表‐1にまとめた。（当初の

資料が手元にないため平成11年6月の資料を掲

載した。） 

 結果として用地の確保、多額の事業費を必要

とする「局地排水用マンホールポンプ」「公共用

地内貯留施設」による対策箇所数が減少してい

る。 

 
３．課題について 

 
(1) 公園用地の占用 

 事業を進めるうえで大きな課題は公園用地の

占用許可だった。前年（H９）の決算特別委員会

で「花緑」から貯留施設の設置について協力す

ると確約は得ていたが、実務担当者での協議は

まだまだこれからという状況であった。問題と

なっているのが都市公園法による制約条件であ

る。敷地面積が２ha 未満の公園には下水道施設

の占用が認められないというもので、きめ細か

対策で候補地としてあがっている公園のほとん

どが該当した。 
 何度も協議を行った結果、きめ細か対策で設

置する施設は暫定施設であること、雨水貯留施

設を管渠施設の一部と拡大解釈するなど、前向

きに判断していただき占用についての基本協議

の許可がおりた。 

表―1 きめ細かな浸水対策 対策別箇所数 
局地排水用マン

ホールポンプ

公共用地内
貯留施設

下水管内
貯留

その他 合計

平成11年
6月現在

39 57 56 159 311

完成時 36 30 67 178 311
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(2) 操作盤の設置箇所 

 次に課題となったのが、ポンプの操作盤の設

置場所である。近くに適当な公園や公共用地な

どの空地があれば良いが、なかなかそんな場所

は見つからない。そこで、やむを得ず歩道に設

置することになるが、今度は道路管理者が許可

をくれない。これに対しても、きめ細か対策の

趣旨から説明を始め、他に設置場所を探したが

無くどうしてもポンプの近くに設置する必要が

あることなどをこんこんと説明し、操作盤を薄

く改良するなどの努力をして許可を得ることが

できた。 
 ポンプや操作盤に付随する電線管の占用につ

いても一般の下水管の占用申請とは別に申請し、

その都度、設置について詳細の理由書を添付さ

せられたように記憶している。 
 公園、学校、道路用地の占用協議でのキーワ

ードは暫定施設であり、抜本対策が完了し施設

の必要性が無くなった時点で撤去するというこ

とである。（協議文書では「取扱いを協議」とい

う表現になっている）まもなく、初期に設置さ

れたポンプ施設の更新時期を迎えることになる

が、存続か廃止か難しい判断を迫られることに

なるだろう。 
 
(3) 受電設備容量の制限 

 ポンプの設置におけるもう一つの課題は、受

電設備容量である。受電設備容量が 50kw 以上

(契約電力)になると高圧受電となり設置面積が

大きくなるため、その用地を確保するのはほぼ

不可能である。 

 そのため、ポンプ 1箇所ではポンプが大きく

なり高圧受電が必要となるため、2，3箇所にポ

ンプを分散して設置し低圧受電となるようにし

たり、他の対策に変更したりするなどの対応が

必要な箇所があった。 
 
４．発注の進捗状況について 

 
 きめ細かな浸水対策事業は、平成 9年度から

始まり 13年度までに対策を実施することが、ま

た、12年度末には一定の目処をつけることが与

えられた使命となっていた。 
 しかし、前述の対策案の確認や課題への対応

に時間を要し、実施設計の着手が大幅に遅れ発

注計画の見直しをしたにもかかわらず、最終の

設計を契約担当に持ち込むのが年度末の期限ぎ

りぎりだったと思う。 
 ただ、実施設計を担当する係員のほとんどが

設計実務の経験が無かったことを考えると、み

んなよく頑張ってくれたなと思っている。 
 
５．さいごに 

 
最後になりますが、きめ細かな浸水対策を担

当した者として感想を述べさせていただきます。 
 
私は当初、「きめ細かな浸水対策」そのものに

ついてその必要性は理解するものの、180 億も

の事業費をかけるのであればその金を抜本的な

対策に回して、少しでも早く抜本的な浸水対策

を進めるほうが良いのではという気持ちが心の

片隅にあった。 
しかし、今、振り返って見ると年々予算が削

減され抜本的対策の進捗に遅れが見られる中、

きめ細かな浸水対策実施箇所では一定の効果が

得られ（効果が不明な箇所もあるが）、浸水が解

消あるいは改善されているのを見ると、事業を

実施できて良かったと考えている。 
 

 最近、ゲリラ豪雨が頻発し、平成 23年には大

阪管区気象台で 77.5 ㎜/h の記録的な降雨があ

り、中央区ではきめ細かな浸水対策実施箇所全

てで浸水が発生した。その原因は貯留管が満杯

になったことや、局地排水用ポンプの排水能力

が流入する雨水量に対応できなかったためであ

るが、降雨強度を考えるとやむを得ない結果と

言える。 
 しかし、浸水被害を受けた住民には、計画降

雨を超える雨が降ったから仕方がないと説明し

ても納得はしてもらえない。 
 今後、このような浸水に対してどのように対

応していくのか、どこまでレベルアップをする

のか難しいところがあるが、きめ細かな浸水対

策は今後も必要となるのではないだろうか。 
 その際、我々の経験を少しでも生かしていた

だければ幸いに思う。 
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「きめ細かな浸水対策」の設計を振り返って 

中西 茂雄 

 
 
１．はじめに 

 
私は、平成 10年 5月の人事異動により、東部

管理事務所天王寺下水道センターから建設部管

渠課に異動した。 
当時の管渠課は、浸水対策における抜本対策

の重要幹線工事の設計を重点的に行っていたた

め、シールド工事の設計等を「昔の設計経験が

活かせるな」との思いで管渠課に出向いた。 
しかし、最初に上司の企画主幹から担当する

業務は、「きめ細かな浸水対策」であるとの説明

があった。天王寺下水道センター管内でも平成

9年 7月から 9月にかけての大規模な浸水被害

が発生しており、その対策を当時の局の担当課

長代理を含め東部管理事務所管理課及び天王寺

下水道センターで応急対策等を検討した。 
思えばその対策が「きめ細かな浸水対策」で

あったが、天王寺下水道センター管内の対策案

としては、角落しの設置または集水ますの増設、

縦横断側溝の設置、土のうの配布等を主な対策

として計画した。 
「きめ細かな浸水対策」の設計担当となり他

の管理事務所及び下水道センターのきめ細か対

策を見れば、貯留施設の建設及び河川放流施設

の設置並びに完成した増補幹線部分の一時貯留

等の対策が検討されており、当時の天王寺下水

道センターの対策案が如何に「その場しのぎの

応急対策」であったかを反省した記憶がある。 
天王寺下水道センターの維持管理業務に従事

していた平成 7年 5月から平成 10年 4月までの

間に管内の浸水の記憶としては、他の管内の担

当者から「なぜ、天王寺区は上町台地の高台に

位置しているのに浸水が起こるのか。」とよく言

われたことがあった。天王寺区の浸水の一因と

しては、高台であるが故に雨水が坂路を流下し

て、坂路下の家屋に流れ込み、浸水が発生する

ことが多く、「下水管への呑み込み不足」という

ことが考えられたので、坂路の途中に縦横断側

溝の設置、集水ますの増設等の対策を検討した。

しかし、実態は、下水管の能力不足のためにマ

ンホールから下水が溢れ出たことが主な原因で

あった。その状況を確認できたのは、平成 9年

8月 5日及び 8月 7日の浸水発生時に市民から

の通報だった。現地では下水のマンホールから

溢れた雨水が足のくるぶしの上の深さまで坂路

を川のように流れ、坂路下の家屋及びガレージ

が膝下の深さまで浸水した状況があり、市民の

方に大変なお叱りを受けた。そのような状況を

思い出し、浸水対策の重要性・必要性を実感し

て「きめ細かな浸水対策」として過去 10年間に

2回以上浸水が発生した 311箇所の対策を早急

に完了できるように、努力したことを思い出す。 
 

２．「きめ細かな浸水対策」の 

設計内容及び担当について 

 
「きめ細かな浸水対策」の実施設計にあたり、

平成 9年 9月以降に各行政区ごとの切り図に整

理された対策内容は、大阪市が対応するものと

市民の協力で対応するものに区分されていたが、

大阪市の対応としては次のような対策であった。 
① 局地排水用マンホールポンプの設置 
② 公園・学校等の公共用地を利用した雨水

流出抑制施設の建設 
③ 下水管内における一時貯留 
④ 下水道施設における逆流防止弁の設置 
⑤ 私道対策の推進 
⑥ 下水管・集水ますの重点浚渫 
⑦ ポンプ低水運転のより一層の推進 
⑧ 気象情報の提供 
⑨ 市民とのコミュニケーション 

また、市民の協力で対応するものとしては次の

ような対策であった。 
① 土のうの設置 
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② 角落しの設置 
③ 応急排水ポンプの設置（ベビーポンプ） 
④ 逆流防止用栓の提供 
⑤ 側溝の清掃 
⑥ 開発者による雨水流出抑制の指導 
しかし、この対策に対して、「どのように進め

て行くか」からのスタートであった。 
角落しの設置、集水ますの増設、逆流防止弁

の設置、縦横断側溝の築造等は、当時は各管理

事務所が設計担当であり、きめ細かチームは、

公園・学校等の公共用地に雨水流出抑制施設（貯

留池）の建設、河川放流に伴うマンホールポン

プ及び排水管の築造、低地に対する局地排水用

マンホールポンプの設置、完成した部分の増補

下水管内への貯留等が主な設計内容であった。 
 
３．地域限定方式の雨水の収集方法 

について 

 
そのなかで最初にきめ細かな対策としての

「局地的な浸水対策」は、「どのように浸水する

雨水を集めるか」ということが議論になった。 
対策のうち下水管内一時貯留は、増補下水管

を新設して既設管の増加雨水を越流会所を通し

て、完成した部分の増補下水管に流下させ貯留

する施策であり、これは抜本対策の一部を利用

するものである。しかし、この方法で実施する

と「局地的な浸水対策」とはならず、膨大な量

を貯留することになり、抜本対策と変わらなく

なってしまう。 
そこで、「きめ細か対策」としては、下水管の

最上流部の地域を除き、浸水地域に専用管（地

域専用排水管）を新たに布設し、下流部の浸水

地域外で既設管に接続して、接続部には逆流防

止弁としてフラップ弁を専用管の管口に設置す

ることにした。 
このフラップ弁がなければ大雨時に既設管か

ら専用管へ逆流して、対策前と同様に浸水を起

こす結果となる。 
フラップ弁の働きにより、きめ細か対策地域

の雨水のみを局地排水用ポンプ井、または貯留

施設に雨水を流入させることができ、より効率

的に局地的な浸水対策を行うことができる。 
なぜ、このフラップ弁の設置の考えが生まれ

たかであるが、河川に流れこむ道路排水管の管

口が堤防内にフラップ弁を設置して接続されて

おり、洪水時に河川の水が逆流しないようにな

っていたことがヒントとなった。 
さて、浸水地域内の既設管については、専用

管に取付管を接続替えすることにより、この地

域を通過する管として機能させ、マンホール蓋

は水密蓋に取り替えて、蓋及び集水桝等からの

雨水の吹き上がりを防止することにした。 
また、専用管は晴天時に汚水等が流れる小口

径の下水管であり、接続部でフラップ弁による

汚物等による閉塞を防止するため、フラップ弁

が少し開くように角度をつけて設置することと

した。 
これらの工夫により、きめ細かな浸水対策費

用の軽減を図ることができた。 
 

４．雨水流出抑制施設（雨水貯留池）の 

施設基準について 

 
次に対策の内、公園・学校等の公共用地に建

設する雨水流出抑制施設（雨水貯留池）の基準

の整理が必要であった。当時は、下水道事業と

して管渠施設及び処理場施設並びに雨水滞水池

等の施設基準はあったが、雨水貯留池という施

設の施設基準がなく、「構造は、どのようにする

のか」「施設は、抜本的対策との整合性はどうす

るのか」「維持管理は、どうするのか」などの規

定はなかった。 
構造としては、以下のようタイプが考えられ

た。 
① ボックスカルバート構造。 
② 壁構造。 
③ 柱・梁構造 

この中で経済性・施工性により、雨水貯留施設

は柱・梁構造とした。 
また、付帯施設として、貯留池排水用ポンプ

の設置及び空気抜き設備を設置した。 
設置に伴う諸条件は、各々の設置場所におい

ての関係部署との協議を行うこととし、公園・

学校等に設置する場合の土被りは、1.50m 以上

を確保することを基本とした。 
なお、きめ細かな浸水対策は、抜本的対策を

補完する暫定施設と位置付けした。 
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５．貯留量の考え方について 

 
次に、貯留施設にどれだけの雨水を貯留する

かということで、大阪市の計画降雨強度である

I＝60mm/h の降雨を対象に 1（h）全量を貯留

する容量とした。 
すなわち浸水対策地域 A（ha）の場合、必要

貯留量 V（m3）は、 
V(m3)＝60mm/h×A(ha)×1(h)×10 

とした。 
 

６．設計業務委託（コンサルタント） 

について 

 
 各々の対策箇所の「きめ細かな浸水対策」（案）

が策定され決定した対策の実施設計を行うため

に設計業務委託（コンサルタント）を発注する

必要があり、各管理事務所各下水道センター単

位で設計を組んだ。また、当初は各々の対策内

容が多岐にわたることになり、また、業務経験

の少ないコンサルタントであったので、指導等

においても時間を要した。 
 そのために次回の業務委託発注から、対策内

容の検討を含めた計画業務及び実施設計業務の

委託とし、熟練したコンサルタントに設計業務

が委託可能なようにした。 
 
７．実施設計事例 

 
「きめ細か浸水対策」として実施した対策内

容は次のようなものがあった。 
①局地排水用ポンプの設置      
②公園用地を利用した雨水貯留施設の建設   
③学校用地を利用した雨水貯留施設の建設    
④区役所用地を利用した雨水貯留施設の建設   
⑤局地排水用マンホールポンプによる河川放流 
⑥旧放流渠を利用した貯留          
⑦貯留管の建設               
以下に、項目別毎の対策事例を紹介する。 

①局地排水用マンホールポンプの設置 
  低地の浸水対策地域に専用管を新設し、局

地排水用マンホールポンプを設置して、下流

部で余裕のある既設幹線へ放流し、浸水解消

を図るもので、放流先の下水管が容量に余裕

があれば放流できるが、下水管に余裕がない

場合は放流を止める必要があり、放流先の下

水管の水位を測りながら放流しなければなら

ない。そのためにマンホール内ポンプと操作

盤をつなぐ配線(ケーブルφ40mm）が必要と

なる。しかし、道路内にそのようなケーブル

を埋設することの事例が少なく、マンホール

内ポンプ及び操作盤、ケーブル等の施設を設

置、埋設するのに道路管理者の理解を得るの

に時間がかかった。 
また、降雨時は放流先の下水管の水位が高

く、ポンプの運転がたびたび停止することが

あった。 
 

 事例-1：住吉区帝塚山中 4丁目 
・局地排水用マンホールポンプ 

  ・ポンプ径  φ200mm×2台 
・圧送管（ダクタイル管） D=400mm 

L≒197m 
  ・放流先 下流下水管 
 

 
②公園用地を利用した雨水貯留施設の建設 

公園用地に雨水貯留施設を建設するにあた

り、都市公園法の規定（2ha 以上）があり、

計画した多くの公園に建設が困難となり、当

時のゆとりとみどり振興局との再々の協議の

結果、「雨水貯留施設は暫定施設であり都市公

園法による規定には抵触しない」との結論を

得て、2ha 以下の公園にも建設可能になった。 
設置の条件としては、高木等が植樹されて

いる場所を避けて公園のグラント内に建設し、

土被りは 1.50m 以上を確保することとした。

事例-1局地排水用マンホールポンプ設置場所 
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また、点検マンホール蓋はグランド表面には

出さないことになった。 
  施設の撤去等については、抜本的対策が完

了した時点で再協議することとした。 
 
事例-2：新今里公園内雨水貯留施設 
 ・貯留量 V=4600m3 
・構造 2階建梁柱鉄筋コンクリート造 
・構造物内寸 幅 25.50m～12.60m× 

長さ 49.60m×深さ 6.15m 
   ・貯留水排水ポンプ φ150mm×2台 
  
 

③学校用地を利用した雨水貯留池の建設 
 学校用地に雨水貯留施設を建設するにあた

っては、河川事業として実施している流域貯

留浸透事業との整合性を図る必要があり、そ

のため河川事業の計画が決まっていない学校

を選定することになった。 
 また、教育委員会との協議により、建て替

え及び改築等の計画がない学校を選定するこ

ととなった。 
生野中学校においては設置条件として、グ

ランドの使用に支障をきたさないように景観

施設内に建設し、土被りは公園用地と同じく

1.50m 以上を確保することとした。 

事例-2 貯留施設構造図 

事例-2貯留施設設置場所 
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  施工に際しても振動・騒音の少ない工法を

採用して、学校教育環境に対し十分な配慮を

講じることにした。 
   施設の撤去等については、抜本的対策が完

了した時点で再協議することとした。 
 
事例-3：生野中学校内雨水貯留施設 
 ・貯留量  V=2800m3 
・構造  2階建梁柱鉄筋コンクリート造 
・構造物内寸  幅 15.40m×長さ 32.40m× 

深さ 6.00m 
  ・貯留水排水ポンプ  φ100mm×2台 
 

④区役所用地を利用した雨水貯留施設の建設 
都島区役所の北側駐車場用地に雨水貯留施

設（V=1500m3）を建設するにあたっては、

他の公共用地に建設した雨水貯留施設の現場

打ちの鉄筋コンクリート造ではなく、区役所

を利用される市民の方の利便性を確保するた

めに、工期の短縮及び工事費の縮減を考慮し

てプレキャストコンクリートの 2 次製品を採

用した。 
しかし、現場の実際ではプレキャストコン

クリート 2次製品の設置に際して、支保工が

支障となり撤去する必要があったため、支保 
 

事例-3 貯留施設設置場所 

事例-3 貯留施設構造図 
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工が 1段目のみとなり、土留壁の芯材断面が

大きくなり、コスト縮減を図るに至らなかっ

た。 
また、工事による支障物件等の復旧に日数

を要したため工期の短縮も図ることが困難で

あった。 
   
事例-4：都島区役所内雨水貯留施設 
・貯留量   V=1500m3 
・構造  プレキャストコンクリート造 
・構造物内寸 幅 8.40m×長さ 24.50m× 

深さ 7.00m 
・貯留水排水ポンプ  φ100mm×2台 

        
 
 
 

 
 

⑤局地排水用マンホールポンプによる河川放流  
局地排水用マンホールポンプによる平野川

及び平野川分水路の河川放流方法について、

放流量の協議は、河川管理者との総量規制を

順守することにより理解を得られたが、放流

方法としては暫定対策であるということから

堤防護岸を貫通し排水管を設置することが許

可されず、堤防護岸を上越しすることとなっ

た。 
しかし、放流管の最下流は内径が 450mm

～600mm となり、そのまま堤防護岸に添わ

して配管すると護岸側道の幅員が確保できず、

また、河川の流水断面の阻害も大きくなるこ 
 
 
 
 

 
 

事例-4 貯留施設設置場所 

事例-4 貯留施設構造図 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

75 
 

とから、側道内で内径 450mm～600mm の放

流管を内径 200mm6本～9本に加工して堤防

護岸の上越しを行い、道路幅員の確保及び河

川の流水断面阻害を少なくする工夫をした。 
 
 
事例 5-1：生野区巽北 1丁目局地排水用マンホ 

ールポンプによる河川放流 
・ポンプ径 φ300mm×2台 
・圧送管（ダクタイル管） 

  D=450mm L=213.70m 
・放流管（SUS 管） D=200mm 6本 
・放流先  平野川分水路 

 
 
 

 
 
                        

 

 

事例 5-2：生野区新今里 7 丁目局地排水用マン

ホールポンプによる河川放流 
・ポンプ径 φ200mm×2台×3箇所 
・圧送管（ダクタイル管） 

 D=300mm～600mm  L=446.05m 
・放流管（SUS 管） D=200mm 9本 
・放流先  平野川分水路 

 

 
 
 

 
⑥旧放流渠を利用した貯留 
天王寺～弁天幹線の完成により供用を休止し

ていた旧勝山放流渠を貯留施設として活用する

ことも「きめ細かな浸水対策」として行った。 
この施設は、局地排水用マンホールポンプで

圧送管により放流渠内に貯留するものであり、

貯留した雨水をポンプにより排水するのではな

く、貯留部の閉塞した壁に逆止弁（フラップ弁）

を設置し、放流側の管渠に余裕がある場合に自

然に放流する構造とした。 

 

事例 5-1放流施設設置場所 

護岸 

放流口 

放流口 

事例 5-2放流施設設置場所 
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事例-6：旧勝山放流渠（□3030mm×2420mm） 
貯留施設 

・貯留量  V=1300m3 
 ・貯留延長  L=200m 
 ・局地排水用ポンプ  内径φ300mm×2台 
 ・圧送管（ダクタイル） D=450mm 

 L=50.20m 
・放流渠内圧送管（ポリエチレン管） 

 D=450mm L=197.60m 

 
⑦貯留管の建設  
 この対策は、浸水対策地域付近に下水管を新

設し、浸水地域の雨水を局地排水用マンホール

ポンプで新設下水管まで圧送して貯留するもの

である。 
 また、新設した下水管は将来流下管となるよ

う検討した。 
事例-7：横堤幹線下水管渠築造工事 
 ・貯留管  D=1500mm L=419ｍ 
 ・貯留量  V=700m3 
 ・貯留水排水ポンプ  φ100mm×2台 

８．おわりに 

 
最後に、この報告をまとめるに当たって、当

時の資料が見当たらず、建設局から提供して頂

いた資料等により作成したので、最終の対策と

は若干整合していないかもしれないが、記憶に

ある範囲で整理した。 
今後の課題としては、公園等に設置した貯留

施設について、設置時は暫定対策による「仮設

構造物である」と用地管理者に説明し占用許可

を得たが、将来的にどのように整理していくの

か検討しておく必要がある。 
雨水貯留施設は仮設構造物であるとの考え

方で設計しているが、構造的には問題はない。 
しかし、耐震検討は行っておらず、基礎杭等

も設置していない。このような施設をどう位置

付けて整合性をもたせるのか検討が必要であ

る。 
また、維持管理はどうしていくのかも今後の

課題であると思われる。 
今、きめ細かチームとして当時を振りかえれ

ば、一言でいうなれば「大変だったな」「よう乗

り切れたな」ということにつきる。 
感想としては、「今後施設がどうなっていくの

か」という問題があるけれども、「きめ細かな浸

水対策」の検証結果を見れば、頑張って設計を

行った甲斐があったように思う。 
また、｢きめ細かな浸水対策｣を担当したこと

で下水道の設計では行わない公園遊具、消防設

備等の設計ができ、良い経験ができたと思って

いる。 
 
 
 

事例-6貯留施設設置場所 

事例 7貯留管設置場所 
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「きめ細かな浸水対策」－マンホールポンプの設計から建設－ 

中島 博樹 

 
 
１ はじめに 

   

平成４年頃、市内では管路の整備が進んでい

るにもかかわらず、まだ多くの浸水発生箇所が

存在していたが、これらの浸水発生個所を積極

的に解消するため下水道局では「きめ細かな浸

水対策」の一環として局所排水施設の建設が進

められようとしていた。 

当時私は、機械課第１機械係に配属されてい

たが、多くの局所排水施設を効率よく短期間に

建設できるよう小規模ポンプ場の設計基準の作

成を担当することとなった。 

設計基準の作成にあたっては、合流式下水道

で雨水専用の小規模ポンプ場としてバリエーシ

ョンも含め多くの条件に対応できるものを作成

目標とした。 

作成する基準では、本施設の定義と

して、「大雨により低地などの地形的条

件で浸水が起こり、抜本的な浸水対策

が早期に図れない地区に対し、雨水用

ポンプ排水施設として設置するもの」

とした。以上の定義から設計基準の名

称は「小規模雨水ポンプ施設設計基準」

とした。 

 施設規模は、該当の浸水区域が小排

水面積であることが想定されるが、設

置条件や運用方法により次の３方式と

した。 

(1) マンホールポンプ場 

    降雨中において、排水可能な管渠等が近くに

あり、連続的に排水できる場合。 

(2) 貯留池排水ポンプ 

 降雨中において、排水可能な管渠が近くにな

く、雨水を貯留池に溜めて、降雨後に排水する

場合。 

(3) 一時貯留排水ポンプ 

 雨水を建設途中の管渠などで部分的に仮貯留

し、降雨後に排水する場合。 

なお、本設計基準では、マンホールポンプ場

を標準化し、段階的な施設規模毎に形式、標準

図を作成した。また、他の方式についても出来

るだけそれに準拠することとした。  

 

２ 本設計基準の特徴について 

  

(1) これまでマンホールポンプは全国的にも汚

水の中継ポンプ場として多用されてきたが、

合流式下水道の雨水ポンプ施設としては、殆

どなかったように記憶している。 

大阪市では従来から小規模の仮排水施設は、

抽水所施設として存在し、現在も５ｹ所ほどあ

る。図－１にマンホールポンプ場の概念図を

示す。 

 
 
(2) 設計基準作成にあたって、施設規模を決め

る根拠にしたのは受電容量である。 
マンホールポンプ場は、ポンプ自体は一般

道路内のマンホール内部にでも納められるが、

受電設備（操作盤）は地上で設置場所が必要

であるのでその用地の確保がポイントとなる。 
このため受電設備が最小限におさまるよう 

図―1 マンホールポンプ場の概念図 

「小規模雨水ポンプ施設設計基準」より 
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に低圧受電容量(契約電力 50kw 未満)とした。 
  以上のことから施設規模は、表－１に示す

排水能力、形式の段階的規模とした。 
 

 
(3) 従来の仮排水施設では設置していたバース

クリーンは、施設の維持管理に手間がかかる

ため取付けないようにした。このため流入水

に含まれる夾雑物の対策として、水中ポンプ

の羽根車の形式は通過断面が大きく、閉塞が

起こりにくいボルテックスタイプ(口径 150

φ)ノンクロッグタイプ(口

径 200～300φ)を採用する

ことで閉塞によるトラブル

を軽減することにした。 

表―２に雨水用水中ポ

ンプの特徴を示す。 

(4) マンホールポンプ場の躯

体は、原則、組立マンホー

ルを採用することとし、一

部容量の大きいものは現場

打ちの矩形ピットとした。 

 標準図の例を図―２に示

す。 

 
３ 建設工事について 

 

(1) 「小規模雨水ポンプ施設

設計基準」は平成５年５月

に運用開始されていたが、

実際に適用第１号として施

工された施設は、私自身が

担当した城東区の東中浜８

丁目であった。この浸水常

襲地区は数軒の古い木造民家で市道より数十

センチ低くなっていたが、当時はポンプを据

えるよりは土地を地上げした方がうまく行く

と個人的には考えていた。 

また、この浸水地区は大雨時、下水が本管

から逆流してくるので民家の集水桝と本管の

接続部に逆流防止用のフラップ弁を取付けた。 
(2) マンホールポンプ場の設備工事は、電気機

械設備工事として一体で発注しており工事内

容の構成金額が大きい電気工事業者を元請と

して契約していた。工事費用は、１箇所平均

で 2,000 万円～3,000 万円程度だったと記憶

している。 
(3) マンホールポンプ場の設置工事では、設計

担当者が操作盤の設置場所を確保することに

苦労されていたが、その一つの事例として東

淀川警察署や都島区役所の敷地内に操作盤を

設置させていただいたことがあった。 
 
 

表－1 マンホールポンプの排水能力 

形 式 排 水 能 力

 MP-100A 1.2㎥/分

 MP-100B 1.2～2.4㎥/分

 MP-150A 2.4～3.0㎥/分

 MP-150B 3.0～6.0㎥/分

 MP-200 6.0～10.0㎥/分

 MP-300 10.0～22.0㎥/分

「小規模雨水ポンプ施設設計基準」より 
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４ 維持管理について 

 
マンホールポンプ場の維持管理は設置場所が

一般道路内に設けられる場合が多く、地元との

関わりが多いため、下水管渠を維持管理してい

る下水道センターで行うことになった。しかし、

設備の維持管理経験のない職員にポンプの管理

をしてもらうことについて、理解を得るのに苦

労されたものと思う。 
定期点検については当初、下水道技術協会が

担当していたが業務見直しにより現在は行って

いない。 
年次点検については局から点検業者に委託さ

れており、マンホールポンプ場の操作盤に内蔵

された通報装置により故障があればセンターも

しくは宿日直センターを通じて 24 時間体制で

点検業者が緊急出動する業務も含まれている。

緊急出動の実績としては、年度により降雨状況

に変動があるが、年間 10回程度はあるようであ

る。 

５ 今後の課題について 

  
平成 25年４月現在、マンホールポンプ場は、

幹線仮貯留排水、貯留池排水を含めて 124箇所

に上るが、「きめ細かな浸水対策」の事業開始か

ら約 20 年を経過しており機械電気設備の耐用

年数は平均 20年程度であることから、当初に設

置した設備はかなり老朽化が進んでいると考え

られる。 
実際にも故障頻度も多くなっていると聞いて

おり修繕等の現場対応が、ますます増加するこ

とが想定されることから、オーバーホールや更

新工事を計画的に進めて行く必要があると考え

ている。今後は現在、担当されている職員の皆

様が、適切に対応されていくことを期待したい。 
 
参考文献 
 「小規模雨水ポンプ施設設計基準」 

大阪市下水道局 平成５年発

図－2 標準図の例 

断面図 

ポンプ槽

マンホール蓋

形　　式

口　　径

揚 水 量

揚　　程 5ｍ 10ｍ 15ｍ

電 動 機 5.5kw 7.5kw 11.0kw

台　　数

ポンプ槽仕様(別途工事)

鋳鉄製 φ1200(親子蓋)

着脱式水中汚水ポンプ
(ボルテックスタイプ)

2号マンホール(円形)
内径 φ1200

100A 

1.2㎥/分

1台

ポ ン プ 仕 様

「小規模雨水ポンプ施設設計基準」より 
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調査報告・論文 

 

日本最古の人工河川｢難波の堀江｣ 

山野 寿男 

 
 
（はじめに） 

 現在の淀川は流域面積 4,392㎢（琵琶湖流域

の 3,848 ㎢は除く）をもち、大阪湾奥に河口を

持つ。そこへ大阪市が立地し、淀川とは深く結

ばれ、さらに背後地に近世まで大和川を控えて、

“水”とは深く関わってきた。その端緒は古代

の淀川から始まり、下流に日本で最初の人工河

川「難波（なにわ）の堀江」が開かれた。 
 
１．古代大阪の地形と二大河川 

 
（１） 地形の成り立ち 
 縄文海進の頃（6千年前）、大阪湾の海水面が

3～4m も上昇し、大阪平野の内陸部へ海水が進

入し内湾となった（河内湾）。その後、海退とと

もに 3～2千年前に潟化し（河内潟）、さらに 1.8

～1.6 千年前に海水の出入りが遮断されて淡水

化された（河内湖）。 
 一方、海進の影響を受けなかった台地（上町

台地）では縄文から弥生時代の遺跡が検出され

るとともに、沿岸部や河口部に多くの島や三角

州が形成され、さらに台地に連続して砂州（砂

堆）が伸び、ここからも遺跡が発掘された。 
（２）地形の構成 
〔大阪平野〕 
 大阪府の大部分と兵庫県の南東部にかけての

平野をいい、面積は 1,600 ㎢（大阪湾は 1,529

㎢）あり、周囲は山地と丘陵と台地に囲まれる。 
〔河内低地〕 
 古代の河内湾のうち、淀川と大和川の沖積作

用によって陸地化された低地帯をいい、ほぼ、

現在の寝屋川流域にあたる。 
〔上町台地〕 
 大阪市の中央部南北方向にある段丘地形（台 

地）をいい、東西 2㎞×南北 9㎞の広さをもち、

「上町台地」と称する（＊我孫子台地を含める

と東西 2～4㎞×南北 12㎞の広さになる）。台地

の東側は緩く傾斜するが海に面する西側には海

食崖がつらなる。  
〔天満砂堆（長柄砂堆ともいう）〕 
 上町台地の先端から北方へ延びる砂州であり、

幅 1.5～2㎞×長 5㎞の広さをもつ。往古、この

辺りは海と河内湾との出入り口であった。  
〔難波砂堆〕 
 古淀川から南方にかけて、台地の西側に堆積

した砂州であり、幅 1～2㎞×長 11㎞の広さが

ある。湾岸流によって堆積した砂層は北方で

20m、南方で 6m ほどの厚さをもつ。 
「吹田砂堆」 
 千里丘陵から南東に延びる砂州であり、幅 1

～3 ㎞×長 4 ㎞の広さがある。この砂堆と天満

砂堆との間には長らく海と河内湾（潟～湖）と

を連絡する流路があった。 
 

＜図 大阪市域と周辺地形＞ 
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（３）古代の二大河川 
 古代の大阪は難波（なにわ）と称され、その謂

れは『日本書紀』神武条に記される、「難波碕に

到るときに、奔き潮有りて太だ急きに会ひぬ。

因りて、名けて浪速国とす。亦浪花と曰ふ。今、

難波と謂ふは訛れるなり。」と。文中の「難波碕」

は上町台地の北端をいい、眺望がよくきき、西

に海、北に島々や砂州、東に湖面が広がってい

た。古代の淀川と大和川は難波碕の北側から海

へ流出し、その流路は島々や湖岸の陸化によっ

て変化した。かくして、大阪市はこれらの二大

河川と深い関わりをもってきた。 
 淀川の名称は、『古事記』に「山代川」とあり、

『日本書紀』仁徳条の海から淀川を遡る記事に

「（皇后、難波津に泊らず、川を遡って）山背河

に至り」と出る。「山背河」は木津川のことであ

るが、淀川の中～下流も指したのではないか。 
近世の往古図には「近江川南流」とみえる。平

安時代に入ると淀川の往来が盛んとなり、「淀河

水如二海岸流一」と『日本紀略』（延喜 18年<918>）

に記される。 
 一方、大和川は『記紀』には出ないが、『万葉

集』に上流の「泊瀬川（初瀬川）」が詠われてい

る。平安時代になると下流の「龍田川」（『古今

集』）が出て、中世に「やまと川」（『夫木和歌抄』）

が登場した。 
 
２．河内低地の洪水水害 

 
（１）遺跡にみる水との戦い 
 河内低地は海水面の上昇と上町台地北方の砂

州の発達によって、内水の排除が困難となり、

とりわけ古大和川水系の流域では、しばしば洪

水が発生した。 
 弥生時代後期になると台地北端から北方へ延

びる天満砂州と千里丘陵から南下する吹田砂州

とが接近し、水の出入り口が小さくなり、同時

に河内潟から河内湖へと変化した。現在の大東

市諸福付近の島や中州が陸地化し、河内低地の

各所に集落ができたが、中には弥生時代の中期

末頃から洪水土砂によって埋没したものもある。

河川の氾濫と内水位の上昇および河内潟の湖沼

化が重なって、次の遺跡が部分的に埋没した。 
 

＜図 古代の難波と埋没集落の遺跡＞ 

 
〔長原遺跡〕（大阪市平野区長吉長原） 
 5 世紀中頃の土砂層（厚さ 2m）が発掘され、

洪水流によって堆積した痕跡がみられた。集落

が埋没したため近くに移転した。 
〔瓜生堂遺跡〕（東大阪市瓜生堂付近） 
 河内潟の南縁にあたる古楠根川の微高地に集

落があった。弥生時代前期の生活面上に厚さ

1m 余の砂層と粘土層が堆積されて埋没し、そ

の上部に新たな集落が形成された。 
〔高井田遺跡〕（東大阪市高井田付近） 
 弥生時代の集落が島状の砂州（標高 0.5m）

にあったが、弥生中期に埋没した。 
 
（２）河内低地における水害記録 
 「難波の堀江」が開かれた頃（5 世紀末～6

世紀初頭）から後の時代であるが、『続日本紀』

などに水害の記録が記されている。 

・652年（白雉 3） 

 「連に雨水ふる。九日に至りて、宅屋を損壊

り、田苗を傷害ふ。人及び牛馬の溺れ死ぬる

者衆し。」（『日本書紀』孝徳朝）。 

・750年（天平勝宝 2） 

 「京中ににわか雨が降り、川の水が溢れ出た。

また河内の伎人堤・茨田堤などが所々決潰し
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た。」（『続日本紀』）。 
・762年（天平宝字 6） 

 河内国の「長瀬隄决く」、単功延べ 2万 2千 2

百余人を動員して修造させた（同上）。 

・770年（宝亀元） 

 河内国の志紀郡、渋川郡、茨田郡などの堤防

を、延べ 3万余人をもって修築した（同上）。 

・772年（宝亀 3）  

 河内国の茨田堤が 6か所、渋川堤が 11か所、

志紀郡の堤防が 5か所、決壊した（同上）。 

・784年（延暦 3年） 

 河内国茨田郡の堤防が 15か所で決壊し、延べ

6 万 4 千余人の単功（人夫）に食糧を与えて

修築させた（同上）。 

・785年（延暦 4年） 

9月；「洪水氾濫し、百姓漂蕩して、あるいは

船に乗り、あるいは堤上に寓し、粮食絶乏し

て、艱苦まことに深し」。 

 10月；河内国で堤防 30か所決壊し、延べ 30

万 7千余人に食糧を支給して修築させた。 
 （『新修大阪市史（一）』） 
 
（３）古代大阪の三放水路 
〔難波の堀江〕 
 「堀江」は、古淀川や河内湖の内水を最短ル

ートで海へ排出するために天満砂堆を掘り割っ

て作られた人工河川である。古代では「難波の

堀江」と呼ばれ、近世には淀川本流となり、現

在は旧淀川の一部（大川）にあたる。 
〔三国川放水路〕 
 古淀川流域における水害を防止するために古

淀川から三国川（現在の安威川）へ放水路が作

られた。都が長岡京へ移された翌年の延暦 4 年

（785）である。これによって海から宮都への

舟運ルートが変化し、難波津を通らなくてもよ

くなり、三国川（下流は神崎川）から放水路を

経由して京へ往来できるようになった。 
〔河内川放水路〕 
 上町台地の東側に玉造江があり、そこへ古平

野川が流出していた。河口の付近一帯は低地の

ため排水が悪かった。そこで和気清麻呂（摂津

大夫）が延暦 7年（788）に台地を横断して放水

路を開削することを言上した、「河内攝津兩國之

堺、堀ㇾ川築ㇾ堤、自二荒陵南一、導二河内川一、

西通二於海一」（『続日本紀』）。あわせて土地を肥

沃にして開墾することを意図した。当時の古平

野川は古大和川の支流として八尾市植松付近か

ら分岐して西北へ流れ、百済郡を通過し、「河内

川」あるいは「百済川」と言われた。 
放水路の工事は「所ㇾ費巨多、功遂不ㇾ成」（『日

本後紀』）と中断された。その跡地は、現在の天

王寺区南・北河堀町と堀越町から「河底池（こ

そこいけ）」にみられる。 
 
３．「難波の堀江」の開削 

 
（１）日本最古の河川工事 
 『明治以前日本土木史』（昭和 11年刊）は次

のように記す、「仁徳天皇都を難波の地に遷し給

ふに及び、淀川流末の水害を除却せんが爲め、

十一年（九八三）淀川下游に新川を開鑿して大

和川の水を分疏せしめ、且つ枚方付近の堤防（茨

田堤）を修築し、之より下流淀川左岸帯に亙る

平野に於ける氾濫を防止せり。之本邦河川工事

の嚆矢にして‥」と。文中の新川が「難波の堀

江」であり、日本で最も古い河川工事によって

開削された。この堀江は、やがて古淀川の本流

となって近世から現代に引き継がれる  
 
（２）『日本書紀』にみる「難波の堀江」 
 堀江のことは『書紀』仁徳天皇 11 年条にあ

り、その背景は次のように記される。高津宮よ

り 

「今朕
ちん

、是の国を視れば、郊
の

も沢も曠
ひろ

く遠くし

て、田圃
たはたけ

少く乏し。且
また

河の水
みづ

横
よこさま

に逝
なが

れて、

流末
かはじり

駃
と

からず。 聊
いささか

に霖雨
な が め

に逢へば、海
う

潮
しほ

逆
さか

上
のぼ

りて、巷里
むらさと

船に乗り、道路
みちおほち

亦泥
うひぢ

になりぬ。‥

橫
よこしま

なる 源
うなかみ

を決
さ く

りて海に通
かよは

せて、逆流
さかふるこみ

を塞
ふさ

ぎて田宅
なりどころ

を全
また

くせよ」とのたまふ。 

〔注〕 
・「河の水横に逝れて」；台地北端にある高津

宮から眺めれば、河内低地の内水は東から
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西へ流れるはずなのに、それと直角、つま

り横方向に流れていた。 
・「流末駃からず」；「駃（ケツ・カイ）」は「足

の速い名馬」の意であるが、ここでは流末

の流れが遅いことをいう。 
 続いて堀江の開削と築堤について記される。 

「宮の北の郊
の

原を掘りて、南の水
かは

を引きて西

の海に入る。因
よ

りて其の水
かは

を号
なづ

けて堀江と曰

ふ。又将
まさ

に北の河
かは

の澇
こみ

を防
ほそ

かむとして、茨田
まむたの

堤
つつみ

を築
つ

く。」   

〔注〕 
・「宮の北の郊原」；高津宮の北側にある天満

砂堆の郊外の野原。 
・「南の水」；台地東の南方からくる流水。 
・「北の河」；河内低地の北を流れる淀川。 
・「河の澇」；「澇」は大波や長雨を原義とす

るが、ここでは淀川のゴミのこと。 
・「茨田堤」；茨田郡に築かれた古淀川の左岸 
堤防。門真市の堤根神社に旧址がある。 

 
（３）堀江のルートと「天満砂堆」 
 堀江が開かれたのは台地麓と天満砂堆の接す

る地点である。砂堆は河内湖の海への出口を塞

ぐ格好をして、東淀川区東中島まで延びていた。 
この天満砂堆は湾岸流（右回りが卓越）と西風

との作用で形成されたといわれるが、堆積土の

形状は、河内湖に面する地帯と異なることが分

かった。つまり堆積粒子の方向が、湾岸側は南

北方向であるのに河内湖側では東西方向になっ

ている（『大阪遺跡』）。河内湾から河内湖の時代

にかけて内水が海へ出る経路がどのように変化

したのか、相当に複雑であり、正確な復元が困

難であるが、東西方向の堆積層の存在は大きな

ヒントとなる。 
〔補記〕ラミナ（lamina、葉理） 
 砂泥の粒子から構成される地層のことで、肉

眼で識別できる薄層をいう。一般に波状や筋状

の縞模様が観察され、土粒子の堆積した状況が

推定できる。天満砂堆の先端近くの崇禅寺遺跡

（東淀川区東中島）では砂のラミナは西の方向

へ傾斜しており、これは東から西方向への流水

によるものと考えられ、古淀川からの土砂流送

があったことを意味する。 
 

＜図 堀江のルートと天満砂堆積＞ 

             
（４）堀江の開削工事 
 堀江の工事は一挙に行われたものではなく、

相当な年数を要し、完成したのは 5世紀末から

6世紀初頭といわれる。 

かの仁徳陵（大山古墳）が 5世紀中頃に築造

され、台地北端の高津宮近くから 5世紀後半の

高床大倉庫 16棟が発掘された。当地が河海水運

による物資の集散地であったからである。 

 5 世紀の頃には大古墳や池溝・築堤などの土

木技術が発達し、それには渡来人が大きく寄与

した。『記紀』に「秦人を役ちて茨田堤また茨田

三宅を作り‥難波の堀江を掘り」および「新羅

人朝貢る。即ち是の役に労ふ」と記される。 
 「難波の堀江」の規模や施工法の史料はない

が、開削延長は 1～1.5㎞（天満砂堆の幅）、幅

と深さは不明である。なお、遣唐使船は長さ

30m、幅 7～9m、一艘あたりの乗員は 120人前

後といわれ、喫水は 2～3m になろうか。 
 
（５）堀江と遣唐使船 
 古代の港津は住吉津（すみのえつ）が早くひら

け、難波津は難波入江（台地の東側）にあった。

ここは「長瀬の船瀬（港津）」の南限に当る。堀

江が開削されて、難波津は海側に移り、高麗橋

（東横堀川の北端）と三津寺（中央区心斎橋筋）
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の辺りを拠点とした。難波津から出発した遣唐

使船は住吉神社に寄って航海の安全を祈願した。

『万葉集』に入唐使に贈る長歌がある、「‥住吉

の わが大御神 船の舳に 頷きいまし 船艫に 
御立いまして‥荒き風 波に遇はせず 平けく 
率て歸りませ本の國家に〔4245〕」。. 
 
４．『万葉集』に詠まれた「難波の堀江」 

 
（１）「堀江」の歌 
 堀江は『万葉集』に 15 首あり、万葉仮名で

は、・保里江 5、・保理江 3、・保利江 2、穿江 2、・

欲江 1、・保利延 1、・難波穿江 1と書かれる。 

 次に堀江の情景を詠んだ歌を三つ。 

・“おし照る  難波堀江の  葦べには  

雁宿たるかも  霜のふらなく〔2135〕” 

・“蘆刈りに  堀江こぐなる  楫の音は  

大宮人の  皆聞くまでに〔4459〕” 

・“船競ふ 堀江の河の 水際に  

來ゐつつ鳴くは 都鳥かも〔4462〕” 

 

（２）堀江の水脈 

 堀江の流れは潮の干満によって変化し、水脈

（みお）の速いことが詠まれている。 

・“さ夜ふけて 堀江こぐなる 松浦船 

    楫の音高し 水脈早みかも〔1143〕” 

・“堀江より 水脈引きしつ 御船さす 

賤男の徒は 河の瀬申せ〔4061〕” 

・“堀江こぐ 伊豆手の船の 楫つくめ 

    音しば立ちぬ 水脈早みかも〔4460〕” 
 
（３）大伴家持の歌 
 『万葉集』の編集にかかわった大伴家持は、

天平勝宝 6年（754）に兵部少輔となって難波に

赴任し、防人たちを監督する任に当たった。 

・“防人の 堀江こぎ出る 伊豆手舟 

楫取る間なく 戀は繁けむ〔4336〕” 

・“‥難波の宮は 聞し食す 四方の國より たて

まつる 貢の船は 堀江より 水脈引き

しつつ 朝なぎに 楫引きのぼり夕潮に 

棹さし下り‥〔4360〕（長歌）” 
 
 
 

５．「難波の堀江」と淀川 

 

（１）堀江から淀川へ 
 「難波の堀江」は『記紀』に「北の河・山代

河・山背河」と記され、「淀川」という名称が登

場したのは『日本紀略』（延喜 18年<918>）の「淀

河水」が初見だといわれる。かの巨椋池に流入

する河川は、流れが停滞して水が「よどむ」と

ころから「淀川」と呼ばれた。しかし、古代の

河川名は地域によって変わるのが通例であるか

ら、近江川・高瀬川・山崎川などの名称があり、

近世の浪華往古図には近江川南流と出る。 
 
（２）近世の「難波の堀江」 
 堀江は大坂城のある台地と天満の町々のある

砂堆の中間にあり、近世では淀川や大川のほか

に天満川や大坂川と呼ばれた。「川筋大意」（『大

阪市史（五）』）には「淀川之末ハ‥往古、三ツ

頭ヨリ大坂川ヲ新規ニ掘、只今之通、御城北手

江淀川流出候樣ニ成候ニ付、昔ハ三ツ頭ヨリ大

坂迄之川筋ヲ太閤川ト申候由」と記される。文

中の「三ツ頭」は長柄の地点をいい、ここから

長柄川（中津川）が淀川から分流する。 
また、『淀川両岸一覧』（文久元年<1861>刊）

には「淀河；五畿内第一の大河にして、六国の

水、ここに帰会す。」とあり、六国とは近江・山

城・伊賀・丹波・河内・摂津をいい、近江から

発する宇治川、伊賀から発する木津川が合流し

て淀川となる。なお、与謝蕪村は淀川を漢語風

に「澱河」と表現し、歌に詠んでいる。 
 
（３）新大和川と新淀川放水路 
 近世の河内平野はしばしば洪水に襲われ、そ

のため宝永元年（1704）に現在の大和川が開削

された。これによって大和川流域の洪水は一滴

も河内低地に流入しなくなった。 

 一方、淀川流域では洪水被害は絶えず、とり

わけ、明治 18年（1885）の大洪水は大阪市中に

大被害を与えた。これを契機として、淀川改修

の声が高まり、「河川法」の制定（明治 29年）

に続いて「澱川改修 10か年計画」が国会で可決

された。新淀川放水路は計画高水流量 20 万個

（5,560m3╱s）をもって守口市佐太から大阪湾

まで、延長 16 ㎞、幅 545m～818m をもって開
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削された。31年 9月から着工され、42年 6月に

竣工式が挙行された。 
 
（４）「難波の堀江」の今 
 昭和 40年の「河川法」改正によって新旧の淀

川は「淀川」と「旧淀川」とに改称された。 

現在の「淀川」は琵琶湖の出口（大津市）か

ら大阪湾口（大阪市）までの 75㎞（幹線流路延

長）を指す。しかし、日常的には三川合流地点

から下流を淀川といい、上流は宇治川・木津川・

桂川となる。一方、「旧淀川」は淀川の分派点よ

り大阪市内を通過して大阪港に至る 14.2 ㎞を

いい、三区間の「大川～堂島川～安治川」から

成る。このうち、「難波の堀江」は大川の下流に

あたる。 
 
（５）現代版「難波の地下トンネル」 
 都市化とともに河内低地は大水害に襲われた。

昭和 47年７月の「大東水害」と 57年８月の「平

野川水害」である。その後、寝屋川流域の治水

計画が平成元年に見直され、流域の基本高水流

量が 2,700m3╱s に改定されて、上町台地の下を

横断する地下トンネルが実施された。「なにわ大

放水路（下水道）」と「寝屋川南部地下河川」で

あり、いわば現代版の「難波の堀江」である。 

（あとがき） 

 
 「難波の堀江」が開削されて 1500年の歳月が

経った。古代の堀江は今でも大阪市の中心部を

横断し、中之島で堂島川と土佐堀川に分流する。

このあたりは大阪の顔として全国に知られてい

るが、橋上に佇んで古代の堀江や宮都を偲ぶ人

は少ない。せめて『万葉集』に詠まれた堀江に

思いを馳せてほしいものだ。 
 
 
【参考文献】 
・『大阪市史（一）』  大阪市  1913年 

・『新修 大阪市史（一）』 大阪市 1988年 

・『大阪府史（一）』 大阪府  1978年 

・『大阪府の地名（Ⅰ,Ⅱ）』平凡社 1986年 

・『日本書紀（二）』  岩波文庫  1994年 

・『万葉集（上・下）』岩波文庫  1991年 

・『大阪遺跡』 創元社 2008年 

・『遣唐使』 東野治之  岩波新書  2007年 

・『大和川付替えと流域環境の変遷』 

    西田一彦監修 古今書院 2008年 
 
 
 

 
 
 
 

水彩画：結城庸介 秋果 
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調査報告・論文 

 

下水 1 ㎥の再利用は水資源 1 ㎥を節約する(その 4) 
－「カリフォルニア州南部沿岸地域の下水道と水資源・水環境問題」より－ 

内田信一郎 

 
前号では、 

第３章 アーバインランチ水道組合（ＩＲＷＤ）

の下水道事業 
１．下水道計画区域 
２．下水道計画人口 
３．下水再生処理場（Water Reclamation Plant） 
４．マイケルソン下水再生処理場（Michelson 

W.R.P） 
(1) はじめに 

(2) 水再生処理施設の既設と新設施設 

(3) 処理方法  
を述べたので、(その４)ではその続きを述べる。 
 
(4) サンホアヒン野生生物保護池 

ＩＲＷＤのマイケルソン下水再生処理場は

施設が海に面していないのでトラブル時、また

は冬季に３次処理水必要水量が低下するので、

余剰３次処理水や処理能力を上回る雨天時流

入下水は、滞留時間が７日間と言う大きなサン

ホアヒン野生生物保護池（写真－15）に流入さ

せて自然浄化を行ってからサンディエゴ川に

放流されている。 
 
 

 
このラグーン地域は夜明けから日暮れまで

毎日一般市民に公開され、トレイル距離は延べ

約８ｋｍにも達し、ハイキングをしながらバー

ドウオッチング（写真－16、17）及び自然観察

が出来るようになっている。 
 

 
高度処理水を地下浸透させる広大な面積の

浸透池周辺部もアメニティー対応として市民

に公開されている。これらについては次年度以

降に記述する。 
図－17 にサンホアヒン野生生物保護池の平

面図と一緒にマイケルソン下水再生処理場の

位置を示す。 
写真－15 サンホアヒン野生生物保護池 

写真－17 サンホアヒン野生生物保護池の野鳥② 

写真－16 サンホアヒン野生生物保護池の野鳥① 
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昭和48年に大阪市職員海外研修生として訪問

したドイツの下水処理場では、処理水が生物に

安全かを確認するために処理水をラグーンに流

入させ、そこで飼育している魚類の生存状況を

観察しているところが多かった記憶がある。サ

ンホアンキン自然浄化池でもドイツの下水処理

場と同じ目的を持たせ、ラグーンによる水質チ

ェック機能及びアメニティー対策が含まれてい

ると推定する。 
日本で想像する工場排水はオレンジ郡には少

なく、下水道へ放流される工場排水中の重金属

類は下水３次処理水の直接的再利用及び間接的

水道水源化のため厳しく規制されているがここ

では説明を割愛する。 
自然浄化機能を持ったサンホアヒン野生生物

保護池を出た浄化水はサンディエゴ川下流のニ

ューポート湾上流部（写真－18 ）を流下する。 
この区間がカヤックやボート等のレクリエー

ション及びマリーンスポーツ活動地区であるの

で、環境保全水及び河川維持用水として利用さ

れていると言える。汽水域を構成しながら最後

にニューポート湾から太平洋に流れ出ていく。 
 

 
このサンディエゴ川下流地区はリゾート地域

であるのでよく訪れていたが、ここの水質は沖

縄県石垣市川平湾ほどではないが非常にきれい

であった。また冬季滞在中にサンディエゴ川に

接しているこのラグーン側の主要道でカリフォ

ルニア大学アーバイン校に通じるキャンパス道

路を夜間に車で走った時、何時も濃い霧が出て

見通しが悪かった記憶がある。暖かい水温の３

次処理水等がここに入って夜間の冷え込みで気

温と水温に逆転層が出来、霧が発生するメカニ

ズムがこの文書を書いていて始めて理解できた。 
ロサンゼルス地域、とくにオレンジ郡ニュー

ポートビーチ市及びアーバイン市中心部では昼

間の気温は夏季で 20～25度、冬季で 15度前後

であるが、乾燥・半砂漠地域であるので夜間の

冷え込みが厳しく、夏の夜の外出には何か羽織

るもの１枚を常に持っているべきで、また夜間

は窓を閉めて寝るのが通常であること等からも

わかるように、夜間の水温の方が気温より高い。 
 
 

図－17 マイケルソン下水再生処理場と 

サンホアヒン野生生物保護池位置

写真－18 ニューポート湾上流域 

写真－19 ニューポート湾下流域 

マイケルソン 
下水再生処理場 
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(5) 処理水質 

 どこでも処理水質データーを入手する事は難

しいが、オレンジ郡下水道組合（OCSD）のフ

ォンテンバレー市の第１下水処理場を訪問した

とき、平面図や処理水質データーをお願いした

ら、それらはインターネットに全て公開してい

るのでそれを見てくれとのことであった。日本

と違って情報公開が進んでいると感じたが、膨

大な情報から必要なデーターを見つけ出すこと

が旨く出来なかった。それは資料を探す場合の

英語表現が不適切であったのか、どの資料にど

の図表が含まれているのか等、下水道事業者の

計画書及び維持管理年報資料等に慣れていない

ことに尽きると感じたが、今は多少慣れてきた。 
表―７には 2009年度（2009年 7月～2010年

6 月）の四半期毎のマイケルソン下水再生処理

場での処理水質と連邦政府がマイケルソン下水

再生処理場に適用する放流水質基準（ＮＰＤＥ

Ｓ）も併記した。標準的な２次処理水の放流水

質基準はＢＯＤ，ＳＳとも 30mg/L（30：30 基

準と言われている）である。ここでは３次処理

しているので 20：20基準であり、凝集沈殿＋砂

ろ過法でこの基準は緩いと思った。実際の３次

処理水質はこの基準を大きく下回っていて、Ｓ

Ｓは 1mg/L 以下、ＢＯＤは 3mg/L 以下になっ

ていて非常に良好な３次処理水である。 
インターネット情報から入手した大阪市の平

成 23 年度の処理水質の平均値はＳＳ＝4mg/L、
ＢＯＤ＝5.9mg/L、Ｔ－Ｎ＝11mg/L、Ｔ－Ｐ＝

0.5mg/L で、マイケルソン下水再生処理場の３

次処理水質と大差ない良好な水質である。違う

のは大阪市の流入下水はＳＳ＝100mg/L、ＢＯ

Ｄ＝120mg/L、Ｔ－Ｎ＝24mg/L、Ｔ－Ｐ＝

3mg/L と非常に薄い下水であるが、マイケルソ

ン下水再生処理場は生活排水が中心でディスポ

ーザが使用されていること等から濃い流入下水

の 2 次処理水を３次処理した水質である。 
一般にカリフォルニア州南部地域での水資源

状況は厳しいので上水－下水の繰り返しが多く

なり、またディスポーザが常設されているので

(写真－20)、下水の水質特性の１つとして３次

処理水のＴＤＳ濃度が 400～700mg/L、電気伝

導度は 1,000～2,000μm/cm と溶解性物質が多

く含まれていて、大阪市とは大きく異なること

を留意しておくべきである。 
 

 
また高度な水質を要求する工業用水に

再利用するにはこれらの溶解性物質を除

去するＲＯ膜ろ過法等が必要不可欠とな

るが、ここＩＲＷＤでは３次処理水が景

観及び潅漑用水等へのみの再利用でＲＯ

膜ろ過等は不要である。 
 表－８にはマイケルソンとロスアリ

ソスの２箇所の水再生処理場での３次処

理水と地下水の水質も併記した。３次処

理水質としてここもＴＤＳ濃度、電気伝 

 ① 

写真－20 娘宅のディスポーザ 

表－７ マイケルソン下水再生処理場の 

処理水質(2009年度) 

水質項目等 単位 １月 ４月 ７月 １０月
ＮＰＤＥＳ

基準

処理水量 ㎥/日 71,300 70,000 66,400 71,100

伝導度 1073 1124 1167 1156

ｐＨ ー 7 7.1 7.5 8.2 ６～９

濁度 ＮＴＵ 0.6 0.7 0.5 0.7 2

全残留塩素 ｍｇ/Ｌ 8.8 7.4 6.2 6.7

ＴＳＳ ｍｇ/Ｌ １以下 １以下 1.4 １以下 20

ＢＯＤ ｍｇ/Ｌ ３以下 ３以下 ３以下 ３以下 20

全大腸菌数
ＭＰＮ/
 １００ｍＬ

１以下 １以下 １以下 １以下 2.2

ＴＤＳ ｍｇ/Ｌ 669 656 673 670 910

クロム毒性 ＴＵｃ 1 1 1 1 1

砒素 μｇ/Ｌ 1.21 1.25 ＤＮＯ 1.02

クロム μｇ/Ｌ DNQ DNQ DNQ DNQ

全クロム μｇ/Ｌ 1.23 3.16 2.14 0.667

６価クロム μｇ/Ｌ ー ー ー ー

銅 μｇ/Ｌ 6.46 10.6 4.07 4.67

鉛 μｇ/Ｌ DNQ DNQ DNQ DNQ 23

水銀 μｇ/Ｌ 0.034 0.044 ＮＤ ＮＤ 0.102

亜鉛 μｇ/Ｌ 46.5 32.4 27.4 33.2

コバルト μｇ/Ｌ DNQ 0.906 0.546 ＤＮＯ

ニッケル μｇ/Ｌ 3.1 3.94 4.24 3.04

セレン μｇ/Ｌ 2.69 3.05 2.51 2.04

銀 μｇ/Ｌ DNQ ＮＤ ＮＤ ＮＤ

これらの水質項目以外に微量揮発性有機物、酸及びアルカリ抽出物、殺虫剤類等の多くが
測定されているが、何れもＮＤであった。 DNQとは認識できたが定量化は出来なかった濃度
レベル、　ＮＤとは認識できなかった濃度レベル。



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

89 
 

表－9(B) 一般的な下水処理水再利用時の水質基準 

再利用
方法

主な再利用先
そのための
処理方法

再利用水質
水質モニタリング項目

と頻度
水道水源等
からの離隔

都市用水

景観水、車両洗
車、トイレ洗用水、
消火用水、空調用
水、その他

2次処理、砂
ろ過、消毒

ｐＨ＝６～９、ＢＯＤ＜１０ｍｇ／
Ｌ，濁度＜２、大腸菌は１００ｍＬ
中に検出されない事、残留塩素
＝１ｍｇ／Ｌ

ｐＨ＝毎週、ＢＯＤ＝毎
週、濁度＝連続測定、
大腸菌＝毎日、残留塩
素＝連続測定

水道取水井から
1５ｍの離隔

農業用水
非食糧作物及び
非乳牛用牧草用
水、その他

2次処理、砂
ろ過

ｐＨ＝６～９、ＢＯＤ＜３０ｍｇ／
Ｌ，ＴＳＳ＜３０ｍｇ／Ｌ、濁度＜
２、大腸菌は１００ｍＬ中に２００
以下、残留塩素＝１ｍｇ／Ｌ

ｐＨ＝毎週、ＢＯＤ＝毎
週、ＴＳＳ＝毎日、、大
腸菌＝毎日、残留塩素
＝連続測定

水道取水井から
９０ｍの離隔

間接的飲
料用水

飲料用地下滞水
層への浸透水

2次処理、消
毒、高度処理

浸透層の特殊性による飲料水規
準あり

ｐＨ＝毎日、濁度＝連
続、大腸菌＝毎日、残
留塩素＝連続測定、水
道水質基準項目は四
半期毎、その他は独自
に行う。

公衆が立ち入れ
る場所から
３０ｍの離隔

2次処理には活性汚泥法、散水ろ床法、回転円板法、安定池法を含む。2次処理水のＢＯＤ＝ＴＳＳは３０ｍｇ／Ｌを超えないこと。ろ過法には砂
及びアンスラサイトなどのろ材を用いたろ過法であること。消毒法は塩素やＵＶ法等。大腸菌数は常に１４個／１００ｍＬを超えないこと。糞便性
大腸菌数は常に800個／１００ｍＬを超えないこと。

出典：　ＵＳＥＰＡによる1992年の水再利用ガイドラインによる(ＥＰＡ／６２５／Ｒ－９２／００４）

  
導度が高く、全硬度も 200～300程度で弱硬水か

ら硬水である。窒素は２次処理で非常に効率よ

く除去されているが、リンは３mg/Ｌ程度で凝

集沈殿処理されている割には濃度が高い。推定

であるが凝集沈殿による汚濁負荷量削減が主目

的でリン除去は２次的なものとして維持されて

いるのだろう。地下水は過去からサンタアナ川

の河川水や上流域の３次処理水（一部は高度処

理水）が地下浸透して地下水を涵養してきたの

で電気伝導度も 1,000μs/cm、アルカリ度も

200mg/L 以上、塩素イオンや硫酸イオンも高い

ことは 3 次処理水等

の多くが地下浸透し

ていることを物語っ

ている。 
地下水の窒素濃度

やリン濃度は３次処

理水よりかなり良い

水質であるが、その

理由は想定できない。

全地下水量で３次処

理水が稀釈されている、または滞水層で物理学

的なろ過作用を受けて水質改善が進んでいるの

であろうか、不明である。 
 
(6) 下水 3次処理水の再利用 

 表－９(A)にはＵＳＥＰＡの処理水再利用の

ガイドライン、表－９(B)には一般的な再利用

水の再利用用途別の水質基準を示す。共に処理

水を再利用する場合、各種の規制水質項目とそ

の濃度以外に、水質測定頻度と水道水源からの

離隔が示されていることに留意するべきである。 
ＩＲＷＤの再利用事業は３次処理水の再利用

先を飲料用以外は制限しないとしてカリフォル

ニア州で最初に認可された事業で、公園・緑地、

ゴルフ場、校庭（大部分は既に芝生化）、道路中

表－9(A) 処理水再利用のガイドライン(USEPA) 

再利用の種類 必要処理法 再利用水質 水質測定頻度 水源等との離隔

農業用水 ｐＨ＝６～９ 毎週

ＢＯＤ：３０以下 毎週

ＳＳ＝３０ 毎日

大腸菌：２個以下 毎日

残留塩素：毎分、1
以下

連続測定

牧草地 ｐＨ＝６～９ 毎週

ＢＯＤ：３０以下 毎週

ＳＳ＝３０以下 毎日

大腸菌：２個以下 毎日

残留塩素：毎分、1
以下

連続測定

ｐＨ＝６～９ 毎週

ＢＯＤ：３０以下 毎週

ＳＳ＝３０以下 毎日

大腸菌：２個以下 毎日

残留塩素：毎分、1
以下

連続測定

農業用水 ｐＨ＝６～９ 毎週

ＢＯＤ：３０以下 毎週

濁度：1以下 毎日

大腸菌：　０ 毎日

残留塩素：毎分、1
以下

連続測定

地下水涵養用水
地域・再利用開
発事情による

地域・再利用開発
事情による

処理レベルと再
利用状況による

地域状況によ
る

出典：　ＵＳ・ＥＰＡの「下水処理法の設計マニュアル：　処理水の再利用」。単位はＢＯＤ，
         ＳＳ，残留塩素はｍｇ／Ｌ，大腸菌数は個／ｍＬ、

公衆から
３０ｍ以上

2次処理と消毒植林地域

2次処理水の
ろ過、消毒商業用の食物容穀

類

水道水源より
１５ｍ以上

水道水源より
９０ｍ

公衆から
３０ｍ以上

家畜用の牧草地

搾乳用の牧草地

2次処理と消毒

水道水源より
９０ｍ

2次処理と消毒

果樹園、ぶどう園

商業化される穀物

水道水源より
９０ｍ以上

公衆から
３０ｍ以上

ＭＷＲＰ ＬＡＷＲＰ ７２番井戸 ７８番井戸
電気伝導度 ｍｏｈｓ／ｃｍ 1092 ー 1404 956

ｐＨ ー 6.8 7.8 7.2 7.4
水温 度 27.3 21.3 24.8 29.3

全残留塩素 ｍｇ／Ｌ 9.2 8 ０．０５以下 0.1
濁度 ＮＴＵ 1.1 1 1.2 0.82

全大腸菌数 １．８以下 １．８以下 １．８以下 １．８以下

糞便性大腸菌数 １．８以下 １．８以下 １．８以下 １．８以下

ＢＯＤ ｍｇ／Ｌ ３以下 ３以下 ー ー
ＣＯＤ ｍｇ／Ｌ 23 35 ー ー
ＴDＳ ｍｇ／Ｌ 675 736 1010 ー
ＴＯＣ ｍｇ／Ｌ 7.7 11 １以下 １以下

ＶＳＳ ％ ー 90 ー ー
TSS ｍｇ／Ｌ 1.5 2.2 ー 2.1

ＮＨ３－Ｎ ｍｇ／Ｌ 0.19 ー ０．０８以下

ＮＯ２＋ＮＯ３－Ｎ ｍｇ／Ｌ 7.7 0.39 0.44
ＰＯ４－Ｐ ｍｇ／Ｌ 2.8 ー 0.055

全ケルダール窒素 ｍｇ／Ｌ 1.3 ー ０．３以下 ０．３以下

全窒素 ｍｇ／Ｌ 9.8 ー 13 0.58
全リン ｍｇ／Ｌ 3 ー ０．２以下 ０．２以下

ナトリウム吸収比 ｍｇｅｑ／Ｌ 5 5 ー ー
アルカリ度（ＣａＣＯ３） ｍｇ／Ｌ 147 259 230 216

塩素イオン ｍｇ／Ｌ 146 156 181 136
硫酸イオン ｍｇ／Ｌ 142 215 254 194

全硬度（ＣａＣＯ３） ｍｇ／Ｌ 212 250 ー ー
砒素 μｇ／Ｌ 1.82 2.05 2.45 7.95

カドミウム μｇ／Ｌ 0.21 ＮＤ ０．２５以下 ＮＤ
クロム μｇ／Ｌ 0.458 ＮＤ ー ー

銅 μｇ／Ｌ 8.65 3.25 4.67 21
ニッケル μｇ／Ｌ 2.4 3.71 3.42 1.43

鉛 μｇ／Ｌ 0.302 0.274 0.435 0.574
水銀 μｇ／Ｌ 0.041 ＮＤ ー ー
亜鉛 μｇ／Ｌ 47 23.3 11.2 27.6

シアン μｇ／Ｌ ０．００５以下 ー ー ー
洗剤 ｍｇ／Ｌ ー 0.16 ー ー

ＭＷＲＰ＝マイケルソン下水再生処理場（６８，０００ｍ３／日、凝集沈殿砂ろ過法と膜分離

活性汚泥･ＵＶ消毒）。LＡＷＲＰ＝ロスアリソス下水再生処理場（２８，４００ｍ３／日、凝集

沈殿砂ろ過法）。

ＭＰＮ／１００ｃｃ

表ー8　ＩＲＳＤ等の再生水と地下水の水質（２００８年度）

水質項目 単位
再生水 地下水
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央分離帯、大規模住宅地域内での緑地への散水

及びアメニティー、その他の公共施設等への景

観用水に利用されている。さらに 25 箇所のビ

ルのトイレの洗浄用水、工場での空調用水及び

カーペット工場での染色等の工業用水にも再利

用されている。この再生水給水管の延長は

640km にも達し、再利用者数は約 3,900 箇所、

量水器設置数は約 4,800個となっている。これ

らの数字は年々増加している。 

 

 

(7) 再生水給水管の識別 

 この地域では水道管、下水管及び再生水給水

管の３本のパイプラインが道路下に埋設されて

おり、誤接がないように下水３次処理水の給水

管には紫のテープが巻かれている。オレンジ郡

の紫色テープ識別方法が現在ではカリフォルニ

ア州基準に採用され、さらにアメリカ基準とな

り、海外ではスペインでも紫のテープが再利用

給水管には巻かれるようになっている(写真－

22)と浅野孝カリフォルニア大学デービス校名 

誉教授のメールにあった。 

課題： 地下埋設された水道管、下水管、再

生水給水管の３本の管渠に関する維持管理と今

後不可欠となるこれらの管渠更新事業費が水資

源不足地域の都市活動・都市生活の維持には将

来的に大きな負担をもたらすと考える。 
課題： また再生水給水管は個人の家庭に届

いていないため、３次処理水の再利用率が 100%

にはならない。現在では再生水給水先は公共施

設（学校、教会、図書館、公園、役所など）、大

型ショッピングセンター等の商業用施設、中高

層ビル、ゴルフ場、工場、農場等の大規模再生

水使用者の施設のみで、これでは再利用率に限

界がある。 
しかし数百人規模の大規模住宅地域（ゲート

コミュニティ等）には再生水供給管は届いてい

る場合が多く、前庭や後庭の芝生等への散水及

びアメニティー用のせせらぎや池に利用されて

いる。またマイケルソン水再生処理場からサン

ディエゴ川の反対の東側にあるウイリアム・

Ｒ・マソン地域公園の池（写真－23)にも注水

され、多くの市民がここで楽しい時間を過ごし

ている。 
  

1991 年にＩＲＷＤは建物内部で再生水を使用

することを州の健康管理局からアメリカでは最

初に許可を得た。即ち、３次処理水は 40箇所の

新築のビルディングと同様にＩＲＷＤ施設内で

も二重配管によりトイレ洗浄用水に再利用され

ている。この再利用により某ビルディングでの

水道水使用量が 75％も減少し大きな効果があ

ったとされている。 

写真－21 3次処理水の牧草地への散水 

写真－23 3次処理水が流入している W.R.マソン近隣公園

の池 

写真－22 再生水給水配管は 

紫色のテープ巻 
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第４章  アーバインランチ水道組合（ＩＲ

ＷＤ）の水道事業 

 
１ はじめに 

 
 ＩＲＷＤは同じ組織で水道事業と下水道事業

の両方を実施している。カリフォルニア州南部

沿岸地域の３郡は水資源不足が共通問題であり、

３次処理水の直接的再利用及び３次処理水を膜

処理した高度処理水の間接的水道水源化が進ん

でいて、水道事業は下水道事業との関連が非常

に深い。 
水資源不足地域では１つの組織が水道事業と

下水道事業を実施することは処理水の再利用に

は特に効果的・効率的であり、組織の一体化は

この地域では理想の形である。水道水を使用し

ていた箇所に水資源不足対策として下水の３次

処理水を代替水として使用することは、貴重な

外部水資源を削減することができる。また３次

処理水を高度処理して間接的水道水源化するこ

とは、水資源導水元地域での旱魃及び生態系保

護等の外的阻害要因に悪影響を受けずに独自に

持続性・安定性のある内部水資源による水道事

業が実施できる。さらに地元水源による水道水

単価が外部から購入する水道水より安くなれば

より経済的で大きな意味がある。 以下に紹介す

る各種の計画及び実績の数値は多くの資料より

引用していること、及び作成された年度が異な

っている可能性があって数値が符合しない場合

があることを断っておく。 
 

２  水道計画 

 
2010 年の給水人口は約 338,000人で、飲料用

給水量が約 311,000㎥/日、３次処理水等による

景観用水及び潅漑用水を含んだ非飲料用給水量

が約 194,000㎥/日、合計約 505,000㎥/日であ

った。給水人口当たりの原単位は飲料水給水量

で見ると約 920L/人・日、非飲料水給水量を含

めると約 1490L/人・日と非常に高い原単位であ

る。この地域は乾燥・半砂漠地域にあって野菜

中心の近郊農業、果樹及び育苗企業等が多いた

め、飲料及び非飲料用使用量原単位が高いのが

特徴である。 

下水道計画区域と水道給水区域はほぼ同じで

あるが、水道給水計画量の約 505,000㎥/日と下

水処理計画量の約 165,000 ㎥/日とを比較する

と、如何に水道水使用量の一部しか下水道管渠

に流入していないかがわかる。それだけ下水管

渠に流入しないところで水道水が公共施設、個

人の家庭施設及び農業用施設に利用されている

と理解できる。これは乾燥・半砂漠地域の特色

であろう。 
コメント： 多量の水道水が都市活動および

都市生活のために公開空地及び緑地に散水され

ていることは、その散水量の多くが、蒸発して

いると推測するが、一部が地下に浸透して地下

水涵養に寄与しているのかもしれない。 
水道水及び３次処理水が道路中央分離帯に自

動的に散水されていることは「ちんちょうち第

４号」にも述べたが、散水量が過小ではグリー

ンベルトの樹木や草花を枯らすことになる。そ

れで過剰気味の散水量になっている。 
課題： この過剰散水量が路面を流れて雨水

渠に流入する過程で、路面上の有機的及び無機

的汚濁物を取り込んで海岸の海水浴場の砂浜に

流出する晴天時未処理汚濁源の１つになってい

る。現在、多くの自治体等でこの晴天時未処理

放流汚濁負荷量の削減対策を重要視し、積極的

に対策を導入中である。 
オレンジ郡全体として、飲料用給水量の 35％

はＭＥＴ（南カリフォルニア都市圏水資源公団）

からの外部水資源の購入水道水であり、残りの

65％は高度処理水等を地下浸透させ、涵養され

た地下水等をポンプで取水した内部水資源の地

元水源で、給水管延長は約 1,920km である。 
ＩＲＷＤでは内部水資源量のみでは水道水需

要量を満たせないので、35％は当分外部水資源

量に依存せねばならない。この 35％にあたる外

部水資源量は量的に単価的に不安定であるので、

できる限り自給自足の、即ち内部水資源で賄い

たい考えが強い。 
課題： 35％をゼロにする対策の１つはＩＲ

ＷＤ地域が海岸線に接していないため、海岸部

で海水淡水化事業を実施して内陸部のＩＲＷＤ

地域まで導水することである。勿論、ＩＲＷＤ

単独事業よりオレンジ郡事業として実施される

のが好ましいためその方向で検討されている。 
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表―10 に飲料用及び非飲料用水道水の水源

別、年度別の給水量予測を示した。 
2025年度の飲料用水道水給水量が約 370,000

㎥/日、農業用水及び景観用水に利用される非飲

料水の給水量は 231,000 ㎥/日、合計 601,000

㎥/日で、非飲料水給水量の約 60％が下水処理

水の再利用である。この内訳はマイケルソン水

再生処理場の３次処理水の全量、ロスアリソス

水再生処理場の３次処理水は貯水池に流入して

それを再利用していることに符号する。これで

も非飲料用水量として不足しているのでＭＥＴ

から未浄化水の購入や地下滞水層のうち最上層

部の浅い滞水層から飲料に適さない地下水取水

等により賄っている事が読み取れる。 
表－11 には飲料用水道水の用途別、年度別の

水量を示すが、下水

処理水の３次処理水

等の直接再利用量は

この値には含まれて

いない。家庭内の水

道水使用原単位は

320～430L/日・人で 

一般的な値であるが、

全体の飲料水の原単

位 は 840 ～ 990L/
日・人と大きく、こ

れには家庭、公共施

設等の庭、緑地及び

道路中央分離帯等へ

の散水量が含まれて

いている。即ち、家

庭への給水水道水量

の 50％以上が散水用に利用されていることを

物語っている。 
ＩＲＷＤの水道水使用原単位（L/人・日）は

３次処理水の再利用によりオレンジ郡では小さ

い原単位になっている。 
アーバイン地域での 2010 年の家庭での水道

水使用内訳報告書の１例によると、芝生等への

散水は 50％，トイレ用水は 14％、洗濯用水は

12％、シャワー用水は９％、飲料用水は８％，

漏水は５％、風呂と食洗器用水は共に１％とな

っていて、家庭での庭等への散水量が水道水使

用量の半分と高い比率には驚かされる。 
商業用及び公共用の水道水の多くが商業用

施設周辺部の緑地及び道路中央分離帯等への散

水に使われている。景観用の水道水は殆どが散

水用水と池等への

注水で、全体で見

ると水道水使用量

原 単 位 が 凡 そ

1,000L/日・人等と

高くなっている。

このような水道水

使用実態を維持し

ないと乾燥・半砂

漠地域での都市活

動・都市生活が維 

表－10 IRWDの飲料用及び非飲料用水道水供給量の 

将来予測 
水資源名 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年

都市圏水資源公社（浄化水） 166,200 166,200 166,200 166,200 166,200 166,200

地下水 144,900 144,900 144,900 144,900 144,900 144,900

Baker　浄水場 0 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

Manning　浄水場 0 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100

地下水の将来開発分 0 21,600 35,100 35,100 35,100 35,100

小計（Ａ） 311,100 356,600 370,100 370,100 370,100 370,100

水道水使用量原単位（Ｌ／人日） 921 991 970 918 879 835

下水再生水 87,000 124,300 124,300 124,300 124,300 124,300

都市圏水資源公社（未浄化水） 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800 80,800

地表水･貯留池水 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300 13,300

非飲料用地下水 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 13,000

小計（Ｂ） 194,100 231,400 231,400 231,400 231,400 231,400

雑用水使用量原単位（Ｌ／人日） 574 643 607 574 544 518

合計＝（Ａ）＋（Ｂ） 505,200 588,000 601,500 601,500 601,500 601,500

計画給水人口（人） 337,900 359,600 381,400 403,100 424,900 446,600

水資源使用原単位（Ｌ／人日） 1490 1630 1580 1490 1420 1350

       （Ａ）飲料水用

       （Ｂ）非飲料水（雑用水）用

表－11 IRWDの水道水の分野別飲料水量の予測 

使用区分 ２００５年 ２０１０年 ２０１５年 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年 ２０３５年

家庭用 102,500 105,600 137,000 157,800 172,800 177,500 182,100

商業用 25,500 25,700 15,500 17,100 18,200 18,200 18,200

工業用 20,100 15,800 41,900 45,300 47,600 47,000 46,400

公共施設 9,500 7,600 7,000 8,000 8,800 8,700 8,600

景観用水 78,000 80,600 104,100 120,500 132,000 134,400 136,700

農業用水 24,800 23,000 33,900 21,600 14,400 11,000 7,700

その他 4,800 700 0 0 0 0 0

合計 265,200 259,000 339,400 370,300 393,800 394,800 399,700

水道水給水人口（人） ー 337,900 359,600 381,400 403,100 424,900 446,600

水道水原単位（Ｌ／人日） ー 767 943 971 977 929 895
農業用水の多くは既に再生水が利用されている。また、学校・公園･グリーンベルト地帯･道路中央分離帯･家庭の緑地部分で
の水使用量は景観用水に含まれている。商業用･工業用･公共施設･景観用水･農業用水には再利用水の使用が別途あるも
のと思う。
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持できないことを理解せねばならない。 
砂漠の中に高層ホテルが林立するラスベガス

（写真－24 ）や避寒地で有名なパームスプリ

ングス等も周囲は砂漠地帯で、忽然として緑豊

なオアシスが現れる。その他に、例えば干上が

った川沿いにあるエンジェルナショナルゴルフ

場及び赤茶けた荒涼とした砂漠地域にあるサザ

ンカリフォルニアゴルフ場でも突然緑豊な景観

が目に入って来てびっくりする。ボールがラフ

の外側に出ると直ぐにＯＢになるが、そこは砂

漠につらなる岩場等でボールは殆ど見つからな

い。カリフォルニア州からのゴルフ中継でこの

ような画面に時々出くわした方々も多いと思う。 
表－12 にＩＲＷＤに於ける 2035 年度までの

３次処理水の非飲料用水量の再利用先の予測

を５年ごとに示した。2035年度の３次処理水の

再利用予測値は約 115,000㎥/日となっている。  

前述のように３次処理水量

の一部はロスとなって再利

用できないので、マイケルソ

ン下水再生処理場の３次処

理能力は 125,000 ㎥/日、ロ

スアリソス水再生処理場もフル稼働時の水量

を含めても再利用可能量は 115,000 ㎥/日程度

で、計画論的に符号する。 
その内訳は景観用水の使用量が圧倒的に多い

ことがわかる。農業用水、建設用水の使用量は

少なく大きな変化は無い。商業・工業用水量は

減少している。 
 

３  節水対策 

 
外部水資源の送水元地域

における都市人口の増加、

旱魃、地域エゴ、環境保護

団体の訴訟等の諸事情によ

って南部地域の都市活動・

都市生活を維持するために

必要な水資源源を確保する

ことは年々困難になってき

ている。 
そのためハード対策の他

に色々なソフト対応策が採

択され、現在散水等に水道水の約 50％が利用さ

れているため公私地域共に景観用水や潅漑用水

を減少させる節水対策を講じている。 
例えば、より逓増制の高い水道料金体系の導

入、水道水の使用のアロケーションの改良、下

水処理水再利用の促進、散水用水量が少なくて

済む植物や芝生への植え替え、高効率な散水方

法、天気予報に連動したスプリンクラーの設置

等を検討･導入している。 
表－13 と表－14 にその具体例を示すが、既

に多くが実行中で、節水型トイレは可なり普及

している。節水型洗濯機、高効率の散水ノズル

の採用及び天気予報に連動した農業用潅漑施

設、コンピュータ制御散水施設、循環水の電気

伝導度に対応した空冷装置、製氷機等を採用す

ればＩＲＷＤと地域の水道事業者からキャシ

ュバックが受けられるようである。 

表－12 非飲料用水の再利用先別の将来予測 

再利用先　　　　年度 ２００５年 ２０１０年 ２０１５年 ２０２０年 ２０２５年 ２０３０年 ２０３５年

農業用水 6,000 4,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

景観用水 66,900 61,600 77,000 87,800 94,500 100,100 102,800

建設用水 200 650 200 340 670 670 670

商業・工業用水 13,300 5,700 830 1,000 1,200 1,300 1,300

他への売却 830 20 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

合計 87,200 72,700 88,000 99,100 109,300 112,100 114,700

水道水を３次処理水
に切り替え助成金制
度の適用により増加
する３次処理水量

6,000 1,300 1,000 700 300 300

２００５年度及び２０１０年度は実績

写真－24 砂漠の中のラスベガス 

表－13 IRWDでの水道水使用料削減対策キャッシュバック 

効果的な削減装置法
アーバインランチ水道局

からのキャシュバック
地域水道事業者

からのキャシュバック
全キャシュバック額

高い節水型洗濯機 ２０,０００円／台 １３,５００円／台 ３３,５００円／台

高効率の回転式散水ノズル 0 ５００円+３００円 ８００円

天気予報による
潅漑制御機器類

９００円 ５,１００円 ６,０００円

これらの対応策は全て実施中である。
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４．水道水質基準 

 
表－15 にＩＲＷＤでの水道水の水質

基準値（最大許容汚染濃度：ＭＣＬ）と

連邦政府（カリフォルニア州健康局の目

標値でもある）の目標水質（ＭＣＬＧ）

の水質基準値と実際の地下水の浄化水質、

ＭＥＴ（南カリフォルニア都市圏水資源

公団）からの購入水道水質及び地表水の

浄化水の水質の 3つの記録を併記した。 
アメリカの水道水質基準を見ていると

よくα－放射線及びβ－放射線やウラン

線量が出てくるのは日本と異なるがこれ

らは地質的要因に起因するらしい。砒素

とウランはＭＣＬ基準をクリアしてい

るが、ＭＣＬＧはクリアしていない点

が良く理解できない。 

 
５．小規模浄水場 

 
ＭＥＴがカリフォルニア州水資源局

からカリフォルニア導水路とコロラド

川導水路の水資源を受けて南部３郡地

域に５箇所の大規模な浄水場を建設し、

全浄水能力＝約 1,000 万㎥/日を浄水

し、それを約 2,000万人の給水人口を

抱える各地域の水道公社及び水道組合

等に卸売りしている。その関係で水道

公社及び水道組合所管の浄水場は殆ど

無いか、あっても小規模なものである。 
オレンジ郡には現在、マニング浄水

場（1,640 ㎥/日）が基本計画に従って

2012年９月から 27,000㎥/日に増設さ

れる予定である。この施設は以前のサ

ンチャゴ郡水道局がハーディングキャ

ニオン貯水池の水を浄化する施設とし

て建設され、2006 年にＩＲＷＤに統

合・移管されたものである。他にもベ

ーカー浄水場という小さな浄水場では

渓谷のダム貯留水を浄水する計画があ

る。これらの地元の小規模浄水場でダム貯留水

を浄化して水資源不足対策として微々たる水量

であるが給水量に組み入れていく方針である。 
 

表－14 IRWDの商業地域等での節水型装置へのキャ

ッシュバック 

キャシュバック項目
ＩＲＷＤからのキャ

シュバック
地域水道事業者か
らのキャシュバック

全キャシュバック額

高効率便器 １０,０００円／台 ５,０００円／台 １５,０００円／台

水洗便所機器（洗浄水
がゼロか少ない）

１０,０００円／台 ２０,０００円／台 ３０,０００円／台

天候依存型潅漑施設 0 ２,５００円／機 ２,５００円／機

コンピュータ制御
潅漑施設

0 ２,５００円／機 ２,５００円／機

Ｐｏｐ－ｕｐスプレー　回
転式ノズル

0 ８００円／ノズル
８００円／ノズル　（最

低２５個以上）
大規模高効率回転式

ノズル
0 １,４００円／機

１,４００円／機　　（最
低８機）

高圧洗浄機（？） 0 １１,０００円／機 １１,０００円／機

伝導度付空調機 0 ６２,５００円／機 ６２,５００円／機

ｐＨ付制御器 0 １７５,０００円／機 １７５,０００円／機

乾式真空ポンプ 0 １２,５００円／機
１２,５００円／機（０．

５から最大２ＨＰ）

空冷式製氷機 ２５,０００円／機 ３０,０００円／機 ５５,０００円／機

食品蒸し器（？） ４８,５００円／機 ４８,５００円／機 ９７,０００円／機

アーバインランチ水道局企画

表－15 IRWDの水道水質基準 

水質項目
最大汚染
許容濃度
（MCL)

連邦政府
目標水質
（MCLG)

地下水の
浄化水

購入水の
浄化水

地表水の
浄化水

汚染物質発生源

αー放射線（ｐＣi／Ｌ） 15 0 ３以下 5.6 ND 地質から溶出

βー放射線（ｐＣi／Ｌ） 50 0 ＮＤ 4.3 ND 地質から溶出

ウラン（ｐＣi／Ｌ） 20 0.43 １以下 3.3 1.3 地質から溶出

アルミニウム（ｐｐｍ） 1 0.6 ＮＤ 0.17 0.11 処理水

砒素（ｐｐｂ） 10 0.004 ２以下 2.3 ND 地質から溶出

バリューム（ｐｐｍ） 1 2 ＮＤ 0.11 ND 自然界、金属精錬

フッ化物（ｐｐｍ） 2 1 0.41 NR 0.12 地質から溶出

硝酸塩（ｐｐｍ） 45 45 1.5 ＮＤ 1.5 肥料、浄化槽

NO3＋NO2-N（ｐｐｍ） 10 10 ０．４以下 ＮＤ 0.7 肥料、浄化槽

アルミニウム（ｐｐｂ） ２００＊ 600 ＮＤ 170 114 処理水

塩化物（ｐｐｍ） ５００＊ n/a 24 93 18 工場排水

色度（度） １５＊ n/a ５以下 1 ND 有機物質、自然界

臭気（ＴＯＮ） ３＊ n/a １以下 2 ND 地層及び海水

電気伝導度（μｍｈｏ／ｃｍ） １６００＊ n/a 460 970 586 海水の混入など

硫酸塩（ｐｐｍ） ５００＊ n/a 49 230 79 自然から流出

TDS(ｐｐｍ） １０００＊ n/a 284 590 364 自然から流出

濁度（ＮＴＵ） ５＊ n/a 0.23 0.04 0.47 自然から流出

重炭酸塩（ｐｐｍ） NR n/a 177 NR 251 自然から流出

ホウ素（ｐｐｂ） NR ＮＬ＝１０００ １００以下 120 118 自然から流出

カルシウム（ｐｐｍ） NR n/a 32 66 76 自然から流出

炭酸塩（ｐｐｍ） NR n/a 2.6 NR ND 地質から溶出

六価クロム（ｐｐｂ） NR n/a １以下 １以下 ND 自然、工場排水

マグネシウム（ｐｐｍ） NR n/a 6.7 27 18 自然から流出

オルトリン塩（ｐｐｍ） NR n/a ０．１２以下 NR NR 浄水化学薬品

ｐH NR n/a 8.2 7.9 7.2 酸、水素イオン

カリウム（ｐｐｍ） NR n/a 1.3 4.7 0.39 自然から流出

ナトリウム（ｐｐｍ） NR n/a 59 95 26 地質から溶出

全アルカリ度（ｐｐｍ） NR n/a 149 110 206 地質から溶出

全硬度（ｐｐｍ） NR n/a 108 270 265 地質から溶出

TOC（ｐｐｍ） ＴＴ n/a 0.8 2.2 1.2 自然・人工物質

バナジウム（ｐｐｂ） ＮＬ＝５０ n/a 4.8 ３，０ ND 自然界

１，４－Ｄｉｏｘｓａｎ（ｐｐｂ） ＮＬ＝１ n/a １以下 NR NR 工場排水

ラドン２２２（ｐＣｉ／Ｌ） NR n/a 172 ND ND 自然界

ND：検出不可、　n/a：非適用、　NR：未規制項目、　ＮＬ：　検出限界濃度、　MCL：最大許容汚染濃度、
MCLG：　連邦政府の最大許容汚染濃度＝カリフォルニア州健康局の目標値、　ＴＴ：　処理技術、
＊：２次規制値
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第５章 ＩＲＷＤの下水道使用料金 

    と水道使用料金 

 
１ 世界の水道及び下水道使用料金  

の実態 

 
表－16 に月刊水の 2012 年５月号から宮河良

昭著「図解で見る世界の水事情」が地域毎に連

載されているが、その資料より水道及び下水道

使用料金をまとめて示す。それによるとアメリ

カ合衆国オハイオ州アクロン市の家庭での年

間使用量 200㎥の場合の水道使用料金は１ドル

＝100 円換算で約 27,600 円/年（138 円/㎥）、

下水道使用料金は約 32,900 円/年（164 円/㎥）

と下水道料金の方が高くなっている。 

下水道使用料金が水道使用料より高いのは他

にハンブルグ市（水道使用料金が約 32,100円/

年、下水道使用料金が約 50,800円/年）、ローマ

市（以下同じ、約 6,100 円/年、7,300 円/年）、

オスロ市（約 13,500 円/年、約 17,400 円/年）、

シドニー市（約 14,500 円/年、18,200 円/年）

等となっている。ロンドン市では年間水道使用

量が同じく 200 ㎥で水道使用料金が約 15,400

円/年（同、77円/㎥）、下水道使用料金が 14,800

円/年（74円/㎥）で下水道使用料金が安い。同

じ傾向はパリ市（約 18,400 円/年、約 14,400

円/年）、アムステルダム市（約 29,400円/年、

約 25,900円/年）、エルサレム市（この都市だけ

100 ㎥/年で約 10,500 円/年、約 6,900 円/年）

である。 

日本の中小規模の８都市（具体的な都市名は

記載なし）平均として年間使用量が 100㎥で水

道使用料金が約 14,200円/年（同、142円/㎥）、

下水道使用料金が 8,400 円/年（同、84 円/㎥）

で下水道使用料金は水道使用料金より安い。一

方、年間水道水使用量が 200㎥の５大都市（札

幌市、東京都、横浜市、名古屋市、大阪市）の

平均水道使用料金は約 22,500 円/年（同、112

円/㎥）、下水道使用料金は約 13,600 円/

年（同、68 円/㎥）と中小都市グループ

より安く、同様に下水道使用料金は水道

使用料金より安い。 

大阪市の水道及び下水道使用料金は

其々約 17,200 円/年（同、86 円/㎥）、

10,300円/年（同、52円/㎥）で減価償却

がかなり終わっていること等より大都市

の５都市平均値よりかなり安いことがわ

かる。下水道使用料金が水道使用料金よ

り安いのは政策的な配慮又は国民への下

水道事業のＰＲ不足によるものと考えて

いる。 
上下水道整備が遅れているのか、その

他の何かの事情によるのか、台湾、イン

ド、メキシコの水道及び下水道使用料金

は物凄く安い。またインドのデリー市と

ムンバイ市、ドイツのデュイスブルグ市、

メキシコ市の下水道使用料金はデーター

が無い。デリー市とムンバイ市は 1,000

万人を越える大都会であるので下水道は

一部整備されていると推測するが、デー

ター整理が不十分なのであろう。 
 

表－16 世界の水道及び下水道使用料金 

国   名 都市名
Ａ．水道使用
料金（円／

年）

Ｂ．下水道使
用料金（円／

年）

Ｃ．税金・そ
の他

合計（Ａ＋Ｂ
＋Ｃ）

札幌市 29152 11306 2023 42481

東京都 19554 16203 1788 37545

横浜市 21262 16073 1867 39202

名古屋市 19082 14251 1667 35000

大阪市 17163 10330 1375 28868

５都市平均 22490 13633 1744 36619

香　港 香港 11538 2526 ＊ 14064

台　湾 台北 3038 14 ＊ 3052

デリー 600 ＊ ＊ 600

ムンバイ 1200 ＊ ＊ 1200

ソウル 8091 1923 ＊ 10014

プサン 9456 3141 ＊ 12597

ロンドン 15419 14796 ＊ 30215

カーディフ 19157 22895 ＊ 42052

パリ 15365 14369 13188 45922

リヨン 28680 13188 10589 52457

ハンブルグ 32140 50785 1883 84813

デュイスブルグ 38778 ＊ 2198 40975

ローマ 6119 7331 1345 14795

ミラノ 2522 6774 929 10225

アムステルダム 29416 25926 4686 60028

ハーグ 31120 22736 4788 58644

スイス ジュネーブ 44850 16126 2302 63278

ノルウエー オスロ 13452 17428 7412 38292

アメリカ アクロン 27564 32856 1872 62292

メキシコ メキシコ 5259 ＊ ＊ 5259

アルゼンチン ブエノスアイレス 1749 1749 933 4413

オーストラリア シドニー 14545 18160 ＊ 32705

イスラエル エルサレム 10449 6860 0 17309

日　本 ８都市平均 14173 8416 1125 23714

カサブランカ 9579 1840 589 9008

マラケシュ 6396 1724 568 8688

日　本

インド

オランダ

モロッコ

出典：　宮河良昭著「図解で見る水：世界の水事情」月刊水（２０１２年５月～１１月号）。

１ドル＝１００円で換算。イスラエルの水道使用量は年間１００ｍ３、その他は２００ｍ３である。

イギリス

フランス

ドイツ

イタリア

韓　国
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２ ＩＲＷＤの下水道使用料金体系 

 
表－17 に住宅区域等の下水道使用料金体系

の一例を示した。逓増制下水道使用料体系を採

用している。水道使用量に従って料金が算出さ

れるのは日本と同じで、14㎥以下の区分では最

大使用料は 1,250 円（逆算単価は 89円/㎥）、15

㎥～28 ㎥の区分では同じく 1,500 円（同：107

円/㎥）、28 ㎥以上の区分では同じく 1,650 円

（同：推測 119円/㎥）である。 

一般的な 30 ㎥/月の水道水使用量なら約

3,000 円、散水等に使用する水道量が多いので

60 ㎥/月の場合なら

6,600 円程度である。

大阪市の下水道使用料

金よりは高いが、日本

の都市の平均的な下水

道資料料金より安い。 
 

３ ＩＲＷＤの水道 

使用料金体系 

 

(1) オレンジ郡の水 

道使用料制度 

 

表－18 にはオレン

ジ郡内の各水道組合及

び水道企業体の各種給

水量や給水人

口等による規

模を示した。

その資料より

水道水の使用

量原単位を割

り出して示し

たが、家庭で

の水道水原単

位（G 欄）は

350～ 700Ｌ /
人日の所が多

い。Ｃ欄の給

水量は庭等へ

の散水量も含

んだものであ

り、Ｅ欄はそ

の原単位を示

し、490～920

Ｌ /人日であ

った。この表

区　　　分
水道水使用量

（ｍ３／月）
下水道使用料（円）

逆算単価

（円／ｍ３）
備　　　　　考

０～１４
1,250（基準単価の

75％単価）
89

１４ｍ３以下の場合、1,250円は基

本料金（？）

１４～２８
1,500（基準単価の

90％単価）
54

２８ｍ３の場合、１,２５０円＋１,５００

円＝2,750円

２８ｍ３以上
1,665（これが基準
単価で１００％）

５９（？）
３０ｍ３の場合、2,750円＋２ｍ３×

59円／ｍ３（？）

2家族以上の場合
使用水量区分に

関係なく
1,250

1,665 Ｐｏｒｔｏｌａ　Ｈｉｌｌｓ地域

600 Ｎｅｗｐｏｒｔ　Ｃｏａｓｔ　の一部

逓増制

逓増制＋出荷額比例

Ｐｏｒｔｏｌａ　Ｈｉｌｌｓ　住民

（Ａ）住宅区域

1,665円＋使用量×単価（67円／ｍ３）

（Ｂ）非住宅地域：　分類Ⅱ区分

単一家族

1,665円＋使用量×単価（67円／ｍ３）、年間３４０ｍ３を超えないこと。

1,834円＋使用量×逓増制（71円／ｍ３）＋3.3円×出荷額、商業及び工業などへの使用

水量が28ｍ３／月以上の場合。

単一又は2家族以上
使用水量区分に

関係なく

表－17 IRWDの下水道使用料金 

水道企業体名
全給水量・Ａ

（ｍ３／日）

給水量・Ｂ

（ｍ３／日）

給水量・Ｃ

（ｍ３／日）
給水人口

Ｄ（人）
原単位・Ｅ
（Ｌ／人日）

給水量・Ｆ

（ｍ３／日）
原単位・G
（Ｌ／人日）

アナハイム市 222,000 0 222,000 361,000 615 129,800 360

ブレア市 33,200 0 33,200 40,400 822 16,800 416

ブエナパーク市 49,200 0 49,200 84,600 582 30,300 358

イーストオレンジ水道組合 3,400 0 3,400 3,700 919 3,000 810

エルトロ水道組合 29,900 1,400 28,500 52,000 548 18,300 352

エメラルド湾水道組合 1,000 0 1,000 1,300 769 900 692

フォンテンバレー市 37,200 4,500 32,600 59,200 551 21,300 360

フラトン市 92,700 0 92,700 138,600 669 59,700 431

ガーデングローブ市 86,500 0 86,500 177,000 489 58,300 329

ゴールデンステート
水道組合

87,600 0 87,600 170,000 515 * ＊

ハンチントンビーチ市 98,100 0 98,100 204,800 479 67,600 330

アーバインランチ
水道組合

287,800 87,800 200,000 337,900 592 126,100 373

ラハブラ市 32,600 0 32,600 63,100 517 22,800 361

ラパルマ市 7,600 0 7,600 15,500 490 * ＊

ラグナビーチ
水道組合 12,500 0 12,500 20,400 610 9,000 441

メサ連合水道組合 63,700 3,400 60,700 111,200 546 38,900 350

モルトンニジェール
水道組合

121,100 23,700 97,400 172,100 566 67,200 390

ニューポートビーチ市 55,500 1,200 54,200 67,000 809 33,000 493

オレンジ市 101,800 600 101,200 141,100 717 61,300 434

サンクレメンテ市 32,100 1,400 30,700 55,400 554 19,000 343

サンホアンカピストラーノ市 29,200 2,200 26,400 40,300 655 17,300 429

サンタアナ市 130,400 500 129,900 358,100 363 84,000 236

サンタマルガリータ
水道組合

113,700 22,000 91,700 155,200 591 63,100 407

シールビーチ市 12,400 0 12,400 25,600 484 * ＊

セラーノ水道組合 10,000 0 10,000 6,700 1,493 9,500 1,418

サウスコースト水道組合 23,000 2,600 20,300 38,600 526 13,300 345

トラブコキャニオン
水道組合

11,700 2,500 9,300 14,900 624 5,500 369

タスチン市 40,700 0 40,700 69,000 590 29,700 429

ウエストミンスター市 41,100 0 41,100 95,800 429 28,800 301

ヨーバリンダ
水道組合 67,300 1,500 65,900 77,300 853 47,500 614

合     計 1,935,000 156,100 1,778,900 3,157,800 563 1,081,900 367

水量・Ｂ（ｍ３／日）は農業用水（２５,０００ｍ３／日）として利用されているものと下水処理水の再利用水量（１３１,０００ｍ３／日）を示し、全給水量・Ａから差

し引いたのが給水量・Ｃ（ｍ３／日）で、これが基本である。　Ｃ÷Ｄ＝原単位・Ｅ（Ｌ／人日）。Ｄは給水人口。　ＦはＭＷＤＯＣが算出した家庭での水道水

給水量である。Ｆ÷Ｄ＝Gが家庭での水道使用量の原単位（Ｌ／人日）である。ＣとＦとの差は家庭以外の公共用施設、商業用施設等での使用量。 ＊は
給水量の記録が無い。

表－18 オレンジ郡水道企業体の給水量、給水人口及び水道水原単位(2009年度) 
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からも庭等への散水率は 50％前後を示してい

る。極端に原単位が小さいとか大きいとかの自

治体及び水道企業体があるが、これは地域特性

によるものと思うが、最小は約 240から最大は

1,420Ｌ/日人と大きな差がある。漏水は一般に

５％といわれているが、地域によりこの値も大

きく異なるのだろう。 
表―19 にオレンジ郡の水道水給水企業体別

の水道使用料金体系を示す。水道企業体により

均一料金体系と逓増制体系との 2 種類が見られ

る。均一料金の場合、日本と比較して 70～90

円/㎥と安いが、逓増制料金の場合では使用水量

の区切りや各単価は様々である。更にどの水道

企業体もメーター使用料金を採用していて、そ 

れも 300～1,800円/月と幅がある。それで 1ヶ

月 60 ㎥の水道料金を示したが、其々2,000～

4,000 円/月、及び 3,000～7,000 円/月が多い。

1ヶ月 30㎥の水道使用料は一般的な水道水使用

量であるが、60 ㎥/日は乾燥・半砂漠地域であ

るので散水等への水道使用量が多いと予想して

試算した。 
表－20 にはオレンジ郡での３次処理水及び 

浅い地下滞水層からの取水の非飲料用水の給水

単価を水道企業体毎に示した。多くの自治体や

水道企業体では均一料金を採用しているが、Ｉ

ＲＷＤは非飲料用水の給水量が多いことが 1つ

の原因かと推定するが逓増制料金を採用して

いる。また観光地のサンホアンカピストラーノ

表－19 オレンジ郡内での水道企業体の飲料用水道使用料金 

水道企業体名
均一料金

（円／ｍ３）
メータ料金
（円／月）

６０ｍ３／月の

水道料金
アナハイム市 69 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 500 4,658

フォンテンバレー市 90 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 300 5,676

フラトン市 ＊
２７ｍ３まで

７１．４

７３ｍ３まで

８１．９

それ以上、
９０．０

＊ ＊ 712 5,343

メサ連合体 100 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 850 6,850

アーバインランチ
水道組合

＊
４３ｍ３まで

３４

１０８ｍ３まで

４５

１６２ｍ３まで

９３

２１６ｍ３ま

で１６９

それ以
上、３５１

800 3,027

ハンチントンビーチ市 65 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 1,090 4,978

ニューポートビーチ市 82 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 827 5,717

オレンジ市 ＊
５４ｍ３まで

３７

１８９ｍ３まで

６２

それ以上、６
７

＊ ＊ 1,007 3,377

サンホアンカピスト
ラーノ市(冬季）

＊
１６ｍ３まで

１０８

６８ｍ３まで

１３６

１３５ｍ３まで

２１６

それ以上、
３９６円

＊ 1,800 9,512

サンタアナ市 ＊
５９ｍ３まで

９９

それ以上、
１１５

＊ ＊ ＊ 350 6,306

ウエストミンスター市 ＊
７６ｍ３まで

８３

それ以上、
１３０

＊ ＊ ＊ 386 5,366

逓　増　制　単　価　（円／ｍ３）

サンホアンカピストラーノ市とサンクレメンテ市は夏と冬の料金体系が異なリ、観光客が多い夏の料金が安い。日本なら３０ｍ３／月程度の水道使用料金と

同額であり、日本と比較するとオレンジ郡では水道使用料金は安い。

表－20 オレンジ郡内での水道企業体の非飲料用水道使用料

水道企業体名
均一料金

（円／ｍ３）

エルトロ水道 33 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

フォンテンバレー市 90 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

モルトンニジェール水道 59 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

メサ連合体 90 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

アーバインランチ水道組合 ＊
４３ｍ３まで

３０

１０８ｍ３まで

４０

１６２ｍ３まで

８３

２１６ｍ３まで

１４４

それ以上、
３１６

ハンチントンビーチ市 51 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ニューポートビーチ市 65 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

サンクレメンテ市 94 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

サンホアンカピストラーノ市(夏季） ＊
５７０ｍ３

まで　１２１

１１３９ｍ３ま

で　１８２

それ以上、
３３３

＊ ＊

サンホアンカピストラーノ市（冬季） ＊
１１１ｍ３まで

１２１

２２１ｍ３まで

１２４

それ以上、
３３３

＊ ＊

サンクレメンテ市 94 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

サンタアナ市 79 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

サウスコースト水道 114 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

サンタアナ市 79 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

ヨーバリンダ水道 53 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

逓　増　制　単　価　（円／ｍ３）

非飲料用の再生水単価は水道水より少し安いが、サンホアンカピストラーノ市では使用量が少ないと水道水より割高になっている。
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市は夏と冬で使用水量と単価を変えているが、

海水浴の観光客が多いのか、屋敷の敷地が広く

芝生等への散水量が物凄く多いのか使用水量

の区切りが非常に大きい特徴を示している。 
表－19 と  表－20 を比較すると、オレンジ

郡のフォンテンバレー市では飲料用水道水も

非飲料用水道水も均一料金体系で、単価も同じ

である特異な例である。メサ連合水道組合、ハ

ンチントンビーチ市、ニューポートビーチ市等

は均一料金体系であるが、再生水の方が単価は

当然安い。ＩＲＷＤ及びサンホアンカピストラ

ーノ市では逓増制料金体系で、再生水の単価は

当然ながら約 10％安い。もっと安いのかと思っ

たが水道水と再生水では単価に大きな差がな

かったのは以外である。 
サンタアナ市では飲料用水道水は逓増制であ

り、非飲料水道水の単価は均一料金体系である

等、水道組合や自治体により水道料金の考え方

が異なっている。 
 

(2) ＩＲＷＤの水道使用料制度 

表―21 にＩＲＷＤの水道使用料金体系

を示すが逓増制である。日本の大都市では

水道局が水道使用料金は給水区域内では統

一料金制を採用し一元化しているが、ＩＲ

ＷＤの場合は地域毎に逓増制体系の逓増率

が異なる。2011 年度の水道使用料金体系を

見ると、（１）のアーバインランチ市の主要

な住宅地域の水道使用料金は水道管口径が

25.4mm 以下の場合の基本料金は 875円で

逓増制体系を採用しており１ヶ月の水道使

用量を 30㎥及び 60㎥とすると約 2,300円

及び約 7,400 円である。30 ㎥/日で大阪市

の水道使用料金を比較すると水資源不足地

域であるがアーバイン市地域の場合は安い。

（２）のロスアリソス地域は給水人口も少

ないのでやや割高な水道水使用料金制度に

なっていて、１ヶ月の使用量を同じとして

基本料金も含んで約 3,100 円及び約 8,500

円、（３）のオレンジパークエーカ地域は規

模が更に小さいので水道管口径 19mm で

基本料金は 1,725円と割高になり、同様に

１ヶ月の水道使用量が 30㎥/日と 60㎥/日

とすると基本料金も含んで約 3,600 円及び約

5,800 円となっている。３地域での 30 ㎥/月及

び 60㎥/月の水道使用料の予想される傾向は 30

㎥の場合と 60 ㎥の場合では別々になっている

が、表よりわかるように逓増率が意図的に高く、

又は低く抑えられている結果である。 

ＩＲＷＤでの下水道使用料金は水道水 60㎥/

月の場合、前出のように約 5,400 円/月であり、

同じく水道使用料金は約 7,400 円/月で水道使

用料金の方が約 40％も高い。しかし日本でも一

般的な 30㎥/月と仮定すると、下水道使用料金

は約 3,000円/月、水道使用料金は約 2,300円/

月となって、其々の逓増制の区切り範囲と単価

の影響で、下水道使用料金の方が約 30％も高く

なっている。 
 
(3) アーバイン地区の水道使用量制度 

表－22 にＩＲＷＤ給水区域のアーバイン地

区とロスアリソス地区で景観用水に水道水と

下水３次処理水を使う場合の料金を比較する 
 

基本料金
６０(３０)ｍ３／月

の使用量

少ない区分
（０～４０％）

０～１１ｍ３ ３２円／ｍ３

基本区分
（４１～１００％）

１２～２５ｍ３ ４３円／ｍ３

やや多い区分
（１０１～１５０％）

２６～３９ｍ３ ８８円／ｍ３

多い区分
（１５１～２００％）

４０～５４ｍ３ １５３円／ｍ３

過大な区分
（201％以上）

５５ｍ３以上 ３３５円／ｍ３

基本料金
６０(３０)ｍ３／月

の使用量

少ない区分
（０～４０％）

０～１１ｍ３ ５４円／ｍ３

基本区分
（４１～１００％）

１２～２５ｍ３ ７２円／ｍ３

やや多い区分
（１０１～１５０％）

２６～３９ｍ３ １０５円／ｍ３

多い区分
（１５１～２００％）

４０～５４ｍ３ １５９円／ｍ３

過大な区分
（201％以上）

５５ｍ３以上 ３４８円／ｍ３

基本料金
６０(３０)ｍ３／月

の使用量

標準１ ０～２８ｍ３ ６１円／ｍ３

過剰２ ２９～１１３ｍ３ ７３円／ｍ３

過剰３ １１４ｍ３以上 ９３円／ｍ３

１ヶ月の水道使用量を３０ｍ３と仮定すると、（１）地区では１６６７円、（２）地区では３０８７円、

（３）地区では３５７９円となり、地域特性や規模で大きく水道料金が変わっている。

７３６６（２２６７）
円／月

８５０５（３０８７）
／月

５７６９（３５７９）
円／月

水道管口径：　２５．４ｍｍ以下で８７５円／月　

水道使用量

(1) アーバンランチ給水区域の住宅地域：　人口密度と規模が大きい

水道管口径：　１９ｍｍ以下で１７２５円／月

水道使用量

水道管口径：　１９ｍｍ以下で９６０円／月　

水道使用量

（２）ロスアリソス給水区域の住宅地域：　規模が小さい

（３）オレンジパークエーカー地域の住宅地域：　周辺部で人口密度が小さい

表－21 IRWD地域別の水道料金体系(2011年度) 
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ために示した。アーバイン地区では３次処理水

を再利用するほうが使用量にもよるが当然の

事ながら 10％以上も、ロスアリソス地区では同

様に 10～50％も安くなっている。 
表－23 には水道水及び３次処理水を農業用

水に使用する場合の単価を使用水量毎に示し

た。３次処理水を利用する場合は単一料金体系 
の 39円/㎥で水道水より当然安い。農

業用水に３次処理水を奨励するため

に単価が 39 円/㎥に押さえられてい

ると推定している。 
表－24 にはアーバイン地域とロ

スアリソス地域にいて水道水及び下

水の３次処理水を商業用水及び工業

用水に利用する場合の単価の比較を

示した。３次処理水を多量に使うほ 
ど水道水の単価との開きが大きくなっ

て経済的になる設定となっている。 
表－25 にはＩＲＷＤ地域で３次処理水を景

観用水、商業・好業用水及びトイレ洗浄・空調

用水に直接再利用する場合の用途別単価をわ

かりやすく示した。景観用水への使用の場合が

最も高い単価となり、また逓増制体系であるが、

乾燥・半砂漠地域でこの景観用水の単価が高く

設定されている事は都市活動・都市生活の維持

が今後は厳しくなる事も意味している。商業

用・工業用水とトイレ・空調用水の単価は同じ

である。 
 

表－22 IRWD地域での景観用水としての水道料金体系 

水道水 下水３次処理水

少ない 32 29

標準 43 36

やや多い 88 74

多い 153 148

過剰な 335 296

水道水 下水３次処理水

少ない 49 29

標準 70 36

やや多い 93 74

多い 153 148

過剰な 335 296

注１：　使用水量の区分：　少ない＝０～４０％、標準＝４１
～１００％、やや多い＝１０１～１１０％、多い＝１１１～１２
０％、過剰な＝１２１％以上。
注２：　下水３次処理水の景観用水への再利用料金はアー
バイン地域とロスアリソス地域では同じであるが、水道水を
景観用水に使用する場合は、ロスアリソス地域の単価が
高い。
注３：　アーバイン地域で下水３次処理水の景観用水への
使用単価は水道水の約９０％程度であるが、使用量により
大きく異なっていて同じ傾向は無い。　ロスアリソス地域で
は３次処理水の景観用水への使用単価は水道水の５０～
９０％で、使用量で大きく異なっていて一様な傾向は無い。
注４：　２０１０年７月１日より

アーバイン地域

使用水量の区分
単価（円／ｍ３）

ロスアリソス地域

単価（円／ｍ３）
使用水量の区分

表－25 IRWD地域での 3次処理水再利用時の 

用途別の料金体系 
使用場所 使用量の区分 単価（円／ｍ３）

少ない（０～４０％） 29

標準量（４１～１００％） 38

やや多い（１０１～１１０％） 80

多い（１１１～１２０％） 137

過剰な（それ以上） 301

標準量（０～１００％） 26

やや多い（１０１～１１０％） 53

多い（１１１～１２１％） 92

過剰な（それ以上） 201

標準量（０～１００％） 26

やや多い（１０１～１１０％） 53

多い（１１１～１２１％） 92

過剰な（それ以上） 201
注１：　２０１０年７月１日より。
注２：　月額の基本料金として他にメーターが１６～１９ｍｍなら８００円／月、
         ４０６～５０ ８ｍｍなら２６８１円／月である。

注３：　給水箇所が高くて別途ポンプが必要な場合には６～１５円／ｍ３が加算される。

景観用水
（農業用水以外）

商業･工業用水

トイレ洗浄･空調用水

表－24 IRWD地域での商業・工業用水としての水道料金体系 

使用場所 使用する水資源 使用量の区分 単価（円／ｍ３）

標準量 43

やや多い 88

多い 153

過剰な 335

標準量 70

やや多い 97

多い 153

過剰な 335

標準量 26

やや多い 53

多い 92

過剰な 201

アーバイン地域 飲料水

注１：　２０１０年６月より。
注２：　月額の基本料金として他にメーターが１６ｍｍなら８００円／月、４０６ｍｍ、４５７ｍｍ、
５０８ｍｍなら２６８１円／月である。　注３：　給水箇所が高くて別途ポンプが必要な場合には

６～１５円／ｍ３が加算される。

ロスアリソス地域 飲料水

全域 下水３次処理水

表－23 IRWD 地域での農業用水としての水道料金体系 

種類の区分 使用水量の区分 単価（円／ｍ３） 種類の区分 使用水量の区分 単価（円／ｍ３）

標準 52 標準 81

やや多い 107 やや多い 144

多い 186 多い 243

過剰な 406 過剰な 388
注１：　未浄化水（河川水など）を農業用水に利用する場合は３９円／ｍ３。

注２：　下水３次処理水を農業用水に利用する場合は３９円／ｍ３。

注３：　非飲料用のサンチャゴ水路の水資源を農業に利用する場合は５１円／ｍ３。

注４：　使用水量区分は、標準＝０～１００％、やや多い＝１０１～１１０％、多い＝１１１～１２０％、過剰なそれ以
上である。

ロスアリソス地域アーバイン地域

水道水 水道水
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第７章 まとめ 

 
１．ＩＲＷＤの信念に「水は有価物であるので

１回の使用で捨てるのはもったいない。農業

用水や景観用水として再利用すれば、下水処

理水１㎥の再利用は水道水（＝水資源）１㎥

を節約できる」とした考えがはっきりと提唱

されている。当たり前であるが、この理念に

接して感動した。 
２．カリフォルニア州南部沿岸地域の人口増加

に必要な水資源がカリフォルニア導水路及び

コロラド川導水路等の遠方からの導水により

都市活動と都市生活は維持されてきた。しか

し導水元地域も地球温暖化の影響で、近年旱

魃が多発して水資源不足となり、また生態系

保護の思想と地域エゴにより遠方への導水事

業に対して訴訟がおこされた。その結果、南

部では外部水資源と名付けた導水量が 2000

年代半ばから約 50㎥/秒も削減され、南部３

郡地域では深刻な水資源不足となった。 
３．この急激な外部水資源の削減に対応するた

めに、①農業用水の水利権の一部を水道水源

へ譲渡する、②内部水資源の活用として下水

３次処理水の直接的多目的利用をより一段と

促進する、③３次処理水を膜ろ過法等により

高度処理して地下浸透させ、地下水を涵養す

る間接的水道水源化を促進する、④海水淡水

化事業を促進する等による、即ち自給自足ま

たは地産地消の考えを導入して内部水資源で

対応せざるを得なくなった。 
４．遠方よりの導水量はその年の送水元地域の

降雨量に左右されるため、給水量は不安定と

なっている。南部３郡地域では給水量が安定

し持続性のある水道事業経営が不可欠であり

重要な課題である。今や下水の３次処理水等

は貴重な内部水資源となっている。 
５．1991年にアーバインランチ水道組合（ＩＲ

ＷＤ）はカリフォルニア州から始めて地域で

発生した３次処理水を地域で再利用する許可

を取得し、それを誇りに思っている水道組合

である。 
６．当初は農業施設への３次処理水の供給を重

点的に行い、44 企業の農地約 405ha で果樹、

野菜、育苗等に再利用され、農業経営者の再

生水使用量を測るメーター設置数は現在約

4,800個以上となり年々増加している。 

７．商業施設やコミュニティー施設では約 80％

以上が３次処理水を景観用水として利用し、

その面積は約 2,300ha に及んでいる。 
８．アーバイン市中心部の都市域での新築ビル

には二重配管が取り入れられ、高層ビル内の

トイレ用水や空調冷却用水に３次処理水が再

利用され、この高層ビル内で水道使用量が約

25％も減少したと言われている。また、ＩＲ

ＷＤはカリフォルニア州で最初にビル内部で

３次処理水の再利用を許可された水道組合で

ある。 
９．工業用水としてカーペット染色用水に約

1,900㎥/日も再利用されたので、水道使用量

が約 3,800 ㎥/日まで減少したとの報告もあ

る。 
10．下水 3 次処理水による再生水給水管を識別

するために再生水配水管には紫のテ－プが巻

かれているが、浅野孝カリフォルニア大学デ

ービス校名誉教授からのメールによるとこれ

はカリフォルニア州基準として採用され、次

第に全米地域に広がりアメリカ基準となり、

現在はスペイン等、外国でも紫のテーピング

識別方式が取り入れられている。 
11．３次処理水の再利用先は公園・ゴルフコー

ス・学校のグランド・街路の中央分離帯・公

共施設等での景観用水、事業所ビルディング

で二重配管方式によるトイレ洗浄用水及び空

調用水、他に生コン製造用水、建設現場の散

水用水、都市ゴミ埋立地の防塵用水等の建設

用水がある。 
12．この地域に多く見られる所謂、ゲートコミ

ュニティと言われる門と高い擁壁で囲まれた

大規模開発高級住宅地内のせせらぎ用水や緑

地散水用水にも３次処理水が再利用されてい

る。勿論、計画区域内の都市公園の池にも注

入されて、野鳥が多く住んでいる等、生活周

辺環境が大きく改善され、これは 1991年にア

メリカで最初にこの実施例となっている。 

13．３次処理水の再利用率が 100％にならない

理由は再生水配水管が比較的再利水量が大き

い公共施設（公園、学校のグランド、道路中

央分離帯、墓地、塵埋立地など）・工場・大型
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オレンジ郡にあるニクソン元大統領記念館前で筆者 

ビルディング等に限られているからである。

水道管が各家庭まで敷設されているように再

生水給水管も今後各家庭まで届けられるべき

で、これが今後の課題である。 
14．ＩＲＷＤの３次処理水の直接的な多目的再

利用と、ＯＣＳＤ（オレンジ郡下水道組合）

とＯＣＷＤ（オレンジ郡水道組合）との共同

事業による３次処理水の膜ろ過法等による高

度処理水の間接的水道水源化利用とでは下水

処理方法及び再利用先が大きく異なっている

ことに、事業者の意図を汲んで留意せねばな

らない。 
15．アーバイン地域での 2010 年の家庭での水

道水使用内訳報告書の１例によると、芝生等

への散水は 50％，トイレ用水は 14％、洗濯用

水は 12％、シャワー用水は９％、飲料用水は

８％，漏水は５％、風呂と食洗器用水は共に

１％となっている。 
16．ロサンゼルスからサンディエゴのカリフォ

ルニア州南部沿岸地域の乾燥・半砂漠地域の

都市活動・都市生活には如何に屋外での散水

量が多いのかを理解せねばならない。家庭以

外の公共施設等では散水には貴重な水道水を

使わないで３次処理水の再利用でも十分であ

る。現在家庭で屋外への散水量比率が 50％と

多いのは庭が広いことも影響しているが、改

善の余地があると思う。 
17．ＩＲＷＤの 2025 年度の飲料水給水計画量

（約 394,000 ㎥/日）＋非飲料水給水計画量

（約 109,000㎥/日）に対して下水処理計画水

量は約 165,000㎥/日となっていて、下水道計

画汚水量が水道水給水計画量の約 33％でし

かない。即ち、公共施設、個人住宅敷地及び

農業施設で多量の景観用水及び潅漑用水とし

て水道水は使用されていることを物語ってい

る。多量の散水量の使用がカリフォルニア州

南部３郡地域の乾燥・半砂漠地域での都市活

動・都市生活の維持の基盤である。 
18．ＩＲＷＤでは地下埋設物として水道管、下

水管とこの再生水給水管があるので、維持管

理と更新事業は今後膨大な経費を伴う大きな

課題である。 
19．下水道使用料金と水道使用料金は一般に逓

増制料金を採用している自治体や水道企業者

が多いが、ＩＲＷＤを見ると、庭等への散水

量が多いので 60㎥/月の水道水使用の場合、

水資源不足地域であるので水道料金が約

40％も高い。一方、日本の平均的な 30㎥/月

の水道水使用の場合は下水道使用料金の方が

約 60％も高くなっている。これは逓増制の使

用水量の区切り方と逓増率の選定によるもの

と思う。 
20．水資源不足地域であるため、内部水資源に

よる自給自足・地産地消の考えが進んでいる

が、節水に対する取り組みは見るに値するも

のが多くある。学校での教育、地域活動とし

ての多くのイベント、節水器具採用に対する

助成金制度等、行政、水道組合及び水道企業

が一体となって取り組んでいる。 
21．人間が生存するに必要な水資源が不足する

地域であることがわかっているにもかかわら

ず人口が増加している。何か理解しがたい魅

力がカリフォルニア州南部３郡地域を含めた

都市圏（６郡）にはあるものと思う。 
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調査報告・論文 

 

大阪市の下水道ポンプ設備の変遷(その 1) 

武副 正幸 

 
 
はじめに 

 

大阪市の下水道ポンプ設備は、下水処理場 12

か所、抽水所（ポンプ場）58か所に設置されて

いるもののほか、道路等目的に応じた多種多様

なものがある。 

下水道施設における主ポンプ設備の役割は、

抽水所においては、下水処理場まで揚水する汚

水中継ポンプ、大雨時に雨水を排除し河川や海

に放流する雨水ポンプがある。 

下水処理場においては、沈殿池等への水処理

施設へ揚水する汚水ポンプ、大雨時に雨水を排

除し河川や海に放流する雨水ポンプがある。ま

た、雨水排除と汚水送水の両方に使用できる兼

用ポンプもある。 

そのほか、下水処理で発生した各種汚泥を汚

泥処理施設へ移送する汚泥ポンプ設備がある。 

本稿では、汚水ポンプと雨水ポンプを中心に

述べる。 

平成 23年３月末現在、市内下水道施設におけ

るポンプ設置状況は、雨水ポンプ 286台、汚水

ポンプ 138 台、兼用ポンプ 46台の合計 470台で

ある。 

「大阪市下水処理場及び抽水所主要機械設備

概要」（以下、設備概要という）平成３年４月版

に記載している下水道用主ポンプ設備が、老朽

化、陳腐化等が生じていることから新技術を導

入することにより、能力アップ、操作性・起動

性の向上、自動化、省力化等を行い、20年程前

からポンプ設備の改築更新をしている。その 20

年間の経過変遷を主に記述する。 

なお、ポンプは構造上羽根車（インペラ）が

満水状態になっていないと、ポンプが回っても

揚水出来ないということは周知の事実である。 

 ポンプ設備の変遷（その１）では、下水道用

ポンプの概要を述べる。 

 
第 1章ポンプの種類 

 

ポンプの種類・形式について概観する。 

ポンプの形式については、ＪＩＳのターボ形

ポンプ用語によると下記のように定義されてい

る。 

 

１．分類 

 

(1) うず巻ポンプ   

遠心ポンプ(図－１)で羽根車の吐き出し側に

直接うず巻ケーシングをもつもので、主に下水

処理場・抽水所の汚水送水ポンプとして比較的

揚程※1が高い(両吸込うず巻ポンプで10～60m)

ところで使用されている。 

大口径になれば雨水排水用にも使用している。 

床上設置の場合には、ポンプケーシング内を

満水※2にする必要がある。 

すでに休止しているが、津守下水処理場旧第

１ポンプ室のポンプは、うず巻形である。 

 

図－１ 両吸込うず巻ポンプ 
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(2) 斜流ポンプ 

 羽根車から吐き出される水の流れが主軸の中

心線を軸とする円すい面内にあるポンプである。 

 一般に羽根車の吐き出し側に案内羽根形のデ

ィフューザをもつ立軸形と横軸形がある。 

 案内羽根は、羽根車出口で生じた流水の周方

向(旋回)成分を減速させて圧力回復させるもの

である。 

 主に下水処理場、抽水所の雨水排水ポンプと

して多く使用されている。 

雨水用としては、大口径で吐出量が多く、比

較的揚程の低い(横軸形斜流ポンプで３～９m)

ところに使用されている。 

 横軸形(図－２)の多くは床上設置のため、ポ

ンプ羽根車へ満水操作が必要である。 

 立軸形(図－３)は、常時羽根車が水面下にあ

るため満水操作は不要で、原動機が回転してポ

ンプが水を出すまでの時間が短かいという利点

がある。 

 

(3) うず巻斜流ポンプ 

斜流ポンプで羽根車の吐き出し側に直接うず

巻ケーシングをもつポンプである。 

主に汚水送水、雨水排水ポンプとして、比較

的揚程の高いところに使用されている。 

満水操作を必要としない押し込み状態の設置

としている場合が多い。 

（「押し込み状態の設置」とは、ポンプ井水位が

常にポンプ羽根車より高い位置にある据え付け

状態のことで図－４に示す） 

二床式として設置される場合が多い。 

 

 

(4) 軸流ポンプ 

 羽根車から吐き出される流れが主軸と同心の

円筒面内にあるポンプで、立軸形と横軸形があ

る。 

 雨水ポンプとして大容量で揚程の低い(横軸

形軸流ポンプ(図－５)で５ｍ以下)ところで使

用される。 

 ポンプの特性上の問題から吐出弁を全閉にし

た状態での起動はできない。そのため、日常の 

ポンプの試運転調整はできず、原動機であるデ

ィーゼル機関のみ試運転ができるよう考慮する

案内羽根 

図－２ 横軸斜流ポンプ 

図－4 うず巻斜流ポンプ 

水面 
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必要がある。 

桜川抽水所旧雨水ポンプはこのタイプである。 

 

２．主軸の方向による呼び方 

 

・立軸 主軸が鉛直に配置されているポンプ 

長所 羽根車が水中に浸かっているため満水

操作が不要で起動が容易 

 短所 軸、羽根車等主要部が常時水面下にあ

るため目視点検ができない。内部点検に

はポンプ本体を引き上げ、原動機を一時

切り離し、再度据付をするなど、点検整

備に専門技術が必要である。 

また、内部を分解しないと部品の劣化

状態が確認出来ず、部品交換が必要な場

合、部品の調達・加工が容易な工場での

点検が必要となる。 

・横軸 主軸が水平に設置されているポンプ 

長所 ポンプケーシングが床面にあり、点検

整備が容易なため直営で実施できる。 

短所 ケーシングへの満水操作が必要で、満

水にするために真空ポンプ等の補機を必

要とする。そのため水を吐出するまでの

ポンプ起動に時間がかかるため、雷雨等

の急な雨水排水に対応遅れが生じる恐れ

がある。 

    また、老朽化するとポンプのグランド

パッキン摩耗部、接続配管等の継ぎ手部

等からの空気漏れにより、真空破壊を生

じる。このような場合、一端満水にした

ポンプから落水するため、真空ポンプを

再起動しなければならない。 

     

３．羽根車の段数による呼び方 

 

・単段、多段 

 羽根車が２以上あるものを多段という。 

高揚程が必要なところに使用され、ボイラ

給水ポンプ等に使われている。 

 

４．羽根の取り付け方による呼び方 

 

・可動羽根 

 羽根車が可動するもので、羽根車の角度を

変えることにより流量制御が行える。 

羽根車の可動機構として、油圧駆動と電動

駆動があり、津守下水処理場の汚水ポンプは

電動駆動である。 

ポンプ井の水位一定制御や流量一定制御な

どで使われている。 

・固定羽根 

 通常使われているほとんどのポンプは、こ

の固定羽根である。 

 

５．吸込形式による呼び方 

 

・片吸込、両吸込 

 うず巻ポンプで、吸込口が片方だけにある

ものが片吸込ポンプ(図－６)である。 

また、図－１のように吸込口が両方あるも

のが両吸込ポンプで、吐き出し量は多い。 

図－5 横軸軸流ポンプ 

図－６ 片吸込うず巻ポンプ 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

105 
 

６．ポンプの据付及び支持方式を示す 

呼び方 

 

・一床式（いっしょうしき） 

  図－７(左図)のように、同一床面にポンプ、

減速機、原動機を設置する方式をいう。 

・二床式（にしょうしき） 

  設置する構造物の床が２つあるもので、図

－７(右図)のように通常上面床に減速機、原

動機を、下面床に立軸ポンプを設置する方式

をいう。 

  ポンプの設置位置が深くなれば浸水から電

動機を守るため地盤近くに電動機等を設置し、

あいだに中間軸受けを設け、一番下部にポン

プを据え付ける。 

  ポンプ井が深い津守下水処理場ポンプ室の

汚水ポンプは、三床式である。 

 

・可搬式水中汚水汚物ポンプ 

マンホールポンプ場で多く採用されており、

給水ポンプや床排水ポンプなどにも使われて

いる。 

羽根車が常時水中にあるため、スイッチを

入れると即排水を始め起動が早い。 

図－８は脱着装置がついた水中ポンプで、

搬入搬出が容易な構造となっている。 

 

７．ポンプの駆動方式を示す呼び方 

 

・直結式 原動機とポンプとが軸継手によって

結合される方式 

・歯車駆動式 原動機とポンプの間に歯車減速

機を設け、ポンプが必要とする回転数に減

速する方式で、ディーゼルエンジン駆動の

ポンプに多く使われている。 

・ベルト駆動式 原動機とポンプの間に  

ベルト装置を設けて駆動する方式で、  

汚泥ポンプに多く採用されている。回 

転数は、プーリーの径を替えることに 

より変更することができる。 

 

８．ポンプの特殊構造を示す呼び方 

 

・槽内形 立軸ポンプや水中ポンプのよ 

うにポンプ本体を吸込水槽内につり下 

げる等して据え付けるポンプ 

・槽外形 ポンプ本体を吸い込み水槽外 

側の室内などに据え付けるポンプ 

 

９．用途別（下水道関係）ポンプの 

呼び方 

 

・雨水排水ポンプ     

雨水を排水するポンプ 

・汚水排水(揚水)ポンプ     

汚水を揚水するポンプ 

・汚泥ポンプ    

汚泥を圧送するポンプで、水処理の返送汚

泥、余剰汚泥など、また汚泥処理では濃縮、

消化汚泥などを送るのに使われている。 

図－８ 可搬式水中汚水汚物ポンプ 

図－７ 一床式・二床式ポンプ 
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参考 ポンプの羽根車(インペラ) 

 

比速度Ｎｓ※３と羽根車形状 

 

羽根車形状による分類 

 

図－９「比速度ＮS と特性曲線の形状」は、

Ｑ－Ｈ曲線、Ｑ－η曲線、Ｑ－ＨＰ曲線で定格

仕様点 100％に対しての一般的な特性を表す。

各々の記号は下記に示す。 
Ｑ：吐出量    Ｈ：全揚程  

η：ポンプ効率  ＨＰ：動力 

例えば、図－９一番下のＱ－ＨＰ曲線（４の

曲線）で軸流ポンプ（Ｎｓ＝1200）の動力ＨＰ

（Ｙ軸）が、吐出量Ｑ（Ｘ軸）が０の時（吐出

弁が全閉時）最大（200%以上）になる。通常、

ディーゼル機関駆動軸流ポンプの動力余裕率は

15～20％であるので原動機が過負荷になり、吐

出弁が全閉で起動することができないことが分

かる。 

 

今回（その１）では、下水道用ポンプの種類・

特徴の概観を述べたが、次号は大阪市の下水道

ポンプ設備の経過・変遷をたどりたい。 

 

 

 

注記) 

※１ ポンプの吐出する圧力のこと。 単位は

水柱ｍで表す。 

※２ 真空ポンプ等を使用して、ポンプ羽根車

内に充水しポンプ内を満水にすること。 

※３ 比速度の式 Ns＝ｎ�𝑄/Ｈ３／４ 

ｎ：回転速度 min－１  Ｑ：吐出量 ㎥/min 
Ｈ：全揚程 m 

相似則により、遠心、斜流、軸流などのポン

プ形式によってＮｓ値がおおよそ定まっている。 

(図の「Nsと羽根車形状」を参照) 

この Ns 値は、ｎ、Q、H 各々の単位が変われば

数値が変わるので注意が必要である。 

 

 

参考文献  

1) JISハンドブック  ポンプ・送風機・圧縮機 1982 日本規格協会 

2) 入門 新ポンプ技術  松村正夫 平成 23年  丸善出版株式会社 

3) ターボポンプ  （一社）ターボ機械協会編 平成 23年  日本工業出版株式会社 

4) ポンプとその使用法  梶原滋美  丸善株式会社 

図－９ 比速度 Nsと特性曲線の形状 
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水環境探訪部会のスナップ 

第 1 回探訪会 大和川・石川を訪ねる H25.6.5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 2 回 琵琶湖疏水を訪ねる H25.11.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 3 回 処理水再利用施設を訪ねる H26.4.6 

 

 

大和川流域の図説明板前で 

玉手橋 
5径間連続吊り橋(人道橋)橋長 151m 

文化庁登録有形文化財 1928(S3)竣工 

築留二番樋 
明治 40年頃に築造されたレンガ積樋 

文化庁登録有形文化財 平成 13年登録 

天王寺七坂 口縄坂 真田の抜け穴跡 大阪城外掘 
中浜処理場からの高度処理水放流口 

逢坂山隧道 逢坂山関跡 
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下水道史諸記録 

 

思い出話し ５ （総集編） 
 
 
 
１年って早いものですね。歳も 83才、昔流で

は 84才、市を辞して 25年、もう、そろそろ隠

居しようと思います。矩(のり)を踰(こ)えず。 
 ここ数年気象現象も悪い方に変わって来、“特

別警報”なるものがうまれ、大変な世の中にな

りましたな。おまけに、東南海・南海地震これ

が起こったらマグニチュード８とか９とか、今

日(H25.10.15)もフィリピンのセブ島で地震、マ

グニチュード 7.3、死者・・人とか。また今年の

台風 26号、テレビでＣＧを用いて東京に上陸し、

高潮におそわれたらとして品川駅前あたりで、

２メートルの浸水・・・・・とか。また、大阪で

は、大阪駅付近が２メートル浸水するとか、恐

ろしいはなしですね。 
そこで考えられる住みよい所は何処かなと、

自分なりにイメージしましたが、なだらかな坂

の街、「枚方かな、淀川の近くは・・・排水施設

がよくなっても」怖いな。 
 そこで 42年前の話し、当時は漸く下水道に力

を入れ始めたころで、枚方市は分流式ですので、

汚水の公共下水道と、雨水の公共下水道の２本

建てなのです。で、国では、水質保全のため、

汚水の公共下水道に力をいれたのです。そのた

めに、分流式では、汚水には国費、府費の補助

がつきましたが雨水の都市下水路は、なかなか

難しくてね。浸水対策で補助があったかな。 
で、雨水の排水区域に、溝谷川流域と云う地

域がありまして、私が大阪市から派遣されて赴

任した前年に、ポンプが１台据えられていまし

てね。ところが大雨で浸水したのです。この地

区、谷筋の地形で、それにそって民家があるの

です。話しが少しそれますが、知人がそこに住

んでいましてね。住所変更の知らせをうけたの

です。後日、知人に何で移転したの、と、尋ね

ると、理由のひとつとして､曰く、「あんな所、

水に浸かってあきまへん」。 

 或る日、私と三宅課長補佐が土木部長に呼ば

れたのです。「なー、溝谷川、どうしたらええね

ん」、一呼吸置いて私、「取り壊して作り直すし

か方法はないと思いますが」。 
一瞬、部長、絶句、 
「君、そんなことしたら、府、怒りよるがな」

経緯の知らないということ、強いですね？ 
 結局、一年後、改良ということで一部分を残

してやり直したのです。 
 排水面積 197ha 河川課で施工。 
次に大慌てのこと。 

 それは、市会の建設委員協議会のことです。

派遣されてすぐでして、協議会に淀川左岸流域

下水道計画が策定されたことを受けこれによっ

て、「枚方市の下水道はどうなるか」の説明なの

です。 
 大阪の北東部に位置する枚方市は淀川に沿い、

東部は背面というか生駒山の北端で、その山系

から西側に向かって下り坂になっている坂の街

なのです。北側の京都府八幡市の男山の地域、

南側の交野市、この三市は西側斜面になってい

るのです。当時、今の八幡市は八幡町でしたの

で、二市一町で始まったのです。これを図面に

描き貼りだし説明をするのです。 
 派遣されてすぐですし、議会の承認事項も出

てきますので、ここでしっかり説明しなければ

ならない。“勉強”しましたね。 
 まず、市の事業計画ですが 
 北部処理区 690ha 淀川左岸流域下水道 
中部処理区 3,485ha    同 上 

 南部処理区 690ha 寝屋川北部流域下水道 
 香里処理区 330ha 香里処理場、将来は淀

川左岸流域下水道に 

接続 
の４処理区の合計 5,195haとなっていたのです。 
 「下水処理場は枚方市渚の三栗地区、それと

山根 久通 
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主要な下水道施設は、流域下水道で施工します。」

と、説明したのです。  
 今、回想すれば、ようやったなと思います。 
 “流域下水道、設置反対”もありましたね。

思い出話し４で少し触れましたが、先生と教育

委員会の市民学習を受け持っている職員、それ

に市民との「討論会」を持ってほしいとの申し

入れがありましてね、部内で、部長、「なんで受

けなあかんのや」とブツブツ 。「流域下水道が

現実に動き出した現在、受けざるを得ない。」と、

なったのです。で、誰が出席するのか。との話

しになると、部長「僕は出席せえへんぞ」「出は

りませんか」、「うん、出えへん」課長補佐も「こ

んなん、かないまへんな」と、結局、私一人で

受けることになったのです。 
 こういう問題は､当時の下水道法と水質２法

(公共用水域の水質の保全に関する法律、工場排

水規制法)について、ある程度の知識がないと受

けて立つのは無理かもしれませんね。幸い、私、

過去４年に渡り、法と工場排水の仕事に携わっ

たお陰で説明も出来、納得された？ようでした

ね。 
 経験するということは、いいことですね。ど

こで役にたつか判りませんね。 
 まあ、色々の事がありましたね。派遣はね、

風習の異なる所へ、ポツンと一人、同僚、知人

も居ないところへ行き、総括するということは

大変なことです。枚方市の職員方も、よく支え

てくれたと思います。私も、それに応えるよう

頑張りましたが、やはり感謝ですね。 
 私にとっても良い人生経験になりました。そ

れを味わえさせて戴いた大阪市の栗林局長、後

の谷局長には、感謝ですね。 
 栗林局長、派遣先の山本部長、私より若い三

宅氏、既に、泉下の人となられ、これも致し方

ないこと。ご冥福をお祈りするしかありません

ね。 

 これで派遣の話しは終わりにします。 
 今年もよく大雨がふりましたね。「大雨特別警

報」なるものが出来ましたね。 
 こういう雨、発表によりますと、一時間 50

ミリ以上の降雨回数は、1983 年〜1992 年 175

回、1993 年〜2002 年 205 回、2003 年〜2012

年 236回と、30年間で 1.3倍に増加していると

か。  

 怖いですね、私の所は、ハザードマップを見

ますと 50 センチぐらいは浸水しますと記して

てありますがね。 
 都市災害は怖いですがね。昔、私、生野区北

生野一丁目(旧町名)に住んでいまして、再三浸

水にあいましたので、“浸水の辛さ”よくわかり

ます。 
気象状態では､どうなるか、わかりませんね。

大阪は運がよかっただけですな。 
 いまさら、大阪から逃げ出すわけにもいきま

せんしね。雨期になり、“大雨降れば”浸水しな

いようにと祈るだけとか。 
全く自然災害は考えるよりも先に来て、人間

の知恵は後追い。仕方のないことですが、無力

でんな。「災害には、このようにしなければだめ」

とか、いろいろ云ってくれますけどね。 
 やれやれ、この歳になれば、人間の一生っ

て・・・ 。 
 この頃、つくづく思うに、“あくせく”しても

「只、春の夜の夢の如し」と、どこかに書いて

ありましたな。 
 

おわり 
 
 
 
 
 

http://pixta.jp/illustration/7457167
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下水道史諸記録  

 

東南下水の思い出 －工程管理を改善する－ 
三代 隆義 

 
私は、昭和 48年 4月 25日から昭和 51年 4月 23日まで、下水道局管理部東南下水道事務所

主査として、東住吉・平野・生野３区の下水道管渠工事の工程管理を担当した。 

昭和 47年 4月、平野下水処理場が供用を開始、下水管渠の面整備が集中的に進められてい

た。本稿では、工事を円滑に進めるために改善した工程管理の内容を報告する。 

 
 
１．はじめに 

 

 工程管理とは、「ネットワークを組んでフォロ

ーする」、具体的には「請負人が作成した実施工

程表を確認し、その実施工程表に基づいて工事

を監督する」ことである。 

 本市のような市街地における下水道管渠工事

は、沿道家屋が密集し交通事情が厳しく、地下

埋設物が輻輳している道路を掘削するので、沿

道対策、道路使用・占用許可が円滑に進み、支

障となる地下埋設物等移設時期の確実な見通し

がたたないと、請負人に文字どおりの実施工程

表を作成させ、これを追跡することができない。 

下水道施設土木工事標準仕様書 1-21（1）で

は、「試験堀の結果、地下埋設物が本工事施設に

支障となり移設を必要とする場合、各戸給水管

を除く埋設物の移設手続及び移設費用の支出は、

原則として本市において行う」としているので、

支障物件があれば、実施工程表の提出を求める

前に、対策と見通しを明らかにする必要がある。 

本市と請負人が、工事着手と 

進捗にともなう問題点をすみや 

かに把握し、協力して解決にあ

たることが先決である。 

 このような考え方で、事務所

長の指導のもと、監督員の皆さ

んの協力を得て、個々の監督員

の監督業務としての工程管理の

手順、担当主査としての管内全

工事の状況把握の仕方、工程上

ネックとなる問題点の解決のは

かり方を検討し、成案を得て実施に移した。今

日では、個々の監督員における工程管理の技法

が標準化され、事務所として全工事の状況を把

握するための工程会議が定例化され、問題点の

解決がすみやかに組織的にすすめられる体制が

確立している。 

 

２．下水道管渠工事の現況 

 

 東南下水道事務所管内下水道管渠工事の当時

の状況を市域全体のそれと対比して示せば、表

－１のとおりである。表－２と図－1は、その

結果を処理告示面積の拡張、普及率の上昇で示

したものである。 

整備の遅れていた東南下水道事務所管内に集

中的に工事が進められており、昭和 47年度から

4 か年の管渠工事延長を集計すると 257,640ｍ

に達し、市域全体の 526,620ｍに対し、48.9％

を占める。 
 

表―１ 管渠工事出来高（ｍ） 

47 48 49 50 計

幹線 19,966 18,560 11,351 13,916 63,793

枝線 130,123 118,915 118,216 95,573 462,827

計 150,089 137,475 129,567 109,489 526,620

幹線 8,458 13,562 4,327 7,612 33,959

枝線 46,723 53,389 67,580 55,989 223,681

計 55,181 66,951 71,907 63,601 257,640

36.8 48.7 55.5 58.1 48.9

年　度

東南/市(%)

市
域
全
体

東
南
管
内
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３．工程管理の方法 

 

 監督員は 26名、1人 3

件程度を受持ち、事務所

で約 70件の工事を担当

していた。各工事の進捗

状況と問題点を把握し、

対策を進めるため、図－

２による工程会議を月２

回開催した。 

監督員には、図－３を

含む「工事状況追跡確認

表」の提出を求めた。 

 この方法は、他の下水

道事務所においても採用

されることとなり、表－

３に示す「請負工事状況

管理表」が印刷された。 

本市は、昭和 37年に「道

路工事調整協議会」を設

け、土木局、大阪国道事

務所、大阪府警察、電電 
図－2 工程管理の実際 

図－1 処理告示面積拡張の推移 

表－2 処理告示面積の拡張 

効果 計画面積 47/3/31 48/3/31 49/3/31 50/3/31 50/9/30 51/10/1(人口)

市域全体 17,800ha 68.50% 79.50% 83.90% 87.40% 88.30% 2,778,975人

東南管内 3,261ha 19.40% 41.40% 57.90% 70.30% 73.20% 571,036人

東南/市 18.30% 20.50%
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公社、関西電力、大阪ガス、市水道局、市下水

道局、市交通局等、道路及び交通管理者と埋設

企業体により、道路工事及び道路占用工事の施

工時期や埋設位置を調整し、掘り返しの防止を

はかっている。請負者は、埋設企業体を訪ね、

既設管路の位置や工事計画を確認し、保安措置

や工程を協議し、道路及び交通管理者の調整を

受け、設計し、申請し、許可後着手するものと

する。試験掘の結果、各埋設管理者と施工協議

し、位置変更が必要であれば、再調整のうえ着

手している。試験掘は契約後に行われるので、 

 

図－２及び「請負工事状況管理表」は、このシ

ステムに乗っている。 

第１次本工事路線は、地下埋設等障害物のな

い路線で、地元の了解のみで着工できるので地

元要望、舗装先行、他工事出合（合同調整）等

により順序を決め、他路線で移設等があれば、

この工事期間内に完了するよう要請している。 

第 2次本工事路線は、地下埋設管移設等の完

了後着手する路線であり、移設等が第１次本工

事期間内に完了するか否かが、手待ちとなるか

否かのポイントである。 

図－3 工程管理のチェックポイント 

 Ｚ 設計完了  ０ 契約手続  Ｘ 明示依頼 ／

 Ａ 道路工事調整  １ 請負人決定  Ｙ 明示完了 ／

 Ｂ 道路占用申請書送付  ２ 現場代理人確認 ／  Ｑ 土地使用承諾手続き ／

 Ｃ 道路占用申請書受領 ／  ３ 施工通知書提出 ／  Ｒ 土地使用承諾 ／

 Ｄ 監督員任命 ／  ４ 試験掘着工 ／  11 移設等依頼 ／

 Ｅ 道路占用申請書提出 ／  ５ 試験掘完了 ／ T：電電公社 ／

 Ｆ 道路使用申請 ／  ６ 施工計画書受理 ／ 　 Ｈ：関西電力 ／

 Ｇ 道路使用許可 ／  ７ 施工打合せ ／ 　 Ｇ：大阪ガス ／

 Ｈ 道路使用許可書送付 ／  ８ 埋設物等保安協議 ／ 　 Ｗ：水道局 ／

 Ｉ 道路占用承認 ／  Ｊ 占用位置再調整 ／ 　 Ｌ：国・私鉄 ／

 Ｋ 着工届提出 ／  ９ 地元説明 ／ 　 Ｐ：警察署 ／

 Ｌ 竣工届提出  10 第1次本工事着工 ／  12 移設完了 ／

 13 第2次本工事着工 ／

 14 出来型図等作成 ／

 15 竣工検査 ／

施工担当下水道事務所

設計担当課

(管渠課)

(普及課)
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４．工程管理の問題点 

  

工程会議では、『契約から本工事着手までの期

間が長すぎる』、『地下埋設物等移設工事が遅延

し、手待ちとなっている』ことが指摘され、実

態を追跡調査した。 

 表－４は、契約から本工事着工までの日数と

その内訳を、昭和 48年 10月現在工事中の主要

工事 35件を選び、集計したものである。 

 

(1) 契約①から道路使用許可 Ｇ まで23日かか

っており、契約後 10日で試験掘に着手させる

ためには、道路占用申請書提出 Ｅ を 18日繰

り上げる必要が確認された。つまり「 E －G 」

の 35日が道路及び交通管理者において許可

手続き上必要な期間であるとすれば、下水道

サイドで、「 E - ① 」＋「①－ G 」を 12日

＋23日から 30日＋5日とすればよい。 

(2) 許可から試験掘着工④まで、なお 10日経過

しており、一部道路や水路明示、私有地使用

承諾、地元調整等の問題があるとしても、請

負人を督励して 5日以内とすべきである。 

(3) 試験掘期間「④－⑤」、試験掘完了⑤から本

工事着工⑩までは妥当なところである。(1)

と(2)により 69日を 23日短縮して 46日、遅 

 

くとも 50日を契約→着工の目標値とした。 

 表－５は、昭和 48年度中の移設等依頼件数を

集計したものである。 

(4) ガス供給施設が 59％、その内訳は支障移設

23％、その他保安措置（大阪天六のガス爆発

事故後必要となった仮配管、防護移設、管種

変更、供給系統の切替、緊急遮断装置設置、

抜止め、押輪巻等）36％で、工程はまさに大

阪ガス次第である。 

(5) 移設等依頼工事を試験掘完了⑤ 

→施工打合せ⑦→相手先との協議 
⑧→依頼書提出⑪→移設等完了⑫ 
の順に追跡すると、「⑦→⑧」と「⑧ 
→⑨」は下水道サイドで短縮の余 
地があり、早期依頼が必要である。 

(6) 「⑪→⑫」は、相手先の体制の問題もある

が、実際の工事期間より、契約、予納金支払、

許可手続等に日数が費やされており、これを

短縮するための事務改善が望まれる。 

  図－４は、昭和 49 年度に完成した主要な

工事 66件を追跡調査し、集約したものである。

準備期間「①→⑩」は 64日で、昭和 48年度

の 69日に対し 5日短縮されている。 

表－６は、準備期間が 65 日以上の工事 25

件、実工期（本工事着手から完了まで「⑩→

⑮」）が設計工期を超えた 38件の遅延事由を

調査したものである。依然として、許可関係、

移設等依頼工事が首位を占めている。 
 
５．早期着工と移設等促進 

  
準備期間短縮のため、次の対策を進め定着を

はかった。 
(1) 道路占用申請書を契約１カ月前に提出し、

必要があれば、明示依頼、私有地使用手続き

をすすめておき、契約後、現場代理人を直ち

に確認する。 

(2) 試験掘着工は契約後 10 日、施工打合せは

30 日、本工事着工は 50 日以内を目標とし、

請負人を督励する。 

(3) 地下埋設物等管理者との協議は、相手先の

都合もあるので、問題があれば施工打合せ前

から始め、主査（又は主担者）、監督員、現場

代理人の三者一体で進める。移設等時期の見 

表－４ 本工事着工までの追跡調査結果(昭和 48 年) 

準備工種 Ｅ－Ｇ ①－Ｇ Ｇ－④ ④－⑤ ⑤－⑩ ①－⑩

平均日数 35 23 10 12 23 69

標準偏差 8 22 10 9 21 36

表－５ 移設等依頼件数(昭和 48年度) 

依頼先 工種

電々管路 2 1

電話柱等 25 10

関電管路 2 1

関電柱等 21 8

支障移設 56 23

保安措置 90 36

φ100mm
 以上

41 16

φ100mm
未満

5 2

工業用
水道

4 2

公園局 植木

合　計

2 1

248 100

大阪ガス 146 59

市水道局 50 20

件  数 百分比(%)

電々公社 27 11

関西電力 23 9
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通しをつけ、何日から着工できるか、直ちに

着工できる路線があっても手待ちとならない

か等を検討し、実施工程表をネットワークで

作成、これをフォローする。移設等促進のた

め、早期協議、早期依頼とあわせ、次の対策

を確立した。 

(4) 電電公社、大阪ガスは、  
依頼書に基づいて着工し清   
算請求であるが、関西電力 
は事前に契約を必要とする 
ので、架空線移設等小規模 
工事は請負人から依頼させ、 
設計変更で計上するものと 
して、期間の短縮を図った。 
水道局へは委託者施工で急 
ぐ場合、「工事先行願」を提 
出し、予納金支払い前でも 
着工した。 

(5) 道路工事調整を必要とす 
る移設工事は、相手側が受  

託し、設計→調整→申請→許可→着  
工と下水道工事と同様のコースを繰 
り返すので、調整→申請の段階で同 
席し、下水道関連であることを強調 
し促進を図った。 

(6) 移設等のフォローを集約すると、 
個々の工事の地元関係、手待ちとな 
る時期を把握し、優先順位に基づい 
て調整の上、依頼先と折衝すること 
ができる。大阪ガスとは、毎日のよ 
うに連絡をとり、協力を求めた。 

(7) 昭和 51年 4月 1日、「下水道工事 
に伴うガス供給施設の保安措置に関 
する協定」が、本市と大阪ガス㈱と 
で締結されるのと併せ、ガス供給施 
設の移設等の手続きを、下水道事務 
所で行えるよう事務の簡素化をはか 
り、下水道事務所と大阪ガス㈱支社 
との間で協議が整い次第、すみやか 
に依頼書が提出できることとした。 
ガス供給施設が支障移設件数の６割 
を占めるので、監督員が下水道事務 
所を経て計画課へ依頼書の作成を依 
頼してきた、手間と時間も大幅に節

減された訳である。 
 
６．改善事項の要約と実績 

 
(1) 改善事項の要約 
●「請負工事状況管理表」を作成し、監督員 

図－４ 昭和 49年度完成工事の追跡調査結果 

73% 91%

24%

42%

60%

21%

設計工期 187件(平均)

準備期間
 64日(平均)

実工期 242日(平均)

延長期間 123日(平均)

設計工期<実工期 38件

100%

100%

100%

100%

100%

開削工事 48件
開削・推進

12件
ｼｰﾙﾄﾞ
6件

設計工期内完成
28件

工期を延長して完成 50件

設計工期>実工期 28件

表－６ 工期遅延事由の内訳(昭和 49年度) 

 

計
101日
以上

100日
以下

100日
以下

101日
以上

計

13 7 6 道路占用等 2 1 3
8 5 3 　道路使用許可
2 2 　道路占用承認
1 1 　河川敷占用承認

　国鉄用地占用承認 1 1
1 1 　バス路線変更 1 1
1 1 　境界明示 1 1
1 1 出合工事調整 2 2
1 1 　河川改修工事

　地下鉄2号線工事 1 1
　水道工事 1 1

6 4 2 依頼工事 11 14 25
　電々管路移設 1 1
　電々柱移設 1 1

2 1 1 　関電柱移設 1 1
4 3 1 　ガス管移設 7 9 16

　水道管移設 1 4 5
　近鉄線路横断移設 1 1

4 2 2 地元対策 1 1
1 1 　土地使用承諾
1 1 　不法占拠処理
1 1 　農業用水待機
1 1 　商店街との折衝

　釣池主との折衝 1 1
1 1 設計変更等 2 5 7
1 1 　水路ヘドロ処理

　工法変更検討 1 1
　年度末発注 2 4 6

25 13 12 合　計 18 20 38

準備期間65日以上超過件数

遅延事由
実工期－設計工期
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表－８ 工程管理実績(平均日数) 

年度 設計工期 延長工期 準備期間 実工期 備考

48 ―― ―― 69 ―― 35件

49 187 123 64 242 66件

50 191 30 44 169 57件

イラスト：森岡 進 

による工程管理技法の標準化をはか

った。 
●下水道事務所として所管する全工事

の現況を把握し、問題点の組織的な

解決をはかるため「工程会議」を定

例化した。 
●本工事着工までの経過を追跡調査し、

設計担当課（管渠課、幹線課、管理

課、普及課）へ、道路占用申請書の

下水道事務所への早期送付を要請す

るとともに、請負人に対して、許可

後すみやかに試験掘に着手し結果を

まとめる等督励することとし、契約

後50日以内に本工事に着手するよう

目標値を設定した。 
●支障移設等の６割を占めるガス供給

施設の保安措置施行依頼(表－7)を、

下水道事務所から行えるよう手続き

を簡素化し、移設等工期の短縮をは

かる一助とした。 
(2) 改善実績 
 昭和 51年 3月 31日現在で完成した

主要な工事 57 件を追跡調査し、表－

４、図－３と比較し、表－８をまとめ

た。工程の実績は、昭和 50年度に至っ

て著しく改善されたものと評価できる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表－7ガス供給施設「保安措置の施行依頼書」 

大阪市  下水道事務所長 
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ちょっと寄り道 ② 

 
 
 

活性汚泥法 100 周年記念行事 

 
活性汚泥処理法は、現在、世界中の中規模以上の汚水処理施設で広く採用されています。わが国

においても、下水の処理法として最も広く普及しています。 
活性汚泥処理は、1914 年にイギリスで発見され、本年 2014 年は 100 周年の記念すべき年になり

ます。海外で開催される記念イベントを２つ紹介します。 
（基本情報は、イベントの URL より得ました） 
 
＜Activated Sludge：Past, Present and Future＞ 
「活性汚泥：過去、現在そして未来」と題されるイベントは、英国マンチェスターで 2014 年 4

月 2 日～3 日に開催されます。会議だけでなく、展示会も併せて開かれます。また、活性汚泥法発

祥の地であるデイヴィーヒュ－ム下水処理場（Davyhulme Sewage Treatment Works）の見学もセ

ットされています。 
主催する組織の一つが、CIWEM（Chartered Institution of Water and Environmental 

Management：王立水・環境管理協会）ですので、権威ある会議と言えます。  
活性汚泥法は、デイヴィーヒューム処理場の職員であった、エドワード・アーダーン氏（Edward 

Ardern）とウィリアム・ロケット氏（William Lokett）により見出されました。両氏は、下水をエ

アレーションすると形成される浮遊物が、汚水処理において決定的な役割を果たすことを初めて解

明しました。その浮遊物こそが、活性汚泥です。 
画期的な実験結果は、1914 年 4 月 3 日にマンチェスターで開催された化学工業学会で発表され

ました。 
100 年後の本年 4 月 2～3 日に会議などが開催されることになります。 

 
＜Activated Sludge – 100 Years and Counting＞ 
「活性汚泥：100 年、更にこれからも」と題される IWA（the International Water Association：

世界水協会）の主催会議が、2014 年 6 月 12～14 日にドイツのエッセン（Essen）で開催されます。 
英国で発見された「活性汚泥処理法」は、すぐに米国やヨーロッパ大陸などで実験されるように

なりました。1926 年には、ヨーロッパ大陸では初めての活性汚泥法を採用した実施設が、現在はエ

ッセン市域に入っているレリングハウゼン（Rellinghausen）に完成しました。 
今回の国際会議が、エッセンで開催される大きな理由のひとつになっています。 

 
（参考） 
わが国における活性汚泥法の歴史は、1924 年の名古屋市での実験に始まり、翌 25 年には大阪市、

26 年東京と続きます。実施設としては、名古屋市の堀留と熱田両処理場が、1930 年に我国初の活

性汚泥法施設として稼動しました。 
活性汚泥に対する取組み年代を見ると、日本も先進的であったと感じます。 

（野良トド） 
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     平成 25 年度 

組織と総会・理事会報告 
 

平成 25年度総会・理事会スナップ 

                      (場所：総会・理事会ともヴィアーレ大阪) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

髙柳理事長あいさつ 

総会 H25.4.23 

理事会 H25.4.10 

理事会 H25.9.25 
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　  顧　　問

玉井義弘 山野寿男
和辻　曻 田野隆一
柳迫早司 赤井仁孝

　  役　　員

理事長 髙柳枝直 編集委員長
副理事長 牧野幸保
副理事長 福智眞和
副理事長 宮崎隆介 行政連携部会長
理事 草刈洋男
理事 桃原璋和
理事 水野昭生
理事 宮本万功
理事 竜田　浩
理事 寺西秀和 広報部長
理事 六鹿史朗 事務局長
理事 菅野悦次 調査部会長
理事 小沢和夫 市民講座部会長
理事 楠本光秀 研究部会長
監事 志賀岩男
監事 三代隆義

　事　務　局

六鹿史朗 河合壽夫
加藤哲二 谷山昭彦
武副正幸 中山和昭

会員数 110名(H26.3.31現在)
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総 会 ・ 理 事 会 報 告 
事務局長 六鹿 史朗 

 
 
１．平成２5年度通常総会の開催 

 
日 時 平成 25年４月 23日 

午後２時 30分から３時 

場 所 大阪市中央区安土町 3-1-3 

ヴィアーレ大阪レガートルーム 

会員総数 66名 

出席者数 41名 （うち委任状出席者 10名、 

書面表決者 31名） 

内 容  

第1号議案 平成24年度事業報告の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第２号議案 平成 24年度会計報告の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第３号議案 平成 25年度事業計画の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第４号議案 平成 25年度収支予算の件 

審議の結果、全員一致で可決承認された。 

第５号議案 議事録署名人選任の件 
加藤哲二、中山和昭の２名が選任された。 

意見交換 議事終了後、各部会・編集委員会の

活動計画などについて意見交換を行った。 
 

２．理事会の開催 

 
(1) 第 1回理事会 

日 時 平成 25年４月 10日 

 午後３時から５時 45分 

場 所 大阪市中央区安土町 3-1-3 

 ヴィアーレ大阪ビオラルーム 
出席理事 11名 （理事総数：14名） 

内 容  

第１号議案 平成 24年度事業報告の件 

審議の結果、修正し総会に諮ることにした。 

第２号議案 平成 24年度会計報告の件 

審議の結果、修正し総会に諮ることにした。 

第３号議案 平成 25年度事業計画の件 
審議の結果、修正し総会に諮ることにした。 

第４号議案 平成 25 年度収支予算の件 
審議の結果、承認され総会に諮ることにし

た。 
第５号議案 下水道事業誌編纂事業への協力

の件 
審議の結果、可決承認された。 

第６号議案 民間事業者への協力の件 
審議の結果、継続検討とした。 

第７号議案 水環境探訪部会の新設の件 
審議の結果、可決承認された。 

第８号議案 議事録署名人選任の件 
竜田浩と楠本光秀の２名が選任された。 

 
(2) 第２回理事会 
日 時 平成 25年９月 25日  

午後３時から５時 10分 

場 所 大阪市中央区安土町 3-1-3  

ヴィアーレ大阪、銀杏の間 

出席理事 10名 （理事総数：14名） 

内 容  

第１号議案 平成 25 年度下半期の部会等の

活動計画の件 

審議の結果、一部を修正することで可決承

認された。 

第２号議案 下水道事業誌編纂事業の作業計

画の件 

審議の結果、可決承認された。 

第３号議案 2014下水道展 NPO コーナーの

協力の件 
審議の結果、可決承認された。 

第４号議案 平成 25年度収支予算の件 
審議の結果、可決承認された。 

第５号議案 近況報告集特別号の作成の件 
審議の結果、継続検討とした。 

第６号議案 議事録署名人選任の件 
六鹿史朗、小沢和夫の２名が選任された。 
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３．月例会の開催 

 
開催回数  

平成 25年度は、5月 29日、6月 26日、 

7 月 24 日、8 月 28 日、10 月 16 日、11 月

20 日、1 月 15 日、2 月 19 日の 8 回開催し

た。 
開催場所 ヴィアーレ大阪、会議室 
 
 

４．通常総会と理事会の開催日程の変更 

 
平成 21年の創立以来、通常総会を年度初めの

4 月に開催してきたが、事業活動の拡大ととも

に関係団体等との調整が増加し、年度当初の段

階において前年度決算（活動報告）を確定し新

年度予算（活動計画）を立案することが難しく

なってきたため、平成 26年度より通常総会は 6

月開催に、また通常総会の前に開催される理事

会は 5月開催とします。 

 

水彩画：森本 博  家島の停船 
姫路港から３０分でいける家島諸島は、瀬戸内海東部の播磨灘にあり姫

路市に属する。 

砕石で栄えたが需要が減り過疎化が進んでいる。家島諸島は古き良き

日本の風景が感じられる自然豊かな離島だ。 
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部会の活動記録 
 

行 政 連 携 部 会 
部会長 宮崎隆介 

 
 
１ 科学館イベント協力 

 

① 科学館まつり 

日時：平成 25年６月９日（日） 

協力内容：水質実験教室（「微生物の顕微鏡観

察」、「水質実験〈活性炭吸着・脱色）」） 

水澄担当者：２名 

【参考】他のイベント：人形劇、下水道クイ

ズ、ダーツゲーム 

②水のふしぎを知ろう（“輝け「未来」・こども

夢体験プロジェクト（こども青少年局主管事

業）） 

日時：平成 25年７月 31日（水） 

協力内容：「顕微鏡による微生物観察」、「水質

実験〈活性炭吸着・脱色）」、「水の

科学と実験」 

水澄担当者：３名 

【参考】他のイベント：科学館ツアーとワー

クシート、DVD「スイスイの下水道も

のがたり」鑑賞、修了式（こども博

士認定書と記念品贈呈） 

③夏休み・水と環境の教室  

日時：８月 23日（金）13：00～16：20 

内容：水質実験 － 活性炭吸着による脱色 

実験、水のふしぎ（実験）－  

サイホン、落ちない水 

参加者：４名 

 

２ 建設局職員研修講師派遣 

  

講師：前田邦典 

日時：７月 30日（火）10：15～12：15 

内容：下水道河川工学研修「下水道総論～下

水道 OB からの講話」 

対象：大阪市建設局職員及び大阪府の職員 

下水道又は河川事業に関する業務の経 

験（概ね５年以上）をもつ技術職員（係

員または係長級職員） 

 受講者数：大阪市 19名（内訳；技術系 17名

〈うち土木６名、機械６名、電気４名、化

学１名、事務系２名）、 大阪府 ２名（内

訳；技術系２名〈土木１名、衛生１名〉） 

合計 21名 

 

３ 下水道休日スクール 

 

第 1回開催 

日時：10月２７日（日）14：00～16：00 

内容：下水道のはなし(パワーポイントを使用） 

 チャレンジシート挑戦（科学館探検） 

 微生物の顕微鏡観察 

    水質実験―活性炭吸着による脱色実験/

トイレットペーパーとテイッシュペー

パーの水への溶け方の違い/水のふしぎ

（実験）― サイホン、落ちない水など

重力の働きによる水の不思議な現象を

体験 

受講者： ５家族 12名（大人５名、子供７名） 

日曜にもかかわらず、来館者が少なかった。

久しぶりの好天で、行楽に足が向いたの

かもしれない。 

参加者：６名 

 

第 2回開催 

日時：12月１日（日）14：00～16：00 

内容：第 1回と同じ  

受講者： 10家族 28名（大人 12名、子供 16名） 

参加者：７名 
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第 3回開催 

日時：1月 26日（日）14：00～16：00 

内容：第 1回と同じ  

受講者：８組 23名（大人 10名、子供 13名）  

参加者：６名 

 

４ 出前講座 

 

出前先：大阪市立弘済院 のぞみ園 

日時：平成 26年２月 23日(日)  

午前 11時から 12時（約 1時間） 

対応者：５名  

出席者：小学 1年生～6年生 20人 

内容：DVD「下水道のはなし」 

   顕微鏡による微生物の観察 

    水質実験 

 ①トイレットペーパーと 

ティッシュペーパーの違い 

       ②残留塩素って何だ？ 

     ③気圧と水圧 

子供たちは、20分弱のビデオを静かに見てい

て、その後、微生物の観察と 3種類の実験を平

行して行った。 

微生物の観察は、当日の朝に海老江下水処理

場で採取した活性汚泥を用いた。朝の気温は低

く、活性汚泥中の微生物は少し元気がなかった

が、顕微鏡で微生物を見つけるとモニターを見

ている生徒たちも興奮していた。 

トイレットペーパーとティッシュペーパーの

溶解実験は、複数回チャレンジする生徒がでる

ぐらいで、ティッシュペーパーを必死に撹拌し

ても水に溶けないことが分かり、トイレの正し

い使い方を理解したようだった。 

２種類の残留塩素を測るパックテストにも生

徒達は積極的に取り組み、透明の水がピンクに

変わると驚きの声をあげていた。 

水圧と気圧の実験では、コップを逆さまにし

ても気圧で押された紙が水を押さえ、水がこぼ

れないことを体験した。手品のように見えるの

で、生徒も最初は不思議そうだったが多くの生

徒が成功し、実験中「来年も来るの？」と何度

も聞かれた。 

（出前講座報告 楠本） 

写真：山根久通 近くの田圃で 
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市 民 講 座 部 会 
部会長 小沢 和夫 

 
 
平成 25年度も、一昨年度、昨年度に引き続き、

第３回「下水道市民講座」を開催しました。主

な活動内容は次のとおりです。 

 

Ⅰ.部会の開催 

  

部会は２回開催し、第３回下水道市民講座の

実施内容や参加者の募集方法等について検討し

ました。詳細は表-1のとおりです。 

 

 

Ⅱ.講師会議の開催 

 

 講師会議は表-2のとおり４回開催し、内３回

は模擬講義を行って説明の分かりにくい点やパ

ワーポイントの追加・修正など、より分かり易

い講義となるように、講師相互で忌憚のない意

見を交わし合い本番の講義に備えました。 

なお、講義で用いるパワーポイントは、担当

の講師に作成をお願いしました。 

 

 

回数 開催日等 検  　討　　内　　容

H25.5.8  下水道科学館との共催に対するNPO水澄の基本姿勢

ヴィアーレ大阪
 市民講座を開催するための課題（効果的な参加者の

   集め方と必要経費の削減等）解決方針等

参加者8名

H25.9.17  効果的な参加者の募集方法

ヴィアーレ大阪
 参加しやすい環境づくり（開催期間の短縮→H26年2月

  のひと月間で３回の連続講座）

参加者8名  カリキュラムの見直し等

第１回

第２回

表-1 部会の開催 

回数 開催日等 検討内容

H25.11.13  参加者の募集方法

ヴィアーレ大阪  募集案内の印刷(委託)と配置場所の決定

参加者8名  カリキュラム並びに講師の決定等

H25.12.17  模擬講義の実施

ヴィアーレ大阪 ☆水環境に果たす下水道の役割（1）

参加者6名 ☆水環境に果たす下水道の役割（2）

H26.1.14  模擬講義の実施

ヴィアーレ大阪 ☆下水道の重点施策

参加者5名 ☆下水道の資源利用

H26.1.14  模擬講義の実施

ヴィアーレ大阪 ☆大阪市の下水道・誇るべき先人達の知恵

参加者9名 ☆水質実習

 修正後のパワーポイントの確認等

第４回

第１回

第２回

第３回

表-2 講師会議の開催 
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Ⅲ.カリキュラムとテキスト 

 

過去２回のアンケート結果を踏まえ、今年度

の講座は、下水道の役割や仕組み、下水道の施

策等を幅広く紹介する、ベーシックなカリキュ

ラムとしました。 

なお、過年度と異なり、今年度は４回連続講

座を３回連続講座に短縮しましたが、内容が希

薄とならないようにカリキュラムを組み立てる

とともに、過年度と同様、講義に見学、実習、

ディスカッションを組み合わせる「参加型」と

しました。 

なお、テキストは初年度（平成 23年度）に作

成した講座用テキスト「下水道入門」に時点修

正を加え、第 3刷として参加者に配布しました。 

 
 
 

第３回下水道市民講座カリキュラム 

日程 教科と内容 時間配分・担当 

１回目 

(2/8) 

 

13：30 
～ 

16：30 

開講式 【20 分】 

・主催者あいさつ(NPO 水澄・理事長) ・NPO 水澄(高柳枝直) 

・オリエンテーション ・NPO 水澄(小沢、楠本) 

水環境に果たす下水道の役割(1) 
・下水道の歴史、下水道の目的、下水道財政等 

【40 分】 
・NPO 水澄(菅野悦次) 

休憩 【5分】 

水環境に果たす下水道の役割(2) 
・下水道の仕組み（管渠・抽水所・処理場） 

【40 分】 
・NPO 水澄(楠本光秀) 

休憩 【5分】 

下水道施設の見学 
・海老江下水処理場の見学 

【1時間 10 分】 
・NPO 水澄(案内：村上、岡
田)(引率：武副、中山) 

２回目 

(2/15) 

 
13：30 
～ 

16：30 

下水道の資源利用 
・消化ガス、汚泥、処理水、用地の有効活用等 

【45 分】 
・NPO 水澄(宮崎隆介) 

休憩 【5分】 

下水道の重点施策 
・浸水対策、合流改善、改築・更新、耐震化等 

【45 分】 
・NPO 水澄(小沢和夫) 

休憩 【10 分】 

水質実習 
・下水を処理する微生物観察と水質実習 

【1時間 15 分】 
・NPO 水澄(嶋岡、加藤、六鹿、

菅野、橋本、武副、中山) 

３回目 

(2/22) 

13：30 

～ 

16：30 

特別講義 
・大阪市の下水道・誇るべき先人達の知恵 

【50 分】 
・NPO 水澄(高柳枝直) 

休憩 【10 分】 

下水道クイズタイム 
【25 分】 
・NPO 水澄(小沢和夫) 

休憩 【5分】 

フリーディスカッションとアンケート 
・下水道に関するテーマ２題について意見交換 

【50 分】 
・NPO 水澄(大西、永持、宮崎) 

休憩 【10 分】 

閉講式 【30 分】 

・終了証書授与 ・NPO 水澄(高柳、武副) 

・主催者あいさつ(都市技術センター) ・都市技術センター 
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Ⅳ.参加者の募集と応募結果 

 

１．参加者の募集 

昨年度の課題を踏まえて、これまで行ってき

た「大阪市の区政だより（平成 26年１月号）」、

「下水道科学館へのポスター掲示」、「下水道科

学館と NPO 水澄のホームページ」に加え、より

広範に参加者を募集すべく、「市民学習センタ

ー」５か所、「市立図書館」４か所、「クレオ大

阪」５か所に、それぞれ募集案内チラシを配置

しました。 

また、これまで参加対象者を市内及び府内在

住・在勤者としてきましたが、今年度は、対象

を「下水道に興味をお持ちの方」として募集し

ました。 

この他、過去２回は平日で２ヵ月（４回連続

講座）に亘り開催してきましたが、より参加し

易くするために、開催日を毎週土曜日として、

１か月以内（３回連続講座）で終えることにし

ました。 

 
２．応募結果 

この結果、右表のとおり 23名の応募者があ

り、このような取り組みに一定の効果があった

と判断されます。 

なお、応募者は 23名でしたが、その後に 4

名の方が参加を辞退され、講座は 19名で実施

することになりました。 

19名の内訳は、50歳代が 4名、60歳代が 8名、

70歳代 4名、80 歳代 3名と 60 歳代が中心で、

男女別では、男性 16名、女性 3名となりまし

た。 

参加者の住所地は、市内居住者が 15名、市

外居住者が 4名でした。 

 

Ⅴ.講座の実施 
 

１．参加者 

各回の参加者の集計は右表のとおり 15 名前

後であり、３回の延べ受講者数は 46名でした。 

 
２．第１回講座（H26/2/8）「開講式」に続き、

「水環境に果たす下水道の役割(1)」と題して 
 

 
 
 
 

 
 

 
講義を行いました。国内外の下水道の歴史、下

水道に求められる役割、下水道の財政について、

回数 男性 女性 計 

第１回 15 名 2 名 17 名 

第 2回 12 名 2 名 14 名 

第 3回 13 名 2 名 15 名 

計 40 名 6 名 合計46名 

 

参加者集計表 

年齢 男性 女性 計 

50 代 4 名 － 4 名 

60 代 6 名 2 名 8 名 

70 代 6 名 － 6 名 

80 代 3 名 － 3 名 

不詳 1 名 1 名 2 名 

 計 20 名 計 3名 合計23名 

 

募集者集計表 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

127 
 

下水道を知る上で欠かせない内容を幅広く紹介

しました。 

その後、休憩を挟んで「水環境に果たす下水

道の役割(2)」と題して、下水の排除方式（分

流式と合流式）、管渠・抽水所の仕組み、下水

処理場における水処理・汚泥処理のプロセスな

どを紹介しました。これら講義の後には、熱心

に質問される方もおられ、参加者の皆さんにと

って有意義な講義となったようでした。 

その後、海老江下水処理場の施設を１時間程

度見学しました。見学の直前までみぞれが降る

生憎の空模様だったため、予定していた見学コ

ースを短縮して、ポンプ場を中心に下水処理場

の施設を見学しました。これまでに、他の下水

処理場を見学された方も数人おられたようで

すが、汚れた水が綺麗な水になるプロセスを肌

で感じていただけたようで、より深く、下水道

の役割を理解いただけたと思います。 

 

 

３．第２回講座（H26/2/15） 

最初の講義は「下水道の資源利用」と題して、

下水道の持つ資源（処理水、汚泥、消化ガス、

下水熱など）の有効活用について、全国的な取

り組み事例を紹介しました。 

休憩を挟み次の講義は「下水道の重点施策」

と題して、主に大阪市における「浸水対策」、「合

流式下水道の改善」、「老朽施設の改築」の３点

について、その取り組みと成果を紹介しました。

これらの講義内容については、参加者の皆さん

にとって初めて聞く内容も多かったようで、メ

モを取りながら熱心に聞き入っている方、積極

的に質問される方もおられ、下水道の広範な役

割を理解していただけと思います。 

水質実習は参加者を 5～6名毎に 3班に分け、

海老江下水処理場の活性汚泥を用いた「顕微鏡

による微生物観察」、米のとぎ汁やみそ汁など

を使った「パックテスト」と「COD測定」、トイ

レットペーパーとティシュペーパーの溶け方

を体感するための「紙の溶解性比較実験」を行

いました。内容が盛り沢山で、１時間 15 分と

いう実習時間があっという間に過ぎたようで、

参加された方々には貴重な体験と水質に関す

る知見を得ていただけたと思います。 

 

 

４．第３回講座（H26/2/22） 

講義は、「大阪の下水道・誇るべき先人達の

知恵」と題して、大阪市の近代下水道の歴史に

ついて、関一市長の功績を始め、事業を進める

に当っての独自の工夫、目標を達成するための

現実的対応など特徴的な点について紹介しま

した。 

その後、講座を復習する目的で、講座の重要

ポイントを択一式のクイズ形式で出題し、参加

者に挙手で回答いただく「下水道クイズタイム」

を行いました。全員がほぼ正答し、参加者の理

解度は高かったと評価されます。 

引き続き、参加者を３つの班に分けて「フリ

ーディスカッション」を行いました。テーマは

昨年度と同様に「下水道のＰＲ」と「下水処理

場のネーミング」の２題です。どの班も時間が

足りないくらい議論が盛り上がり、市民ならで

はの貴重な意見も出ていました。 

写真２・水質実習の様子 

写真１・海老江下水処理場見学の様子 
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その後、簡単なアンケートに答えていただき

ました。 

最後に「閉講式」を行い、参加者（講座に２

回以上参加された 15 名の方）に終了証書と記

念品を授与し、第 3回下水道市民講座の幕を閉

じました。 

 

 
Ⅵ.講座の効果 

 

本年度も、多くの方に「下水道ファンになっ

て貰う」ことを目的に、第３回「下水道市民講

座」を開講しました。 

先に述べたとおり、本年度は、募集チラシを

市内各所に配置し、広範に参加者を募集したと 

 

 

ころ、23名の方に応募いただきました。定員

の 30 名を超える申し込みを期待していまし

たが、取り組みに対する効果としては、若干、

期待外れの感は否めないものの、昨年度に比

較すると大幅な増と評価できなくもありま

せん。 

アンケートでは、「良い内容でした。テキス

ト、実験も充実していてよかったです」、「今

回の参加でより必要の大切さがわかった」、

「下水道について理解が深くなった」、「大変

有意義でした」等々の感想・意見が述べられ

ており、本講座に参加された方々には高い評

価をいただき、効果的な下水道ＰＲに役立てる

ことが出来たと評価されます。 

今後も、このような講座を継続的に実施して

いくことが、市民の方々に下水道への理解と認

識を深めていただくことに繋がり、ひいては下

水道事業の持続的な推進・発展への一助になる

と確信しています。 

 
 
 
 

調  査  部  会 
部会長 菅野 悦次 

 
 
Ⅰ 平成 25年度における活動 

 
1. 大阪市下水道事業誌第 4巻編纂支援事業 

大阪市下水道事業誌 No4 が、（一財）都市技

術センター(以下 センター)の自主事業により

編纂されることとなりました。センターはこの

事業をかつて下水道事業に従事した OB 職員の

協力を得て実施することとし、その取りまとめ

と編纂に関する実務作業を「水澄」(以下 NPO)

の支援により行うこととなりました。 
NPO は、調査部会に編纂事業を支援するプ

ロジェクトチーム「実務検討グループ」を設置

し、編纂委員会の開催、協力 OB 職員の獲得活

動、資料収集に向けたグループ活動、市岡作業

所の整備や建設局・都市技術センターとの連

絡・調整等の業務などを通じて、編纂支援の活

動を行いました。 
主な活動とその概要は次のとおりです。 

写真３・ディスカッションの様子 

応募者数の変遷 

年度 男性 女性 計 

H23年度 14 名 16 名 30 名 

H24年度 9 名 4 名 13 名 

H25年度 20 名 3 名 23 名 
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(1) 編纂委員会の開催 
 大阪市下水道事業誌第 4 巻編纂委員会が平成

開催されました。NPO はこれに委員として参

画し、基本方針など編纂の重要事項を決定しま

した。 
編纂委員会委員（7 名）  
建設局：福井理事、城居部長 
都市技術センター：山根理事長 永持常務理事 
NPO：高柳理事長（編纂委員長）、楠本理事、

菅野理事 
事務局：都市技術センター 

(2) 執筆企画グループ会議の開催 
 事業誌編纂にかかる基本方針や企画等の重要

事項を検討し、収集資料に基づいて執筆する執

筆企画グループ会議を２回（４月 16日(準備会)、

８月 20日(第 1回)）開催しました。 
(3) 実務検討グループの開催 
 局に保管される資料の収集、整理や、資料収

集・保管作業に協力していただける OB 職員の

獲得、資料収集グループによる収集活動など、

事業誌編纂に必要な準備段階の諸作業に当たり

ました。また、局・センターとの協働による編

纂作業を行うために、連絡・調整等の事務局業

務に当たりました。このため平成 25 年度にお

いて 14 回の実務検討グループ会議を開催しま

した。 
(4) OB 職員の協力勧誘活動 
 本市下水道事業を熟知する OB 職員に対して、

現在でしか行い得ない編纂事業の重要性に理解

を求め、現在の事業を構築した先輩職員として

将来を担う後輩職員に事業の記録を残す意義と

責務の喚起を目的として、NPO 総会（4 月 23

日）、下水道 OB 会（5月 21日）、扇友会夏期総

会（7 月 8 日）において、チラシを配布し事業

誌作成への協力と参加を呼び掛けました。 
(5) 説明会の開催 
 事業誌作成に協力の意思を表明した OB 職員

に対して、作業の具体的な内容等を紹介するた

めに「説明会」を開催しました。説明会は都市

技術センターの主催により、平成 25 年 8 月 22

日下水道科学館において開催しました。 

出席要請に応じた 35名の OB が参加し、下記

の資料収集グループの活動を通じた収集作業に

協力していただきました。 

(6) 覚書の締結 
建設局と都市技術センターによる覚書「下水

道事業誌編纂に関する覚書」が平結されました。

これを受けて都市技術センターと NPO は「大

阪市下水道事業誌編纂のための作業に関する覚

書」を同７月１日に締結しました。 
「下水道事業誌編纂に関する覚書」ならびに

「大阪市下水道事業誌編纂のための作業に関す

る覚書」は、すいちょうホームページに収納し

ました。 
(7) 資料収集グループ 
 局に所蔵される資料を収集し重要資料を将来

に向けて保管・継承するために、下水道事業を

熟知し編纂事業に協力の意向を有する OB 職員

を中心として、事業ごとに資料収集グループを

設置しました。 
グループは浸水対策や水質保全等の建設事業、

施設の運転・保持に係る維持管理事業や、その

他経営、組織、体制などの分野において 22のグ

ループを設置しました。各グループには事業を

熟知する OB 職員が参画し、収集すべき資料の

選定等に当たりました。 
資料収集グループの事業分けを別表に示しま

す。 

メンバー数 事務局

個  別
（協力OB
職員）

(実務検討グ

ループメン

バー）

6 六鹿

10 小沢

7 武副

5 菅野

5 六鹿

5 楠本

5 楠本

5 小沢

5 六鹿

4 楠本

維持管理体

制、組織構

成の変遷

6 菅野

4 小沢

9 中山

5 菅野

7 菅野

4 楠本

3 菅野

6 菅野

3 菅野

6 武副

3 六鹿

地震対策 5 小沢地震対策

経営、行政
財政、財源と支出

行政（組織、体制、条例）

新技術等

新技術（技術開発、共同実験、

        新工法）

海外技術協力

情報システム

人材育成（研修）

下水道科学館＋場内緑化

＋カラーテク

改築・更新事業

維持管理

概      要

管渠の維持管理

処理場、抽水所の維持管理

工場排水規制、水質使用料

水質管理

分 類

事      業

全     体

建  設

概        要

浸水対策

事業

大規模幹線＋ポンプ場

きめ細かな浸水対策

水質保全

事業

合流改善

高度処理

高温高濃度消化＋汚泥集

中＋MSC

アメニティ

事業

下水道資源利用

上部利用
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(8) 市岡作業所の設置（都市技術センター管理

施設の借り受け） 
資料の収集と整理、評価・取りまとめ等の作

業や、各種資料の保管を目的として、また、打

合せや執筆等の作業場所として「大阪市下水道

事業誌編纂のための作業に関する覚書」に基づ

いて、都市技術センター市岡事務所の一部を借

り受け「市岡作業所」としました。これにより、

OB 職員が協力作業を行うための作業場所を確

保、整備しました。 
(9) 収集資料の貸し出し請求 

 実務検討グループや資料収集グループの検討

に基づいて、建設局に対して過年度における下

水道事業の執行に関する資料の貸し出しを請求

しました。請求は都市技術センターを経由して、

平成 25年度において 2回行いました。 

第 1回請求  平成 25年 11月 19日 

第 2回請求  平成 25年 12月 18日 

請求した資料の詳細を、すいちょうホームペー

ジに収納しました。 
(10) 保管資料の作成 
 貸し出しを受けた資料は、将来に向けて保管

するためにコピー等の作業を実施しました。 
製本資料等についてはコピーを外部業者に委託

発注して行いました。（都市技術センター発注）

今後局から貸し出しを受ける資料について、効

率的な保管資料の作成（コピー）作業が重要な

課題となっています。 
 
2．国際支援・協力事業 

   －大阪市 JICA 研修への参画と協力－ 
(1) 主な経緯と目的 
 平成 3 年大阪市は、全国の自治体として初め

て下水道を専門とする JICA 集団研修「下水道

維持管理・都市排水コース」を開始しました。  
研修はその後、運営主体を大阪市から都市技

術センターに移して現在も継続して行われてい

ます。 
 同研修では単なる技術情報の提供にとどまら

ず、整備の基本や手順、またそれを支える下水

道技術など、各国の状況に応じた整備の推進に

実効を有することを目指すこととしています。 
大阪市の下水道整備の経験に基づいて、これ

に資する知見や情報の提供を目的として、都市

技術センターの要請により同研修に参加し意見

交換を行いました。 
(2) 支援活動 

① 平成 26年度 JICA集団研修「下水道維持管

理・都市排水コース」の概要 

研修期間 平成 25年 9月 9日～11月 16日 

研修員 13 名(12 カ国)（アゼルバイジャン、

コスタリカ、エチオピア、イラク、モーリシ

ャス、パキスタン、パプアニューギニア、セ

ルビア、南アフリカ、スリランカ、ジンバブ

エ、フィリピン(２名)） 
②「大阪市 OB 職員と JICA 研修員との意見

交換会」の開催 
交換会は平成 25年 10月 31日（木）下水道

科学館において開催されました。大阪市 OB
代表として NPO より高柳、楠本、菅野の３

人が出席しました。下水道に着手し事業整備

を行う際の基本的な考え方や整備手順などに

ついて、大阪市下水道の経験に基づく知見や

意見を提供しました。研修員からも積極的な

質問や意見の表明があり活発な交換が行われ

ました。（写真(意見交換風景)） 
 

 
③ 資料等 
意見交換に際して、大阪市の下水道整備の

経緯や基本理念に関して NPO より提供した

諸情報を加えて、パワーポイントを用いてセ

ンターより情報提供が行われました。 
この資料（PP）は、すいちょうホームペー

ジ「会員専用書庫」に収蔵されています。 
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Ⅱ 平成 26年度活動予定 

 
1．大阪市下水道事業誌第４巻編纂支援事業 
 平成 25 年度に引き続いて事業誌編纂支援事

業を継続して実施します。 
資料収集グループを中心として局資料の貸し

出しと保管資料の作成に当たるとともに、平成

26 年度に予定する執筆企画グループを中心と

する執筆作業に着手し、年度末を目途に一次原

稿の作成を目指します。 
また、市岡作業所に替わる新たな作業所を速

やかに立ち上げ、適切に整備、運営します。 
これらにより、円滑な資料収集、執筆・編纂作

業が行われるよう、局、センターと堅密に連携

します。 
2．大阪市 JICA 研修への参画と協力 

JICA 集団研修「下水道維持管理・都市排水」

コースへの支援を初めとして、センターが事務

局を務める OWESA を通じた「水ビジネス協力

事業」において、センター要請等に基づいて協

力活動を展開します。  
 

 
 
 

研  究  部  会 
部会長 楠本 光秀 

 
 
≪講演会・シンポジウムを開催しました≫ 

 
テーマ：『下水道とエネルギー』 
日時：平成 25年 11月９日(土)  

13：30～16：30 

場所：大阪市下水道科学館 
主催：(一財)都市技術センター 
  NPO 法人日本下水文化研究会関西支部 
  NPO法人下水道と水環境を考える会・水澄 
参加者：44名 
司会進行：福智真和氏 

（NPO 法人日本下水文化研究会関西支部） 
 

(一財)都市技術センター理事長山根和夫氏が

開会挨拶を行った後、大阪府都市整備部下水道

室事業課長補佐、兵庫県県土整備部土木局下水

道課長から来賓の挨拶を頂きました。 
その後、大阪市立大学の貫上教授、大阪市建

設局の安井課長代理のお二人に講演を頂きまし

た。 
講演終了後、(一財)都市技術センター常務理

事永持雅之氏がコーディネーターを務め、講演

者と参加者とが意見交換を行いました。 
 
 

○講演Ⅰ：大阪市立大学大学院教授 

 貫上佳則氏 

  「下水道とエネルギー・資源」 

 
・下水道の目的は、「都市の健全な発達」「公衆

衛生の向上」「公共用水域の水質保全」である。

近年、下水道が有する「資源」の利用や下水

道が「再生可能エネルギーの創出拠点」であ

ることが、新たな機能のひとつとして期待さ

れている。 
・下水処理水は、都市部では特に貴重な水資源

である。 
・下水汚泥は、約 80％の有機物と 20％の無機物

で構成される。有機物は、緑農地利用やエネ

ルギー利用が可能であり、無機物は建設資材

利用が可能である。 
・下水汚泥の有効利用率は、20年前は 20％程度

であったが、現在は 80％を超えている。 
 最も多いのが、セメント原料としての建設資

材利用である。 
・下水汚泥中の無機物を有効利用する方法とし

ては、土壌改良土、セメント原料、軽量骨材、

ブロック・タイル、透水性レンガ、路盤材、

陶管などがある。 
・セメント製造には多量の廃棄物が利用されて



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

132 
 

おり、計算上は下水汚泥全量を有効利用し得

る量である。 
・下水汚泥の無機分中には、枯渇資源であるリ

ンが高濃度で含まれている。汚泥からリンを

回収する技術が注目されている。 
・下水汚泥中の有機物を有効利用する方法とし

ては、コンポスト、炭化物、バイオガスなど

がある。エネルギー利用をする場合は、再生

可能エネルギーとされている。 
・下水汚泥固形分の約 80％を占める有機物の有

効利用は 23.4％に過ぎず、エネルギー利用は、

13.7％にとどまる。 
・バイオガス利用例として、発電事業、都市ガ

ス導管注入事業が紹介された。 
・バイオガス回収量を増やす工夫例として、消

化タンクに下水汚泥以外のバイオマス、例え

ば生ごみなどを投入することが紹介された。 
・下水汚泥を地域のバイオマスと一体的に活用

している例として、石川県珠洲市及び富山県

黒部市の事例が解説された。 
・下水汚泥の固形燃料化は、火力発電所の石 
 炭代替燃料として期待されている。 
・下水汚泥中の有機物をエネルギーとして活用

する以外に、下水熱利用や下水が流れる落差

を利用しての発電などのエネルギー活用があ

る。 
・下水の水温は、外気温に比べ、夏は低く、冬

は高いので、空調熱源として活用することが

期待される。特に、既存の下水管を流れる下

水を用いると熱のロスやコストの削減が可能

である。 
・未処理下水の熱利用事例として、東京の後楽

1 丁目地区が紹介された。 
・放流水と放流先の落差を期待した小水力発電

の例が示された。 
・下水処理場の管理棟屋上や処理施設の上部を

利用して、太陽光発電や風力発電を導入する

ことは可能である。 
・下水道における低炭素・循環型システム構築

のために新たな取り組みとして、B-DASH プ

ロジェクト（下水道革新的技術実証事業）が

実施されている。 
・大阪市内では、「超高効率固液分離技術を用い

たエネルギーマネージメントシステム」と「管

路内設置型熱回収技術を用いた下水熱利用」

の 2 プロジェクトが実施されている。 
・環境省の「平成 25年度 CO2 排出削減対策強

化誘導型技術開発・実証事業」に採択された

「太陽熱・下水熱・汚泥熱などの未利用エネ

ルギーを活用した消化プロセスの高効率化プ

ロジェクト」について解説された。 
・下水道は、従前の雨水対策と汚水対策を行な

うだけでなく、防災対策や低炭素社会の実現

に向けた対応が期待される。 
 

 
○講演Ⅱ：大阪市建設局下水道河川部 

水環境課長代理 安井幹人氏 

「下水道とエネルギーの大阪市の取り組み」 

 
・大阪市下水道の主な重要課題は、浸水対策、

合流改善対策、老朽施設の改築更新である。 
・東日本大震災以降、災害に強いエネルギー対

策の重要性が高まったことから、「大阪市建設

局・地震津波対策 基本プラン(下水道)編
（案）」を策定し、その中で「大阪市下水道・

スマートエネルギーシステム基本構想」を打

ち出した。 
・基本構想の骨子は、設備の改築更新に合わせ

た省エネルギー対策の推進と未利用エネルギ

ーの更なる活用に向けた技術開発である。 
・上記スマートエネルギーシステム構築に際し

求められる対策は、次の 3 つである。 
 ①省エネルギー対策：改築更新時の設備改善 
 ②創エネルギー対策：消化ガス利用、下水汚

泥利用、下水熱利用、太陽光発電 
 ③下水道スマートグリッドの構築 

貫上氏の講演 
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・消化ガス利用の一つである発電事業の代表事

例として、PFI 事業(BTO)で実施した「津守

下水処理場消化ガス発電設備整備事業」が紹

介された。 
・津守消化ガス発電事業の概要は、次の通りで

ある。 
 事業費：約 48億円 

（建設 18億円、運営 30億円） 

 運営期間：平成 19年 10月～平成 39年 3月 

（20 年間） 

 計画発電量：年間 1,300万 kWh 
 計画 CO2 削減量：年間 4,200ｔ 
・津守発電事業の実績は、発電量、CO2削減量

ともに計画値を上回っており、平成 23年度の

エネルギーコスト削減額は、6,200 万円であ

る。 
・下水汚泥をエネルギー利用する事業として、

「平野下水処理場汚泥固形燃料化事業」が紹

介された。 
・平野汚泥燃料化事業の概要は、次の通りある。 
 事業手法：PFI 事業 BTO 方式 
 事業費：約 177億円 

（建設 59億円 運営 118億円） 

 運営期間：平成 26年 4月～平成 46年 3月 

（20 年間） 

 計画処理量：10,890ｔ-DS／年 
 生成物量：炭化燃料化物 8,558ｔ-DS／年 
 炭化燃料化物買取価格：100円／ｔ 
・下水熱の有効利用について、平成 24 年度に

B-DASH プロジェクトに採択された実証研

究が紹介された。 
 事業名称：管路内設置型熱回収技術を用いた

下水熱利用に関する実証研究 
 実施者：積水化学・大阪市・東亜グラウト 

共同研究体 
・民間事業者が、広く下水熱を利用できるよう

に法整備もなされたことから、今後の普及展

開が期待される。 
 
 
○シンポジウム（意見交換） 

 回答者：大阪市立大学大学院教授 

 貫上佳則氏 

     大阪市建設局下水道河川部 

水環境課長代理 安井幹人氏 

進行役：(一財)都市技術センター 

常務理事 永持雅之氏 

 
（質疑例） 
Q．汚泥を炭化燃料化する場合、生汚泥と消化

汚泥のどちらが優位か？ 
A．生成物の発熱量だけをみると、生汚泥の方

が高いので優位と考えられる。しかし、炭化

には燃料を必要とするため、生汚泥の場合は

化石燃料を消費せざるを得ないが、消化汚泥

の場合は消化ガスを燃料として利用できる

ので、温暖化ガス削減の見地からは消化汚泥

のほうが優位と考えられる。 
・その他にも多くの質問が出され、活発な意見

交換会となった。 
 

 
≪平成 25年度『水環境をかたる会』を開催

しました≫ 

 
日時：平成 26年 3月 8日（土）14：00～16：30 

場所：大阪市下水道科学館 
主催：(一財)都市技術センター 
  NPO 法人日本下水文化研究会関西支部 
  NPO法人下水道と水環境を考える会・水澄 
協賛：関西水環境ネット 

(大阪府河川ボランティア、大阪府下水道

ボランティア、水道事業活性化懇話会、

NPO 法人びわこ・水ネット、NPO 法人

京都・雨水の会、NPO 法人野生生物を

調査研究する会、恩智川環境ネットワー

ク会議、NGO 地球環境広場) 
参加者：31名 
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司会進行：宮崎隆介氏（NPO 法人下水道と水

環境を考える会・水澄） 
 

(一財)都市技術センター理事長山根和夫氏が

開会挨拶を行った後、話題提供者のお二人が、

それぞれのテーマで講演を行いました。テーマ

ごとに質疑応答の時間を設け、参加者と話題提

供者が意見交換を行いました。 
 
○テーマⅠ：NPO 法人下水道と水環境を考える

会・水澄 六鹿史朗氏  

『水と遺産と歴史と環境を探訪する』 

 
昨年、NPO 水澄内に発足した「水環境探訪

部会」の活動報告である。 
当部会の活動方針は、次の通りである。 

・水環境(河川・湖沼・上下水道施設など)を探

訪して、その現状と意義などを考察する。 
・その地域の近代遺産や史跡・寺社仏閣を訪れ

て、歴史的な背景などを考察する。 
・探訪・考察の成果をＮＰＯ水澄機関誌「ちん

ちょうち」、ホームページ、講演会などで発信

する。 
・ウォーキングで、楽しみながら体力増進を図

る。 
・同様の活動を行う他ＮＰＯ団 体等との連携

を図る。 
 
本日は、第 1 回と第 2 回の探訪を報告する。     
 

①大和川・石川と古市古墳群 
 探訪ルートは下記の通りである。 
大和川付け替え地(出発)～石川河川敷～道明

寺と天満宮～古市古墳群～葛井寺(着) 
・古大和川は、生駒山系を抜け石川と合流後北

に流れ、さらに淀川(旧)と合流して大阪湾に

注いでいた。 
・度重なる洪水被害に窮した農民は、江戸時代

になり庄屋の中甚兵衛らを中心に大和川の付

替えを幕府に請願した。 
・1704 年(元禄 17年)2月に付替え工事に着手し

た。 
・工事は堺(海側)から着手し、延長 14.3km、川

幅 180m、堤防高 5m の工事を 225 日で竣工

させた。工事費は、7 万両、現在価格で 140

億円程度とされている。 

・大和川は奈良県を上流域とするが、昭和 40

年代から流域の開発が進み、急激に水質が悪

化した。結果、汚濁河川の代表格になった。 
・大和川の水質改善に向け、流域の自治体及び

住民が下水道の整備や環境整備に連携して取

組んだ結果、近年、環境基準を達成するまで

改善された。 
・例えば、奈良県の下水道普及率を見ると、昭

和 50 年で 7.4％であったのが平成 24 年末に

は 76.1％に向上した。下水道の貢献は非常に

大きい。 
・古市古墳群は、応神陵など 44基の古墳が点在

する。 

・仁徳陵など 43基の古墳を有する百舌鳥古墳群

と古市古墳群が一体となって、世界文化遺産

の登録に向けて取組んでいる。 
・今回のゴール近くの葛井寺(ふじいでら)内に、

烏樞沙摩(うすさま)閣というトイレを発見し

た。不浄を清浄に変える徳があるという烏樞

沙摩明王から名付けられた。 
 
②琵琶湖疏水と逢坂山 
探訪ルートは下記の通りである。 
旧東海道・髭茶屋追分～逢坂山関祉～東海道

本線旧線・逢坂山隧道～琵琶湖疏水 
・逢坂山は古来より交通の要衝で、かつては京

の東の守りとして関所が置かれた。 
・東海道旧本線の逢坂山隧道は鉄道記念物であ

り、土木学会が近代土木遺産ランクＡに指定

している。 
・逢坂山隧道は、日本人技術者だけで設計及び

施工された初めての山岳鉄道トンネルで、現

存する最古の鉄道トンネルである。1878 年

(明治 11年)10月に工事に着工し、1880年(明

治 13 年)6 月に竣工した。長さ 664.8m の煉

瓦作りのトンネルである。 
・琵琶湖第１疏水は国史跡で、土木学会が近代

土木遺産ランクＡに指定している。 
・疏水は、琵琶湖三保ヶ崎の取水口から長等山

隧道を経て蹴上を通り鴨川に至る延長約

9.3km の運河である。建設には 125 万円(現

在の1兆円)という莫大な費用と5年の歳月を
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かけて 1890年(明治 23年)3 月に完成した。 
・疏水が京都の復興に大きな貢献をした。 
・日本最大の湖である琵琶湖は、京阪神の水が

めであり、多様な生態系を有する貴重な水環

境資源でもある。 
・琵琶湖の水質は、工場や家庭からの排出規制

や下水道整備などの総合的な取り組み結果に

より、高度成長期に比べ水質が大幅に改善し

た。 
・しかし、近年の水質は横ばい状態にあり、ア

オコが毎年のように発生している。そのため、

下水道の更なる高度処理化や農林水産分野か

らの研究等、総合的な取組みが求められる。 
 

 
○テーマⅡ：京都産業大学名誉教授 

 勝矢淳雄氏 

『合流式下水道による鴨川の汚濁と 

行政の対応』 

「水に関すること」と「広い意味でのまちづ

くり」を基盤に研究を続けてきた。 
今回のテーマは、“鴨川の水はきれいになった

のに、川底が汚濁しているのは何故か”という

疑問から始まっている。 

・鴨川は、昭和 40年をピークに水質汚濁の問題

を抱えていたが、近年は BOD の年平均値が

1.0 ㎎/ℓ以下と改善されている。下水道の普

及も大いに貢献している。 
・水質は改善されているのに、何故川底に汚濁

物が堆積しているのか疑問を持った。 
・数年考えて導いた仮設は、合流式下水道の雨

水吐きからの汚濁物の河川への流出だった。 
・そこで、雨水吐きからの汚濁負荷量の調査を

開始した。 
・実測データの開示等を行政に求めた。度重な

る折衝は、行政側の不誠実な対応に終始した。 
 

 
 （勝矢氏の主張） 
・合流改善を行い、汚濁負荷が「分流並み」に

なったとしても、雨水吐きからのし尿の流出

は避けられず、衛生上の問題は解決しない。 
・100 年かかっても分流式下水道への切り替え

が必要である。 
・行政は事実を開示し、将来に向っての建設的

な方向を考えるべきである。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

六鹿氏の講演 

勝矢氏の講演 

イラスト：森岡 進 
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水環境探訪部会 
部会長 田中 健三 

 
 
１．平成２５年度の活動報告 

 

部会が発足して初年度の平成 25 年度は探訪

会を３回開催しました。 

１) 第１回探訪会「大和川・石川を訪ねる」 

開催日時：平成 25年６月５日（水） 

     10:30～15:00（天候：曇り） 

探訪場所：大和川付替公園、石川河川敷・玉

手橋、道明寺、古市古墳群、葛井寺など 

歩行距離：約９km、近鉄・安堂駅～ 

近鉄・藤井寺駅 

参 加 者：13名 

記  録：初活動であったが、多くの会員の

参加をえて、無事に全員完歩できた。 

２) 第２回探訪会「琵琶湖疏水を訪ねる」 

開催日時：平成 25年 11月 17日（日） 

      10:00～15:30（天候：晴れ～曇り） 

探訪場所：月心寺、逢坂関祉、蝉丸神社、旧

東海道線・逢坂山隧道、琵琶湖疏水など 

歩行距離：約９km、JR山科駅～逢坂山～ 

JR大津駅 

参 加 者：12名 

記  録：日曜開催に変更し、休憩の増加や

短縮ルートの設定などの改善を行った。 

３) 第３回探訪会「処理水再利用施設を訪ねる」 

開催日時：平成 26年４月６日（日） 

    9:45～15:45（天候：曇り/小雨～晴れ） 

（当初予定の３月 30 日が悪天候のため１週

順延して開催した。） 

探訪場所：難波宮址、大阪城外堀、真田丸址、

高津宮、生國魂神社、天王寺七坂など 

歩行距離：約 10km、谷町４丁目駅～ 

天王寺公園 

参 加 者：13名 

記  録：会員以外から初めて 2名の参加が

あった。 

初企画で、学芸員の解説による難波宮址見

学を行ったが、好評であった。 

  【探訪会の写真は、107 頁をご覧ください。】 

 

２．活動計画 

 

1) 第４回探訪会の開催 

開催日時：平成 26年 9～11月頃を予定 

探訪場所：未定 

2) 今後の部会活動について 

次のことを実施し、活動内容の充実を図って

いく。 

・探訪会の PRや開催案内を広く発信し、多く

の人の参加をえる。 

・他団体等と連携した企画や、勉強会・講演

を組入れた企画を考える。 

 
          (文責：六鹿史朗) 

 
 

広  報  部  会 
部会長 寺西 秀和 

 
 
今年度の広報部会は、ロゴマークを決めるこ

と、ホームページの全面リニューアルを目標と

して取り組んできましたが、総会が６月に延び

たことなどから気の緩みができ十分な対応がで

きませんでした。 
ホームページにつきましては、使う側の皆さ

んからの要望が少ない中での対応となりました

ので、リニューアル後使っていただき、限界は
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ありますが修正等をしたいと考えております。 
また、要望があればホームページの利用の仕

方などの講習も行います。なお、ホームページ

運用管理規程は、現在素案を作成中です。 
 
１．ロゴマークについて 

 
 ロゴマークは、６名の方から応募いただき、

アレンジも含めて 15 点の提案をいただきまし

た。 
 現在、十数名の方で 
３点に絞り込みをし､

５月の理事会で決めて

いただくこととしてお

ります。なお、デザイ

ンはワードで作成して

おりますが、もう少し

パソコンの専門技術を

お持ちの方がおられれ

ば、その方に作成依頼

をするつもりです。 
 

 

２．ホームページについて                                     
(文責：河合壽夫) 

 
(1) HP Mizusumasiへの訪問者 

① 一般の人（会員も含みますが）が Google

や Yahoo という検索サイトでどういう文字列

で検索して HP Mizusumasi を訪問されたかを

2013 年 4 月から 2014 年 3 月までの月単位の

回数が 5回以上のものを集計しそのトップ 20

を表にしました。 

    

 

NPO 水澄関連の文字列が多いですが、なにわ大

放水路が２位で俳句の季語がらみか「みずすま

し」、「アメンボ」の文字列も相変わらず多いで

す。 

② 訪問者数にはいろいろな定義があるそうで

すが、 

Visit：単純に HP Mizusumasi にアクセスする

だけで１回とカウントする。延べ人数 

個別サイト数：同一パソコンからのアクセス

は日に何回アクセスしても１回としかカウン

トしない（日単位でリセット）。 

(過去 1年間のホームページ参照) 

(2) HP Mizusumasiのお問い合わせ欄への投稿 

お問い合わせ欄は何のためにあるのか不審に

思われているかたもいらっしゃるかもしれませ

んので、どういう役割をしているかご紹介しま

す。 

最近１年間の投稿内容です。（個人名や電話番

号、メールアドレスそれに会社名などは XXXX

で表示しています。） 

 

 

順位 回数 検 索 文 字 列 順位 回数 検索文字列
1 82 npo水澄、NPO水澄、水澄 11 8 結城庸介
2 75 なにわ大放水路 12 7 住之江抽水所
3 72 みずすまし　アメンボ　俳句 13 7 寝屋川流量

4 39
http://mizusumasi.rgr.jp
site:mizusumasi.rgr.jp

14 6 東成区　怖い話

5 26 導流壁　od 15 6 海老江下水処理場

6 26
ちんちょうち　NPO水澄
機関誌「ちんちょうち」

16 6 活性汚泥の黎明

7 15 水澄　季刊水澄 17 6 高柳枝直
8 13 此花下水処理場 18 6 抽水所
9 9 終末処理場とは 19 5 遺族 尻無川水門

10 8 河内平野水害 20 5 育和水害訴訟
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入会や意見については、HP管理人が主に対処

し、会員に知ってもらった方がいいと思われる

ものは、理事長や事務局長に、また、個人に関

するものはご本人にその旨連絡しています。 

件数は少ないですが、NPO 水澄への関心が深

まれば、外部からの連絡手段の役割も果たせる

のかなと思います。 

(3) 全面リニューアルについて、 

ぜんぜん、ご意見なりご要望が無いようなの

でどうしようか迷うところですが、６月からの

切替を目標にしています。 

リニューアルの大きな変更は、トップ画面上

部の「トップページ、水澄について、会の動き」

を、「トップページ」に集約し 5 項目にしたこ

とです。また、会員の方からの写真や絵画など

を載せたいと思っています。 

リニューアル実施については、最悪１週間程

度、うまくいけば２日ほどホームページの閉鎖

が必要になります。また、会員の方はログイン

すると、「◯◯のお部屋」というその人のみがア

クセスできるページがあるのですが、そこにデ

ータなどを保存されている方はバックアップを

とっておいてください。リニューアル後消滅し

ていた場合は、自己作業で復旧をお願いします。

合計
Visit

個別サイ
ト数

(述べ訪問

者数）

(何人の人がお

とずれたか） 平均 最大

4月 1897 781 63 183
5月 2333 1015 75 141
6月 2947 997 98 181
7月 2917 922 94 141
8月 2820 1037 90 143
9月 2728 1133 90 171

10月 2996 1251 96 156
11月 3129 1063 104 152
12月 2661 952 85 150
1月 5482 1066 176 394
2月 4565 970 163 309
3月 4451 1077 143 330

合計 38926 12264 107 394

一日当たりの
訪問者数

過去1年間(H25.5～H26.4.13)のホームページ

登録日時 コメントetc

2014/4/8

15:16:35

「XXXXX」の編集を担当しています。XXXX増刊号（X月XX日発行予定）で、XXXXXXXXXXXXX

について原稿依頼を申し上げたいのですが。TELXX-XXXX-XXXX

2014/3/19

4:29:55

NPO水澄御中 このたびは突然メイルいたし恐縮いたします。 私はXXXXXXXX管理事務所

(指定管理者:公益財団法人　XXXXXXXXX)のXXと申します。いちおう学芸員ということに

なっています。 一昨年の「ちんちょうち」に掲載された山野寿男様のご高論「河内平野

の変貌と寝屋川の歴史」を拝読いたし、来年度春5月下旬(という差し迫った予定になっ

てしまいましたが)の行事のひとつ「歴史講座」で寝屋川の治水史についてご講演をお願

いできないかと思案しております。 ところが不徳のいたすところで人脈にとぼしく、山

野様のご連絡先にたどりつけず、メイルを差し上げお尋ねいたす次第です。もし、不都

合なければ、山野様ご了解のうえでご連絡先を教えていただけないものかと存じます。

行事に先立つ広報の締め切りが今月末あたりになり、それまでに、山野様のご都合を伺

いたく存じますので、よろしくお願い申し上げます。ご返事はメイルでも私の携帯電話

(xx-xxxx-xxxx)でもけっこうです。XXXXの電話はXX-XXXX-XXXXですが出かけたり休んだ

りしていることがあります。 お手数なことで申し訳ありませんが、何卒よろしくお取り

計らいいただきますようお願いもうしあげます。 2014X.XX 　XX　XX

2014/2/3

11:38:08

お世話になっております。 大阪市XXXXXXX　XXと申します。 突然のご連絡、失礼いたし

ます。  ただいまXXXXXでは昭和30年頃に廃止された西浜抽水所（浪速区）について調べ

ているのですが、 情報があまり残っておらず困っております。 つきましては、西浜抽

水所についてご存知の方がいらっしゃいましたら、 ご一報いただけませんでしょうか。

主に西浜抽水所土木構造物の撤去に関する情報を探しております。  お手数をおかけい

たしますが、どうぞよろしくお願いいたします。  Xxxxxxxxx XX　XXX　 TEL　xx-xxxx-

xxxx E-mail　xxxx@xxxx.xxxxx.xx.xx

2013/6/27

1:19:08

貴水澄に入会致したくXXXX様のご推薦をいただきました。宜しくご高配のほどお願い申

し上げます.

2013/5/13

17:49:13

会員になっているらしいが、ログインIDなどは知りません。ログインしても、どんなメ

リットがあるか分からない。 最近の市組織の改編で、下水部局が分かりにくいうえ、新

会員加入も少ないのではないか？ できれば、返事ください。

「お問い合わせ」の実績
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ちょっと寄り道 ③ 

 

 

 

日本の下水処理施設の名称 

下水処理施設の名称は、ベスト 10（下表の着色部）に入っている名称が全体の施

設数の約 90％を占めています。全部で 70種類の名称があります。 （武ちゃん） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　日本の下水処理施設名称 　　　　　平成22年度｢下水処理統計｣より

名　　　称 箇所数 名　　　　称 箇所数

浄化センター 769 アクアクリーンセンター 1
終末処理場 95 アクアプラント 1
下水処理場 49 アクアランド 1
クリーンセンター 47 アメニティライフセンター 1
水処理センター 45 オーデュブール 1
処理場 26 クリーナップセンター 1
下水終末処理場 24 クリーン 1
下水道管理センター 23 クリーンピア 1
水質管理センター 15 クリエイトピュア 1
浄水センター 12 クリンピュア 1
浄化管理センター 9 シークリーン 1
浄水管理センター 8 水質浄化センター 1
水循環センター 8 せせらぎ 1
下水処理センター 7 せゝらぎランド 1
水再生センター 7 ダイヤモンドプレイス 1
水みらいセンター 6 ピュアセンター 1
環境センター 5 ピュアライン 1
浄水苑 5 プラント 1
下水浄化センター 4 ふれあい水センター 1
管理センター 4 リュミエール 1
処理センター 4 汚水処理場 1
アクアセンター 3 下水浄化工場 1
アクアパーク 3 下水道終末処理場 1
せせらぎセンター 3 環境保全センター 1
下水道センター 3 公共下水道管理センター 1
清流センター 3 公共下水処理場 1
都市環境センター 3 浄化苑 1
アクアステーション 2 水きよら館 1
下水管理センター 2 水環境保全センター 1
環境衛生センター 2 水再生プラザ 1
浄化プラント 2 水質管理ステーション 1
浄水園 2 星の子ステーション 1
水環境センター 2 清水園 1
水管理センター 2 清水苑 1
水資源再生センター 2 清流苑 1

計 1,241
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機関誌編集委員会の活動記録 
 
Ⅰ、概要報告     委員長 高柳枝直 
 
 25 年度の編集委員会は単年度の企画から長

期的な企画も検討することとし、機関誌６号の

企画とともに７号以後の企画も検討しました。 
 今回から機関誌の発行を４月から６月に変更

することで、編集業務の充実を図ると共に前年

度末までの活動報告が容易かつ充実したものに

なるように配慮しました。 

 現在までに５回の編集委員会を開催し機関誌

第６号の企画充実を図ると共に、「交流のひろば」

第４号および季刊誌８号９号 10 号を発刊して

おります。 
 
Ⅱ、班長報告 

   
１ 割付校正班    班長 寺西秀和 

年度途中で発行次期が２ヶ月延びたが、割

付校正にはそれなりの時間がかかった。 
今回も２回校正を編集委員にお願いしたが、

今まで以上に多くの意見、修正などをいただ

いた。委員さんも慣れてこられて校正のポイ

ントをつかんで頂いたことによるのかと思っ

ている。大変有難いことである。ただ、編集

技術がついていけず、要望に応えられないと

ころがあるのが残念である。 
２ 近況報告班    班長 楠本光秀 

下水道OB24名の方々が投稿下さり、平成25

年10月に「交流のひろば」第４号を発刊しま

した。 
３ 季刊誌班     班長 六鹿史朗 

機関誌発行時期の変更に伴い、平成 26年か

ら季刊誌の発行は、春号は３月、夏号は６月、

秋号は９月、冬号は 12月発行に変更します。 

 
Ⅲ、編集委員会議事録 企画班長 小沢和夫 
 
１、 第 1回編集委員会議事録 

平成 25年６月４日（火） 

ヴィアーレ大阪 5階 

出席者：５名 

【議事内容】 
（１）第５号の改善点について 

 企画を単年度計画から長期計画に変更 
・座談会等を長期的な企画とし、年度末の

集中事務を緩和する。 
 全体構成 

・仮製本による校正の効果があり、第５号

が最良の仕上りとなった。 
 仮製本について 

・仮製本は、送料込みで 1万円程度の支出

であった。（10部） 

・チェック期間をもう少し長くとれるよう

に、原稿締切りを正月明けとするなど、

全体工程にゆとりを持たせる。（年度末の

集中事務を緩和する。） 

 製本の送付先 

・印刷製本を複数場所に送付したが、送付

先が不明確。保管場所の明確化。 

 組織と活動記録の再検討 

・組織図に合せて、目次を「①組織と総会・

理事会報告」「②部会の活動記録」「③編

集委員会の活動記録」とする。 

・「①組織と総会・理事会報告」では、定款・

規定・覚書などの全てを、小さな文字フ

ォントでも構わないので一括して掲載す

る。 

・事務局報告は、総会・理事会報告とする。 

・「③編集委員会の活動記録」は、部会の活

動記録から独立させる。必要に応じて「班

長報告」を掲載する。 

（２）第６号・７号以後の企画 

1) 巻頭言執筆候補 

  ・顧問・役員等から、職種も勘案して人選

する。 

  ・若手の執筆も考慮する。 

2) 特別寄稿執筆候補 

  ・特別寄稿は、座談会と関連のある執筆も

あったほうが良いが、拘るものではない。

執筆打診は分担する。 
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3) 座談会 

  ・昨年度の企画「短時間活性汚泥法・高濃

度消化法」「きめ細かな浸水対策」を継続

検討する。 

・新たなテーマとして、「汚泥集中処理」「な

にわ大放水路工事編」「管渠工事（シール

ド事始め）」などを今後検討する。 

4) 特集 

  ・座談会と連動させるのが良い。 

  ・汚泥集中処理は、第 1回検討（送泥実験

と新たな圧力損失式の提案）と第 2回検

討（消化汚泥の集中処理、返流水処理、

環境アセスなど）に区分して取り扱うの

が良いかも。 

  ・浸水対策は、雨水流出量の見直し前（増

補幹線）をテーマとする案もある。 

  ・維持管理はいろいろな視点（管渠、処理

場・ポンプ場、水処理、工場排水規制、

職制の変遷等）で、座談会を含めて検討

する。 

（３）25年度の活動予定 

1) ちんちょうち「第６号」 

 ・年度末の作業輻輳を緩和すべく、原稿締

め切りを 12月末とする。 

  ・校正期間を十分取る。 

  ・発行は４月（定時総会で配布）とする。 

2) 季刊誌「水澄」 

・ホームページ掲載に加えて活字で冊子と

することを考える。 

  ・発行時期は、「ちんちょうち」と「交流の

ひろば」の送付時期に合せるように検討

する。 

3) 近況報告集「交流のひろば」 

・発行時期は季刊誌「水澄」の送付に合せ、

９月発刊を検討する。 

  ・具体的な編集工程等は、季刊誌班長と近

況報告班長で検討する。 

4) 編集委員会開催予定 

  ・第１回：６月４日 

  ・第２回：７月、執筆依頼検討、原稿募集

準備、次号企画、目次検討 

  ・第３回：８月、目次案決定、企画案進捗

管理、執筆依頼確認 

  ・第４回：９月、進捗状況確認、課題検討 

  ・第５回：１月、第 1回原稿校正 

  ・第６回：２月、第 2回原稿校正 

 

２、第２回編集委員会議事録 

平成 25年７月 16日（火） 

大阪駅前第 1ビル地下 1階 

出席者：６名 

【議事内容】 
（１）第６号の企画 

1) 巻頭言執筆候補への打診 

2) 特別寄稿執筆候補への打診 

  3) 座談会の企画 

  ・昨年度に引き続き、①「短時間活性汚泥

法・高濃度消化法」、②「きめ細かな浸水

対策」を継続検討する。 

・新たな長期テーマとして、①「汚泥集中

処理」、②「なにわ大放水路工事編」、③

「大阪市におけるシールド工事の歴史」

などを検討する。 

4) 特集の企画 

  ・「きめ細かな浸水対策」は打診する。 

  ・今後の長期特集テーマ候補：維持管理、

浸水区域の把握手法、マンホール蓋の変

遷、降雨情報システム 

5) ちょっと寄り道 

6) その他 

  ・挿画・写真は発刊の都度、余白などを考

して依頼している。 

・短歌、俳句、川柳なども収集してはどう

か。 

（３）班長報告 

1) 機関誌「ちんちょうち」 

  ・近々、原稿の募集案内（案）を小沢が作

成する。案が確定次第、ホームページに

アップする。 

  ・原稿の締め切りは 12月 15日（厳守）と

する。 

  ・メール会員にはオールミズスマシで周知

するとともに、「交流のひろば」送付時に

募集ビラを同封する。 

2) 季刊誌「水澄」 

  ・今年度から、発行時期を春号は４月発行、

夏号は７月発行、秋号は 10月発行、冬号

は１月発行に変更する。 
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  ・電子版は発行後ホームページに随時公開

し、活字版は４月の機関誌「ちんちょう

ち」と 10 月の「交流のひろば」送付時に、

二季分を同封して送付する。 

3) 近況報告集「交流のひろば」 

  ・締め切りは９月末を厳守する。 

  ・今年度の退職者には、電話等で連絡して

投稿を依頼する。 

 

３、第３回編集委員会議事録 

平成 25年９月３日（火） 

ヴィアーレ大阪５階 

出席者：８名 

【議事内容】 
（１）第６号の企画 

1) 巻頭言執筆候補への打診 

2) 特別寄稿執筆候補への打診 

3) 座談会の企画 

  ・「きめ細かな浸水対策」は、準備中。 

  ・９月下旬～10月初旬には座談会を開催す

る予定。 

  4) 特集の企画 

   ・第６号は「きめ細かな浸水対策」として、

５名に執筆を依頼する。 

  ・「汚泥集中処理」は第８号以降の企画とす

る。 

5) その他  

  ・今後の特集テーマ候補：「大阪市の海外支

援・協力」「OBからみた現状に対す見解」

（現役への批判とならないような配慮が

必要である。） 

（２）今後の対応（第６号） 

1) 執筆依頼について 

  ・巻頭言・特別寄稿の執筆者には「執筆依

頼書」を送付する。 

  ・特集の執筆者には、再打診のうえ依頼書

を送付する。 

2) 一般原稿の募集 

  ・募集案内を作成し、オールミズスマシで

メール送信するとともに、交流のひろば

を郵送する際にも募集案内を同封する。 

  ・募集の締め切りは 12月 15日とし、期日

厳守を明記する。 

（３）7号の企画  

  ・第 7号の編集は、事業誌編纂作業の影響

を受けると想定されるため、対応策を考

える必要がある。 

・対応策の案は次のとおり。 

①対応案１：事業誌編纂作業（資料収集）

における苦労話、感想を特集する。 

②対応案２：短編座談会を数多くのテー

マで特集する。 

③対応案３：下水道展に関連した行事と

して特集を組む。 

（４）その他 

1) 下水道展（2014’大阪）について 

・ＧＫＰコーナーのＮＰＯ関連企画を練るた

め、水澄に企画グーループを立ち上げ検

討を始める。 

2) 下水道ＯＢの近況報告集作成について 

  ・下水道展（2014’大阪）に配布できるス

ケジュールで、「下水道ＯＢの近況報告集」

を作成したらどうか。 

  3) 交流のひろばの原稿募集状況について 

・本日現在、10編の応募。心当たりに応募

を促す声掛けを願いたい。 

 

４、第４回編集委員会議事録 

平成 26年１月 20日（火） 

ヴィアーレ大阪 ５階 

出席者：８名 

【議事内容】 
（１）第６号発刊時期の変更 

1) 変更理由 

次年度の総会を６月開催とするため、機

関誌「ちんちょうち」の発刊時期を４月

から６月発刊に変更する。この変更によ

り、印刷内容をチェックする時間的な余

裕が生まれるとともに、年度単位の記録

（３月末までの活動）が収録できる。 

（２）今後の日程 

・部会報告、編集後記の締切り：４月末  

・校正：印刷依頼までに２回実施 

  ・校正後の論文確認：投稿者に送付し確認

して貰う。 

  ・印刷依頼：5/20頃 

  ・仮製本チェック：６月上旬 

  ・印刷完了：６月中旬 
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 ※担当班長がスケジュールを検討し、後

日、再確認する。 

（３）第６号の編集 

1)進捗状況  

  ・投稿論文等は別表(25編の論文・報告)の

とおり。  

2) 構成の提案 

・全体を、以下のように 4部門から構成 

 本編（巻頭言、特別寄稿、特集、座談会、

調査報告・論文、評論・随筆、下水道史

諸記録、ちょっと寄り道） 

 活動記録（組織、総会・理事会・意見、

部会、編集委員会、資料） 

 季刊誌抄録 

 編集後記 

・活動記録の「資料」には、定款、規定、

覚書、顧問・特別会員制度、原稿内容の

基本原則など、NPO で定めている取り決

め等を網羅的に収録する。 

・次回編集委員会で、担当班長作成の目次

を確認する。 

（４）掲載内容の基本原則と現役時代の手持ち

資料の取り扱い 

1) 掲載内容の基本原則 

・掲載内容は、「特定非営利活動促進法」の

定義が原則となる。 

・以前に確認した、「機関誌原稿の基本原則」

は同法に合致している。 

・「機関誌原稿の基本原則」ファィルは、

ホームページの会員専用書庫→編集委

員会→編集委員会規定・覚書フォルダに

収録している。 

（５）班長報告  

1) 季刊誌班 

  ・「ちんちょうち」の発刊時期変更に伴い、

「季刊誌」は２月末編集３月発行（春号）、

５月末編集６月発行（夏号）、８月末編集

９月発行（秋号）、11月末編集 12月発行

（冬号）に変更し、1 月発行予定の冬号

は休刊とする。 

  ・次号は、２月末編集３月発行の「春号」

とする。 

2) 近況報告班 

・季刊誌の発刊時期の変更に伴い、「交流の

ひろば」は９月発行の秋号に合わせて原

稿募集を行う。 

  ・下水道展に合わせて発行を検討していた

「全国版交流のひろば」は、原稿の依頼

時期を逸していることもあり、今回は断

念する。 

（６）その他  

  ・NPO の活動状況をホームページの「活動

予定」欄に極力記入して、会員に広く周

知することとし、カレンダーには活動名

と時間を書き込む。 

 

５、第５回編集委員会議事録 

平成 26年３月 17日（火） 

ヴィアーレ大阪５5階 

出席者：８名 

【議事内容】 
（１）第６号の進捗状況 

 ・巻頭言は依頼済みであるが未投稿。 

 ・座談会（きめ細かな浸水対策）は執筆中で

未投稿。 

 ・随筆は、今号への投稿は難しい状況。 

 ・投稿文の段組みはほぼ終了。 

（２）第１回校正結果報告 

（３）第６号の編集 

 ・全体は、前回提案のとおり４部門〔本編（巻

頭言、特別寄稿、特集、座談会、調査報告・

論文、評論・随筆、下水道史諸記録、ちょ

っと寄り道）、活動記録（組織、総会・理事

会・意見、部会、編集委員会、資料）、季刊

誌抄録、編集後記〕の構成とする。 

・入会案内は、他の専門誌と同様に巻末に収

録する。 

（４）その他 

・本年度も仮製本で最終校正を行う。 
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下水道と水環境を考える会・水澄 

定  款 
 

 
 
 
 

特定非営利活動法人 

 

 

 

 
 

第１章  総 則 

 

（名 称） 

第 １ 条 この法人は、特定非営利活動法人下水道と

水環境を考える会・水澄という。 

（事務所） 

第 ２ 条 この法人は、事務所を大阪府大阪市西区立

売堀 3丁目 4番 13-1403号に置く。 

（目 的） 

第 ３ 条 この法人は、水環境保全に主要な役割を果

たす下水道に関する調査・実践・助言などの事業を

行うとともに、下水道と水環境行政の発展と円滑な推

進に協力し、もって水環境保全活動の活発な取り組

みに寄与することを目的とする。 

（活動の種類） 

第 ４ 条 この法人は、前条の目的を達成するため、特

定非営利活動促進法（以下、「法」という。）第２条別

表第２号（社会教育の推進を図る活動）、第７号（環

境保全を図る活動）、並びに第 19 号（前各号に掲げ

る活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助

言又は援助の活動）を行う。 

（事業の種類） 

第 ５ 条 この法人は、第３条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

(1) 特定非営利活動に係る事業 

① 下水道と水環境に関する情報や研究の発信

による啓発 

② 下水道と水環境に関する関連団体等との連

携・交流による啓発支援 

③ その他、第３条の目的に必要な事業 

 

第２章 会 員 

 

（種 別） 

第 ６ 条 この法人の会員は、次の２種類とし、正会員

をもって法上の社員とする。 

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した

個人 

(2) 賛助会員  この法人の事業を賛助するために

入会した個人 

 

 

（入 会） 

第 ７ 条 会員として入会しようとするものは、入会申込

書を理事長に提出し、理事長の承認を得なければな

らない。理事長は会員の申し込みについては、正当

な理由がない限り、入会を認めるものとするが、入会

を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人

にその旨を通知しなければならない。 

（会 費） 

第 ８ 条 会員は、総会において別に定める会費を納

入しなければならない。 

（退 会） 

第 ９ 条 会員は、退会届を理事長に提出して、任意に

退会することができる。 

２ 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、退会したものとみなす。 

(1) 本人が死亡したとき。 

(2) 会費を２年以上滞納したとき。 

（除 名） 

第 10 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合

には、総会において、正会員総数の３分の２以上の

議決により、これを除名することができる。但し、その

会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければな

らない。 

(1) この定款に違反したとき。 

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行

為をしたとき。 

（拠出金品の不返還） 

第 11 条 会員が納入した会費及びその他の拠出金

品は、その理由を問わずこれを返還しない。 

 

第３章 役 員 

 

（種 別） 

第 12 条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理事 １０～２０人 

(2) 監事 ２人 

２ 理事のうち、１人を理事長、３～６人を副理事長

とる。 

３ 理事及び監事は、総会において選任する。 

４ 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。 

５ 役員のうちには、それぞれの役員について、その

配偶者若しくは三親等以内の親族が１人を超えて

資料集 
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含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三

親等以内の親族が役員総数の３分の１を超えて含

まれることになってはならない。 

６  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることが

できない。 

（職 務） 

第 13 条  理事長は、この法人を代表し、理事長以外

の理事は、この法人の業務についてこの法人を代

表しない。 

２  副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あ

るとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があら

かじめ指名した順序によって、その職務を代行す

る。 

３  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び

総会の議決に基づき、この法人の業務を執行す

る。 

４  監事は、次に掲げる職務を行う。 

(1)  理事の業務執行の状況を監査すること。 

(2)  この法人の財産の状況を監査すること。 

(3)  前２号の規定による監査の結果、この法人の

業務又は財産に関し不正の行為又は法令若し

くは定款に違反する重大な事実があることを発

見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告

すること。 

(4)  前号の報告をするため必要がある場合には、

総会を招集すること。 

(5)  理事の業務執行の状況又はこの法人の財産

の状況について、理事に意見を述べること。 

（任 期） 

第 14 条 役員の任期は、２年とする。但し、再任を妨

げない。 

２  補欠又は増員により選任された役員の任期は、

任者又は現任者の残存期間とする。 

３  前２項の規定にかかわらず、任期の末日におい

て後任の役員が選任されていないときには、その

任期を任期の末日後、最初の総会が終結するまで

伸長する。 

（欠員補充） 

第 15 条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超

える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれ

ばならない。 

（解 任） 

第 16 条  役員が次の各号のいずれかに該当するとき

は、総会の議決により、これを解任することができる。

但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与

えなければならない。 

(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられない

と認められるとき。 

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしく

ない行為があったとき。 

（報酬等） 

第 17 条  役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で

報酬を受けることができる。 

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用

を弁償することができる。 

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、

理事長が別に定める。 

 

第４章 総 会 

 

（種 別） 

第 18 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会と

する。 

（構 成） 

第 19 条  総会は、正会員をもって構成する。 

（権 能） 

第 20 条  総会は、以下の事項について議決する。 

(1)  定款の変更 

(2)  解散 

(3)  合併 

(4)  事業計画及び収支予算並びにその変更 

(5)  事業報告及び収支決算 

(6)  役員の選任又は解任、職務及び報酬 

(7)  会費の額 

(8)  長期借入金その他新たな義務の負担及び権

利の放棄 

(9)  事務局の組織及び運営 

(10) その他運営に関する重要事項 

（開 催） 

第 21 条  通常総会は、毎年１回開催する。 

２  臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場

合に開催する。 

(1) 理事会が必要と認めたとき。 

(2) 正会員の５分の１以上から会議の目的を記載

した書面をもって開催の請求があったとき。 

(3) 監事が第 13 条第４項第４号の規定により招集

したとき。 

（招 集） 

第 22 条  総会は、理事長が招集する。但し、前条第２

項第３号の規程による場合は監事が招集する。 

２  理事長は、前条第２項第２号の規定による請求が

あった場合は、その日から３０日以内に臨時総会を

開かなければならない。 

３  総会を招集するときは、会議の日時、場所、 

目的及び審議事項を記載した書面、電子メール、フ

ァックスをもって、少なくとも５日前までに通知しな

ければならない。 

（議 長） 

第 23 条  総会の議長は、その総会において、出席した

正会員の中から選出する。 

（定足数） 

第 24 条 総会は、正会員の２分の１以上の出席がなけ

れば開会することができない。 

（議 決） 

第25条 総会における議決事項は、第22条第３項の規

定によってあらかじめ通知した事項とする。 

２ 総会の議決議事は、この定款で定めるもののほか、

出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 
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３ 総会の議決について、特別の利害関係を有する

正会員は、その議事の議決に加わることができな

い。 

（書面表決等） 

第 26 条 やむを得ない理由のため、総会に出席できな

い正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は他

の正会員を代理人として表決を委任することができ

る。  

２  前項の場合における前２条の規定の適用につい

ては、その正会員は総会に出席したものとみな

す。 

（議事録） 

第 27 条 総会の議事については、次に掲げる事項を記

載した議事録を作成し、これを保存しなければならな

い。 

(1) 日時及び場所 

(2) 正会員の現在数 

(3) 出席した正会員の数（書面表決者又は表決委

任者については、その旨を明記すること。） 

(4) 審議事項及び議決事項 

(5) 議事の経過の概要及びその結果 

(6) 議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、その会議において出席した正会員

の中から選任された議事録署名人２人以上が議長

とともに署名押印しなければならない。 

 

第５章 理事会 

 

（構 成） 

第 28 条 理事会は、理事をもって構成する。 

（権 能） 

第 29 条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、

次に掲げる事項を議決する。 

(1) 総会に付議するべき事項 

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項 

(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関す

る事項 

（開 催） 

第 30 条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する

場合に開催する。 

(1) 理事長が必要と認めたとき。 

(2) 理事総数の３分の１以上の理事から会議の目的

を記載した書面によって開催の請求があったとき。 

（招 集） 

第 31 条  理事会は、理事長が招集する。 

２  理事長は、前条第２号の規定による請求があった

ときは、その日から１５日以内に理事会を招集しな

ければならない。 

３  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目

的及び審議事項を記載した書面、電子メール、フ

ァックスをもって、少なくとも５日前までに通知しな

ければならない。 

（議 長） 

第 32 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 

 

 

（議決等） 

第 33 条  この法人の業務は、理事の過半数をもって決

する。 

（議事録） 

第 34 条  理事会の議事については、次に掲げる事項

を記載した議事録を作成し、これを保存しなければな

らない。 

(1)  日時及び場所 

(2)  理事の現在数及び出席した理事の氏名（書

面表決者にあっては、その旨を明記すること。） 

(3)  審議事項及び議決事項 

(4)  議事の経過の概要及びその結果 

(5)  議事録署名人の選任に関する事項 

２ 議事録には、その会議において出席した理事の

中から選任された議事録署名人２人以上が、議長

とともに署名押印しなければならない。 

 

第６章  資産、会計及び事業計画 

 

（資 産） 

第 35 条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものを

もって構成する。 

(1)  財産目録に記載された財産 

(2)  会費 

(3)  寄附金品 

(4)  財産から生じる収入 

(5)  事業に伴う収入 

(6)  その他の収入 

（資産の管理） 

第 36 条  資産は、理事長が管理し、その方法は、総会

の議決を経て、理事長が別に定める。 

（経費の支弁） 

第 37 条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。 

（事業計画及び予算） 

第 38 条  この法人の事業計画及び予算は、理事長が

作成し、総会の承認を経なければならない。これを変

更する場合も同様とする。 

（予備費の設定及び使用） 

第 39 条  前条に規定する予算には、予算超過又は予

算外の支出に充てるため、予備費を設ける 

ことができる。 

２ 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なけ

ればならない。 

（暫定予算） 

第 40 条  第 38 条の規定にかかわらず、やむを得ない

理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事

会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に

準じ収入支出することができる。 

２ 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入

支出とみなす。 

（事業報告及び決算） 

第 41 条  理事長は、毎事業年度終了後３ヶ月以内に、

事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を

作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なけれ

ばならない。 

 



NPO 水澄 機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

147 
 

（長期借入金） 

第 42 条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、

その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を

除き、総会の決議を経なければならない。 

（事業年度） 

第 43 条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり、

翌年３月３１日に終わる。 

 

第７章 事務局 

 

 （設 置） 

第 44 条 この法人の事務を処理するため、事務局を置

く。 

２ 事務局には、事務局長その他の職員を置く。 

３ 事務局の職員は、理事長が任免する。 

（書類及び帳簿の備置き） 

第 45 条 事務所には、法第 28 条に規定される書類の

ほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければな

らない。 

(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類 

(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類 

 

第８章  定款の変更及び解散 

 

（定款の変更） 

第46条 この定款の変更は、総会に出席した正会員

の４分の３以上の議決を経なければならない。 

（解 散） 

第 47 条  この法人は、次に掲げる事由によって解散す

る。 

(1) 総会の決議 

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成

功の不能 

(3) 正会員の欠亡 

(4) 合併 

(5) 破産手続開始の決定 

(6) 所轄庁による認証の取消し 

２ 総会の議決により解散する場合は、正会員総数の

４分の３以上の承認を得なければならない。 

（残余財産の処分） 

第 48 条 解散後の残余財産は、法第１１条第３項の規

定に掲げるもののうち、総会で議決したものに帰属さ

せるものとする。 

 

第９章  雑 則 

 

（公 告） 

第 49 条  この法人の公告は、官報により行う。 

 （委 任） 

第 50 条 この法人が具体的な活動を効果的に実施す

るために必要な事項等、この定款の施行について必

要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定

める。 
附則 

 １ この定款は、平成21年4月7日から施行する。 
 ２ この定款は､平成 24 年 10 月 16 日から施行す

る。 
 

 
 

水 澄 部 会 設 置 規 定 

 
第 1 条（目的） 
 本規定は、特定非営利活動法人下水道と水環境を

考える会・水澄（以下、「本会」という。）に設置す

る「部会」について、その詳細を規定するものであ

る。 
第 2 条（部会） 
(1) 部会は、本会定款第 5 条に規定する事業を、具

体的且つ効果的に実施することを目的に設置する。 
(2) 部会は、本会の会員によって構成する。 
第 3 条（部会の設置） 
(1) 部会は、立案者が「部会名称」「活動方針」「活

動計画」「予算」を明示して理事会に諮り、理事会

の審議・承認を経て設置する。 
(2) 理事長は、立案者から部会の設置申請があれば、

速やかに理事会を開催し、部会の設置について審

議しなければならない。 
(3) 部会の設置に関する承認は、理事会に出席する

理事（委任状を含む）の過半数の賛同をもって成

立する。 
第 4 条（部会の組織及び運営） 

(1) 部会は、「部会長」、「幹事」、「部会構成員」で組

織・運営し、部会長は部会運営を統括する。 
(2) 部会の活動は、毎年度当初に「活動計画書」並

びに「予算書」、毎年度末に「活動報告書」並びに

「決算書」を理事会に提出し、承認を得る。 
(3) 部会の活動に必要な経費は、本会事務局より配

布する。年度末に支出報告書に領収書を添えて本

会事務局へ提出し精算する。 
(4) 部会活動に必要な事務手続き等は、部会で処理

する。 
第 5 条（部会連絡会） 
(1) 部会相互の連携を図る目的で、部会長又は部会

長の代理者で構成する「部会連絡会」を設置する。 
(2) 部会連絡会は必要に応じて開催し、運営（段取

り、記録等）は各部会の持ち回りとする。 
(3) 本会会員が新たな活動を試行する場合には、「活

動目的」「活動内容」等を部会連絡会へ報告し、活

動を開始することができる。なお、試行期間中は

部会連絡会において、試行する活動を所管する部

会を暫定的に定める。 
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顧 問 ・ 特 別 会 員 制 度 

 
１．顧問 

 (1) 特に水澄発展に貢献した方で、理事長の推薦

で理事会が承認した方 
 (2) 可能な範囲で理事会・総会に出席していただ

き、意見を戴く 
 (3) 本人の意志により、顧問は退任する 
 (4) 顧問退任は、理事会へ報告する 
 (5) 理事会出席不可能など、相応の理由により理

事会が承認した方は、顧問を退任する 
 

 

 

 

２．特別会員 

(1) 会員以外の方で、特別寄稿執筆など水澄活動

に特別協力していただいた方のうち、理事長の

推薦で理事会が承認した方 
(2) 機関誌「ちんちょうち」と「交流のひろば」

を毎年進呈する。 
(3) 本人または家族から送付不要の意思表示があ

れば特別会員から外し、理事会に報告する 
(4) 相応の理由により理事会が承認した方は、特

別会員から外す 
 
 

機 関 誌 編 集 委 員 会 に つ い て 覚 書 

 
１．目的 

 本覚書は、特定非営利活動法人下水道と水環境を

考える会・水澄において、機関誌等を定期的に発行

することを目的とする「機関誌編集委員会（以下、

「委員会」という。）」について記録する。 
２．組織 

(1) 委員会には編集委員長を置き、編集委員長は会

務を統括する。 
(2) 編集委員長は理事長が推薦し、理事会の承認を

得て決定する。 
(3) 委員会は、編集委員長の指名する編集委員によ

って組織する。 
(4) 副編集委員長は編集委員の中から委員長が指名

し、委員長不在時にその職務を代行する。 
３．運営 

(1) 機関誌等の編集作業を効率的に運営するため、

委員会に次の班を置き、編集委員の中から適宜班

員を配置する。各班の班員は複数班の兼務を妨げ

ない。なお、編集委員長は、必要に応じて「班」

を設置および廃止することができる。 
(a)企画班 

機関誌「ちんちょうち」の目次提案、原稿の執筆

依頼、新たな企画の検討・実施を担当する他、「ち

んちょうち」編集委員会の段取り、議事録の作成

等を担当する。 
(b)割付校正班 

機関誌「ちんちょうち」の執筆原稿の割り付け、

校正作業の取りまとめ等を担当する。 
(c)写真・イラスト班 

各種機関誌に掲載する候補写真・イラスト・絵画

（挿絵）等の、作成・収集・保管等を担当する。 
(d)近況報告班 

近況報告集「交流のひろば」の編集を担当する。 
(e)季刊誌班 

季刊誌「水澄」の編集を担当する。 
(2) 編集委員長は、必要に応じて、機関誌「ちんち

ょうち」に掲載する原稿について、別紙「原稿内

容の基本原則」と照合しその適合性等を確認する

者を、編集委員の中から指名することができる。 
４．委員会の開催 

(1) 編集委員長は、機関誌等の編集にかかる基幹事

項等に関する審議並びに発行作業の進捗管理等を

行うために、委員会を随時開催する。 
(2) 委員会には、委員長、副委員長、編集委員が参

画する。 

 
 

水澄機関誌原稿に関する基本的な考え方             

① 特定の宗教、政治団体、政治家を応援、或いは誹謗・中傷するものでないこと 

② 特定の個人を誹謗・中傷するものでないこと 

③ 明らかに事実に反するものでないこと 

④ 他組織・他機関・特定の個人などへ迷惑をかける内容でないこと 
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水澄機関紙編集委員会名簿  

 

○委 員 長；高柳枝直   

○副委員長；寺西秀和 

○編集委員：小沢和夫、加藤哲二、河合寿夫、楠本光秀、菅野悦次 

武副正幸、田中健三、永澤章行、永持雅之、前田邦典 

宮崎隆介、六鹿史朗、山根久通 (順不同) 

 

○班長、班員名簿 

班 名 班 長 班     員 

割付校正班 寺西秀和 小沢和夫、河合寿夫、武副正幸 

写真・イラスト班 田中健三 山根久通 

企画班 小沢和夫 加藤哲二、楠本光秀、六鹿史朗 

近況報告班 楠本光秀 小沢和夫、武副正幸、寺西秀和、六鹿史朗 

季刊誌班 六鹿史朗 
小沢和夫、楠本光秀、菅野悦次、高柳枝直 

武副正幸、寺西秀和、宮崎隆介 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真：山根久通 天王寺公園より 

水彩画：結城庸介 果物 



                                                   NPO 水澄機関誌「ちんちょうち」平成 26年 第 6号 
 

150 
 

 

水澄 
 
 
 
 

✽ 「水」への断章 ··················· 2013 第 8号 夏季号 山野寿男  151 

✽  大阪市と古今の｢津｣ ·············· 2013 第 9号 秋季号 山野寿男 153 

✽ 摂河泉と茅渟の海 ·············· 2014 第 10号 秋季号 山野寿男 157 

✽ 活性汚泥の黎明 ················· 2014 第 10号 春季号 楠本光秀  159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NPO 法人 下水道と水環境を考える会・水澄 

 

季刊 
抄 録 

西表島マリウドの滝 

高さ 20m の 2段滝、滝つぼ直径 130m 
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｢水｣ へ の 断 章 

山野 寿男 

 
１．水徳無盡 

 
 和歌山県の紀ノ川流域は山地に挟まれた細長

い土地であり、古来、田畑への用水は溜池から

得られた。しかし、流域の開発がすすむと用水

が不足し、そこで紀ノ川に堰を設けて取水する

ことになった。一つは藩命によって元禄 13 年

（1700）に完成した「藤崎井」（ふじさきい）で

あり、もう一つは宝永 4年（1707）から三期に

わたって施工された「小田井」（おだい）である。

いずれも現代に引き継がれ、前者は紀の川市藤

崎から和歌山市山口へ至る 23.5㎞、後者は橋本

市高野口町小田から岩出市根来へ至る 33 ㎞の

用水路である。 
 このうち、小田井用水路はかつらぎ町の背ノ

山（標高 167.6m）麓の（大畑）才蔵堀（1,800m）

を巡っていたが、老朽化したため、昭和 40 年

にトンネル化（800m）された。その入口に嵌め

られたのが「紀水悠悠」であり、出口に掲げら

れたのが「水徳無盡」である。用水路の歴史を

偲び、水の恵みを謝するのに、これほど含蓄の

深い銘板は類をみない。 
 
２．水五訓 

 
 水の特性を五つに集約して、「水五訓」や「水

五徳」あるいは「水徳五訓」としたものがある。

いつ、だれが作ったものかは不明である。王陽

明（伝）や黒田官兵衛の名が書物に見えるが原

典は分からない。次の五訓は『水道のあらまし』

（㈳日本水道協会、1993 年）から。 
一、自ら活動して他を動しむるは水なり。 
二、常に己の進路を求めて止まさるは水なり。 
三、障害にあひて激しくその努力百倍しうるは 

水なり。 
四、自ら潔して他に汚瀆を洗い清濁併せて容る 

量あるは水なり。 
五、洋々として大海を充し発しては雲霧となり 

白雪を変し凝しては玲瓏たる鏡となり而し 
てその性を失わさるは水なり。 

 次の水五訓は王陽明（伝）の作とするもの（『歴

史読本臨時増刊』1994年）。 
一、常に己の進路を求めて止まざるは水也。 
二、自ら活動して他を動かすは水也。 
三、障碍に遭い激してその勢力を百倍するは水 

也。 
四、自ら潔うして他の汚濁を洗い然も清濁併せ 

容るるは水也。 
五、洋々として大海充し、発しては雨となり雲 

と変じ、凍っては玲瓏たる氷、雪と化し性 
を失わざるは水也。 

 
３．八功徳水（はちくどくすい、はっくどくすい） 

 
「極楽国土には、七宝の池あり。八功徳の水、

その中に充満せり。」と『阿弥陀経』にある。八

つの功徳とは次の特性を指す（玄奘訳）。 
一、澄浄（＊清浄） 二、清冷  三、甘美 
四、軽輭（＊軽軟） 五、潤沢  六、安和 
七、飲時除饑渇等無量過患 

（＊飲めば飢渇等の無量の過患を除く。） 
八、飲已定能長養諸根四大、増益種種殊勝善根 
   多福衆生常樂受用 

（飲み終りて定めて能く諸根四大を長養

し、種々の殊勝なる善根を増益す。多く

衆生を福し、常に受用を楽しむ。） 
〔補記〕八功徳水のことは日本の仏典にも記さ

れる。「八功徳水、湛然盈満、清浄香潔、

味甘露ノ如シ」（道元の『正法眼蔵』）、

あるいは「七寶の寶池いさぎよく八功

徳水みちみてり無漏の依果不思議なり」

（親鸞の浄土和讃）。 
 
４．水の四徳 

 
 「水有二四徳一」と『字源』（簡野道明、1955

年版）の「水」の項に出ている。 
一、沐二浴羣生一、通二流萬物一仁也。 
二、揚レ清激レ濁、蕩二去滓穢一義也。 
三、柔而難レ犯、弱而難レ勝勇也。 
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四、道レ江疏レ河、惡レ盈流レ謙智也。 
〔読み下し（我流）〕 
群生を沐浴せしめ、万物を流通するは仁なり。 
清を揚げ、濁を激し、滓穢を蕩去するは義な

り。 
柔にして犯し難く、弱にして能く勝つは勇な

り。 
 江を導き、河を疏し、盈を悪み、謙に流れる

は智なり。 
 
５．五行の諭し 

  
本尊・辯才天女尊は“水のような心”を持っ

て生きることを人々に教える 
一、真心を常に忘るべからず。 
二、慈悲愍みの心を養うべし。 
三、善根功徳の行を積むべし。 
四、感謝の誠を捧ぐべし。 
五、不平不満を想うべからず。 
〔補記〕“水”のことがいつも頭にあるから古本 

屋で偶然、『教典「水の章」解義』が目につ

いた。弁天宗本尊の行動規範を信者に五行

に要約したものがタイトルとなっている。

日本では五弁天として、安芸の宮島・大和

の天の川・近江の竹生島・相模の江の島・

陸前の金華山がある。 
 

６．知者樂水 

 

孔子（紀元前 552～479年）の生国・魯は陸中

なので杜甫ほど水辺に縁がないのか、『論語（十

巻）』全 521項目のうち、水の出るのは 2％ほど

にとどまる。そこから“水への想い”を二つ。 

・「知者樂水、仁者樂山（知者は水を楽しみ、仁 

者は山を楽しむ）」；知の人は流動的であるか 

ら、流れる水の姿を楽しみ、仁の人は安らか 

であるから、動かざる山の姿を楽しむ。 

・「逝者如斯夫、不舎晝夜（逝く者は斯くの如き 

か、昼夜を舎めず）」；川の流れのように逝く 

者は再び戻ることはない。人生も、また同じ。 

 

７．京坂の七名水 

 

 良水に恵まれた京都は各地に七名水があった。 

〔都七名水〕・天真名井 ・芹根井 ・古醒井 

 ・醒ヶ井 ・六孫王者誕生水 ・中川井 ・滋野 

井 

〔伏見七名水〕・岩井 ・常盤井 ・白菊井 

  ・春日井 ・苔清井 ・竹中清水 ・田中清水 

〔宇治七名水〕・阿弥陀水 ・法華水 ・泉殿 

  ・高浄水 ・桐原井 ・公文水 ・百夜月井 

 一方、海辺に面する大坂（近世の大阪）では

台地の麓に次の〔天王寺七名水〕があった。 

・亀井水‥四天王寺の亀井堂の中にある。 

・玉手水‥一心寺の南斜面から湧出。 

・逢坂清水‥逢坂は現在の国道 25号線に接する。 

・安居清水‥当地で四天王寺僧が夏安居した。 

・増井清水‥新清水寺の玉出の滝から流れる。 

・土佐清水（有栖の清水）‥名所図会に残る。 

・金竜清水‥泰聖寺に井戸屋形を復元している。 

 
８．水の諸相 

 
＜清めの水＞・禊ぎ祓いの水 ・法水 ・灑水 
      ・香水  ・聖水  ・御手水 
＜変身の水＞・水垢離  ・灌頂 ・智水 
＜再生の水＞・若水迎え ・水掛け ・甘露  
＜祈願の水＞・御供水  ・雨乞いと止雨 ・湯立 

・水口祭り ・水切り ・水入れ 
＜信仰の水＞・霊水 ・観音╱水天信仰 ・水の霊 
      ・病気平癒 ・健康水への信仰 
＜供えの水＞・閼伽水 ・御供水 ・神水  
＜供養の水＞・水施餓鬼 ・水子供養 ・精霊流 
        し 
＜媒介の水＞・力水 ・誘い水 ・末期の水  
＜祝いの水＞・水祝い ・水掛け ・水木 
＜農耕の水＞・水口祭り ・水入れ ・水切り 
＜世界観の水＞・八功徳水 ・五大の水 ・甘露 
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 大 阪 市 と 古 今 の 「 津 」 

山野 寿男 

 
 
１．「津」と大阪市の町名 

 
(1) 「津」のつく現在の町名 

 「津」は船着き場を意味した。現在、大阪市

24区に「津」のつく町名は、18か所ある。町名

についた冠称（東～など）や付称（～北とか～

中など）を省くと基礎となる町名は次の 10か所

であり、命名の由来をあわせて記す。 
・高津（中央区）；大阪市歌には「高津（たかつ）」

とあるが、のちに音読されて「こうづ」と

なった。「津」は高い台地のそばにあった。 
・中津（北区）；淀川と神崎川の間に中津川が流

れていた。中津は中島と同じく津ではない。 
・今津（鶴見区）；中世の文書に今津庄があり、

今津寺の名によるとも。元亀元年（1570）

の文書に今津渡がある。大和川付替え（1704

年）によって流路が変化した。 

・玉津（東成区）；古代の入江に面した玉造の津

に由来する説がある。奈良街道の玉津橋（古

平野川）付近に明治初期まで船着き場があ

った。 

・桑津（東住吉区）；『日本書紀』応神天皇 13

年条に「桑津邑」が出る。養蚕のため桑を

植えた村に古平野川が流れ、津があった。 
・敷津（浪速区）；奈良期からあり、志城津・磯

城津とも記された。かつては木津を冠称し

た。 
・木津川（浪速区）；かつて難波村の領地であり、

川（木津川）を利用して木材を取扱った。 
・津守（西成区）；難波津を守り、住吉大社の神

職を務める津守氏（津守連のちに宿祢）が

いた。 
・三津屋（淀川区）；産土神八幡宮の三社（みつ

や）にちなむか、開発者の姓によるといわ

れる。 
・北港白津（此花区）；島屋町地先の埋立地は北

港と名付けられた（昭和 18 年）。昭和 47

年から始まった北港処分地の造成で新たな

町が誕生した。白津（しらつ）は白い波の見

える津にちなむか（？）。 
 
(2) 「津」が消えた町名 

 近世に成立した町村で、当初「津」を有して

いたが、その後に町村合併や改名によって「津」

が消えた町村は次の９か所ある。 

 ・石津町（明治５年に京町堀上通となる） 

 ・大津町（明治５年に徳井町となる） 

 ・三津寺町（近世からあったが平成元年の中

央区成立にともない改名され、西心斎橋・

西心斎橋筋となる） 

 ・摂津国町（現在の天神橋筋 3あたりにあっ

た） 

 ・船津町（明治６年に三軒家村となる） 

 ・津村（五町）（明治５年に淡路町などに改名） 

 ・神津村（大正 14年に三津屋町などに改名） 

 ・木津村（明治 30年に大字、その後に改名） 

 ・猪甘津（猪飼津）（近世の村名は猪飼野） 

 

(3) 町名にならなかった「津」 

  以下の「津」は、町名にならなかった。 
・難波津   ・住吉津  ・御津（三津） 
・榎津（得名津、朴津） 
・猪甘津‥『日本書紀』（仁徳天皇 14年条）

に「猪甘津（ゐかひのつ）に橋為す。即ち其

の処を号けて、小橋（をばし）と曰ふ。」と

あり、橋は古平野川に架けられた。近世の

猪飼野村は明治 22 年に鶴橋村の大字とな

り、大正 14年に猪飼野村として復活したが、

その後、行政区や町名に変更があって、昭

和 48年に猪飼野の名前は消えた。 
 ・渡辺津‥古代から淀川の沿岸にあった要津

であり、天満橋付近にあった。「窪津・久保

津・九品津」とも言われた。 
・磯歯津‥『日本書紀』（雄略天皇 14年条）

に「住吉津に泊まる。是の月に、呉の客の

道を為りて、磯歯津路に通す。呉坂と名く。」

とあり、また、『万葉集』〔272〕に“血沼廻

より雨ぞふり來る四極（しはつ）の‥”と詠
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まれた。「しはつ（磯果つ」は浜の端の河口

か岬の意。 
 

(4) （参考）「津」と河川の橋名 

①現在の河川と橋名 
・堂島川 ‥船津橋、上船津橋 
・木津川 ‥木津川橋（２橋）、木津川大橋、 

新木津川橋 
・寝屋川 ‥今津橋、今津諸口橋 
・平野川水系‥玉津橋、猪甘野新橋、新桑津

橋 
・天保山運河‥難波津橋 

②埋立てられた河川にあった橋名 
・市内堀川 ‥汐津橋、敷津橋、島津橋 
・高津入堀川‥高津橋、清津橋 
・古川   ‥国津橋、中津橋 
・十三間川 ‥木津橋、豊津橋 
・その他の川‥猪甘津橋、滝津橋、新神津橋、 
       浜中津橋、高津原橋 

 
２．古代大阪の「津」 

 
(1) 古代大阪の略年表 

 代表的な「津」として住吉津と難波津があり、

これら二大津をめぐる歴史年次を簡単に追った。 
・391年‥倭が百済と新羅へ出兵（好太王碑） 

・５世紀前半（仁徳期）‥難波に高津宮をつく

る 

・450年前後‥住吉神社の創祀 

（＊社伝では神功皇后の時代とする） 

・５世紀中～後半‥台地上に高床倉庫群 16棟 

・５世紀代～6世紀前半‥住吉古墳 

（＊古墳時代後期は 6世紀～7世紀） 

・５世紀末～6世紀初頭‥「難波の堀江」が完     

            成 

・６世紀中頃‥難波津が住吉津に代わり主役 

・587年（用明 2）‥四天王寺を玉造の岸に創建 

・613年（推古 21）‥「難波より京に至る大道

を置く」（『日本書紀』） 

・630年（舒明２）‥第 1回遣唐使の派遣 

・651年（白雉２）‥難波長柄豊碕宮へ遷都 

・702年（大宝２）‥「大宝律令」施行 
 
 

(2) 用語「津」とその同類  

・「津」の意味 
 「津」は、〔形声〕「氵（水）＋聿（滲み出る

意）」であり、川の向こう岸へ渡る意を表す（一

説）。それで船着き場や渡し場を意味し、『古

事記』に「浪速の渡を經て、青雲の白肩津」

と出る。「津」と同類の用語に次のものがある。 
・「水門」（みと、みなと） 
  「みと」の「ミ」は水、「ト」は両側から狭

められた水の出入り口の意で、セト（瀬戸）

やカハト（川門）の例がある。「みと」にナ

（連体助詞）が挟まると「みなと」となる。

『記紀』に「紀國の男の水門」（紀伊水門）、

「東の淡水門」（今の浦賀水道）、「務古（武          
庫）水門」などがある。 

・「湊」（みなと） 
 「湊」は『万葉集』に次のように詠われてい

る（カッコ内は万葉仮名、数字は歌番号）。 
“‥近江の海 八十の湊（湊）に‥”〔273〕 

 “‥比良の湊（枚乃湖）に‥”〔274〕 

 “‥猪名の湊（居名之湖）に‥”〔1189〕 
・「港」（みなと） 
  港は「氵」＋「巷」からなる。巷は村里の

中の道や大河の支流を意味し、河口が入江に

なっている所を港江という。なお、「港」とい

う用語は『万葉集』には見当たらず、それ以

後に使われたものでは？ 
 
(3) 『記紀』に記された大阪の「津」  

①『古事記』の「津」 
・「浪速の渡を經て、青雲の白肩津」（神武天皇

条）。  
・「難波の堀江を掘りて海に通はし、また小椅江

を掘り、また墨江の津を定めたまひき。」(仁
徳天皇条)。 

・「御綱柏は、悉に海に投げ棄て‥其地を號けて

御津前と謂ふ。」（仁徳天皇条）。＊前は崎の意。 
・「客等、難波津に泊れり。‥客等を江口に迎へ

て、新しき館に安置らしむ。」（推古天皇条）。 
②『日本書紀』の「津」 
・「吾が和魂をば大津の渟中倉（ぬなくら）の長峡

に居さしむべし。」（神功皇后条）。 
・「猪甘津に橋為す。即ち其の処を号けて小橋と

曰ふ。」（仁徳天皇条）。 
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・「皇后、難波済（なにはのわたり）に到りて、天

皇、八田皇女を合しつと聞しめして‥御綱葉

を海に投れて‥時人、葉散しし海を号けて、

葉済（かしはのわたり）と曰ふ。‥（天皇）親ら

大津に幸して、皇后の船を待ちたまふ。」（仁

徳天皇条）。 
＊「大津」とは難波の大津であり、難波の

港の総称とされる。 
・「女人有りて、難波の御津に居りて、哭きて曰

はく」（仁賢天皇条）。 
・「難波の三津浦より発す。」（斉明天皇条）。 
 
(4) 『万葉集』に詠まれた大阪の「津」 

 古代大阪の土地は上町台地だけが高く連なり、

その周囲に島が点在し、入江や河川を通じて水

が出入りした。そのため水際線の各所に「津」

が設けられていた（〔 〕内の数字は歌番号）。 
・“難波津に 御船泊てぬと 聞え來ば 
   紐解き放けて 立走りせむ” 〔896〕 

  ＊山上憶良の遣唐使に贈る歌。 

・“いざ子ども はやく日本へ 大伴の御津の 

濱松 待ち戀ひぬらむ” 〔63〕 

    ＊山上憶良が大唐にいた時に詠んだ歌。 

・“鹽干の 三津の海女の くぐつ持ち 

玉藻刈るらむ いざ行きて見む”〔293〕 

・“ひさかたの 天の探女が 石船の 

泊てし高津は 淺せにけるかも”〔292〕 

・“住吉の 敷津の浦の 名告藻の  

名は告りてしを あはなくもあやし 

“〔3076〕 

・“住吉の 得名津に立ちて 見渡せば 

   武庫の泊ゆ 出づる船人”〔283〕 

    ＊得名津は榎津・朴津とも書く。 
 
３．古代大阪の地形と二大津  

 
(1) 上町台地と水環境 

 大阪市の地形で、もっとも特徴的なことは市

域の真ん中に南北方向の台地を有することであ

る。台地の北端は現在の大阪城とし、そこから

南方に向って堺市と松原市の丘陵地へ連続する。

台地は「上町台地」といい、標高は 25～10ｍの

中位段丘群で、東側は緩いが西側は急な斜面と

なっている。その広さは東西幅 2～2.5㎞、市内

での南北長 12㎞である（我孫子台地を含む）。 
 古代では、台地東側の地形は河内湾～河内湖

～河内潟と変化をし、西側は幅の狭い砂堆が南

北方向に並んだ。一方、北側は複雑に変化をし、

各所に島や三角州が形成されて、その間隙を古

代の淀川と大和川が流れ、また潮汐が出入りし

た。 
難波宮が置かれた頃、台地の東側は入江であ

り、河内潟の滞留水は容易に海へ排除されなか

った。『日本書紀』（仁徳天皇 11年条）に次のよ

うに記される、「河の水横に逝れて、流末駃から

ず。聊に霖雨に逢へば、海潮逆上りて、巷里船

に乗り、道路亦泥になりぬ。」、そこで「宮の北

の郊原を掘りて、南の水（かは）を引きて西の海

に入る。因りて其の水を号けて堀江と曰ふ。」と。

この堀江は「難波堀江（なにわのほりえ）」と言わ

れ、５世紀末～６世紀初頭に完成した。これが

淀川の本流となり、のちに天満川あるいは大川

と呼ばれた。堀江を通じて河内潟の内水排除が

改善され、また、舟運の便も向上し、難波津が

繁栄する礎になった。 
 
(2) 二大津と「難波の堀江」 

 住吉津はヤマト王権の門戸として難波津より

も早く開け、また、住吉津からヤマトへは官道

（丹比道と大津道）でつながれた。４世紀の後

半（古墳時代中期）には津として機能し、やが

て住吉神社が創祀され（鎮斎は西暦 450年前後）、

住吉津が定着した。その頃の難波津は河内潟へ

の入口にあたる難波入江にあった。潟から海へ

の水の疎通は台地と砂堆の間にある水路によっ

て行われたが、狭小なため内水の排除ができな

かった。そこで仁徳天皇によって「難波の堀江」

が開削され、その後、難波から大和への舟運は、

この堀江によって行われ、港津は淀川や海岸に

設けられて、難波津の全盛時代を迎えた。 
 
(3) 住吉津（すみのえつ） 

 古代の「住吉」は「すみのえ」といい、平安

時代から「すみよし」と呼ばれた。 
 住吉のあたりは台地の麓に位置し、陸側に斜

面や岸、海側に砂堆や潟（ラグーン）があり、

入江となっていた。住吉津の近くには榎津や浅

香の浦もあり、当時の舟運の拠点であった。こ
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れらから官道によってヤマトへ結ばれていた。

この状況が変化したのは難波堀江の開削である

（５世紀末～６世紀初頭に完成）。その後、海と

難波堀江を結ぶ舟運路が大和への主ルートとな

ると住吉津が寂れることになった。それでも難

波津を出航した遣唐使は住吉津へ立ち寄って航

海の無事を祈った。『万葉集』に天平５年（733）

の入唐使に贈れる歌がある（〔4245〕）。「‥住吉

の わが大御神 船の舳に 頷きいまし 船艫に 
御立ちいまして‥荒き風 波に遇はせず 平けく 
率て歸りませ 本の國家に」（＊住吉の大御神よ、

船の舳に鎮座ましまし、船の艫にお立ちになっ

て‥荒い風や波に遭わせず、無事に導いて帰し

てやって下さい、もとの大和の国に）と航海の

安全を祈った（作主は不詳）。 
 
(4) 難波津（なにわつ） 
 難波津はもともと難波入江にあったが、難波

堀江の完成とともに海辺の近くに港津が移った。

津の位置の代表的なものとして 2か所提示され

ている。一つは難波堀江に面する天満のあたり、

もう一つは台地西側の砂堆にある三津寺付近

（現在の中央区西心斎橋あたり）である。なお、

難波津は特定の位置を示したものではなく、海

岸線一帯にあったという所見もあり、文献には

「御津（三津）、大津、大伴の御津、敷津」など

と表現されている。 
全盛を誇った難波津は時代とともに命運の尽

きるときが訪れた。延暦４年（785）に淀川の洪

水を軽減するため、淀川から三国川（現在の神

崎川）へ放水路が開削された。そのため平安京

への舟運ルートが海から三国川を通り、三国川

放水路を通過して淀川へ出て、宮都へ往来する

ことになった。そのため、難波津を経て淀川を

遡るルートが衰退し、結果、難波津が寂れるこ

とになった。 
 なお、『万葉集』に詠まれた難波津は次の通り

である（カッコ〔 〕内は万葉仮名での表記）。 
 ・難波津〔奈尒波都、難破津、難波能美津、 

奈尒波刀〕７首 
 ・御津（三津）〔御津、三津〕７首 
 ・大伴の御津（三津）〔大伴乃御津、大伴乃津、 

大伴御津、大伴之三津ほか〕10首 
 

 
【参考文献】 ・『大阪府の地名（Ⅰ、Ⅱ）；日本歴史地名大系』   平凡社 1986年 

・『大阪の地名由来辞典』堀田暁生編    東京堂出版 2010年 

・『古事記』と『日本書紀（全 5巻）』  岩波文庫 1991年と 1994～5年 

・『新訂新訓万葉集』佐々木信綱編  岩波文庫  1991年 

・『萬葉集釋注（全 10巻）』伊藤博  集英社文庫  2005年 

・『地形からみた歴史』日下雅義  講談社学術文庫 2012年 

・『遣唐使』東野治之  岩波新書 2007年  
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摂 河 泉 と 茅 渟 の 海 

山野 寿男 

 
 
１．摂河泉と古代の大阪 

 
(1) 大阪平野と摂河泉 

 大阪平野は山地と海に囲まれた平地をいい、

面積 1,600㎢をもつ。周囲の山麓には丘陵地と

台地があり、その内側に沖積低地が広がる。平

野の範囲は古代の三国（摂津・河内・和泉）に

またがるから「摂河泉平野」と称される。その

範囲は、現在の大阪府北半部と兵庫県南東部に

あたり、古代の摂津国の中に大阪側に８郡（の

ちに７郡）、兵庫側に５郡があった。平野の大半

は摂津国が占めていたから「摂津平野」とも呼

ばれた。 
 
(2) 改新の詔と摂河泉  

 大化２年（646）に改新の詔が発せられ、地方

の行政組織として国郡評（のちに里）が定めら

れ、畿内には「倭（大和）・河内・津（摂津）・

山背（山代）」の４国ができた。その後、天平宝

字元年（757）に河内国から３郡をさいて和泉国

が分置され、五畿内となった。 

 なお、難波津をもつ摂津国は京域に準じて摂

津職が置かれたが、延暦 12年（794）に難波宮

が廃止されると摂津国が正式の国名となった。 

摂河泉の名称は、摂津は「津を摂する」、河内

は「河川の内側（大和からみれば淀川の手前）」、

和泉は「泉が湧く」と、いずれも水に縁がある。

つまり、大阪平野は「水の大阪」に通じる。各

国には次の郡数があった。 

・摂津国；13郡（このうち百済郡が平安末期に

廃止されて 12郡となった） 

・河内国；14郡 

・和泉国：３郡（中世には和泉郡から泉南郡が

分割されて４郡となった） 

 

(3) 和泉国 

 和泉国が設置されたのは改新の詔（646 年）

の 111年後であった。霊亀２年（716）に珍努宮

（ちぬのみや）の経営のために河内国の大鳥郡・

和泉郡・日根郡の三郡を合わせて和泉監（げん）

（独立の行政単位）が設けられた。天平 12 年

（740）に河内国へ戻されたが、天平宝字元年

（757）に再び、河内国から３郡が分置されて、

和泉国が誕生した。別称、「泉州」ともいう。 
 国の北辺は古代の官道である大津道（長尾街

道）であり、摂津国住吉郡と接した。この境界

は明治４年（1871）の郡界変更によって、大和

川の以北が大阪側、以南が堺側となった。 
 
(4) 大阪湾と茅渟の海 

 大阪湾は摂河泉三国と淡路島に囲まれ、面積

1,529 ㎢をもつ。海水の出入りは紀淡海峡と明

石海峡の２か所で行われる。古代から海岸線に

沿って特別の名称が付けられた地域があった。 
・「茅渟の海」‥「茅渟（ちぬ）」は大阪湾のうち

和泉国沿岸の古称であり、それに面する海

を「茅渟の海」といった。 
・「和泉の灘」‥『土佐日記』に湾口に近い多奈

川から「和泉の灘といふところにわたり

ぬ。」とあり、泉南郡岬町から北への海を

指した。 
・「難波灘（なにわのなだ）」‥尼崎の大物浦より

神戸・兵庫までの海をいい、「灘目」とい

ったと『摂津名所図会』に記す。 
・「葦屋灘」‥西宮より生田に至る海岸をいい、 

「浦口淺滷にして、船を泊るに宜しからず。」 
と『摂津名所図会』に記す。 

 
２．「茅渟の海」 

 
(1) 「茅渟」と国語辞典 

「ちぬ（茅渟）」という言葉は古代からあり、

『記紀』に出る。しかし、現代の小型辞典では

「黒鯛の別称で、関西で言う」とあって大阪湾

のことは出ていない。さすが『日本国語大辞典』

には次の６項目が挙げられている。 
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・「ちぬ（茅渟）」‥和泉国の沿岸の古称。 
・「ちぬ（海鯽・茅渟）」‥黒鯛の異名。 
・「ちぬおとこ（血沼壮子）」‥男性名。 
・「ちぬだい（海鯽鯛）」‥黒鯛の異名。 
・「ちぬのあがた（茅渟県）」‥和泉国。 
・「ちぬのうみ（茅渟の海）」‥大阪湾の古称。 
 
(2) 『古事記』にみる「茅渟」 

 古代三書のうち、最も古い『古事記』の神武

天皇条に「血沼（茅渟）」のいわれがある。神武

東征の途上、河内で大和の長髄彦（ながすねひこ）

と戦ったとき、五瀬命（いつせのみこと）が矢を受

けて深い傷を負った。退却して海に着き、「その

御手の血を洗ひたまひき。故、血沼海とは謂ふ

なり。」と記す。その地は雄水門（おのみなと）と

いわれ、現在の泉南市男里川の河口である。 
 
(3) 『日本書紀』にみる「茅渟」 

 『書紀』神武天皇即位前紀の条に「孔舎衛坂

にして、与に会ひ戰ふ。流矢有りて、五瀬命の

肱脛に中れり。」、そこから茅渟の山城水門（や

まきのみなと）に至った。五瀬命の傷が甚だしく

痛み、「雄誥（をたけび）して曰はく、‥其の処を

号けて、雄水門（おのみなと）と曰ふ。」と記され

る。 
 
(4) 『万葉集』にみる「茅渟」 

 『万葉集』に茅渟の海と茅渟男が詠まれてお

り、万葉仮名で次のように記される。 
「茅渟の海」・陳奴乃海 ・珍海 

  ・血沼之海 ・千沼𢌞（ちぬみ） 
「チヌ男」・智弩壯士 ・陳努壯士 ・知努乎登古 
“妹がため 貝を拾ふと 血沼の海に  

ぬれにし袖は 乾せど干かず”〔1145〕 
“血沼𢌞（ちぬみ）より 雨ぞふり來る 四極（し

はつ）の 白水郎（あま）網手綱（あみたづな） 乾
せりぬれあへむかも”〔999 〕 

３．「茅渟の海」ゆかりの地 

 
(1) 泉南市の「男水門（おのみなと）」 

 『記紀』の男水門は泉南市と阪南市の境にあ

る男里川河口といわれる。上流に菟砥（うど）川・

山中川・金熊寺（きんゆうじ）川の三支流があり、

合流して男里川（長さ 2.5㎞）となる。古代の

河口は今より陸側にあり、砂州を挟んで港があ

ったらしい。神社は浜辺に近すぎ、のちに移転

された。旧址は小高い島状の土地にあり、男神

社摂社の「浜の宮」であるが、建物はなく、石

碑「神武天皇聖蹟雄水門顯彰碑」が建つ。 
 
(2) 男神社 

 「浜の宮」の南 1.4 ㎞のところに「男（おの）

神社」がある。泉南市男里（おのさと）の地であ

り、金熊寺川右岸に近く、社伝によれば貞観元

年（859）に遷座した。府道を曲がって参詣道に

はいると古色蒼然としたなかに本殿がある。筆

者が訪ねた今年１月では境内は閑散としており、

社務所も閉じたままであった。それでも鬱蒼と

茂る林の中に佇むと、ここは人々の心の拠り所

であった感じが伝わる。泉南市の隣の阪南市に

30年も居住していたのに知らなかった。 
 
(3) 男神社と泉南市 

 和泉国の海を「茅渟の海」といい、そのいわ

れは泉南市にあった。近世の日根野郡の村落が

明治22年の町村制施行によって７村となった。

昭和 15 年には樽井村が町となり、16年に信達・

東信達２村が合併して信達町となり、31年に２

町４村が合併して泉南町となった。45年に市制

をしいて泉南市となり、現在に至る。なお、古

代から熊野街道（近世では小栗街道）が通じ、

近世には海岸沿いに紀州街道ができた。 
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活 性 汚 泥 の 黎 明 

（The Dawn of Activated Sludge） 

楠本  光秀 

 
 
１．はじめに 

 
2014 年は、活性汚泥処理法が開発されて

100 年になる記念すべき年である。節目とな

る本年、英国水・環境管理協会（CIWEM：

Chartered Institution of Water and 
Environmental Management）と国際水協会

（  IWA ： the International Water 
Association）がそれぞれイベントを開催する。 

英国水・環境管理協会は、「活性汚泥：過去、

現在そして未来（Activated Sludge：Past, 
Present and Future）」と題する会議を開催

する。2014 年４月２日～３日の２日間、活性

汚泥法発祥の地マンチェスター（Manchester）
で開催されるイベントでは、会議のほか活性

汚泥に関する世界中の歴史的な展示や大規模

な見本市も併催される。 
国際水協会は、「活性汚泥：100 年、さらに

これからも（Activated Sludge：100 Years 
and Counting）」という会議をドイツのエッ

セン（Essen）で開催する。エッセンは、ヨ

ーロッパ大陸で最初に活性汚泥処理の実施設

が稼動した都市で、その地で 2014 年６月 12

日～14 日の３日間会議が開かれる。 
本稿は、IWA の会議案内に掲載されている

「活性汚泥の歴史（History of activated 
sludge）」をベースに、CIWEM 会議の「活性

汚泥の 100 年（ 100 Years of Activated 
Sludge）」の情報と関連文献からの情報を加

えて「活性汚泥の黎明」を探るものである。 
 
２．活性汚泥発見以前 

 
20 世紀初頭、英国は、水質汚濁において、

最も緊急性を有する問題を抱える国であった。

原因は、人口集中と産業の発展である。英国

の市や町では衛生上の問題が繰り返し起こっ

たことや産業界が清浄な水を必要としたこと

から、19 世紀の後半には既に協会設立の動き

があった。1865 年に最初の「王立河川汚濁委

員 会 （ the Royal Commission on River 
Pollution）」が設立され、後の 1874 年に再設

立された。 
王立河川汚濁委員会の活動は、1876 年に公

布された「河川汚濁防止法（ the Rivers 
Pollution Prevention Act）」を生んだ。しか

し、適切な技術的手法の裏づけの無い法律で

は、河川の更なる汚濁を止めたり防止したり

することが出来なかった。この観点から、1898

年の「王立下水処分委員会（ the Royal 
Commission on Sewage Disposal）」の結成

は、汚水処理技術の発展において画期的な出

来事であると理解されている。この委員会は、

公共水域の水質に悪影響を与える要因を追求

する活動や新しい処理法を評価する活動を統

括していた。委員会の最も有名な成果のひと

つは、1908 年に推奨された BOD5 試験であ

る。また、有名な放流基準である「30：20＋

完全硝化」は 1912 年に採用されたが、この基

準値を遵守できる汚水処理法の開発への大い

なる挑戦であった。 
英国の技術者、化学者、微生物学者が既存

の処理技術を改善しようとする尽力が、最終

的に 1914 年の活性汚泥処理法の開発に結び

ついた。 
 
３．活性汚泥の発見 

 
活性汚泥法の発明にとって最も衝撃的な出

来事は、英国における活性汚泥研究の先導者

で あ っ た マ ン チ ェ ス タ ー 大 学 (the 
University of Manchester)のギルバート・フ

ァウラー博士(Dr. Gilbert Fowler)が、1912

年に米国を訪問したことであろう。ファウラ

第 10 号 春季号 
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ー博士は、マンチェスター・コーポレーショ

ン(the Manchester Corporation)のコンサル

タント化学者という立場で訪米した。米国滞

在 中 に 、 博 士 は マ サ チ ュ ー セ ッ ツ 州

（ Massachusetts ）の ローレ ンス 実験場

（Lawrence Experimental Station）を訪問

した。当時その実験場は、いくつかの汚水処

理法の可能性について、実験的に証明するこ

とを目的としていたユニークな施設であった。

そこで研究されていたプロセスのひとつが、

いくつかの異なる組み合わせによる汚水のエ

アレーションであった。ファウラー博士は、

英国に帰国後、ローレンス実験場で得られた

経験をマンチェスターのデイヴィーヒューム

下 水 処 理 場 （ the Davyhulme Sewage 
works：当時マンチェスター・コーポレーシ

ョンにより運転されていた）の化学者エドワ

ード・アーダーン氏（Mr. Edward Ardern）
と彼の同僚ウィリアム・ロケット氏（Mr. 
William Lockett）に伝えた。ファウラー博士

は、彼らに、ローレンス実験場で見た汚水の

エアレーション実験を繰り返し行うよう提案

した。しかしながら、アーダーン氏とロケッ

ト氏が活性汚泥処理法の発明において貢献し

た忘れてはならない事実は、汚水のエアレー

ション中に形成される浮遊物が決定的な役割

を果すことを初めて理解したことである。そ

の浮遊物こそ、現在、活性汚泥として知られ

ているものである。(写真－１) 
1913 年～1914 年に、マンチェスターのデイ

ヴィーヒューム下水処理場でラボスケールの

実験が行われた。実験は、ファウラー博士の

推薦により、ウィリアム・ロケット氏が準備

をし、実施した。 
最初の反応器（ラボスケールのエアレーシ

ョン槽）は、ガラス瓶が用いられた。藻類の

繁殖を防ぐため、瓶は茶色の紙で覆い日光か

ら内容物を保護した。実験用の下水は、マン

チェスターのいくつかの異なる地区から集め

られたものであった。 
ファウラー博士がマサチューセッツで見た

実験とは対照的に、マンチェスターのエアレ

ーション実験では、汚水を注いだ後の沈殿物

が瓶の中に残っており、次の実験に入るとき

には、新たな汚水がその沈殿物の上に注入さ

れた。ロケット氏とアーダーン氏の両氏は、

回文実験を繰り返すほどに沈殿物の量が増え

ていることにすぐに気付いた。同時に、下水

の「完全酸化（full oxidation）」に必要なエ

アレーション時間にも気付いた（完全酸化と

は、分解性有機物の除去及び完全硝化を表す

言葉）。沈殿物を瓶に残し、回文実験を繰り返

写真－１ デイヴィーヒューム下水処理場 

（CIWEM：100 Years of Activated Sludge）より 
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す手法によって、ロケット氏とアーダーン氏

は「完全酸化」に必要な時間を従前の数週間

から 24 時間以内に短縮し、プロセスを技術的

に実現可能なものにした。 
下水のエアレーション中に形成される沈殿

物は、その外観と活動状態を表す為に「活性

汚泥（activated sludge）」と呼ばれた。ロケ

ット氏とアーダーン氏は、彼らの実験とその

結果について、1914 年４月３日にマンチェス

ター・グランドホテル（the Grand Hotel, 
Manchester）で開催されていた化学工業学会

（Society of Chemical Industry）の会議で発

表した。その結果は、有名な次の３篇シリー

ズの論文として後に公表された。 
▰ Ardern,E., Lockett, W.T.(1914a)  
Experiments on the Oxidation of Sewage 
without the Aid of Filters. J. Soc. Chem. 
Ind., 33, 523. 
(ろ材を用いない下水の酸化に関する実験) 
▰ Ardern,E., Lockett, W.T.(1914b)  
Experiments on the Oxidation of Sewage 
without the Aid of Filters, PartⅡ. J. Soc. 
Chem. Ind., 33, 1122. 
(ろ材を用いない下水の酸化に関する実験、パ

ートⅡ) 
▰ Ardern,E., Lockett, W.T.(1915)  
Experiments on the Oxidation of Sewage 
without the Aid of Filters Part Ⅲ. J. Soc. 
Chem. Ind., 34, 937. 

(ろ材を用いない下水の酸化に関する実験、

パートⅢ） 
 
４．活性汚泥処理法の開発 

 

1914 年においてもなお、活性汚泥処理法

は、マンチェスターのデイヴィーヒューム

下水処理場で大規模で移動可能なパイロッ

トプラントで試験されていた。パイロット

プラントの各装置の大部分は木製で、荷馬

車の車台の上に設置されていたものの、装

置全体は、現在我々が知る活性汚泥処理プ

ロセスの特徴の多くを既に有していた。当

初から、活性汚泥処理プロセスの基本的な

配列が試験されていた。即ち、沈殿糟を分

離し、活性汚泥を循環させる連続流配列と今

日では SBR（回分式活性汚泥法）として知ら

れるフィルアンドドロー（fill-and-draw）配

列が試験されていた。デイヴィーヒュームの

実験装置には、散気装置が具えられていた。

当初、粗気泡の散気装置が使用されていたが、

すぐに細気泡のセラミック製装置に交換され

た。 
1914 年のマンチェスターでの実験と同時

に、SBR 活性汚泥プロセスがサルフォード

（ Salford ：広域マンチェスター Greater 
Manchester 内の町）において、実規模で実

験された。最初の実規模の連続流活性汚泥処

理プロセスは、1916 年にウスター町（the 
town of Worcester）でジョーンズアンドアト

ウッド社（Jones and Attwood, Ltd.）により

運転が開始された。最初の活性汚泥処理プラ

ントのエアレーション槽で用いられた散気装

置は、すぐに目詰まりを起こした。このため、

1916 年にはシェフィールド（Sheffield）にあ

る下水処理場の場長であるホワース氏

（Howarth）が、エアレーション装置を鉛直

回転する水平軸パドルを有する機械式散気装

置(写真－２参照)に交換した。最初の機械式

エアレーションシステムの実規模施設が運転

を開始したのは、1920 年である。このシェフ

ィールド・エアレーションシステムといわれ

るものは、1924 年～1925 年から今なおストッ

クポート（Stockport）下水処理場で保存され、

写真－２ イリノイ大学で実験されていたシェフィ

ールド・パドル・ウィール 

（Sheffield Paddle Wheels Tested at  
University of Illinois）１） 
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使用されている。これは、多分世界で今なお

運転されている最も古い活性汚泥処理プラン

トであろう。 
ホ ワ ー ス ・ パ ド ル は ケ ッ セ ナ ー 氏

（Kessener）のエアレーション・ブラシの開

発を促した。そして、1927 年にオランダのア

ッペルドーン（Appeldoorn）にある食肉処理

場で初めて使用された。同じ時期に英国のボ

ルトン氏（Bolton）は、エアレーション・タ

ービン（aeration turbine）の開発に従事し

ていた。エイメス・クロスタ社（Ames Crosta, 
Ltd.）の最初のシンプレックス（Simplex）
タービンは、1925 年にバリー（Bury）下水

処理場に設置された。 
バリー下水処理場に採用された最初のシス

テムは、深槽で底部がホッパー形状のタンク

に設置されたドラフトチューブ装置であった。

鉛直の鋼板製チューブは、下部が開いており、

タンク底部から約６cm 上で吊られた状態で

タンク中央に設置された。チューブの上部は、

鋼板製の翼を有するコーンになっていた。コ

ーンは、毎分 60 回転で回転し、ドラフトチュ

ーブを通じて混合液を吸い上げ、タンクの表

面にスプレイするようになっていた。２） 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
５．活性汚泥処理法の伝播 

 
活性汚泥処理法は、英国外でもすぐに適用

されるようになった。米国における最初の活

性汚泥処理の実験プラントは、1915 年にコン

サルタントとしてのファウラー博士の助力で、

ミルウォーキー（Milwaukee）に建設された。

イムホフ氏（Imhoff）は、1924 年に最初の活

性汚泥実験を行い、1926 年に最初の実施設を

エ ッ セ ン の レ リ ン グ ハ ウ ゼ ン

(Essen-Rellinghausen)に建設した。第 2 次世

界大戦前であったにもかかわらず、活性汚泥

処理はヨーロッパやアメリカ以外の大陸でも

適用されるようになった。例えば、インドの

バンガロール（Bangalore, India）、オースト

ラ リ ア の ア デ レ イ ド 市 グ レ ネ ル グ

（Adelaide-Glenelg, Australia）、南アフリカ

のヨハネスブルグ（Johannesburg, South 
Africa）に活性汚泥処理施設が設置された。 

日本における活性汚泥処理法の歴史は、

1924 年の名古屋市での実験に始まる。翌 1925

年には大阪市で、1926 年には東京で実験され

た。 
実施設としては、名古屋市の堀留と熱田両

処理場が、1930 年に我国初の活性汚泥処理施

設として稼動した。 
  

 
６．おわりに 

 
活性汚泥法は、開発されて以来 100 年間、

下水処理の根幹技術として使用されてきた。

他分野を見ても、1 世紀に渡って使用され続

けた技術を見出すことは困難であろう。また、

活性汚泥処理法に対する日本の取組みが先進

的であったことも、驚きである。 

写真－３ バリー処理場納入のシンプレックス 

タービンと類似の曝気装置 

写真－４ 1930 年に稼動した名古屋市堀留 

下水処理場 
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活性汚泥処理は、21 世紀においても輝き続

ける技術であると確信する。 
 

 
≪参考文献≫ 

1) ”The Mechanical Aeration of Sewage by Sheffield Paddles and by Aspirator”,  
Harold E. Babbitt, Professor of Sanitary Engineering, p.14, 
Bulletin No.268, July 1934,  
University of Illinois, 
Engineering Experiment Station 

 
2) “Aeration: Principles and Practice”  

James A. Muller, William C. Boyle,  
H. Johannes Pӧpel, p.200, CRC Press 
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編 集 

◆昨年の機関誌 5号において始めて意図通りの製

本ができました。4 号までは表紙の説明文が指定

した位置に印刷されないなど残念な箇所がいくつ

かありましたが仮製本によるチェックを経ること

で目的が達成できました。 

今回から機関誌発行時期を４月から 6月に変更

し、内容の充実を図ると共に編集委員の年度末負

担の軽減を図りました。また、編集方針を一部変

更し、単年度企画から長期企画へと視点を変えま

した。いろいろな改善は、より少ない労力でより

満足できる成果を期待しての変更です。意図通り

の成果が出ることを期待しております。（枝） 

 

▼平成 21年４月に「ちんちょうち」創刊号が発刊

されて以来、今年で第６号となりました。 

本号も、特集「きめ細かな浸水対策」

を始めとして、充実した内容になっ

ております。編集のお手伝をする者

として、執筆者の方々の熱意と努力

に対し頭の下がる思いです。ありが

とうございました。( katochan) 
 

◆未だ文書としてまとまっていなかった

諸先輩方の貴重な記録が掲載されています。 

当時の現場の時代背景や、活躍されていた方々の

生の声が聞けた感じがします。 

水澄機関誌「ちんちょうち」の投稿文は、他の

報文とはまたひと味違ったＮＰＯならではの記録

集だと思います。 

投稿者の皆様ありがとうございました。（武ちゃん） 

 

▼京橋で乗った JR 東西線の車内アナウンス「塚口

行きの快速電車です。塚口までの各駅に止まりま

す。」？？・・・間違いではないね、でも何か可笑

しい、ではどう言えばいいのか、北新地に着くま

で楽しめました。 

さて、また春が巡って来て、機関誌「ちんちょ

うち」の発行も第６号を数えました。皆様のご協

力で号を重ねる度に充実しております。じっくり

と読んでお楽しみください。（むっちゃん） 

◆500 光年先に地球とよく似た惑星が発見された

とか。大きさは、地球の 1.1 倍で水が液体の状態

で存在している可能性があるとのことです。もし

通信可能な生命体がその惑星にいたとしても、地

球から「ハロー」と言って「○※？△●！」と返

ってくるのが、1000 年先。そのとき、「ちんちょ

うち」が貴重な古文書になっていることを夢見ま

す。(野良トド) 

 

▼今、「ＳＴＡＰ細胞」が話題となっている。 

再生医療の分野において、ノーベル生理学・医

学賞を受賞した山中教授の「iＰＳ細胞」を凌ぐ画

期的な発見と絶賛されたものの、数か月も経たな

いうちにグレーのレッテルが貼られてしまった。 

今年の3月末に6人目の孫が誕生した私

にとって、彼女達（6人の孫はすべ

て女の子）の将来を思い巡らすと、

万能細胞の存在は極めて心強い

味方であり、心情的に、「ＳＴＡ

Ｐ細胞」が存在してほしいと願っ

ている…、誠にもって複雑な心境で

ある。 

技術立国「日本」の名にかけて、客観

性、具体性、透明性のある真相を明らかにしてほ

しいと願うものである。（hibari） 

 

◆12 月から 3月末まで、日本下水道事業団へ季節

労働で出稼ぎした。今年は 17箇所の電気設備の完

成検査に行った。ほとんどが改築､増設で、電気設

備はどことも仕様書通りにできていた。 

合流改善は、越前市家久浄化センターでは３W、

小郡、徳山中央(両方ともアタカ大機)、下松(メタ

ウォータ)の３浄化センターはろ材を用いた高速

ろ過であった。4 箇所とも初めての施設である。

どれだけの効果があるのか、運転管理の容易さ、

維持管理など気になるが、確認出来ないのは残念

である。(ohide さん) 
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